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主要公園施設一覧 

 

対応窓口 地区名称 
敷地面積 

(ha) 
主    要    施    設 

守口 

サービス

センター 

海老江地区 10.5 

野球場（4面）、少年野球場（2面）、テニスコート（3面）、

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用 1面）、駐車場（137

台）、移動式トイレ（6 基）、管理所（1 基）、バーベキュー

指定区域 

大淀野草地区 7.5 野草広場 

長柄地区 4.3 芝生広場、移動式トイレ（1基）、バーベキュー指定区域 

長柄河畔地区 0.8 休養施設、移動式トイレ（1基）、管理所（1基） 

毛馬地区 9.4 

野球場（2面）、テニスコート（2面）、サッカー・ラグビー

場（陸上トラック兼用 1面、野草広場、移動式トイレ（3基）、

バーベキュー指定区域 

赤川地区 4.8 

テニスコート（6面）、サッカー・ラグビー場（1面）、駐車

場（119 台）、移動式トイレ（4基）、管理所（1基）、バーベ

キュー指定区域 

城北河畔地区 0.9 休養施設 

太子橋地区 13.3 

野球場（2面）、少年野球場（1面）、徒渉池、駐車場（223

台）、移動式トイレ（5基）、管理所（1基）、バーベキュー

指定区域 

外島地区 3.7 
テニスコート（6面）、陸上トラック（1面）、移動式トイレ

（2基）、バーベキュー指定区域 

守口地区 2.2 休養施設 

八雲野草地区 8.5 野草広場 

八雲地区 5.7 

少年野球場（1面）、テニスコート（3面）、駐車場（32 台）、

移動式トイレ（1基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区

域 

庭窪河畔地区 0.8 休養施設 

十三野草地区 8.3 野草広場 

西中島地区 10.9 
野球場（3面）、駐車場（224 台）、移動式トイレ（6基）、管

理所（1基）、バーベキュー指定区域 

豊里地区 7.4 
テニスコート（4面）、更衣室（1棟）、駐車場（155 台）、移

動式トイレ（3基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区域 

 

大日地区 4.9 野球場（2面）、駐車場（170 台）、移動式トイレ（2基） 

佐太西地区 10.0 

野球場（2面）、少年野球場（2面）、テニスコート（3面）、

駐車場（317 台）、移動式トイレ（6基）、管理所（1基）、バ

ーベキュー指定区域 

仁和寺野草地区 15.7 

パターゴルフコース（27 ホール）、ゲートボール場（3面）、

ディスクゴルフコース（8ホール）・グラウンドゴルフ（24

ホール）兼用、駐車場（86 台）、移動式トイレ（2基）、管

理所（1基）、倉庫（2基） 

点野野草地区 4.2 野草広場 

太間地区 15.1 
野球場（1面）、陸上トラック（1面）、駐車場（682 台）、移

動式トイレ（6基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区域 

木屋元地区 6.5 

野球場（2面）、サッカー・ラグビー場（1面）、テニスコー

ト（3面）、ストリートバスケットコート（2面）、移動式ト

イレ（3基）、バーベキュー指定区域 

出口野草地区 4.0 野草広場 

出口地区 8.7 芝生広場、移動式トイレ（1基） 

出口河畔地区 0.3 休養施設 

 

別紙１ 

 
-別紙1-



 

対応窓口 地区名称 
敷地面積 

(ha) 
主    要    施    設 

守口 

サービス

センター 

伊加賀野草地区 10.0 野草広場 

三矢地区 2.4 
テニスコート（4面）、砂場、駐車場（68 台）、移動式トイ

レ（1基）、バーベキュー指定区域 

枚方地区 33.2 

淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用）（1面）、淀川

アクアシアター、多自然池、駐車場（420 台）、移動式ト

イレ（5基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区域 

背割堤地区 19.8 
桜並木、駐車場（156 台）、移動式トイレ（4 基）、管理所

（1基）、バーベキュー指定区域 

鳥飼 

サービス

センター 

一津屋野草地区 10.4 野草広場、駐車場（64 台）、移動式トイレ（1基） 

一津屋河畔地区 0.3 芝生広場 

鳥飼西地区 3.0 
駐車場（57 台）、移動式トイレ（2基）、管理所（1基）、

バーベキュー指定区域 

鳥飼野草地区 5.4 野草広場 

鳥飼下地区 11.1 
サッカー（1面）、フットサルコート（2面）、駐車場（139

台）、移動式トイレ（2基）、バーベキュー指定区域 

鳥飼上地区 13.4 

野球場（3面）、テニスコート（7面）、陸上トラック（サ

ッカー・ラグビー兼用 1面）、ローラースケート場、駐車

場（323 台）、移動式トイレ（4基）、管理所（1基）、バー

ベキュー指定区域 

三島江地区 8.3 

野球場（2面）、テニスコート（4面）、サッカー・ラグビ

ー場（1面）、駐車場（315 台）、移動式トイレ（3基）、管

理所（1基）、バーベキュー指定区域 

三島江野草地区 5.9 野草広場 

大塚地区 25.2 

野球場（2面）、テニスコート（2面）、サッカー・ラグビ

ー場（1面）、駐車場（322 台）、移動式トイレ（6基）、管

理所（1基）、バーベキュー指定区域 

島本地区 4.9 

野球場（1面）、少年野球場（1面）、テニスコート（2面）、

サッカー・ラグビー場（1面）、駐車場（83 台）、移動式ト

イレ（2基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区域 

大山崎地区 10.5 

野球場（2面）、フットサルコート（1面）、駐車場（266

台）、移動式トイレ（3基）、管理所（1基）、バーベキュー

指定区域 

守口 

サービスセンター 

面積は守口

地区に含む 
休憩室、インフォメーション、トイレ、会議室 

太間 

サービスセンター 
0.1 休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

鳥飼 

サービスセンター 
0.2 休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

庭窪 

レストセンター 

面積は庭窪

河畔地区に

含む 

会議室、休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

背割堤 

サービスセンター（さくらであい

館）（※） 

面積は背割

堤地区に含

む 

展望塔、イベント広場､学習室、会議室、情報発信スペー

ス､トイレ､さくらショップ､駐車場（22 台） 

・下線は利用料金を徴収する施設や物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。このほかに、近畿地方整備局

の許可を受けた上で、収益施設として自動販売機を設置することができる。 

・駐車場の台数は臨時駐車場を含む。 
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主要建築物一覧 

 

種類 数 設置箇所 

守口サービスセンター １ 守口地区      （299.3ｍ2） 

太間サービスセンター １ 太間地区隣接   （230.0ｍ2） 

鳥飼サービスセンター １ 鳥飼下地区隣接 （518.1ｍ2） 

庭窪レストセンター １ 庭窪河畔地区   （145.1ｍ2） 

背割堤サービスセンター １ 背割堤地区    （907 ㎡） 

 

・各サービスセンターの詳細は、別添３「管理事務所図」を参照のこと 

 

別紙２ 
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収益施設一覧 

 
対応 

窓口 
地区名称 公園施設の名称 

許可面積 

（予定）（m2） 
数量 

 

毛馬地区 

野球場 7,589 2 面 

テニスコート 1,321 2 面 

サッカー・ラグビー場 

（陸上トラック兼用） 
8,613 1 面 

赤川地区 
テニスコート 4,933 6 面 

サッカー・ラグビー場 9,502 1 面 

太子橋地区 
野球場 12,017 2 面 

少年野球場 4,311 1 面 

外島地区 
テニスコート 903 1 面 

陸上トラック 5,627 1 面 

八雲地区 
少年野球場 4,193 1 面 

テニスコート 2,104 3 面 

西中島地区 野球場 16,157 3 面 

豊里地区 テニスコート 2,559 4 面 

太
間
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

大日地区 野球場 14,411 2 面 

佐太西地区 

野球場 14,468 2 面 

少年野球場 5,108 2 面 

テニスコート 2,110 3 面 

仁和寺野草地区 

パターゴルフコース 15,501 27 ホール

ゲートボール場 1,932 3 面 

ディスクゴルフコース(8 ホール)・グラウン

ドゴルフ(24 ホール)兼用 
13,380 1 面 

太間地区 
野球場 4,879 1 面 

陸上トラック 6,251 1 面 

木屋元地区 

野球場 10,111 2 面 

サッカー・ラグビー場 12,749 1 面 

テニスコート 2,505 3 面 

三矢地区 テニスコート 1,473 2 面 

枚方地区 
淀川スタジアム 

（野球場・サッカー場兼用） 
14,549 1 面 

別紙３ 
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対応 

窓口 
地区名称 公園施設の名称 

許可面積 

（予定）（m2） 
数量 

鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

鳥飼下地区 
サッカー場 10,194 1 面 

フットサルコート 2,812 2 面 

鳥飼上地区 

野球場 20,532 3 面 

テニスコート  3,009  4 面 

サッカー・ラグビー場 

（陸上トラック兼用） 
13,867 1 面 

三島江地区 

野球場 12,969 2 面 

テニスコート 4,181 4 面 

サッカー・ラグビー場 9,851 1 面 

大塚地区 

野球場 14,491 2 面 

テニスコート 1,345 2 面 

サッカー・ラグビー場 6,886 1 面 

島本地区 

少年野球場 5,161 1 面 

テニスコート 785 1 面 

サッカー・ラグビー場 7,492 1 面 

大山崎地区 
野球場 9,638 2 面 

フットサルコート 1,099 1 面 

※このほかに、近畿地方整備局の許可を受けた上で、収益施設として自動販売機を設置することができる。 

※許可面積は、小数点以下を四捨五入している。 
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１．運営維持管理基本方針の目的・位置づけ                  

 

１．１ 運営維持管理基本方針の策定の背景・目的 

淀川河川公園は、都市公園法第２条第１項第２号「イ）一の都府県の区域を超えるよ

うな見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地」に基づくイ号国営公園である。

淀川の広大な河川敷、豊富な自然環境を活かして、近畿のレクリエーション需要の増大

に対応するとともに、淀川の河川空間を広域緑地系統の骨格として活用することを目的

として、昭和 47 年から公園整備を進めている。 

大阪府大阪湾河口部から桂川、宇治川、木津川が合流する京都府三川合流部までの延

長約 37km、計画面積 1,216ha のうち、約 241ha、計 40 地区（※ただし、海老江地区及び

大淀野草地区の 2地区は閉園中）を開園している。昭和 48 年度の供用開始時から平成 29

年度までの累計入園者数は約 16,820 万人であり、平成 29 年度には約 661 万人の方々に

利用されている。 

一方、「公共サービス改革基本方針（H29.7.11 改定（閣議決定））」に基づき、平成 24

年度からの維持管理業務に民間事業者も含めた総合評価による競争入札を行うこととな

り、事業者に対し、維持管理業務にあたっての基本的な考え方を示す必要が生じている。 

以上のような背景を踏まえ、「運営維持管理基本方針」を策定した。 

 

１．３ 運営維持管理基本方針の位置づけ 

この運営維持管理基本方針は、淀川河川公園が、その使命や役割を担うための運営維

持管理のあり方を示したものであり、以下の内容で構成している。 

① 運営維持管理の基本方針 

② 運営維持管理の留意事項 

 

１．４ 運営維持管理基本方針の対象 

運営維持管理基本方針は、現在の供用区域を対象としたものであるが、今後追加供用

される区域にも適用されるものである。 

今後の維持管理においては、野球場・テニスコート等の収益施設についても、互いに

連携・調整を図りながら、効果的・効率的な維持管理に努めるものとする。 
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２．運営維持管理の基本方針                       

 

２．１ 淀川河川公園の公園づくりの基本方針 

淀川河川公園では、昭和 50 年に策定した「淀川河川公園基本計画」を平成 20 年 8 月に

改定した。「河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環

境や歴史・文化、人との関わりを大切にした公園にする」という認識のもとで、淀川の自

然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指している。公園

づくりの基本方針、整備方針及び管理運営方針が示されており、今後もこれらの基本方針

等を継承するとともに、社会情勢の変化などをふまえて整備及び管理運営を進めていくこ

ととする。 

 

＜基本方針＞ 

① 河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴 

史・文化、人との関わりを大切にした公園にします。 

 ② 淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぎます。 

 ③ 多様な主体の参加と連携のもと、全ての生物が共存できる健全かつ秩序ある利用を 

促し、淀川流域とその周辺の人々が将来にわたって自然とふれあえる公園にします。  

 

＜整備方針＞ 

 ① 淀川の自然環境が縦断及び横断的に連続するようゾーニング計画を新たに定めます。 

 ② 淀川の自然環境の保全・再生を図ります。 

 ③ 淀川らしい利用ができるようにします。 

  ・淀川の自然環境と利用の調和を図ります。 

  ・淀川の自然環境の中で水に親しみ、憩う場をつくります。 

  ・淀川全体をつなぎ、まちと淀川をつなぎます。 

  ・淀川の水辺の景観を楽しめる場をつくります。 

 ④ 淀川にまつわる歴史・文化資源を活かします。 

 

＜管理運営方針＞ 

① 淀川の自然環境の保全・再生に関する調査・分析と見直しを行います。 

② 安全、快適に利用できるようにします。 

③ 淀川にふれ、学ぶための機会を増やします。 

④ 多様な主体の参加と連携を図ります。 
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２．２ 今後の運営維持管理の基本方針 

淀川河川公園は、その存在価値や利用価値を、継承・連携・発信していくことにより、

淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぐ役割を担う公園である。 

公園の存在価値とは、社会資本である公園が公共の福祉の増進等に貢献する機能や施設

を有していることであり、公園の存在自体に価値があることである。この存在価値は、 

市場原理になじみにくく、持続的に維持しなければならない根元的なものである。 

一方、利用価値とは、存在価値を維持した上で、公園施設や機能を活用した様々な活動

が豊かに展開される公園の利用環境を意味している。この利用価値は、多様な主体の知恵

や工夫を活用して、安全、安心、快適な公園環境を創出していかなければならないもので

ある。 

この存在価値や利用価値を継承・連携・発信していくためには、淀川河川公園を運営維

持管理・利用する多様な主体（国、運営維持管理事業者、ＮＰＯ、ボランティア、利用者

等）が、今後の淀川河川公園のあるべき目標・将来像を共有し、淀川河川公園のさらなる

魅力向上に向けた取組を推進していく必要がある。 

そのため、今後の淀川河川公園における運営維持管理の基本的な方針として、以下に示

す４つの基本方針を設定した。 
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基本方針１）淀川の自然環境の保全・再生、利用状況に応じた管理運営を行う 

・自然環境の保全・再生や淀川らしい利用のための管理運営を行う中で、自然環境の保全・

再生状況や利用状況の把握に努め、必要に応じて管理運営等の内容を見直す。 

 

 

[これまでの実績] 

・ 三島江野草地区において、水陸移行帯の再生を図るため河川敷の切り下げを実施し、

水位や生物のモニタリング調査を実施 

・ 市民参加による利用ルールの見直しや外来種駆除など環境活動を推進 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【三島江野草地区 植生調査】 【三島江野草地区 魚類調査】 

【植生図（平成 18 年度調査）】 【ボランティアによる植生管理】 
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基本方針２）安全、快適に利用できるようにする 

・河川に立地する公園として、利用者には一定の自己責任が伴うという原則のもと、健全

かつ秩序ある利用を促し、安全かつ快適に利用できるようにする。 

 

 

[これまでの実績] 

・ 各地区の現地管理所の管理員による利用者の案内・指導 

・  適切な出水時の閉園及び公園施設の撤去復旧、利用者の避難誘導の実施 

・ 淀川河川公園ホームページ、季刊紙「よしぶえ」の発行による、花や自然の情報、

季節のおすすめイベント情報等に関する情報発信 

・ ふれあいマラソンの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【淀川河川公園ホームページ】 【季刊紙「よしぶえ」】 

【淀川河川公園ふれあいマラソン】 
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基本方針３）淀川にふれ、学ぶための機会を増やす 

・古くから人との関わりの中で形成されてきた淀川を知ってもらい、理解を深めてもらえ

るよう、広報活動及び体験プログラムの実施等を通じて、淀川にふれ、学ぶための機会

を増やすとともに、淀川河川公園における管理運営方針等について周知する。 

 

 

[これまでの実績] 

・ 淀川に関する治水・利水の歴史、河川整備、河川環境や水質などの出前講座 

・ 「淀川の自然に親しむ会」の継続的な実施 

・ カヌー教室等の水辺に親しむアクティビティの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大学での出前講座】 【淀川の歴史を紹介する講座】 

【「淀川の自然に親しむ会」での干潟体験】 【カヌー教室】 
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基本方針４）多様な主体の参加と連携を図る 

・地域に親しまれ、淀川と人とのつながりをより深めるとともに、淀川河川公園の利用に

関する様々な意見を反映するため、管理運営において、利用者や利用団体、地域住民、

学識経験者、地元自治体等、淀川河川公園に関わる多様な主体の参加と連携を図る。 

 

 

[これまでの実績] 

・ 地元保育園や障害福祉施設との協働による花壇づくり 

・ NPO 法人シニア自然大学との「淀川の自然を楽しむ会」の協働運営 

・ 淀川河川レンジャーが実施する淀川の環境保全・活用プログラムへの協力 

 

 

 

 

 

 

【公園作り体験 チューリップ球根植付】 

【ＮＰＯとの協働による「淀川の自然を楽しむ会」】 
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３．運営維持管理の項目別の考え方              

２．で定めた基本方針とともに、「淀川河川公園基本計画」の管理運営計画に基づき、河

川に立地する公園として、利用者が安全かつ快適に利用できるようにするため、利用マナ

ーの周知や不適切な利用への注意、公園施設の適正な点検・管理などを行うとともに、利

用者には一定の自己責任が伴うという原則のもと、水辺の利用には危険性があるというこ

との周知などを行い、以下に示す主な項目についての考え方等を踏まえ、地区毎の特性に

応じた管理運営を行う。 

 

① 点検・補修、植物管理、清掃 

河川公園を安全かつ快適に利用できるよう、公園施設を適正に管理するため、動植

物の生息・生育状況に留意しつつ、園路や広場、トイレ、水飲み場等公園施設の点検・

補修、植物管理、清掃などを計画的かつ定期的に行う。 

② 広報 

淀川河川公園における整備及び管理運営の方針や内容、利用マナー等について周知

を図る。また、淀川の自然環境や歴史・文化にふれ、学ぶための機会をつくるため、

パンフレットの作成、インターネット等による情報発信、サービスセンターにおける

展示などを行うとともに、利用プログラムやイベント等の情報提供を行う。 

③ 利用プログラム 

淀川を利用しながら淀川に対する理解を深めてもらうため、ガイドなどが同行しな

がら淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ体験講座など様々な素材を活か

した利用プログラムや、生物の生息・生育環境の保全活動、清掃等の維持管理活動な

どのイベントを実施する。 

④ 出水時等対応 

出水により河川敷の冠水が予測される場合には、利用者の安全を確保するとともに、

流水の疎通に支障をきたす恐れがある公園施設の撤去を支援する。また、津波警報が

発令された時及び高潮の発生が予測される場合にも利用者の安全を確保する。 

⑤ 管理運営体制 

通常時及び緊急時の系統的な管理運営を適切に行うため、サービスセンターを拠点

に、必要な人員を配置する。 

⑥ 地域協議会との連携 

整備及び管理運営において、利用者や利用団体、地域住民、学識経験者、地元自治

体など、淀川河川公園に関わる多様な主体が参加する「淀川河川公園地域協議会」と

連携した取り組みを推進する。 
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第１章 総則 

第 1条 目的 

淀川河川公園（以下「本公園」という。）は、淀川の広大な河川敷、豊富な自然環境を活かして、近

畿のレクリエーション需要の増大に対応するとともに、淀川の河川空間を広域緑地系統の骨格として活

用することを目的として、昭和 47年から国が整備を進めているイ号公園である。 

本公園では、「淀川河川公園基本計画」を平成 20年 8 月に改定し、淀川の自然環境や淀川と人との関

わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指しており、以下の基本方針のもとに総合的に整備、管

理運営を進めている。（別紙 4；「H 31-35 淀川河川公園運営維持管理業務 管理基本方針」参照） 

＜基本方針＞ 

① 河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴史・文化、

人との関わりを大切にした公園にします。 

② 淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぎます。 

③ 多様な主体の参加と連携のもと、全ての生物が共存できる健全かつ秩序ある利用を促し、淀川流

域とその周辺の人々が将来にわたって自然とふれあえる公園にします。 

大阪府大阪湾河口部から桂川、宇治川、木津川が合流する京都府三川合流部までの延長約 37km、 

計画面積 1,216ha のうち、約 241ha、計 40 地区（※ただし、海老江地区及び大淀野草地区の 2 地区は

閉園中）を開園している。 

昭和 48 年度の供用開始時から平成 29 年度までの累計入園者数は約 16,820 万人であり、平成 29 年

度には約 661 万人の方々に利用されている。 

本業務は、本公園において、国の組織である国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所（以下「国事

務所」という。）との調整の下で、淀川の自然環境と利用の調和を図る公園として、自然環境の保全・

再生に留意しつつ、より多くの公園利用者が安全で快適に公園を利用できるよう、利用者サービスや利

用指導を図るとともに、公園の質的水準を維持、向上させ、当公園全般にわたり、公園資産を保全、増

進させることを目的とする。 

 

第２条 適用及び用語の定義 

本仕様書は、H 31-35 淀川河川公園運営維持管理業務のうち、「本業務全体の計画立案及びマネジメン

ト業務」、「企画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」（以下「本業務」と

いう。）に適用する。 

なお、本仕様書に用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりである。 

１）「近畿地方整備局」とは、公園の管理主体者であり、本業務の発注者のこと。 

２）「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、事業者又は事業者の指定する職員

に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う委託者の指定する職員で、総括調査員、主任調査

員及び調査員を総称していう。 

３）「検査担当者」とは、事業者の指定する本業務に関する作業完了の確認を行う職員をいう。 

４）「事業者」とは、本公園の運営維持管理者として、本業務を受注した者のこと。 

５）「公園利用者」とは、本公園を利用する者のこと。 

６) 「開園」とは、駐車場、サービスセンター及び野球場・テニスコート等の運動施設の利用可能

な期間及び時間のこと。 

７）「閉園」とは、駐車場、サービスセンター及び野球場・テニスコート等の運動施設の利用を終
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了あるいは休止している期間及び時間のこと。 

８）「閉園措置」とは、出水、地震等の発生に係る危険防止対策として、公園の利用を中止する措

置（駐車場の閉鎖、立入禁止措置、利用者への利用中止の呼びかけ・避難誘導等）を行うこと。 

９）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、近畿地方整備局と事前に協議

し、都市公園法（昭和 31年法律第 79 号）第５条、第６条又は 12条に基づく許可を得た上で、

事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採算により臨時の飲食・物販施設の運営や行催

事を行う事業のこと。 

10）「収益施設」とは、利用料金の徴収や売上金を得て事業者の収入とするために事業者が実施す

る事業の対象となる施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭和 31 年政令

第 290 号）第 20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必

要となる場合がある。 

11）「利用料金」とは、収益施設等の使用やそれに伴うサービスの対価として、収益施設等を利用

する者から徴収する料金のこと。 

12）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、施設運

営者が近畿地方整備局に納める公園の土地または建物の使用にかかる料金のこと。 

13）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲食・物販

施設等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの基準について」

（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき近畿地方整備局から金額を通知し、事業者が近畿地方整備

局に納める料金のこと。ただし、公共性の高い行催事を淀川河川事務所との共催により行う場

合は、建物使用料及び土地使用料は不要となる場合がある。 

14）「業務責任者」とは、本仕様書の第１１条に示す業務内容である本業務全体の計画立案及びマ

ネジメント、企画運営管理、施設・設備の維持管理、植物管理の個々の業務遂行を監理するも

ののこと。 

15）「総括責任者」とは、本業務全体を監理するものであり、業務責任者のうち、本業務全体の計

画立案及びマネジメントの業務責任者をもってそれにあてること。 

16）「スタッフ」とは、事業者が業務を履行するための職員、アルバイト、その他関係従事者をい

う。 

17）「管理物件」とは、別添 1「公園平面図」に示す敷地及び附属設備を指す。なお同敷地内であっ

ても、第三者が持ち込み、または、管理許可を受け、もしくは占用している設備・機器、工作

物等については、その対象から除外する。 

18）「国事務所」とは、国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所のこと。 

19）「サービスセンター」及び「レストセンター」とは、堤内地に設置する利用者サービス等の拠

点施設のこと。各サービスセンターが管轄する地区の利用調整、管理所への連絡等を行う。こ

のうち守口サービスセンターは公園全体の運営維持管理を統括する施設である。（別紙 26「職

員等配置表」参照）。 

20）「管理所」とは、駐車場を有する地区の河川敷等に設置する現地詰所のこと。各地区の利用案

内、利用者指導等を行う（別紙 26「職員等配置表」参照）。 

21）「修繕」とは、施設の劣化した部分又は部材について、性能又は機能を原状あるいは事実上支

障のない状態まで回復させること。 

22）「改修」とは、施設の性能又は機能を従前より向上させる措置を行うこと。 
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23）「保守」とは、機器等の必要とする性能または機能を維持する目的で行う消耗品または材料の

取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な作業を行うこと。 

24）「点検」とは、施設の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常又は劣化

がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含む。 

25）「指示」とは、近畿地方整備局又は調査職員等が事業者に対し、業務の遂行上必要な事項につ

いて書面をもって示し、実施させることをいう。 

26）「通知」とは、近畿地方整備局若しくは調査職員等が事業者に対し、又は事業者が発注者若し

くは調査職員等に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

27）「報告」とは、事業者が調査職員等に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって

知らせることをいう。 

28）「承諾」とは、事業者が調査職員等に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、

調査職員等が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

29）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、近畿地方整備局又は調査職員等と事

業者が対等の立場で合議することをいう。 

30）「提出」とは、事業者が調査職員等に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料

を説明し、差し出すことをいう。 

31）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したもの

を有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できる

ものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。電子納品を行う場合は、別途調査職

員等と協議するものとする。 

32）「検査」とは、既済検査あるいは完了検査のことをいう。 

33）「勧告」とは、近畿地方整備局長が事業者に対し、業務等に関する事項について、書面をもっ

て、改善等の行動をとるように説きすすめることをいう。 

34）「命令」とは、近畿地方整備局長が事業者に対し、業務等に関する事項について、書面をもっ

て、改善等の一定の義務を課する具体的な処分をいう。 

35）「モニタリング業務」とは、事業者が実施する利用実態調査及び本業務に対する自己評価並び

にその結果について近畿地方整備局に報告を行う一連の業務を指す。 

 

第３条 総則 

１．本仕様書は、本業務を遂行するために必要な事項を定め、もって本公園の適正な運営維持管理を

期するものである。 

２．本業務の実施は、淀川河川公園運営業務委託契約書（以下「契約書」という。）によるほか、本

仕様書によるものとする。 

 

第４条 準拠規定 

本業務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる基準等に準拠する。 

１）河川法 

２）都市計画法 

３）都市公園法 

４）道路交通法 
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５）景観法、屋外広告物条例 

６）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

７）消防法 

８）建築基準法 

９）労働基準法、労働安全衛生法 

10）下水道法 

11）水道法 

12）水質汚濁防止法 

13）浄化槽法 

14）食品衛生法 

15）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

16）大気汚染防止法 

17）騒音規制法 

18）振動規制法 

19）個人情報の保護に関する法律 

20）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

21）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

22）電気事業法及びこれに基づく政令等 

23）電気設備に関する技術基準を定める省令 

24）建築保全業務共通仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

25）建築保全業務報告書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

26）公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

27）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

28）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編) 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

29）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

30）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

31）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

32）行政機関の保有する情報の公開に関する法律 

33）政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 30 年度版）平成 30 年 7 月 5 日、

サイバーセキュリティ戦略本部 

34）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 

35）移動等円滑化の促進に関する基本方針（国家公安委員会、総務省、国土交通省） 

36）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省） 

37）公園のユニバーサルデザインマニュアル 
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（財団法人 都市緑化技術開発機構 公園緑地バリアフリー共同研究会編） 

38）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版） 

（国土交通省都市局公園緑地・景観課） 

39) 公園施設の安全点検に係る指針(案)（国土交通省都市局公園緑地・景観課） 

40）国土交通本省委託契約取扱要領（別添 2） 

41）環境省版レッドリスト「絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト」（環境省自然環境局野生

生物課編） 

42）「大阪府レッドリスト 2014」 

43）「京都府レッドデータブック 2015」 

44）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

45）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 

46）淀川河川公園における行為の禁止等について（別添 4） 

47）土木工事共通仕様書（案）（近畿地方整備局） 

48）土木工事施工管理基準（近畿地方整備局） 

49）「土木構造物標準設計」（建設省） 

50）「土木工事標準設計図集」（近畿地方整備局） 

51）デジタル写真管理情報基準（案）（国土交通省） 

52）電気通信設備工事共通仕様書 

53）機械工事共通仕様書 

54）建設業法 

55）建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 

56）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 

57）遺失物法 

58）鉄道事業法 

59）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

60）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版） 

（国土交通省住宅局住宅総合整備課） 

61）著作権法 

62) 農薬取締法 

63）その他、関係諸法令等 

 

第５条 事業者の義務 

１．運営維持管理者となる事業者は、本業務について善良なる管理者の注意をもって実施する義務を

負うものとする。 

２．本公園の設置の意義を踏まえて、その効用を最大限発揮させるよう、努力しなければならない。 

３．本業務全般について計画立案を行い、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、

第２章に示す多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつ

つ実施しなければならない。 

４．事業者は、本公園の管理について創意工夫のある企画や効率的な運営等により、公園利用者の多

様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図り、効果的・効率的な管理運営を目指さなければ
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ならない。 

５．事業者は、本業務の実施にあたって、近畿地方整備局又は調査職員等と常に密接な連絡をとり、

本業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておくものとする。 

 

第６条 近畿地方整備局と事業者の責任分担 

本公園の運営維持管理業務を実施するにあたり、事業者と近畿地方整備局の責任分担を下表「責任分

担表」のとおりとする。ただし、「責任分担表」に定める事項に疑義が生じた場合、又は、「責任分担表」

に定めのない事項については、近畿地方整備局と事業者の間で十分に協議のうえ決定するものとする。 

事業者と近畿地方整備局の責任分担 

項目 
近畿地方

整備局 

事業者 

  
運営維
持管理 

収益 
施設 

 内   容    

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき設置・管理している施

設は除く。） 
 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 
近畿地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○  

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者からの苦情、

訴訟、要望への対応 
 ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

事故・災害時対応 本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる場合 ○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の修

繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管理が不適

切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以下この表において

「①」という。） 

 ◎ ◎ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超えない場合かつ年間修

繕費用２００万円（税抜き）【平成 31 年度分】、1,０００万円（税抜

き）【平成 32～34 年度】、８００万円（税抜き）【平成 35 年度分】

※を超えない場合（上記①を除く。）。 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費用（上記

①を除く。）。 
  ◎ 

 上記３項目以外の場合 

※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合には、

年間業務計画の変更を協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づく警戒体制以上

の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この表において「②」

という。）により公園施設に著しい損害を受けた場合に、公園を一時

閉園するなどして行わなければならない施設、設備等の復旧等 

※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合には、対応

を協議するものとする。 

○   

公園利用者への損

害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を与えた場

合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による公園利用者の怪我

等） 

 ◎ ◎ 

共通仕様書第 33 条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   
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※年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 27 年～平成 29 年の実績平均と現在の状況を踏まえた額

であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実績は、別紙 31「建物・工作物に係る

修繕履歴(修繕箇所、費用等)」を参照のこと。 

※事業者の責任分担に係る項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

 

第７条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 27 条第 1項に基づく指示 

近畿地方整備局長は、事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認める

ときは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（以下「公共サービス改革法」という。）

第 27条第 1項に基づき、事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示できる。 

 

第８条 契約の解除 

近畿地方整備局は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

a) 公共サービス改革法第 22条第 1項第 1号イからチ又は同項第 2号に該当するとき。  

b) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

c) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかになったとき。 

d) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。 

 

 

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合  ◎ ◎ 

上記以外の場合 ○   
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第２章 業務内容 

第９条 運営維持管理基本方針 

事業者は、国有財産としての適正な管理を保持しつつ、創意工夫やノウハウを積極的に発揮し、以下

の運営維持管理方針に則り、本業務の遂行に努めなければならない。（別紙 4；「H 31-35 淀川河川公園

運営維持管理業務 管理基本方針」参照） 

１） 淀川の自然環境の保全・再生に関する調査・分析と見直しを行います。 

２） 安全、快適に利用できるようにします。 

３） 淀川にふれ、学ぶための機会を増やします。 

４） 多様な主体の参加と連携を図ります。 

 

第１０条 業務実施の基本的事項 

１．事業者は、本業務の実施にあたっては、各業務間の総合調整を十分に図り、次に掲げる項目に留意

するものとし、第 1条の４つの管理運営方針に沿った管理運営を行うものとする。 

 １） 点検・補修、植物管理、清掃 

河川公園を安全かつ快適に利用できるよう、公園施設を適正に管理するため、動植物の生息・生

育状況に留意しつつ、園路や広場、トイレ、水飲み場等公園施設の点検・補修、植物管理、清掃な

どを計画的かつ定期的に行う。 

２） 広報 

淀川河川公園における整備及び管理運営の方針や内容、利用マナー等について周知を図る。また、

淀川の自然環境や歴史・文化にふれ、学ぶための機会をつくるため、パンフレットの作成、インタ

ーネット、ＳＮＳ等による情報発信、サービスセンターにおける展示などを行うとともに、利用プ

ログラムやイベント等の情報提供を行う。 

３） 利用プログラム 

淀川を利用しながら淀川に対する理解を深めてもらうため、ガイドなどが同行しながら淀川とそ

の周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ体験講座など様々な素材を活かした利用プログラムや、生

物の生息・生育環境の保全活動、清掃等の維持管理活動などのイベントを実施する。 

４） 出水時等対応 

出水により河川敷の冠水が予測される場合には、利用者の安全を確保するとともに、流水の疎通

に支障をきたす恐れがある公園施設の撤去を支援する。また、津波警報が発令された時及び高潮の

発生が予測される場合にも利用者の安全を確保する。 

５） 管理運営体制 

通常時及び緊急時の系統的な管理運営を適切に行うため、サービスセンターを拠点に、必要な人

員を配置する。 

６） 地域協議会との連携 

整備及び管理運営において、利用者や利用団体、地域住民、学識経験者、地元自治体など、淀川

河川公園に関わる多様な主体が参加する「淀川河川公園地域協議会」と連携した取り組みを推進す

る。 

 

第１１条 履行場所及び履行期限 

１．履行場所 
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施設名称  淀川河川公園 

所在地  大阪市福島区海老江三丁目・四丁目・六丁目並びに大阪市大淀北二丁目 

    （海老江地区）～京都府八幡市八幡在応寺地先（背割堤地区） 

敷地面積   333.4ha 

      ※別添 1「公園平面図」参照 

 

２．履行期限 

平成 32 年 2 月 1 日から平成 36 年 1 月 31 日までとする。 

事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう過年度事業者から契約日以降業務開始日まで

に必要な引き継ぎを受け、開園に備えなければならない。 

 

第１２条 開園日時等 

本業務の履行期間における本公園の開園期間及び開園時間は原則として次頁の表のとおりとする。 
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開園期間及び時間 

地区名 管理所 
3 月 1 日～5 月 31 日、 
9 月 1 日～11 月 30 日 

6 月 1 日～ 
8 月 31 日 

12 月 1 日～ 
2 月 28 日(29 日) 

海老江地区 
 

－ 
(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

大淀野草地区 
（平成 31年 10月から

閉園予定） 
9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄地区 赤川管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄河畔地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

毛馬地区  (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

赤川地区  (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

城北河畔地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太子橋地区 太子橋管理所 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

外島地区  (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

守口地区 ○八雲管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲野草地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

庭窪河畔地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

十三野草地区 西中島管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

西中島地区  (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

豊里地区 豊里管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大日地区 佐太西管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

佐太西地区  (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

仁和寺野草地区 
 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

点野野草地区 太間管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太間地区  7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

木屋元地区  (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

出口野草地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口河畔地区 枚方管理所(下流) 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

伊加賀野草地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

三矢地区  (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

枚方地区  
 

7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

背割堤地区 背割堤管理所 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 

一津屋野草地区 鳥飼西管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

一津屋河畔地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼西地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼野草地区 鳥飼上管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼下地区  (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

鳥飼上地区  (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 
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地区名 管理所 
3 月 1 日～5 月 31 日、 
9 月 1 日～11 月 30 日 

6 月 1 日～ 
8 月 31 日 

12 月 1 日～ 
2 月 28 日(29 日) 

三島江地区 三島江管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

三島江野草地区  9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大塚地区 大塚管理所 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

島本地区 島本管理所 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 
(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 
9:00～17:00 

大山崎地区 大山崎管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

・管理員の配置が必要な管理所は上記のとおりである。 
・〇印の管理所は土曜日、日曜日、祝祭日のみ運営する。 
・背割堤地区の休園日は 12 月 29 日～1月 3日、その他の地区は休園日なし。 
・鳥飼サービスセンター、背割堤サービスセンター（さくらであい館）の休館日は 12 月 29 日～1 月 3 日、

守口サービスセンターは休館日なし。 
・海老江地区及び大淀野草地区の２地区は閉園中 

・繁忙期、行催事開催時等においては、本業務の受託者（以下「事業者」という。）が近畿地方整備局に協議

し、承諾を得た上で開園時間の変更を行うことができる。 

・開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は、事業者が近畿地方整備局に協議し、

承諾を得た上で休園とすることができる。 
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第１３条 業務内容及び業務対象 

事業者は、本公園の供用区域内に位置する都市公園法第２条第２項で規定された各公園施設を対象とし

て、個別仕様書に記載された管理水準の達成、業務内容を踏まえ、以下の各業務を行うものとする。（別

紙 1「主要公園施設一覧」、別紙 2「主要建築物一覧」） 

＜業務内容＞ 

１）公園施設維持管理業務（委託費により行う業務） 

(1) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

・本業務全体の計画立案及びマネジメント 

・臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務 等 

(2) 企画運営管理業務 

・企画広報（行催事企画運営、広報、公園又は河川に関するボランティア活動の支援・調整） 

・公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

(3) 施設・設備維持管理業務 

維持修繕・保守点検等（建物、建物設備、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設、給

水施設、水景施設、その他設備） 

清掃（園内清掃、園内建物清掃） 等 

(4) 植物管理業務 

高木管理、中低木管理、草花管理等（施肥、灌水、剪定等） 

 

１）本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下で、

企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的

な調整のもと相互連携を保ち、適切な進捗管理を行うとともに、地方整備局の実施する整備・修繕

工事における実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための

諸業務を行う。 

 

２）企画運営管理業務 

利用促進のための行催事（材料代等実費を公園利用者から徴収するもの等を含む）や広報宣伝の

企画・立案・実施・参加者受付及び公園ボランティアに対する支援・調整を行う業務である。また、

公園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもらうために、利用指導及び利用案内等の公園

利用者に対するサービスの提供、公園利用者の施設予約等の受付、園内巡視、本業務に関わる自動

車維持等を行う。（詳細は、別紙 5「共通仕様書」及び別紙 7「個別仕様書（企画運営管理）」（以下

「個別仕様書（企画）」という。）を参照のこと。） 

 

３）施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等について、所要の目的が果たされるよう、

日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよう、利用の状況に応じて破損個

所の軽微な補修又は補充を適切に行うこと。また、給水施設や電気設備の使用量を計測し記録を確

実に行う。 
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(2) 清掃 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、園内や建物の清掃を行

い、常時公園内を清潔に保つこと。また、園内に塵芥が散乱した場合は、速やかに園内の清掃を行

い、利用に支障が生じないよう適切な措置をとること。なお、塵芥は種類ごとに定められた処理方

法に従って、適切に処理する。 

 

４）植物管理業務 

安全で快適な利用環境を確保するため、利用状況、景観等に応じた施肥、潅水、樹木の剪定、等

を行うことにより、園内の植物が常に良好な状態にあるように植物管理を行うとともに、公園利用

者に怪我等がないよう適切な管理を行う。 

 

第１４条 業務実施体制 

１．公園の設置目的を達成し、公園利用者の安全・快適な利用サービスを提供するため、下記の資格

要件を備えている職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなければならない。

なお、資格証明書の写しを調査職員等に提出するものとする。 

＜事業者が保有する必要がある資格＞ 

・１級造園施工管理技士 

２．日常管理業務に加え、公園利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応が

適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 

３．本業務全体の計画立案及びマネジメント、企画運営管理、施設・設備維持管理、植物管理につい

て業務別に業務責任者を配置することとする。なお、本業務全体の計画立案及びマネジメントの業

務責任者を総括責任者とし、業務責任者による他業務責任者及び担当者の兼務を妨げない。ただし、

収益施設等管理運営業務への委託費の支出は認めない。収益施設等管理運営業務責任者と兼務する

場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区別しなければならない。 

４．開園期間中は、第 13条１）の業務責任者（総括責任者）が勤務する体制か、第 13 条２）～４）

の業務責任者及び収益施設等管理運営業務の業務責任者のうち、少なくとも２名以上が勤務する体

制とすること。さらに業務責任者が勤務しない業務については、その業務に精通した者を勤務させ

るものとし、緊急対応を含め第 13 条１）～４）の業務及び収益施設等管理運営業務が円滑かつ迅

速に行われる勤務体制をとること。なお、やむを得ず業務責任者を 2人以上勤務する体制をとるこ

とが一時的に困難となる場合には、緊急対応を含め、上記１）～４）の業務及び収益施設等管理運

営業務が迅速かつ円滑に行われる勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾を得ること。

（ただし、事故などやむを得ない事由により事前に承認を得られない場合を除く。） 

  主な業務従事（勤務）場所は、以下のとおりとする（別紙 25「職員等配置表」、別紙 29「淀川河川

公園巡視マニュアル」、及び別添 3「管理事務所図」参照）。 

・守口サービスセンター（公園全体を統括する施設）         1 箇所 

・鳥飼サービスセンター（利用者サービスのローカル拠点）      1 箇所 

・背割堤サービスセンター（ さくらであい館）（利用者サービスのローカル拠点） 1 箇所 

・管理所（巡視、利用者サービス等を行う現地詰所、土日祝日のみ運営も含む）16箇所 

５．この他、救急対応を担当する者を配置する。 
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配置予定者の業務実績等に関する要件 

  ①業務全体の計画立案及びマネ
ジメント業務の業務責任者(総括
責任者) 

②企画運営管理業務の
業務責任者 

③施設・設備維持管理
業務の業務責任者 

④植物管理業務の業
務責任者 
 

⑤収益施設等管理運営業
務の業務責任者 

業 
務 
の 
経 
験
※
1 

 下記に示す同種及び類似業務（平成 16 度以降に完了した履行期間が概ね 12 ヶ月以上の業務に限る）の経験を有すること（申請書類提出
時において実施中の業務にあっては、平成 32 年 1月 31 日までに完了するもの） 

同
種
業
務
の
経
験 

下記の1)～2)のいずれかを対象
とした業務全体の計画立案及び
マネジメント業務（本実施要項
1.2.1参照）の実績を有し、かつ、
下記のｱ)～ｳ)のいずれかの経験
を有すること 

下記の1)～2)のいずれ
かを対象とした企画運
営管理業務（本実施要項
1.2.2参照）の実績を有
し、かつ、下記のｴ)又は
ｵ)のいずれかの経験を
有すること 

下記の1)～2)のいずれ
かを対象とした施設・
設備維持管理業務（本
実施要項1.2.3参照）に
関する業務の実績を有
し、かつ、施設・設備
維持管理業務に関する
下記のｴ)又はｵ)のいず
れかの経験を有するこ
と 
 

下記の1)～2)のいずれ
かを対象とした植物管 
業務（本実施要項1.2.4
参照）に関する業務の
実績を有し、かつ、植
物管理業務に関する下
記のｴ)又はｵ)のいずれ
かの経験を有すること 
 

下記の1)～2)のいずれか
を対象とした収益施設等
管理運営業務（本実施要
項1.2.5参照）に関する業
務の実績（収益施設のう
ち、いずれか１種類以上
の運営を行った実績）を
有し、かつ、収益施設等
管理運営業務に関する下
記のｴ)又はｵ)のいずれか
の経験を有すること 

1)都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している10ha以上の都市公園（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園
など） 

2)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、2ha以上の園地管理※6を行っている施設  
ｱ)延べ２年以上の総括責任者※2 
の経験 

ｲ)延べ３年以上の業務責任者※3 
の経験 

ｳ)総括責任者※2または業務責任
者※3の経験を有し、かつ技術
士（建設部門：都市及び地方計
画）または技術士（総合技術監
理部門：建設）の資格を有する
者 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※3の経験 
ｵ)延べ３年以上の業務経験 

類
似
業
務
の
経
験

下記の3)～5)のいずれかを対象
とした業務全体の計画立案及び
マネジメント業務、企画運営管理
業務、施設・設備維持管理業務、
植物管理業務、収益施設等設置管
理運営業務（本実施要項
1.2.1(1)、(2)、1.2.2～1.2.5参
照）のいずれかに関する業務の実
績を有し、かつ下記のｱ）～ｳ)の
いずれかの経験を有すること 

下記の 3)～5)のいずれ
かを対象とした企画運
営管理業務（本実施要項
1.2.2参照）に関する業
務の実績を有し、かつ、
企画運営管理業務に関
する下記のｴ)又はｵ)の
いずれかの経験を有す
ること 

下記の 3)～5)のいずれ
かを対象とした施設・設
備維持管理業務（本実施
要項1.2.3参照）に関す
る業務の実績を有し、か
つ、施設・設備維持管理
業務に関する下記のｴ)
又はｵ)のいずれかの経
験を有すること 

下記の 3)～5)のいずれ
かを対象とした植物管
理業務に関する業務（本
実施要項1.2.4参照）の
実績を有し、かつ、植物
管理業務に関する下記
のｴ)又はｵ)のいずれか
の経験を有すること 

下記の 3)～5)のいずれ
かを対象とした収益施
設等管理運営業務（本実
施要項1.2.5参照）に関
する業務の実績（収益施
設のうち、いずれか１種
類以上の運営を行った
実績）を有し、かつ、収
益施設等管理運営業務
に関する下記のｴ)又は
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ｵ)のいずれかの経験を
有すること 

3)都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の利用に供している4ha以上の都市公園（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園
など） 

4)都市公園の種別として、地区公園又は特殊公園 
5)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、園地管理※6を行っている施設 
ｱ)延べ２年以上の総括責任者※2 
の経験 

ｲ)延べ３年以上の業務責任者※3 
の経験 

ｳ)総括責任者※2または業務責任
者※3の経験を有し、かつ技術
士（建設部門：都市及び地方計
画）または技術士（総合技術監
理部門：建設）の資格を有する
者 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※3 の経験 
ｵ)延べ３年以上の業務経験 

資格 － － － １級造園施工管理技士 － 
実施
体制 

・業務責任者※3 は、平成32年２月１日時点において、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係があるものであること。企画
書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用関係にあること（雇用関係にあることを約束する念書等（任意書式）で確
認する）。なお、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。 

・上記①の業務責任者※3 1名を総括責任者※2 とすること。 
・共同体にあっては、上記①の総括責任者※1 は代表企業に所属する者とすること。 
・総括責任者及び総括責任者以外の業務責任者は、原則、実施期間中専任（※7）とする。なお、病気・死亡・出産・育児・介護等の事情

によりやむを得ず総括責任者又は総括責任者以外の業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等
以上の者を配置するものとし、予め近畿地方整備局の承諾を得るものとする。 

・総括責任者※2 は各業務の業務責任者を兼務することができる。また、業務責任者※3 は他業務の業務責任者※3 を兼務することがで
きる。 

・開園期間中は、上記①の業務責任者（総括責任者）が勤務する体制か、上記②～⑤の業務責任者のうち少なくとも 2 名以上が勤務する
体制とすること。さらに業務責任者が勤務しない業務については、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め上記
①～⑤が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。なお、やむを得ず業務責任者を 2 人以上勤務する体制をとることが一時的に困
難となる場合には、緊急対応を含め、上記①～⑤の業務が迅速かつ円滑に行われる勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾
を得ること。（ただし、事故などやむを得ない事由により事前に承認を得られない場合を除く。） 

・主な業務従事（勤務）場所は、守口サービスセンターとすることを想定している。 

※1：業務実績は、契約書等により実施が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該配置予定者が実施した業務のみが実績となる。） 
※2:総括責任者とは、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者をいう。収益施設等管理運営業務を行う場合及び収益施設等管理運営

業務責任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託
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費の支出は認めない。 
※3:業務責任者とは、個別業務の責任者をいう。収益施設等管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務と

の従事割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託費の支出は認めない。なお、複数の業務分野について全体的に総括する立
場の者を補佐する者の経験は、業務責任者の経験とみなす。 

※4:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供
しているもの(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 

※5:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模
ホテル、複合ショッピングセンター等)  

※6：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切か
つ計画的な維持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。） 

※7:専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。ただし、契約の
締結後、業務を開始するまでの期間（準備期間）は専任を要しない。 
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第１５条 業務計画書 

１．総括責任者は、契約締結日の 14 日前までに、企画書にもとづく積算根拠となる詳細な工種、数

量、月次の工程計画、体制を記載した「業務計画書」を近畿地方整備局に提出し、承諾を得なけれ

ばならない。 

２．「業務計画書」の策定にあたっては、運営維持管理の実務を通じた経験や知見、公園利用者から

の意見・苦情・要望を踏まえた業務計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕組みを構築し、「業務

計画書」に記載する。 

３．維持管理運営の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望に基づく対応につ

いて、年度内での変更が求められる場合は、「業務計画書」を随時修正する。 

変更業務計画書の提出の必要の有無は内容に応じて調査職員等と協議する。 

４．四半期別必要経費内訳書には、「業務計画書」の変更がある場合は、その結果を反映した上で、

数量、単価を記載し、積算根拠を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務計画書に記載が必要な項目＞ 
・ 年間管理運営計画（月別） 
・ 年間行事計画書（月別） 
・ 企画提案された実施方針(月別) 
・ 業務実施体制 
・ 業務実施のための管理機構及び職務分担 
・ 実施計画 
・ 四半期別必要経費内訳書（別添 2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
・ 再委託承諾申請書（別添 2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
・ 施設管理作業（建物管理、工作物管理、清掃） 
・ 植物管理作業 
・ 収益施設管理運営計画 
・ 公園内巡視作業 
・ 公園利用者への利用指導 
・ 安全管理、安全確保、救急救護、防災計画、消防計画、災害時・異常時対策 
・ 公園利用促進への取り組み（広報、行催事等の開催） 
・ 市民参加による公園運営（ボランティア） 
・ 環境への配慮 
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第１６条 業務報告書 

１．事業者は、運営維持管理の実施状況と包括的な質や管理水準等の達成状況のモニタリングが確実

に行えるよう、報告書を調査職員等に月次、四半期ごとに定期的に提出する。 

２．事業者は、各年度の業務を完了した時は、遅滞なく、年度内に実施した運営維持管理実績の全て

を報告書（正本１通、副本１通）に成果物を添えて提出する。 

３．経理状況に関する帳簿類は常に整理し、近畿地方整備局からこれらに関する報告や実施調査を求

められた場合には、速やかに調査職員等の指示に従い、誠実に対応する。 

４．本業務は電子納品（試行）対象業務とする。電子納品とは、上記業務報告書の最終成果のうち調

査職員等が指示するものを電子データで納品する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、近畿地方整備局等の求めに応じて常に提出できるよう、事業

者において５年間保存する。また、契約期間終了時には調査職員等へ引き継ぐこと。 

なお、本業務の記録類については以下を最低限とする。 

・作業実施数量等の記録 

・保守点検の記録 

・作業日誌 

・安全衛生点検の記録 

＜定期報告で提出が必要な項目＞ 
１）「管理月報」（実務実績簿を含む）（提出期限は翌月の 10 日 別添様式 1）。 
２）「管理四半期報」（提出期限、四半期翌月の 15 日 別添様式 2） 
３）「連絡会議報告書」（毎月５日まで） 
４）運営管理実施方針（毎月５日まで） 
５）貸与車両の稼働実績、燃料使用実績報告（毎月初め） 
６）上記以外の発注者で指定した報告事項（適宜） 
＜完了報告で提出が必要な項目＞ 
１）「完了報告書」 （別添 2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
２）「精算報告書」 （別添 2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
３）「残存物件報告書」（別添 2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
４）「事業評価報告書」 （任意様式） 
５）「実施状況等の記録書」 
＜実施状況等の記録書に添付が必要な項目＞ 
１）作業日誌 
２）保守点検の記録 
３）作業実施数量の記録 
４）作業記録者写真 
５）安全衛生点検の記録 
６）修繕等の記録 
＜電子納品＞ 
１）電子データとは、「電子納品等運用ガイドライン」、「現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）」（以下「ガイドライン」）及び近畿地方整備局の「電子納品に関する手引き（案）」に示
されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。なお、書面における署名又は押印の
取扱いについては、別途調査職員等と協議するものとする。 

２）最終年度の業務を完了した時には、別に定める様式（電子媒体納品書）に署名・捺印の上、「ガイド
ライン」に基づいて作成した電子データを CD-R で２部提出する。 

３）受発注者相互に CD-R の内容を確認した上で CD-R の受領を行うものとする。 
４）「ガイドライン」で特に記載がない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はな
いが、調査職員等と協議の上、電子化の是非を決定する。 

５）上記によりがたい場合は、調査職員等と協議するものとする。 
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・修繕等の記録 

・作業記録写真 

・事業者における検査担当者が作業の完了を確認した記録 

・その他、近畿地方整備局が指示する記録 

 

第１８条 モニタリング業務 

１．事業者は、公園利用者からの意見要望を積極的に把握、評価し、業務に反映させるため、次の各

号に掲げる調査を行い、その結果について近畿地方整備局に報告する。 

１）利用実態調査 

本公園において提供するサービスに対する公園利用者の評価について、アンケート等を実施する

など事業者の工夫により、確実に把握すること。また、事業者は、利用実態調査を行う場合、その

方法について、近畿地方整備局と事前に協議した上で、調査を実施し、その結果は、即地的にも確

認できるよう記録、集計・分析を実施する。 

２）本業務に対する自己評価 

本業務に関して、利用実態調査結果と、その結果に基づいて、本業務に反映させるよう努めた事

項について年度毎に適宜自己評価を行い、その結果を事業評価報告書にまとめ、近畿地方整備局に

提出する。 

 

第１９条 近畿地方整備局が行うモニタリング調査 

１．近畿地方整備局は、事業者で実施するモニタリング業務（本共通仕様書第１６条）とは別に、本

業務の実績を評価する調査を実施する。 

２．事業者は、本業務等の実施内容の評価が確実に実施されるよう、実施状況等の調査に協力するも

のとする。 

３．調査は、個別仕様書等に示す管理水準や事業者から企画提案された実施方針の履行状況を確認す

る予定である。 
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第３章 委託費の支払い 

第２０条 委託費の支払い 

１．事業者は、提出した業務計画書に基づいて、公園運営維持管理業務を実施することにより、包

括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の確保に努めるとともに、個別業務の質（本実施要項 1.3.2

参照）の最低水準を確保しなければならない。 

２．近畿地方整備局は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度（４月１日から翌年

３月３１日まで）を基準とし、委託費を支払うものとし、その支払いは適正な請求書を受理した

日から起算して３０日以内とする。ただし、検査の結果、包括的な質及び個別業務の質の最低水

準が確保されていない場合は、風水害による長期閉鎖その他の事業者の責に帰すことが出来ない

事由によると近畿地方整備局が判断したものを除き、適切に業務を行うよう改善指示（業務の履

行中を含む。）を行うこととし、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得

ない限り、委託費の請求はできないものとする。 

３．各年度の契約金額の確定額は、業務に要した経費の実支出額と各年度の契約金額の支払の限度

額のいずれか低い額とする。 

４．委託費の支払いについては、会計法第２２条、予算決算及び会計令第５８条に基づく協議が整

った場合において、事業者は委託費の概算払を四半期毎に請求できるが、業務の改善指示があっ

た場合には、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、次の四半

期の概算払いに係る委託費の請求はできないものとする。なお、委託費の請求は、業務計画書及

び各年度別四半期別必要経費内訳書に基づく、各年度の四半期における所要額とする。 

５．事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、業務実施前に事業者が作成した業務計画

書をもとに設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の場合には、委託費の減額

は行わない。 

６．本業務の準備期間における経費は、委託費（一般管理費を含む）にて支出することはできない。 

７．各業務の積算体系は、以下のとおりである。 

 

＜積算体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本社人件費（職員基本給、職員諸手当、退職手当等）、本社旅費（職員旅費）、本社庁費（職員厚生

経費、備品費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、賃料及び損料、保険料、

雑役務費等）、付加利益（法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び

割引料、支払保証料その他営業外費用等） 

業務委託料 

業務価格 

消費税相当額 

直接業務費 

一般管理費等※ 

植物管理業務 

施設・設備維持管理業務 

本業務全体の計画立案及びマネジメン
ト業務     

企画運営管理業務 
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第４章 公園内の安全管理 

第２１条 安全管理 

１．本公園における公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、本業務の履行にあたり、常

に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、本公園の利用に関し必要な事項につい

て、適切な措置・対応を行うなど、事業者の責任において常に善良なる管理を行うものとする（別

添 4「淀川河川公園における行為の禁止等について」参照）。 

２．新型インフルエンザや鳥インフルエンザのように、重症化する恐れのある感染症等については、

調査職員等と協議の上、消毒液を設置するなど、適切な措置・対応を行うこと。 

３．セアカゴケグモについては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に

より、生きたままの生息場所からの移動は禁止されていることから、本公園内で発見し、利用者の

安全確保に支障がある場合は、調査職員等と協議の上、適切な措置・対応を行うこと。 

４．事業者は、本業務の履行にあたっては消防法に準拠するとともに、近畿地方整備局が定める消防

計画・危険物予防規定を遵守すること。 

５．事業者は、近畿地方整備局と協力し、火災・その他災害による物的・人的被害を軽減することを

目的に、別途消防計画を作成すること。なお、消防計画には、防火管理者等の担当者を明記するこ

ととする。 

６．事業者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検査を実施し、調

査職員等に報告するものとする。 

７．異常を確認した場合、速やかに調査職員等に報告しその指示に従う。安全管理には十分注意し本

業務を履行する。 

 

第２２条 安全確保 

１．本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故

の防止に努める。 

２．本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、

危険防止に必要な措置を調査職員等に報告の上、当該措置を講じ、事故の発生を防止する。 

３．設備に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を調査職員等に報告の上、当該措置を講ずる。 

４．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運転を一時

停止又は運転制限をする等の措置をした上、直ちに調査職員等に報告し、臨時に精密検査を行い、

その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

５．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、事業者

が作成した緊急連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面等により調査

職員等に報告するものとする。（なお、近畿地方整備局が策定した事故等への対応計画、規定等が

ある場合は、それに則った対応を図ること。） 

１）事故発生日時 

２）事故発生場所 

３）事故発生の原因 

４）事故の程度 

５）人身事故の場合は、医師の診断結果 

６）事故処理の概略 
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７）再発防止策等 

 

第２３条 救急対応 

１．事業者は、救急活動及びその報告に関するマニュアルを作成し、調査職員等に提出するものとす

る。 

２．事業者は、調査職員等が指定する箇所に救急施設を配置し、そのうちの主たる箇所に開園時間中

は看護師または普通救命講習終了者（１，２）の資格を有した救急担当職員を配属し、救急活動に

当たらなければならない。救急担当職員については、応急手当等の研修を受けた者を配置すること。 

３．救急担当者は、救急活動を要する事態を認めたときは、公園利用者の急病や負傷には応急処置を

とり、怪我等の状態によっては救急車両による搬送手配を行うなど、最も適切と思われる措置をと

らなければならない。 

４．事業者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確に記録するとと

もに、その経過及び結果を速やかに別途定める様式により調査職員等に報告する。ただし、軽微な

ものについては、後日報告とすることができる。 

５．重大事故についてはただちに調査職員等に報告し、その指示に従うこととする。 

なお、重大事故とは公園管理又は公園施設に起因するか若しくはその恐れのある事故が起こった場

合、または３０日以上の治療を要する重傷者若しくは死者の発生する事故が起こった場合、さらに

人的被害が発生しなくても、公園施設に起因する３０日以上の治療を要する重傷者又は死者が発生

する恐れがあった事故が起こった場合とする。 

６．傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

 

第２４条 災害時、異常時等の対応 

１．事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全を確保し、迅

速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。この場合において、閉園措

置等の必要があると認めるときは、事業者はあらかじめ近畿地方整備局の承諾を得なければならな

い。ただし、緊急上やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 

２．前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を調査職員等に速やかに報告する。 

３．事業者は、夜間及び休園日において、異常を発見した場合は、必要に応じて警察、消防等の関係

機関等に通報し、適切な措置を講ずるとともに、調査職員等に速やかに報告する。 

４．調査職員等は、災害防止や本業務の履行上特に必要と認めるときは、事業者に対して、臨機の措

置をとることを指示することができる。 

５．調査職員等の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、事業者は、迅速に必要な人

員を確保し、適切な措置・対応を行うこと。（なお、近畿地方整備局が策定した災害発生等への対

応計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図ること。） 

６．事業者は、事故や災害発生時等への対応のため、事務所が定める「淀川河川公園災害対策要領」

（別添 7）及び「危機管理について（別添 8）」に基づき、事業者の役割・行動・体制等をとりま

とめた危機管理マニュアルを作成し、調査職員等と協議するものとする。 

７．事業者は、事故や災害発生時等には、前項において作成したマニュアルに基づき、公園の開園日、

開園時間に関わらず、適切な措置・対応を行うものとする。 

８．災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、調査職員
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等に報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対応を行うこと。 

 

第２５条 出水時施設撤去の支援 

１.淀川の出水、高潮により利用者に危険が及ぶ可能性があるときには、速やかに以下の措置を講じ、

調査職員等に報告を行う。 

１）出水、高潮等で利用者に危険が及ぶ可能性のある公園区域では、巡視員の配置又は巡回により、

利用者に警告を行ったうえで利用中止を呼びかけ、避難誘導する。 

２）一般車両が公園区域に入らないよう坂路入口を進入禁止にする。ただし、公園区域より利用者

が自動車で避難する場合等においては、退出可能な措置を講ずる。 

３）公園区域の危険箇所は、看板及び仮柵の設置により立入禁止措置を行う。 

４）その他利用者の安全確保に必要な措置を行う。 

２. １．に挙げる危険防止対策を講じる場合、対象となる公園区域の利用を中止し、以下の措置を

講じる。 

１）公園の地区全体を利用中止する場合は、速やかに閉園措置を行う。 

２）危険防止対策を講じる公園区域の利用予定者に速やかに利用中止の連絡を行うとともに、利用

受付を中止する。 

３）危険防止対策を講じる区域での通常の維持作業を中止する。 

３. 危険防止対策を講じる基準、および危険防止対策や施設撤去に備えての待機の目安は「淀川河

川公園災害対策要領」（別添 7）に基づくものとする。 

４．事業者は、調査職員等と協議し出水期前に「施設撤去計画」を作成する。 

５．国事務所が実施する施設撤去に際し、事業者は現地立会により状況確認、撤去作業への助言を行

う（別添 9「施設撤去仮置場所位置図」参照）。 

６．事業者は、公園利用者の被災、施設撤去を行う公園地区の放置物件の発見、撤去作業の遅れ等不

測の事態が生じたときは、直ちに調査職員等に報告し、必要な指示を受けるものとする。 

７．退水後は、速やかに以下の措置を行い、園内の安全を確認したうえで早期の利用再開を目指すも

のとする。 

１）退水開始後は速やかに、公園区域の冠水状況、被災状況等を調査し、調査職員等に報告する。 

２）必要に応じ撤去施設の復旧、冠水区域の堆積塵芥処理等、利用禁止区域の利用再開に向けた復

旧計画を速やかに作成し、調査職員等と協議する。 

３）利用禁止区域における利用再開は、近畿地方整備局の指示に従うものとする。 

 

第２６条 地震・津波への対応 

１.地震等が発生した場合は、直ちにテレビ・ラジオ等を通じ情報の収集を行う。気象庁が大阪府北

部・京都府南部において、震度５以上を発表した時、および気象庁が大阪府において津波警報又は

津波注意報を発表した場合は、危険防止対策を講じるため、速やかに行動を開始する。 

２．気象庁が大阪府北部・京都府南部において、震度５以上を発表した時は、緊急巡視及び緊急施設

点検を行うものとする。 

１）公園の開園時間内に地震が発生した場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、

必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策や、閉園措置を行う。 

２）公園の開園時間外に地震が発生した場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、
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必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策を行う。利用の安全が確認出来た場合は、速やか

に利用を開始する。 

３）点検結果、安全措置、被害状況等を、調査職員等に速やかに報告を行うものとする。 

３．気象庁が大阪府において津波警報又は津波注意報を発表した場合は、直ちに津波に関する情報を

収集するとともに、調査職員等の指示を受け、迅速な初動対応を行うものとする。 

１）園内放送により避難誘導案内を行い、利用者に対し速やかに堤内地への避難を促す。 

２）津波注意報・警報発令時は施設利用禁止（駐車場閉鎖）の措置を行う。 

３）園内放送により公園利用者に対し避難誘導を行う地区は、以下のとおりである。 

 ( 1)赤川管理所（長柄河畔地区・長柄地区） 

 ( 2)西中島管理所（西中島地区・十三野草地区） 

４）事業者は、調査職員等に随時情報の確認を行い、安全が確認された場合は、現場管理員に連絡・

指示を行う。現場管理員は、巡視等により安全を確認するとともに、利用者への放送による周

知を行うなど、利用再開の措置を講ずる。 
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第５章 協議・調整等 

第２７条 近畿地方整備局の要請への協力 

１．調査職員等から本公園に関する調査、又は作業の指示等があった場合には、迅速、誠実かつ積極

的な対応を行う。 

２．その他、近畿地方整備局が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロー

ル、消防訓練、行催事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参加・協

力・実施を、積極的かつ主体的に行う。 

３．事業者は、管理業務を円滑に実施するため、調査職員等及び管理運営に関係する者との情報交換

や業務の調整を図る連絡会議を、定期又は不定期に開催するものとする。なお、連絡会議には、第

三者を参加させることができるものとする。 

４．関係機関の立会検査又は調査がある場合は、事業者は近畿地方整備局の指示により立会等に協力

する。 

５．本業務の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望は、即地的にも確認でき

るよう記録、集計・分析した結果と本業務に反映させるよう努めた事項について、近畿地方整備局

に報告するよう、努めるものとする。 

 

第２８条 別途工事等との調整 

１．国事務所の発注する別途工事又は業務（法定点検業務等）がある場合には、事業者は必要に応じ

て工事又は業務内容及び計画（変更を含む）に対して、本業務に関連する助言ならびに公園利用及

び動植物の保護育成に関する調整を行う。 

２．国事務所が別途発注する施設保全業務等の実施に当たり、事業者は、点検等の実施時期の調整に

協力する。電気設備の点検に伴う計画停電のときには、その対応については、調査職員等と調整す

ること。 

 

第２９条 近畿地方整備局との協議等 

１．事業者は、本仕様書に明記されていない事項又は本仕様書の内容について疑義を生じた場合は、

調査職員等と協議すると共に、協議の内容を記録して調査職員等に提出し、確認を得る。 

２．業務責任者又は業務担当者は、本業務の実施方法等について必要がある場合は、調査職員等の指

示を求めるほか、打合せを行い、その内容を記録して調査職員等に提出し、確認を得る。 

３．施設の運営維持管理に係る各種規程・要項を作成する場合や、追加供用等により契約期間中に業

務内容が変更する場合、さらには、その他新業務への対応が必要な場合は、近畿地方整備局と事業

者の間で調整又は協議を行う。 

４．不測の事態又は疑問等が生じた場合は、速やかに調査職員等と協議する。 

 

第３０条 その他の協議・報告等 

事業者は、本公園の管理・運営等で必要な協議を適切に行い、結果等については、遅滞なく報告しな

ければなければならない。 

１）地元自治体、マスコミ等関係機関、ボランティア団体等との協議 

２）その他園内施設の運営者との協議 

３）持込みイベント等の利用調整 
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第３１条 官公署への連絡、届出 

事業者は、官公署への連絡、届出手続きは近畿地方整備局に協力し、遅滞なくこれを処理する。また、

事業者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となるときは事業者において行う。 
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第６章 雑則 

第３２条 本業務の再委託 

事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して、又は本業務における主たる部分を再委託す

ることはできない。本業務における主たる部分は、次のとおりとする。 

＜本業務における主たる部分＞ 

本業務における総合的計画立案、業務遂行管理、救急・災害時の統括管理、各業務手法の決定及び

本業務履行者としての最終的な意志決定を行うための技術的判断等 

１）事業者は業務の一部を第三者に委託させようとする場合は、あらかじめ再委託の相手方の住所、

氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を近畿

地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとすると

きも同様とする。 

２）事業者が近畿地方整備局に対して負う業務を履行するため、事業者は再委託先の事業者に対し、

実施要項８.４及び８．６に想定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとと

もに、再委託先から必要な報告を徴収することとする。 

３）事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、すべて事業者の責任において行うもの

とし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみ

なして、事業者が責任を負うものとする。 

４）再委託等の承諾を行った際は、必要に応じて当該部分（再委託）に該当する経費についての領

収書、明細書の写しの提出を求める場合がある。 

５）契約書第３条第４項で規定する「軽微な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレー

ス、資料整理、計算処理、模型製作、和訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等及

び小規模な業務をいうものとする。なお、小規模な業務とは、原則として契約金額 100 万円未

満のものをいう。 

６）なお、再委託の相手方は入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長

から指名停止を受けていないこと。 

７）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者に再委託してはならな

い。 

 

第３３条 保険の付保及び事故の補償 

１．事業者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇用者等の雇用形

態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

２．事業者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をも

って適切な補償をしなければならない。 

３．事業者は、火災保険、自動車任意保険、施設賠償責任保険、動産総合保険の他、必要に応じて各

種保険に加入するものとする。 

４．１～３項に規定する保険料、補償費は、事業者の負担とする。 

 

第３４条 建築物及び機械器具の無償貸与等 

１．建築物及び機械器具の無償貸与 

本業務の遂行に必要な、近畿地方整備局が保有する建築物及び機械器具等に限り、事業者に無償
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で貸与する。提供施設については事業者にて適正に管理すること。なお、その取扱いについて、近

畿地方整備局において定める規定等がある場合には、それによる（別添 10「提供施設一覧表（建築

物）」、別添 11「提供施設一覧表（機械器具等）」、別添 13「提供施設等の取扱について」参照）。 

２．残存する備品の取扱い 

事業者は、本業務完了の際、残存する備品で近畿地方整備局がその費用を負担したものについて

当該備品を近畿地方整備局に引き渡す。ただし、翌年度において当該業務に継続して使用されるも

のはこの限りではない。 

残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品のうち、原状の

まま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が５万円以上のものをいう。また、近畿地

方整備局より提供された５万円以下の備品については残数を報告する。 

その他、残存する備品の取扱いについては、近畿地方整備局が定める規定等によるものとする。 

３．事業者は、国事務所の事務・事業に支障を来たさない範囲において、管理事務所内の施設の管理・

運営業務の実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

４．事業者が持ち込んだ機器・設備等については、国事務所の事務・事業に支障をきたすことのない

よう適切な管理を行うこと。 

５．機器・設備等を持ち込み、電気工事等の措置が必要な場合は、調査職員等の承認を得た上で実施

することができる。なお、必要な措置をした場合、施設の使用を終了又は中止をした後、直ちに原

状回復をおこない、調査職員等の承認・確認を得なければならない。 

６．機器・設備等を持ち込む費用、電気工事等の措置等に必要な経費及び持ち込んだ設備・機器等か

ら生じる経費（電気代、コピー代、電話代等）、原状回復に必要な経費は、事業者の負担とする。 

 

第３５条 本業務の引継 

１．事業者は、契約が完了するとき、又は解除になる場合には、調査職員の立会の下、調査職員が指

示する者に対し、誠意をもって、円滑に業務の引き継ぎを行わなければならない。引き継ぎにあた

っては、下記に示す必要な資料の作成及び提出を行い、必要な説明等を行うものとする。ただし、

契約が引き続き締結され、当該業務を継続する場合はこの限りではない。 

１）運営・利用者サービスに関する事項 

利用予約の受付、繁忙期対応、救護日誌、利用者の安全確保のための措置事項 等 

２）施設・設備維持管理に関する事項 

施設・設備の点検情報、設備・機器等の各種マニュアル、施設・設備の使用において留意が必

要な事項、清掃記録 等 

３）動植物管理に関する事項 

芝生、草地等の管理区分図、希少種の生育場所、病虫害防除、老木、記念樹等の記録 等 

４）収益施設運営に関する事項 

運営に必要な物品等の引き継ぎ、その他運営上の課題事項 等 

５）広報宣伝に関する事項 

マスコミ等の連絡方法及び連絡先・取材記録、ホームページの更新方法、 

ホームページに係る全てのデータ、ドメイン及びシステム管理方法 等 

６）イベントに関する事項 

主催、共催イベント、体験プログラム等の実施状況、持ち込みイベントの状況、継続的な地域
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連携イベント等における主催者や関係団体との連携、協力すべき事項 

７）協働活動者、関係機関との連携に関する事項 

ボランティアの登録情報、連絡方法及び連絡先、活動記録、ボランティア団体と連携して管理

を行う箇所や指導を受けている有識者の情報 等 

８）国への提出資料に関する事項 

都市公園法第５条、６条、12 条に基づく申請及び許可の記録 等 

９）その他 

救急活動に関するマニュアル、近隣住民への配慮必要事項、苦情処理記録 等 

２．不可抗力その他、近畿地方整備局や事業者の責めに帰することができない事由により管理の継続

が困難となった場合は、近畿地方整備局と事業者は管理の継続の可否について協議すること。 

３．事業者は、業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）又は、契約が解除されるまでは、

公園維持管理が円滑に実施されるよう業務実施体制（第１２条記載）を維持すること。 

４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな場合は、

その費用は事業者が負担する。 

５．新たな事業者に対し、平成 31 年 12 月から平成 32年～1月まで準備室を貸与する。準備室は別添

3「管理事務所図」に示す守口サービスセンター会議室とする。準備室では、本業務に関する準備

を行うものとし、準備室における光熱水費は近畿地方整備局が負担する。 

 

第３６条 情報公開 

事業者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平

成 21 年 7 月 1 日法律第 66 号、最終改正平成 28 年 5 月 27 日法律第 51 号）の規定に準じて取り扱うも

のとする。この場合、調査職員等と協議すること。 

 

第３７条 調査等への対応 

事業者は、近畿地方整備局が実施する事業者に対する立ち入り検査、指示等監督・検査に対して、誠

意を持って対応すること。 

 

第３８条 会計検査への対応 

事業者は、会計検査院法第２２条に該当するとき、または同法第２３条第１項第７号に規定する「事

務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第２５条及び第２６条

により、会計検査院の実施検査を受けたり、同院から直接又は近畿地方整備局を通じて、資料・報告書

等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。 

 

第３９条 愛称の使用 

事業者は、共同体で本事業を実施する場合、園内看板やチラシ等において、愛称を設定の上使用する

ことができる。 
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第７章 コンプライアンス 

第４０条 守秘 

１．事業者は、業務上知りえた秘密については、第三者へ漏らしてはならない。 

２．近畿地方整備局が定める情報セキュリティ－対策と同等以上に、情報管理を適切に行うこと。 

３．事業者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り

得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）第５４条により罰

則の適用がある。 
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第８章 個人情報の取扱いについて 

第４１条 基本的事項 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理するための個人情報の取扱

いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律（平成 15年 5月 30 日法律第 58号）第６条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、

改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

第４２条 秘密の保持 

事業者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

第４３条 取得の制限 

事業者は、本業務における事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ

公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

 

第４４条 利用及び提供の制限 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための利用

目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

 

第４５条 複写等の禁止 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するために発注

者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

第４６条 再委託の禁止 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための個人

情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。 

 

第４７条 事案発生時における報告 

事業者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速

やかに調査職員等に報告し、調査職員等の指示に従うものとする。本業務にかかる契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

 

第４８条 資料等の返却等 

事業者は、本業務における事務を処理するために発注者から貸与され、又は事業者が収集し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等を、本業務にかかる契約の終了後又は解除後速やかに発注者に

返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したと

きは、当該指示に従うものとする。 
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第４９条 管理の確認等 

近畿地方整備局は、事業者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、

必要と認めるときは、事業者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することがで

きる。 

 

第５０条 管理体制の整備 

事業者は、本業務における事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め

なければならない。 

 

第５１条 従事者への周知 

事業者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務における事務に関して知り得た個人情

報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に

関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

第５２条 罰則 

事業者は、正当な理由無く、又は、不正な利益を図る目的で個人情報を提供したり、盗用した場合は、

法律に基づき罰則が科せられる。 
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第１章 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H 31-35 淀川河川公園運営維持管理業務のうち、本業務全体の計画立案及びマネジ

メント業務に適用する。 

 

第２条 基本事項 

１．運営維持管理を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努めると

ともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に運営維持管理を行うものとする。

なお、本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協

議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携し、適切に進捗管理を行い、実施

することとする。 

４．公園利用者に対する簡易な案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

５．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛けるものとする。 

６．業務責任者を含めた全てのスタッフについて、調査職員の指定する名札を作成し着用すること。 

７．取材、行催事、ボランティア活動、工事、納品等通常の公園利用と異なる目的で入園する場合は、

公園利用者の安全と快適な利用を確保するため、制限速度 20km/h を厳守し、事故を未然に防止

し公園施設の保全を図るように努めること。 

８．持ち込み可能な車種及び車両の運行については、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運

転・駐停車・作業態度等に努めるとともに、国事務所発行の車両運行許可証等を前面に提示して

走行するものとする。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は 20km/h 以下とする。 

９．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

１０．禁止事項である車両等の乗り入れを発見した際は、口頭注意を行うとともにナンバーを記録す

るなどし、違反の防止に努める。また自転車利用者のスピードの出しすぎや、駐輪マナーについ

ては、利用者の安全確保を優先した上で利用指導を行うものとする。 

 

第３条 その他 

本仕様書によるもののほか、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務の実施にあたり必要な事項

は、調査職員と協議の上定めることとする。 
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第２章 業務の計画立案及びマネジメント業務 

第４条 管理水準 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下で、企画

運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的な調整の

もと相互連携を保ちつつ、適切な進捗管理を行うとともに、地方整備局の実施する整備・修繕工事にお

ける実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務を行う。 

 

第５条 計画立案 

淀川河川公園の業務全般について、公園利用者に対するサービス向上を目指し、多岐にわたる各業務

を円滑かつ効率的に実施するため、総合的な視点から運営維持管理全般の目標をさだめるとともに計画

立案を行うものとする。 

 

第６条 マネジメント業務 

１．別紙 4「 31-35 淀川河川公園運営維持管理業務 管理基本方針」をふまえ、統一的な方針のもと、

公園利用者に対するサービス水準を維持向上するため、多岐にわたる各業務について業務全般を俯

瞰的に監理するものとする。 

業務全般の監理にあたっては、適宜、各業務における総合的な連携調整をはじめ、実施方法の決定、

及び各業務の適切な進捗管理など、総合的な視点から淀川河川公園の運営維持管理全般のマネジメ

ントを行うものとする。 

２．近畿地方整備局が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロール、行催

事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参加・協力・実施を、積極的

かつ主体的に行う。 

３．収益施設等管理運営業務が、他の運営維持管理業務と連携しながら創意工夫やノウハウを発揮し、

質の高いサービスの提供が行えるよう調整を行うこと。 

４．別紙 13「利用者数の集計方法・利用者数等」に基づき、毎日、公園利用者数を計測し、調査職員

に報告すること。 

 

第７条 保険の加入 

万一の事故に備えて、動産総合保険（園内における保管・輸送を対象）等に加入すること。 

 

第８条 安全管理 

１．本公園における公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、本業務の履行にあたり、常

に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、本公園の利用に関し必要な事項につい

て、適切な措置・対応を行うなど、事業者の責任において常に善良なる管理を行うものとする（別

添 4「淀川河川公園における行為の禁止等について」参照）。 

２．新型インフルエンザや鳥インフルエンザのように、重症化する恐れのある感染症等については、

調査職員と協議の上、消毒液を設置するなど、適切な措置・対応を行うこと。 

３.セアカゴケグモについては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」によ

り、生きたままの生息場所からの移動は禁止されていることから、本公園内で発見し、利用者の安

全確保に支障がある場合は、調査職員と協議の上、適切な措置・対応を行うこと。 

 
-別紙51-



 3

４．事業者は、本業務の履行にあたっては消防法に準拠するとともに、近畿地方整備局が定める消防

計画・危険物予防規定を遵守すること。 

５．事業者は、近畿地方整備局と協力し、火災・その他災害による物的・人的被害を軽減することを

目的に、別途消防計画を作成すること。なお、消防計画には、防火管理者等の担当者を明記するこ

ととする。 

６．事業者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検査を実施し、調

査職員に報告するものとする。 

７．異常を確認した場合、速やかに調査職員に報告しその指示に従う。安全管理には十分注意し本業

務を履行する。 

 

第９条 安全確保 

１．本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故

の防止に努める。 

２．本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、

危険防止に必要な措置を調査職員に報告の上、当該措置を講じ、事故の発生を防止する。 

３．設備に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を調査職員に報告の上、当該措置を講ずる。 

４．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運転を一時

停止又は運転制限をする等の措置をした上、直ちに調査職員に報告し、臨時に精密検査を行い、そ

の原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

５．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、事業者

が作成した緊急連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面等により調査

職員に報告するものとする。（なお、近畿地方整備局が策定した事故等への対応計画、規定等があ

る場合は、それに則った対応を図ること。） 

１）事故発生日時 

２）事故発生場所 

３）事故発生の原因 

４）事故の程度 

５）人身事故の場合は、医師の診断結果 

６）事故処理の概略 

７）再発防止策等 

 

第１０条 救急対応 

１．事業者は、救急活動及びその報告に関するマニュアルを作成し、調査職員に提出するものとする。 

２．事業者は、調査職員が指定する箇所に救急施設を配置し、そのうちの主たる箇所に開園時間中は

看護師または普通救命講習終了者（１，２）の資格を有した救急担当職員を配属し、救急活動に当

たらなければならない。救急担当職員については、応急手当等の研修を受けた者を配置すること。 

３．救急担当者は、救急活動を要する事態を認めたときは、公園利用者の急病や負傷には応急処置を

とり、怪我等の状態によっては救急車両による搬送手配を行うなど、最も適切と思われる措置をと

らなければならない。 

４．事業者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確に記録するとと
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もに、その経過及び結果を速やかに別途定める様式により調査職員に報告する。ただし、軽微なも

のについては、後日報告とすることができる。 

５．重大事故についてはただちに調査職員に報告し、その指示に従うこととする。 

なお、重大事故とは公園管理又は公園施設に起因するか若しくはその恐れのある事故が起こった場

合、または３０日以上の治療を要する重傷者若しくは死者の発生する事故が起こった場合、さらに

人的被害が発生しなくても、公園施設に起因する３０日以上の治療を要する重傷者又は死者が発生

する恐れがあった事故が起こった場合とする。 

６．傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

 

第１１条 災害時、異常時等の対応 

１．事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全を確保し、迅

速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。この場合において、閉園措

置等の必要があると認めるときは、事業者はあらかじめ近畿地方整備局の承諾を得なければならな

い。ただし、緊急上やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 

２．前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を調査職員に速やかに報告する。 

３．事業者は、夜間及び休園日において、異常を発見した場合は、必要に応じて警察、消防等の関係

機関等に通報し、適切な措置を講ずるとともに、調査職員に速やかに報告する。 

４．調査職員は、災害防止や本業務の履行上特に必要と認めるときは、事業者に対して、臨機の措置

をとることを指示することができる。 

５．調査職員の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、事業者は、迅速に必要な人員

を確保し、適切な措置・対応を行うこと。（なお、近畿地方整備局が策定した災害発生等への対応

計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図ること。） 

６．事業者は、事故や災害発生時等への対応のため、事務所が定める別添 7「淀川河川公園災害対策

要領」及び別添 8「危機管理について」に基づき、事業者の役割・行動・体制等をとりまとめた危

機管理マニュアルを作成し、調査職員と協議するものとする。 

７．事業者は、事故や災害発生時等には、前項において作成したマニュアルに基づき、公園の開園日、

開園時間に関わらず、適切な措置・対応を行うものとする。 

８．災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、調査職員

に報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対応を行うこと。 

 

第１２条 出水時施設撤去の支援 

１.淀川の出水、高潮により利用者に危険が及ぶ可能性があるときには、速やかに以下の措置を講じ、

調査職員に報告を行う。 

１）出水、高潮等で利用者に危険が及ぶ可能性のある公園区域では、巡視員の配置又は巡回により、

利用者に警告を行ったうえで利用中止を呼びかけ、避難誘導する。 

２）一般車両が公園区域に入らないよう坂路入口を進入禁止にする。ただし、公園区域より利用者

が自動車で避難する場合等においては、退出可能な措置を講ずる。 

３）公園区域の危険箇所は、看板及び仮柵の設置により立入禁止措置を行う。 

４）その他利用者の安全確保に必要な措置を行う。 

２. １．に挙げる危険防止対策を講じる場合、対象となる公園区域の利用を中止し、以下の措置を
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講じる。 

１）公園の地区全体を利用中止する場合は、速やかに閉園措置を行う。 

２）危険防止対策を講じる公園区域の利用予定者に速やかに利用中止の連絡を行うとともに、利用

受付を中止する。 

３）危険防止対策を講じる区域での通常の維持作業を中止する。 

３. 危険防止対策を講じる基準、および危険防止対策や施設撤去に備えての待機の目安は「淀川河

川公園災害対策要領」（別添 7）に基づくものとする。 

４．事業者は、調査職員と協議し出水期前に「施設撤去計画」を作成する。 

５．国事務所が実施する施設撤去に際し、事業者は現地立会により状況確認、撤去作業への助言を行

う（別添 9「施設撤去仮置場所位置図」参照）。 

６．事業者は、公園利用者の被災、施設撤去を行う公園地区の放置物件の発見、撤去作業の遅れ等不

測の事態が生じたときは、直ちに調査職員に報告し、必要な指示を受けるものとする。 

７．退水後は、速やかに以下の措置を行い、園内の安全を確認したうえで早期の利用再開を目指すも

のとする。 

１）退水開始後は速やかに、公園区域の冠水状況、被災状況等を調査し、調査職員に報告する。 

２）必要に応じ撤去施設の復旧、冠水区域の堆積塵芥処理等、利用禁止区域の利用再開に向けた復

旧計画を速やかに作成し、調査職員と協議する。 

３）利用禁止区域における利用再開は、近畿地方整備局の指示に従うものとする。 

 

第１３条 地震・津波への対応 

１．地震等が発生した場合は、直ちにテレビ・ラジオ等を通じ情報の収集を行う。気象庁が大阪府北

部・京都府南部において、震度５以上を発表した時、および気象庁が大阪府において津波警報又は

津波注意報を発表した場合は、危険防止対策を講じるため、速やかに行動を開始する。 

２．気象庁が大阪府北部・京都府南部において、震度５以上を発表した時は、緊急巡視及び緊急施設

点検を行うものとする。 

１）公園の開園時間内に地震が発生した場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、

必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策や、閉園措置を行う。 

２）公園の開園時間外に地震が発生した場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、

必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策を行う。利用の安全が確認出来た場合は、速やか

に利用を開始する。 

３）点検結果、安全措置、被害状況等を、調査職員に速やかに報告を行うものとする。 

３．気象庁が大阪府において津波警報又は津波注意報を発表した場合は、直ちに津波に関する情報を

収集するとともに、調査職員の指示を受け、迅速な初動対応を行うものとする。 

１）園内放送により避難誘導案内を行い、利用者に対し速やかに堤内地への避難を促す。 

２）津波注意報・警報発令時は施設利用禁止（駐車場閉鎖）の措置を行う。 

３）園内放送により公園利用者に対し避難誘導を行う地区は、以下のとおりである。 

 (1)赤川管理所（長柄河畔地区・長柄地区） 

 (2)西中島管理所（西中島地区・十三野草地区） 

４）事業者は、調査職員に随時情報の確認を行い、安全が確認された場合は、現場管理員に連絡・

指示を行う。現場管理員は、巡視等により安全を確認するとともに、利用者への放送による周
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知を行うなど、利用再開の措置を講ずる。 

 

第１４条 繁忙日対応 

行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況の把握等から、事前に繁忙日や利用者数を予想し、調査

職員や関係者との協議・調整、適切な人員配置及び駐車場の早期開場の検討等、事前準備を含めた対応

を行う。 
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第１編 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H 31-35 淀川河川公園運営維持管理業務のうち、企画運営管理業務に適用する。 

 

第２条 基本事項 

１．企画運営管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努めると

ともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に運営維持管理を行うものとする。

なお、本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協

議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携し、適切に進捗管理を行い、実施

することとする。 

４．公園利用者に対する簡易な案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

５．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛けるものとする。 

６．業務責任者を含めた全てのスタッフについて、調査職員の指定する名札を作成し着用すること。 

７．取材、行催事、ボランティア活動、工事、納品等通常の公園利用と異なる目的で入園する者に対

しては、公園利用者の安全と快適な利用を確保するため、制限速度 20km/h を厳守するよう指導

し、事故を未然に防止し公園施設の保全を図るように努めること。 

８．持ち込み可能な車種及び車両の運行については、維持管理車両であることを明示するプレートを

車体側面に貼付するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態

度等に努めるとともに、国事務所発行の車両通行許可証等を前面に掲示して走行するものとする。

なお、園内の車両通行の際には管理用園路は 20km/h 以下とする。 

９．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

１０．禁止事項である車両等の乗り入れを発見した際は、口頭注意を行うとともにナンバーを記録す

るなどし、違反の防止に努める。また自転車利用者のスピードの出しすぎや、駐輪マナーについ

ては、利用者の安全確保を優先した上で利用指導を行うものとする。 

 

第３条 その他 

本仕様書によるもののほか、企画運営管理業務の実施にあたり必要な事項は、調査職員と協議の上定

めることとする。 
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第２編 企画広報 

第１章 行催事企画運営 

第４条 目的 

事業者は、公園利用の増進に加え、公共施設としての公園の目的・機能を発揮するために行われる利

用プログラム（イベント・行事から構成される行催事含む）について、企画立案、開催・運営等の一連

の作業をノウハウや創意工夫を発揮して行うものとする。 

行催事は、公園の施設を活用し、公園利用者に対するサービス水準の向上の一貫として通年的に提供

されるサービスと、公園の周知や利用促進のため、公園利用者の利用のきっかけを提供する定期および

不定期のサービスがある。 

また、近畿地方整備局の主催、あるいは近畿地方整備局と事業者との共催による行催事のほか、近畿

地方整備局長の許可を受けて独立採算により開催する行催事については自主事業として取り扱う（別紙

10「H31-35 淀川河川公園収益施設等管理運営規定書」参照）。 

 

第５条 管理水準 

事業者は、別添 16「行催事について」に示す行催事を適切に実施し、本公園の設立趣旨の達成及び

利用の促進に寄与することとする。 

 

第６条 年間行事計画の作成 

事業者は、現地及び企画内容を十分に検討し、年間行事計画を作成する（共通仕様書第１５条参照）。

年間行事計画は、調査職員に提出の上、承諾を得るものとする。 

 

第７条 行催事の企画立案 

行催事を円滑に実施するために、開催目的、手順、内容、工程、実施体制、開催効果、予算書等につ

いて企画立案し、その内容について調査職員と密接に連絡調整の上、提出するものとする。 

 行催事は、淀川の広大な河川敷、豊かな自然環境を活かし、多くの公園利用者が参加・学習・体験・

交流できる多種・多様な内容とする。また、各地区の資源に相応しい利用プログラムの内容とする。 

 

第８条 行催事の開催・運営 

行催事の目的に沿って、その効果が十分に発揮されるよう、入念な事前準備を行った上で、公園利用

者のサービスや満足度の向上に寄与する行催事の開催・運営を行うものとする。 

また、行催事の開催にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 

１） 官公署への連絡、届出 

行催事の主催または共催時には、必要に応じ、警察・消防等行政機関との協議のほか、許認可の

必要な事項について手続きが欠落しないよう注意する。 

２） 事故防止対策 

参加者の誘導整理、救護、緊急連絡など、事故防止対策には特に注意する。 

また、大型の行催事の主催または共催時には、必要に応じて、物的措置及び専門の警備員の配置

も含めた人的措置を講じ、安全確保に努めるものとする。 

なお、けが人、病人などが発生した場合は、適切に対処し、調査職員に報告すること。 

３） 災害発生時の対応 
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台風、豪雨、雷等の災害発生時は、迅速に必要な人員を確保し、行催事の開催の可否の判断を行

うとともに、行催事の参加者を安全な場所に誘導する等、適切な措置・対応を行うこと。 

４） 保険の付保及び事故の補償 

参加者の不慮の事故に備え、必要な場合には損害保険に加入する。 

５） 地域連携の継承 

大型イベントについて、地域連携を継承していくものとする。 

 

第９条 提出書類 

事業者は、調査職員が指定する主要な行催事について、別添 16「行催事について」に掲げる書類、

その他指示する図書を準備作業開始の３週間前までに調査職員に提出するものとする。 

 

第１０条 行為の許可申請の調整等 

主催または共催以外で、第 3者が本公園内で実施を希望する行催事等（競技会、集会、ロケーション、

展示会、その他。以下、「持込イベント」という。）については、都市公園法第 12 条に基づく近畿地方

整備局長の許可が必要であるため、事業者は、下図に示す手続きフローに従い、適切に対応すること。

また持込イベントの開催に際しては、共通仕様書第３０条に示す協議・報告を行うなど、調査職員の指

示に従い、必要な調整を行うものとする（別添 18「団体、持込イベント、ロケーション、施設占用利

用の手続き」参照）。 

１）事業者は、利用者からの持込イベントの相談窓口として、日時、規模、内容、建物使用料及び

土地使用料が発生するかどうか等を確認・調整するものとするとともに、その概要を調査職員

に報告すること。 

２）他の利用形態等との調整を経て、持込イベントについて事業者と近畿地方整備局間で確認・調

整するものとする。なお、必要に応じて、国事務所も入りイベント主催者と調整を行う。 

３）イベント主催者側から、事業者を通じ国事務所に対し必要書類の提出を受けるものとする。 

４）国事務所において都市公園法等に基づく許認可と、建物使用料及び土地使用料の徴収などを行

う。 

５）事業者は、イベント開催時に実際に占用が発生したかどうかを確認し、調査職員に報告するも

のとする。 
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＜都市公園法第１２条に基づく行為の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また行催事の開催に際し、占用物件が発生する場合は、都市公園法第６条に基づく近畿地方整備局長

の許可が必要であるため、事業者は、下記に示す手続きフローに従い、適切に対応すること。なお、そ

の際に発生する建物使用料及び土地使用料の徴収については、別途国事務所で行う。 

 

＜都市公園法第６条に基づく占用の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 

請 

者 

③確認・調整 
 場所、面積、内容、その他
③’申請書作成にあたっての

助言・指導 

 

⑨許可証の受け渡し 

①相談 

⑥申請書提出 

⑩行為当日の調整・指導 

事
業
者 

国 

事 

務 

所 

④必要に応じ事前確認 

⑤指導 

⑦申請書提出 

⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 

※原則として都市公園法第１２条に基づく行為に関する許可を前提とする（例外あり）

⑧’債権発生通知 

⑫建物使用料及び土地使用料納付 

②報告 

申 

請 

者 

③確認・調整 
行為の種類、日時、場所、 
目的、内容、 
占用物件に関する事項※、 

③’申請書作成にあたっての 
助言・指導 

 

⑨許可証の受け渡し 

①相談 

⑥申請書提出 

⑩行為当日の調整・指導 

事
業
者 

国 

事 

務 

所 

④必要に応じ 
 事前確認 

⑤指導 

⑦申請書提出 

⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 

※占用物件が発生する場合は、別途都市公園法第６条に基づく許可申請と、建物使用

料及び土地使用料の徴収が発生する。 （建物使用料及び土地使用料徴収事務は国

事務所による） 

②報告 
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第１１条 その他 

１．行催事の実施に際しては、園内の施設工作物及び樹木等を損傷しないように注意すること。また、

行催事の実施中は、服装、言動等に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意すること。 

２．常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。なお、異常を確認した場合、速やかに調査職員に

報告しその指示に従うものとする。 

３．行催事の実施場所については、公園利用者の安全誘導、公園及び河川の適正管理の観点から、公

園利用重点調整区域（別添 33）または、他の公園利用者の活動を阻害する恐れのある場所での

実施を原則として認めない。 

４．行催事の実施に必要な仮設物の準備、撤去等に当たっては、安全管理に十分注意し施工する。 

５．公園利用者に対する案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

６．行催事を開催する関係者については、アルバイト等を含むスタッフ全員が名札を着用すること。 

７．本仕様書に定める行催事の実施に当たり、必要な原材料費等相当程度の参加費を参加者より徴収

することは妨げない。但し、実施に当たっては、調査職員に事前に承諾を得た上で、実施するも

のとし、その徴収額と経費については、本業務の会計とは別に帳簿等を取りまとめ、調査職員に

報告するものとする（別添 15「許認可事務」参照）。 
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第２章 公園又は河川に関するボランティア活動の支援・調整 

第１２条 管理水準 

市民のボランティア活動を促進するため、事業者が既存のボランティア活動の実態を把握し、ボラン

ティアとの連携を図り、ボランティアが円滑に活動できるよう側面的に支援するとともに、活動の調整

を行うものとする。 

 

第１３条 ボランティア活動の内容 

ボランティアの活動の内容、および認定団体等の状況（平成 30 年 7 月現在）は以下の表のとおりで

ある。（別添 20「淀川サポート制度実施要領」参照） 

 

ボランティア名 活動内容 認定団体数 

淀川サポーター 「清掃」、「除草、植栽・植生管理」、「生物保護活動」、「その他

淀川河川事務所が認める活動」 
 9 

※平成 30 年 7 月現在 

淀川サポーター認定状況 

No. 名称 認定日 活動場所 活動内容 担当出張所

1 新川姫蛍と花を守る会 H22.5.17 芥川左岸 高槻市南庄所町地先 清掃 高槻 

2 淀川掃除に学ぶ会 H22.7.16 
淀川左岸 淀川河川公園海老江地

区 
清掃 福島 

3 高槻市立第七中学校 H22.7.30 
淀川右岸 淀川河川公園三島江地

区～芥川合流点付近 
清掃 高槻 

4 ジャンボ H22.12.28 芥川右岸 城西橋下流付近 
清掃、除草、 

植栽、植生管理 
高槻 

5 
関西大学ボランティア

センター学生スタッフ 
H23.1.21 

淀川右岸 大阪市淀川区西中島 2

丁目地先（一部淀川河川公園西中

島地区を含む。） 

清掃 福島 

6 淀納所桂川愛護会 H23.2.28 
桂川左岸 京都市伏見区納所町 1

番 2～583 番地先 
清掃、除草 山崎 

7 鴻池運輸株式会社 H25.6.7 
淀川左岸 大阪市此花区伝法 5 丁

目付近 
清掃 福島 

8 西京極河川美化推進会 H26.7.16 

桂川左岸 京都市南区吉祥院流作

町～京都市右京区西京極西中島町

地先 

清掃 桂川 

９ 東嵐会 H29.2.28 
桂川左岸 京都市右京区嵯峨天龍

寺造路町地先 
清掃 桂川 

※平成 27 30 年 7 月現在 

その他管理運営に関する連携状況 

 連携相手の名称 活動場所 期間 活動内容 

淀川守口すこや

か花壇 

淀川守口すこやか

花壇を育てる会 

淀川河川公園守口

地区内（守口市外

島町６番（面積約

20 ㎡）） 

H26.10.1 

～H28.3.31

淀川河川公園の景観および

公園機能の向上に資する目

的のために、「淀川守口すこ

やか花壇」を設置。連携相

手は材料費の負担、草花の

育成、維持管理を実施。事
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業者は技術協力等を行って

いる。 

淀川河川公園と

りかいアドプト

花壇 

大阪府立とりかい

高等支援学校、大

阪府立摂津支援学

校 

淀川河川公園鳥飼

上地区内 

H26.10.20

～H28.3.31

花を主とする公園景観の向

上とともに沿川の地域への

貢献に資する目的のため

に、「アドプト花壇」を設置。

連携相手はプランターへの

花の植え込み及び栽培育

成、堆肥の製作作業及び管

理等を実施。事業者は技術

の提供、材料の提供、花壇

（プランター）の淀川河川

公園への搬入搬出を実施。 

 

第１４条 新たなボランティア活動の実施に関わる規約案の作成 

前条以外に新たにボランティア活動を行う場合には、事業者は、本公園において、活動を希望する個

人または団体を対象とした公園ボランティア規約案を作成し、調査職員と協議する。 

 

第１５条 調査職員との協議等 

事業者は、公募により組織されたボランティア団体については、ボランティアの募集及び窓口等の業

務を行うものとする。 

事業者は、調査職員と協議の上、ボランティアの登録、個人情報の管理、年間活動計画の策定、当該

年度のボランティア活動の報告を行う。 

 

第１６条 ボランティア登録の抹消 

近畿地方整備局は、次の各号に該当する事実が発生した場合は、登録を抹消することができる。その

際、事業者は、ボランティア登録の抹消に関する窓口業務や連絡、調整等を行うものとする。 

１）登録者より登録取消しの申出があったとき 

２）登録者の所在が不明となり、連絡不能となったとき 

３）登録者がボランティアとして不適格であると認められるとき 
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第３章 淀川管内河川レンジャーの支援・調整 

第１７条 管理水準 

事業者は淀川管内河川レンジャーの活動（以下「活動」という。）を促進するため、既存の活動実態

を把握し、淀川管内河川レンジャーとの連携を図り、淀川管内河川レンジャーが円滑に活動できるよう

情報・資料提供、資材・Ｅボート等の貸し出し等、側面的に支援するとともに、淀川管内河川レンジャ

ーが実施するプログラムの調整・協力を行うものとする。 

 

第１８条 淀川管内河川レンジャーの活動内容 

淀川管内河川レンジャーの主な活動の内容は、以下の表のとおりである。 

 

活動内容 

防災の推進を図る活動 ○防災意識の啓発（体験談に基づく水害への対処方法の学習会等） 

○自主防災活動の活性化（水防活動、集団避難活動等） 

川の管理を支援する活動 ○不法投棄の監視 

○河川利用者への安全指導 

○河川美化（清掃活動、除草活動等） 

○節水意識の普及・啓発・学習 

川の環境保全を図る活動 ○環境啓発（自然観察会等） 

○動植物の保護、貴重種の監視 

○水質監視・測定 

川の歴史・文化を普及・啓発

する活動 

○歴史・文化教室（河川と地域の歴史、河川にまつわる文化等） 

○イベント 

○河川啓発（体験学習、出前講座等） 

川づくり・人づくりの参画・

支援する活動 

○住民等の河川整備の計画段階からの参画・支援 

○川の人材育成 
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第４章 広報 

第１９条 管理水準 

公園の利用促進や適正な利用の確保のため、ホームページの維持・更新や情報紙の作成・配布等、各

種広報を適切に行う。 

 

第２０条 年間広報計画の作成 

事業者は、情報紙、チラシ等の広報の展開に関する年間広報計画を調査職員と協議し、了解を得た上

で策定する。 

 

第２１条 情報紙、チラシ等作成 

事業者は、年間広報計画に基づき、情報紙、チラシ、パンフレット等を作成し、配布や掲示等を行う

ものとする。 

 

第２２条 「情報紙よしぶえ」の作成 

事業者は、年間広報計画に基づき、「情報紙よしぶえ」を年 4 回（各 1 万部）作成し、配布や掲示等

を行うものとする。 

 

第２３条 情報提供 

事業者は、本公園の自然や施設等の資源や行催事等について、ダイレクトメールによる広報活動や、

テレビ、ラジオ、雑誌、新聞等の各種媒体や記者クラブへの情報提供等を行う。 

 

第２４条 広報に係る素材等 

１．事業者は、本公園のロゴ（名称）及びホームページアドレス等を入れた広告媒体を、調査職員と

協議の上、作成することができる。本公園のロゴ（名称）等は、別添 22「公園ロゴタイプとマ

スコットキャラクター」に従って使用するものとする。 

なお、本業務の成果及び本業務の実施過程において、派生的に生じた著作権、特許権及び実用新

案等の無体財産については、近畿地方整備局が継承するものとする。 

２．事業者は、近畿地方整備局から提供したパンフレット等の電子媒体を、調査職員と協議の上、使

用することができる。なお、提供した電子媒体について修正等を行った場合は、契約の終了後又

は解除後、速やかに修正した電子媒体を調査職員に提出することとする。 

 

第２５条 取材・視察等への対応 

テレビ局・新聞社等からの取材等及び行政機関等からの視察について、対応・協力を行うものとする。 

なお、いずれの場合も事前に調査職員に連絡し、指示を受けるものとする。 

なお、調査職員への連絡については、視察の場合は事前協議を行うものとし、即時性が求められる取

材等の場合は事後報告を行うものとする。 

 

第２６条 公開場所 

ホームページによる情報発信は、公園の公的名称を使用し、原則として調査職員が指定するレンタル

サーバーに格納して公開することとし、レンタルサーバー管理会社にサーバー維持管理費を支払うもの
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とする。 

 

第２７条 ホームページ及びＳＮＳによる情報発信 

１．事業者は、淀川河川公園ホームページ及びＳＮＳ上で発信する情報について共通仕様書第８章に

定める「個人情報の取扱いについて」及び近畿地方整備局が定めるプライバシーポリシーに基づ

いた適正な内容であることを事前に確認することとする。 

２．ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、図画、写真及び音楽など）における著

作権等の知的所有権に配慮することとする。 

３．他人の著作物を淀川河川公園ホームページ及びＳＮＳに掲載する場合には、事前に著作権者の許

諾を得ることとする。 

４．淀川河川公園ホームページは原則として一つとし、収益施設や行催事等で作成したホームページ

は公園ホームページよりアクセスできるようリンクをはるものとする。ただし、それによりがた

い場合は、別途協議によるものとする。 

 

第２８条 掲載情報の更新・修正・訂正 

１．事業者は、淀川河川公園ホームページについて、施設情報や行催事・草花等、随時更新される公

園情報についてホームページデータを作成し、サーバーデータの更新を行うものとする。なお、

本業務の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及び実用新案の

無体財産については、近畿地方整備局が継承するものとする。 

２．事業者は、個人に関する掲載情報について、本人又は保護者から内容の訂正又は削除の要請を受

け、必要と認めた場合には、訂正等の措置をとることとする。 

３．事業者は、淀川河川公園ホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページを発見し

た場合には、訂正等必要な措置を求めることとする。 

 

第２９条 ＳＮＳ等携帯サイトの更新・修正・訂正 

事業者は、淀川河川公園のＳＮＳ等携帯サイトについて、施設情報や行催事・草花等、随時更新さ

れる公園情報についてホームページデータを作成し、サーバーデータの更新を行うものとする。 

 

第３０条 その他 

１．事業者やその関係者が私的に作成・開設するホームページ（及びブログ、プロフ、ＳＮＳ等 を

含む）は、淀川河川公園ホームページであるとの誤解を与えないよう配慮するとともに、職務上

知り得た情報を掲載しないこととする。 

２．事業者は、月 1回アクセス解析を行い、その結果を調査職員に報告する。 

３．本仕様書によるもののほか、淀川河川公園ホームページの運用に関し必要な事項は、事業者が調

査職員と協議の上定めることとする。 
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第３編 利用サービス等 

第１章 公園利用者への利用指導  

第３１条 管理水準 

事業者は、健全な公園利用の増進を図ることともに、安全快適な利用のため、利用上の注意などの公

園利用者への利用指導、また電話対応、園内放送、障害者・高齢者等の公園利用者の補助、各種掲示物

の管理、見学者等の対応等、公園利用者への利用サービスに関する業務全般を行う。 

 

第３２条 一般事項 

１．公園利用者に受付であることが容易に理解されるよう必要な表示や案内を行うこと。 

２．事業者は、公園利用者への利用指導及び利用サービスのために必要な人員数を各所に適宜配置す

ること。 

３．遊具が正しく利用されているか、監視及び遊具周辺の巡視を行うこと。 

４．自転車利用者が危険な走行をしていないか、監視及び利用指導を行うこと。 

４．公園規則から逸脱している者、他の公園利用者に著しく迷惑をかける者等については、統括責任

者が退園を命じることができるものとする。 

５．ペット同伴者のマナー遵守や他の公園利用者とのトラブルが発生しないよう、ペット同伴者の注

意事項の配布や適切な掲示、利用指導を行うこと（別添 23「ペット対応」参照）。 

６．その他、不法行為、危険・迷惑行為について、監視及び利用指導を行うこと（別添 24「利用者

指導について」参照）。 
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第２章 公園利用者等へのサービス業務 

第３３条 管理水準 

１．公園利用者等に直接接する業務であり、公園利用者等が快適に楽しめるよう心がけ、不快と感じ

させるような行動、言動、身なりをしてはならない。 

２．業務遂行に当たっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あるいは不

利な扱いとならないようにすること。 

 

第３４条 利用者サービスを提供する拠点 

 事業者は、各利用者サービス拠点を中心に、巡視・利用者整理・利用者指導及び利用者サービスの提

供に努めるものとする。利用者サービスを提供する拠点は下表に示すとおりとする。 

拠点名 備考 

守口サービスセンター 維持管理及び運営管理の統括を行う。また淀川下流域及び淀川左岸域の地区

を対象に、巡視・利用者整理・利用者指導および利用者サービスの堤内地の

拠点施設を兼ねる。 

鳥飼サービスセンター 主として淀川右岸域の地区を対象に、巡視・利用者整理・利用者指導および

利用者サービスを行う堤内地の拠点施設。 

背割堤サービスセンター 主として上流域地区を対象に、巡視・利用者整理・利用者指導および利用者

サービスを行う堤内地の拠点施設。 

管理所 各々が管理対象とする地区について、巡視・利用者整理・利用者指導および

利用者サービスを行う現地詰所。 

設置場所については、別添 12「園内施設位置図」を参照。 

 

第３５条 公園利用者等への利用案内 

１．園内の概要、見頃の花や開催するイベント等の基本情報を収集し、案内所にて公園利用者の問い

合わせに対応すること。また、電話及びメール等での問い合わせに対しても同様に対応すること。

なお、必要に応じて各部署に確認又は引き継ぐこととする。 

２．公園利用者等の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録すること。 

３．施設の利用終了時間、呼び出し等の園内放送を行うこと。 

４．運営管理業務において作成する情報紙を希望する公園利用者等に配布すること。 

５．園内掲示板、掲示物を適切に管理すること。 

６．障害者及び高齢者等の補助を行うこと。 

 

第３６条 拾得物、残置物の処理 

１．事業者は、公園内で遺失物を発見した場合は、遺失物法に従い適正に処理すること。 

２．事業者は、拾得物の台帳を作成し、原則として所轄の警察に届けることとする。 

３．事業者と契約した者及び従業員等が、公園内において他人の紛失した物件を拾得した時は、速や

かに事業者に届けるように指導すること。 

４．事業者と契約した者及び従業員等は、遺失物法に規定する報労金は受け取る権利及び一切の権利

を放棄すること。 

５．拾得物に当たらない残置物を発見した場合には、その処分方法等について調査職員と協議するこ

と。 
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第３章 園内巡視 

第３７条 管理水準 

公園利用者の安全利用の確保、公園利用者への利用サービス及び公園施設の点検確認を行うため定期

的に園内巡視を実施する。また、災害事故等不慮の事態に備え、緊急の処置を取る。 

 

第３８条 巡視業務の実施 

１．適正な巡視業務を実施するため、事業者は巡視計画書を作成し、調査職員の承諾を受けなければ

ならない 

２．巡視業務には、区域巡視、巡回巡視、特別巡視、サービスセンター建物等警備がある。 

３．巡視員は、巡視計画書及び次の各号に掲げる要領にて巡視業務を行うものとする。 

１）巡視ルートは、別添 25「巡視ルート図」のとおりとし、これに従って巡視するものとする。

なお、天候、利用状況、工事等その他状況に応じ、柔軟に園内を巡視するものとする。 

２）巡視員は、公園利用者に対して不快感等を与えないよう常に親切丁寧に接するものとする。 

３）巡視員は、小規模な修理用具を携帯し、必要に応じて処置するものとする。 

４）巡視員は、都市公園法第 11 条、第 12 条及び都市公園法施行令第 18 条、第 19 条に定める違

反行為を発見した場合には適切な指導をするものとする。 

 

第３９条 区域巡視 

区域巡視は、公園施設の安全点検等を行い、公園利用者が公園を快適に利用できるようにすることを

目的とする。管理所に管理員を配置し担当区域の巡視を行う（別紙 29「淀川河川公園巡視マニュアル」

別添 25「巡視ルート図」参照）。 

１）公園の利用開始、利用終了時における駐車場、トイレ等の施設の解錠及び施錠 

２）園内における公園利用者（車輌等含む）の案内・誘導・整理、利用指導及び利用状況の報告 

３）公園利用者の危険箇所への立入り及び危険な行為に対する制止及び安全指導 

４）迷子、負傷者、病人等の発見又は届出を受けた場合には、緊急連絡体制に基づき速やかに適切な

処置と報告 

５）事件、事故または災害等が発生した場合の適切な処置と報告 

６）園内不審物の有無の確認 

７）拾得物を発見した場合の保管、速やかな報告及び拾得物預かり書の作成 

８）植物、施設及び清掃状況等の点検 

(1) 樹木、芝生、草花等の生育状況及び流水等の修景施設の異常の有無 

(2）危険を及ぼす動植物の発見 

(3) 園路、広場・、路側、法面、排水桝、橋梁、階段、建物その他構造物等の異常の有無 

(4) 門扉、案内標識、ベンチ等休憩施設、便所、くずかご、灰皿、水のみ場、遊具施設等の異常の

有無 

(5) 電気、放送、給排水設備等の異常の有無 

(6) 草刈作業、清掃、ゴミ収集の状況の確認 

(7) トイレ・水のみ場の清掃 

(8) 落石・災害・事故等不測の事態発生の有無 

９）緊急車両の誘導（救急車、消防車、パトカー等） 
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１０）迷子や近隣の行方不明者等に関する警察からの協力要請があった場合、その要請に対応した園

内巡視と報告、関係者への連絡 

 

第４０条 巡回巡視 

巡回巡視は、区域巡視の補完を行い情報の共有化を図るとともに、公園管理に必要な書類や工具類の

受け渡しを行うことを目的とする。通常は、守口サービスセンターを起終点として、同センター常駐員

が、一日 1 回、すべての管理所、各サービスセンター、レストセンターの巡回を行うものとする。（別

紙 29「淀川河川公園巡視マニュアル」参照）。 

１）公園管理に必要な書類・物品・工具類の受け渡し 

２）公園及び河川の利用者指導 

３）危険を及ぼす動植物の発見 

 

第４１条 特別巡視 

特別巡視は、出水・地震時・事故等の緊急巡視や、不正行為是正の指導を行うことを目的として、必

要に応じ重点的な巡視を行う。 

 

第４２条 サービスセンター建物警備 

１．事業者は、警備装置が常に正常な機能を維持しているか確認すること。また、機械警備の異常を

発見した場合には、調査職員に報告するものとする。なお、保守契約については、近畿地方整備

局が別途行う。 

２．事業者は、警備装置が異常を感知した場合は、該当場所の異常の有無を確認し、異常を発見した

ときは、調査職員に報告するものとする。 

 

第４３条 報告等 

巡視員は点検実施後、巡視の結果を毎日巡視業務日報（写真帳含む）及び巡回報告書（写真帳含む）

に記録し、調査職員に報告するものとする。 

また、重大な事件・事故または災害等が発生した場合には、遅滞なく調査職員に報告し指示を受ける

ものとする。 

巡視に伴う打合せを実施した場合は、その打合せ終了後、速やかに業務打合せ簿を作成するとともに、

その他調査職員が指示する書類もあわせて作成する。 
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第４章 繁忙日対応 

第４４条 管理水準 

繁忙日において、クレーム等の発生がなく、利用者が安全、快適に利用できるよう、事前準備を十分

に行い、適切な運営体制や臨時施設等の準備・管理を行う。 

 

第４５条 事前準備 

行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況を把握し、事前に繁忙日や利用者数を予想し、調査職員

や関係者との協議・調整も含めた事前準備を行う。 

 

第４６条 繁忙日に対応した運営体制の補強 

繁忙日が予想される場合は、巡視・警備や案内・誘導等が円滑に行われるよう、利用者数を想定し、

適切に人員配置を行う。 

１）駐車場の巡回、公園利用者（車輌等含む）への案内・誘導・整理及び利用指導を行う巡視・警備

員等の人材を配置する。 

２）利用者の安全確保に向けて、利用者間のトラブル、迷子等の対応、園内案内放送等に適切かつ迅

速に対処するための情報伝達、対応方針決定手続き等の流れを作成し、その体制を整える。 

 

第４７条 臨時施設等の設置・管理 

不足が予想される駐車場やトイレ、ごみ箱等の設置と、開園中の適正運用と、清掃等を行う。 

１）利用者数等を想定し、臨時駐車場の開設準備を行うとともに、開園時間中の車両整理、案内・誘

導員を増員、配置する。 

２）トイレやごみ箱等の臨時設置を行うとともに、常に美観を保ち、利用者が快適に使えるよう、利

用状況に応じて清掃や塵芥収集を行うとともに、仮設トイレ等においては、利用状況を確認の上、

水の補給を行う。 
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第５章 三島江野草地区の管理運営 

第４８条 管理水準 

三島江野草地区における、多様で豊かな自然環境の創出・再生、公園利用者の安全利用の確保、及び

川らしい利用の促進のため、ゲートの管理や巡視を実施する（別添 21「三島江野草地区の管理運営に

かかる取扱について」参照）。 

 

第４９条 管理内容 

事業者は、次の各号に掲げる管理運営を行うものとする。 

１）通常時のゲート管理 

２）三島江野草地区内の巡視 

３）出水時におけるゲート管理 

 

第５０条 通常時のゲート管理 

事業者は、公園出入口の車止めゲートに合わせたゲートの開閉や、利用届出の受付及び鍵の貸出しを

行うものとする。 

 

第５１条 巡視 

 事業者は、別添 25「巡視ルート図」に従って、地区内を巡視するものとする。なお、巡視方法は「現

場管理員マニュアル（平成 23 年 8 月改訂）」によるものとする。 

 

第５２条 出水時におけるゲート管理 

 事業者は、別添 21「三島江野草地区の管理運営にかかる取扱について」に示す閉鎖基準を満たした際

に、三島江野草地区内のゲートを閉鎖するものとする。また、再開基準を満たした際は、ゲートの再開

を行う。 

 

第６章 背割堤サービスセンター（さくらであい館）の運営 

第５３条 管理水準 

 背割堤サービスセンター（さくらであい館）は、公園のサービスセンターとしての役割に加え、三川

合流域の地域活性化を促す拠点施設としての役割を担うため、本業務の実施要項（別紙、別添含む）に

規定しているサービスセンターの運営に関する内容のほか、地域の地方公共団体や市民団体等の様々な

活動が円滑に行われるよう側面的に支援するとともに、行催事や施設利用の調整を行うものとする。 

 

第５４条 活動の内容 

 学習室やイベント広場等の利用受付や利用調整を行うものとする。また、サービスセンターを拠点に

三川合流域の地域活性化を促す活動を行う組織や活動との調整を行うものとする。詳細については、調

査職員と協議すること。 

 

第７章 供用開始時の行催事 
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第５５条 供用開始時の行催事 

 本業務の実施期間中に、点野野草地区及び守口地区の再整備が完了し、式典を行う可能性があるため、

事業者においては別紙 6「個別仕様書（計画立案）」第 6 条第 2 項に定める参加・協力・実施に加え、

調査職員と協議の上、関連行催事の開催・運営や他の行催事との調整を行うものとする。 
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第１編 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H 31-35 淀川河川公園運営維持管理業務のうち、施設・設備維持管理業務に適用す

る。 

 

第２条 事業者の責務 

事業者は、施工にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、共通仕様書、淀川河川公園の設計図書及

び現地の気象条件等環境条件を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮し、管理水準を達成すべ

く、施工にあたるものとする。 

 

第３条 事前協議等 

事業者は、共通仕様書、淀川河川公園の設計図書及び現地の気象条件等環境条件を十分に照査し、明

示無きもの又は疑義の生じた場合は、近畿地方整備局の指定する調査職員等と事前に協議するものとす

る。 

 

第４条 業務実施体制 

事業者は、業務実施体制に係る書類を作成し、業務着手までに調査職員等に提出しなければならない。

また、施工体制に変更が生じた場合は、その都度、提出しなければならない。 

 

第５条 施工体制の点検 

事業者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法律第 127

号）第 13 条 2 により近畿地方整備局から施工体制について点検を求められたときは、これを受けるこ

とを拒んではならない。なお、点検員は当該業務の調査職員等とする。 

 

第６条 基本事項 

１．施設・設備維持管理を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本個別仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努め

るとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行うものとする。

なお、本個別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査

職員等と協議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、

実施することとする。 

４．管理体制人員は、円滑な運営維持管理を行うため、弾力的に配置するものとする。 

５．提供物品は事業者に貸与するが、物品類の修理等は調査職員等に報告の上、事業者が行うことと

する。 

６．設備及び提供物品は事業者の注意義務で管理すること。 

７．業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査職員等の承諾を受けた

上で、事業者の負担にて行うこと。 

８．作業従事者の身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行うこと。 

９．作業従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメー
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ジアップに心掛けるものとする。 

１０．事業者は、管理する施設、設備及び備品等について、日々稼働状況を把握し、異常が発生した

とき又は異常を発見したときは直ちに調査職員等に報告すること。 

 

第７条 安全管理等 

１．本業務の実施に係る車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレートを車体

側面に貼付するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等

に努める。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限速度 20km/h を厳守する。 
２．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

３．施工中は安全管理を徹底し、公園利用者の安全を十分確保するものとする。 

４．施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

５．作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意するものとする。 

 

第８条 作業時間 

作業時間は、公園利用者の迷惑とならないように配慮し、決定すること。なお、開園時間内に作業を

行う場合には、必要に応じて公園利用調整を行うこと。 

 

第９条 事業者の過失による管理を許可した施設等の事故、破損等 

管理を許可した施設等に関して、事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責任

において処理するものとする。なお、事故・器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職員等

に報告すること。 
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第２編 建物維持修繕等 

 
第１０条 管理水準 

事業者は、公園内の建物を常に良好な状態に維持し、公園利用者への快適・安全なサービスに努める

こととする。事業者の責任において常に建物の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第１１条 作成書類 

事業者は、調査職員等が指示する主要な建築物の修繕等については、次の各号に掲げる書類を作成し、

調査職員等から提出依頼があった場合は、提出すること（別添 2「国土交通本省委託契約取扱要領」参

照）。 

１）作業計画書（工程表含む）－－－－ 各作業着手前に作成 

２）作業打合簿－－－－－－－－－－－ 打合せ毎に終了後、速やかに作成 

３）施工図書－－－－－－－－－－－－ 施工後、速やかに作成 

４）作業記録写真－－－－－－－－－－ 施工後、速やかに作成 

５）その他調査職員等が指示する書類－－ 適宜 

 

第１２条 サービスセンター修繕 

サービスセンター建物について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に

行うとともに、次の各号に掲げる修繕及び点検を行うこと。なお、法定点検、大規模な修繕は近畿地方

整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする（別添 3「管理事務所図」参照）。 

１）外観については、美観の維持に努め、塗装面等の防腐、防錆等の点検を行う。 

２）自動ドアについては、原則年 4回保守点検を実施するものとする。 

 

第１３条 車庫・倉庫等修繕 

車庫、倉庫について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。

なお、法定点検、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるも

のとする。 

 

第１４条 その他修繕 

建物の維持修繕において、第 12 条から第 15条までに該当しない項目については、必要に応じて、適

宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。 
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第３編 建物設備維持修繕 

 
第１５条 管理水準 

事業者は、公園内の空調設備、昇降機の機能及び消防設備を常に安全かつ良好に維持するため軽微な

修繕及び点検を行うものとする。（別添 3「管理事務所図」参照）。 

 

第１６条 空調設備維持修繕等 

建物内に設置されている空調設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補

充を適切に行うこと。また、なお、法定点検、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は

調査職員等との協議によるものとする。 

 

第１７条 昇降機等設備保守点検等 

建物内に設置されている昇降機等設備について、国土交通省が定めた「建築保全業務共通仕様書」に

基づき点検を行い、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。ただし、関係法令等に基づい

て実施する法定点検は、近畿地方整備局が別途行う。 

 

第１８条 消防設備維持修繕等 

建物内に設置されている消防設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補

充を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協

議によるものとする。 

 

第１９条 電気設備維持修繕等 

建物内に設置されている電気設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補

充を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協

議によるものとする。 

 

第２０条 その他維持修繕等 

建物内に設置されているその他設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は

補充を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との

協議によるものとする。 
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第４編 園路広場維持修繕工 

 
第２１条 管理水準 

事業者は、公園内の園路広場等の施設を常に安全かつ良好な状態とし、公園利用者への快適・安全な

サービスに努めることとする。 

事業者の責任において常に公園内の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第２２条 園路・広場維持修繕等 

園路・階段、舗装、サイン・ファニチャー、手摺・柵等について、区域巡視時及び巡回巡視時に、目

視あるいは必要に応じて触診・聴診を行い、施設の異常等の有無を点検する。また 4月（連休前点検）

と 12 月（年末点検）の年 2 回、各サービスセンターを中心に全地区の施設について一斉定期点検を実

施する。これらの点検において、異常が認められた場合は、腐朽・破損箇所等の小規模な修繕を適切に

行うこと。 

なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 
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第５編 遊具維持修繕工、その他修繕 

第１章 遊具維持修繕工 

 
第２３条 管理水準 

事業者は、公園内の遊具について、劣化や危険を早期に発見し、遊具による事故を予防するとともに、

適切な運営維持管理業務につなげるよう点検を行うこと。 
点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等（「遊具の安全に関する規準 JPFA－SP－S：2014」

等）を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 
なお、遊具の点検は幼児や児童が遊具の利用者であることから、次の各号に掲げる事項に配慮して行

う。 

１）安全性の確保 

２）機能の保持 

３）美観に配慮した形姿の維持 

 

第２４条 用語の定義 

１．「点検責任者」は、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」あるいは、

調査職員等が同等と認めたものとする。なお、「点検責任者」は、「点検担当者」以上の経験、知

識及び技能を有するものであること。 

２．「点検担当者」は、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品整備技士」あるいは、調

査職員等が同等と認めたものとする。 

３．「同等と認めた者」とは、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」「公園

施設製品整備技士」と比較して同等の学歴、経歴、実務経験、講習会の受講実績等から同等の知

識と技術、管理能力等があると調査職員等が認めた者をいう。 

４．「作業」とは、遊具の点検をいう。 

５．「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう。(ただ

し、地震、火災等の災害によるものを除く。) 

６．「日常点検」とは、目視診断、触手診断、聴音診断等により、遊具の異常、劣化等の有無を調べ

るために日常的に行う点検をいう。 

７．「定期点検」とは、公園施設製品安全管理士及び公園施設製品整備技士等が一定期間ごとに摩耗

状況や変形ならびに経年変化等について点検する「劣化診断」と、「遊具の安全に関する規準 JPFA

－SP－S：2014」に基づき遊具の形状や安全領域等の規準に対する妥当性を評価する「規準診断」

をいう。 

８．「SP 表示認定企業」とは、(社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準 JPFA－SP-S：

2014」等に基づき製品の設計、製造、販売、施工、点検、修繕を行い、かつ、(社)日本公園施設

業協会が定めた規格「SP-S：2014QMS－SP 表示認定規格」を満たすマネジメントシステムを構築

していると(社)日本公園施設業協会に認定された企業をいう。 

９．「SP 点検済シール」とは、「SP マーク」を付された「点検済シール」で点検、修繕した遊具が、「遊

具の安全に関する規準 JPFA－SP－S：2014」に合致したと認められた時に、安全性の確保が維持

されていることを示すために、SP表示認定企業が貼付することができるシールをいう。 
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第２５条 点検の範囲 

点検とは、遊具の形状を調査し、JPFA－SP－S：2014 に基づく規準診断等を行い、報告書を作成する

までの一連の行為をいう。 

 

第２６条 事業者の負担 

点検業務に必要な工具、測定機器等は事業者の負担とする。 

 

第２７条 点検の種類 

点検には、「日常点検」「定期点検」がある。 

事業者は各点検の内容とその必要性を正しく理解した上で業務計画書を立案し、調査職員等に承諾を

受けてから点検を実施しなければならない。 

 

第２８条 診断の方法 

遊具の点検は、点検表を作成し、診断することで安全性を確認すること。 

診断方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１）目視診断 

遊具の外観・形状を観てその劣化状態を診断する方法 

２）触手診断 

遊具を素手で触ってその劣化状態を診断する方法 

３）聴音診断 

遊具の可動部を動かし、発生する音、ガタツキの状態の有無を判断し、劣化状態を診断する方法 

４）打音診断 

遊具を点検ハンマー等で軽打し、異音の有無を判断し、その劣化状態、亀裂、ボルトの緩み等を

診断する方法 

５）揺動診断 

遊具本体を揺り動かし、仕様に対応できるかを診断する方法（複合系遊具の場合は単体ごとに行

う） 

６）JPFA 検査器具による判定 

JPFA が開発した器具で遊具の規準（JPFA－SP－S：2014）に適合しているかを調べる 

７）ノギスによる測定（JIS 認定商品を使用する） 

８）メジャーによる測定（JIS 認定商品を使用する） 

９）傾斜計による測定 

 

第２９条 作成書類 

事業者は、次の各号に掲げる書類を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出すること。 

１）作業計画書 

業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業手順、作業範囲、点検責任者名、点検担当者名、

安全管理者等を具体的に定めた定期点検に関する作業計画書を作業前に作成して調査職員等の承

諾を受けること。作業計画書には、点検の作業中に利用を中止した方が良いと判断された遊具の取
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扱と処置方法、連絡手順について記載すること。 

２）定期・精密点検記録簿 

点検実施後、(社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準 JPFA－SP－S：2014」

に記載する「定期点検総括表」「定期点検表」「特別定期点検表」に基づき速やかに作成すること。 

３）写真帳 

客観的な判断材料として、必要に応じて遊具施設の劣化や破損状況を写真に記録すること。 

写真は、着手前、作業状況(規準点検状況・劣化点検状況)からなり、点検表と照合できるよう、

点検実施後、速やかに写真帳に整理すること。 

４）その他調査職員等が指示する書類－－ 適宜 

 

第３０条 日常点検 

１．日常点検を行う者は、遊具の外観を目視し、必要に応じて触診により部材の腐食、亀裂、変形、

ボルトの脱落等の施設の変形や異常の有無を調べる。また、設置面や植栽等を含めた遊具周辺の

確認も行う。 

２．日常点検は、区域巡視時及び巡回巡視時に行うものとする。 

３．点検対象遊具は、以下の通りとする。 

遊具区分、タイプ

区分 

地区名 赤

川 

太

子

橋 

大

日 

八

雲 

木

屋

元 

出

口 

西

中

島 

豊

里 

鳥

飼

西 

鳥

飼

上 

三

島

江 

大

塚 

合

計 

備考 

シェルター  5   1      6   12  

す

べ

り

台 

ｺﾝｸﾘｰﾄ型 単体遊具-Ｂ     5        5  

ﾛｰﾗｰ式型 単体遊具-Ｂ   1          1  

健康器具系施設 単体遊具-Ａ   3          3 ｽﾃﾝﾚｽ製 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具 単体遊具-Ａ        1       1 人工木材製 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具 単体遊具-Ａ    

5 

          

5 

 

そ

の

他 

汽 車 ・ 新 幹

線・宇宙船 

複 合 遊 具

(小) 

    3     5    8 ｺﾝｸﾘｰﾄ製遊

具 

四角柱 単体遊具-Ａ            2 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ製遊

具 

動物（ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ） 

単体遊具-Ａ  15 22  14 9  10  6 8 5  89  

その他ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ遊具 

単体遊具-Ａ           6  6  

動物（樹脂） 単体遊具-Ａ    4        1   5  

動物（ﾌﾞﾛﾝｽﾞ） 単体遊具-Ａ            2 2  

その他遊具 単体遊具-Ａ          19   19 ｺﾝｸﾘｰﾄ製遊

具 

合計 5 15 

 

35 1 22 

 

9 1 10 5 31 15 9 158  

 

４．公園内巡視時に日常点検を行う者は、点検箇所や点検方法をよく理解したうえで、日常点検を実

施すること。 

５．事業者は、対象となる遊具の経年変化に伴う劣化状況を把握するため、日常点検記録簿を精査し

たうえ、保管しておく。 

６．点検履歴については、遊具履歴書を作成、追記、修正をすること。 

７．台風や豪雨等の異常気象時や震度５以上の地震発生により、遊具に異常箇所が生じるおそれのあ
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る場合に、遊具及び遊具の周辺状況について、必要に応じて特別巡視を実施し、臨時的に点検を

行うものとする。また、遊具の利用者が怪我をした場合や、他公園において類似遊具等で事故が

あった場合も点検を行うものとする。 

 

第３１条 定期点検 

１．定期点検を完了させるために、管理体制を確立し、品質、工程、安全、法令遵守等の業務管理を

行う。 

２．事業者は、点検責任者を定め調査職員等に届け出る。また、点検責任者を変更した場合も同様と

する。 

３．点検を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行する。 

４．点検対象遊具は、日常点検に準ずる。 

５．遊具の点検内容は、(社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」「特別

定期点検表」に基づいて実施し、その結果について定期点検記録簿としてとりまとめ報告する。 

６．点検作業の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(社)日本公園施設業協会

認定の、JPFA 検査器具、JPFA 肉厚測定器、JPFA 落下衝撃測定器等を使用して行う。 

７．点検作業と点検表に基づく判定は別の者がそれぞれ担当し、職務を兼ねることはできない。 

８．点検責任者は、「劣化診断」による劣化判定と「基準診断」によるハザードレベルを組み合わせ

て総合的な機能判定を行うこと。その判定基準については、必要に応じ事前に調査職員等と協議

をしておくこと。 

９．定期点検は、年１回実施すること。 

１０．点検終了後、「合格」と判断された遊具について、「SP 点検済みシール」を貼付出来る遊具に

は調査職員等の承諾を受けて、点検実施時期を明記して添付する。 

 

第３２条 遊具維持修繕等 

点検により確認された破損箇所については、小規模な修繕等を適切に行うこと。なお、大規模な修繕

は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 

 

第３３条 その他 

１．点検作業においては、安全管理を徹底し、作業中であることを掲示して、公園利用者の遊具利用

への影響が無いように十分な安全対策を講ずること。 

２．定期点検等で不良と判断された場合は、速やかに調査職員等へ報告すること。 

３．点検で異常が発見された場合、もしくは、異常の可能性がある場合は、使用禁止が妥当と判断さ

れる遊具について、業務計画書等で事前に調査職員等と打合せた手順に従い、ロープやネット等

で使用できないように処置するとともに、使用禁止表示を行い、公園利用者に事故が起きないよ

うに安全対策を実施する。併せて、調査職員等に速やかに連絡する。 

４．点検作業は、作業に適した服装にて作業を実施し、「公園施設製品安全管理士」「公園施設製品整

備技士」の携帯用認定証等がある場合は携帯して作業に従事する。 

５．本仕様書に記載されていない事項については、 (社)日本公園施設業協会の「遊具の安全に関す

る基準 JPFA－SP－S：2014」を参考にすること。 
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第２章 その他修繕 

 
第３４条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態に維持し、公園利用者への快適・安全なサービスに努めることと

する。 
事業者の責任において常に公園内の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第３５条 その他修繕等 

園路広場及び遊具以外の工作物について、必要に応じて、適宜巡回点検し、破損箇所については、小

規模な修繕等を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職

員等との協議によるものとする。 
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第６編 電気設備維持修繕 

 
第３６条 管理水準 

事業者は、本公園の電気設備について、関係法令を遵守し、機能を常に安全かつ良好に維持するため

点検を行うものとする。 

 

第３７条 電気設備維持修繕等 

１．分電盤・配電盤等、別添 27「工作物に係る点検整備（位置図）」に示す施設について、計器によ

る設備の運転状況の把握や目視、触手、聴音による点検を行う。 

２．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を適切に行うこと。な

お、法定点検、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によ

るものとする。 

３．落雷があった場合には、すみやかに電気設備の巡回点検を行うこととする。 

４．開園時間外に電気設備において異常が発生した場合は、法定点検の受託者等と連携して、適切な

措置を講じること。 
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第７編 排水施設維持修繕 

 

第３８条 管理水準 

事業者は、公園内の汚水・排水施設の機能を常に安全かつ良好に維持するため点検を行うものとする。 

 

第３９条 排水施設維持修繕 

１．公園内の側溝、排水枡等の排水施設について、適宜巡回点検し、異常があれば小規模な修繕又は

補充を適切に行うこと。 

２．台風や大雨が予想される場合は、巡回点検を行うとともに、適切な対策を講じるものとする。 
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第８編 給水施設維持修繕 

 
第４０条 管理水準 

事業者は、本公園の給水施設について、関係法令を遵守し、常に安全かつ良好に維持するため点検を

行うものとする。 

 

第４１条 給水施設維持修繕等 

１．別添 27「工作物に係る点検整備（位置図）」に示す、水道管、仕切弁等について、日常、適宜巡

回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。なお、法定点検、大規模な修繕

は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 

２．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を行う。 
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第９編 その他設備維持修繕等 

 
第４２条 管理水準 

事業者は、本公園の放送設備、電話設備等について、関係法令を遵守し、機能を常に安全かつ良好に

維持するため点検及び修繕を行うものとする。 

 

第４３条 放送設備保守点検等 

別添 27「工作物に係る点検整備（位置図）」に示す園内の放送設備、スピーカー、配線等について、

計器による設備の運転状況の把握や目視、触手、聴音による点検を年１回行い、破損箇所の小規模な修

繕等を適切に行うこと。 

 

第４４条 電話設備維持修繕等 

日常、園内の電話設備、配線等について、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕等を適切に行う

こと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものと

する。 
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第１０編 園内清掃、公園内建物清掃 

第１章 基本事項 

 
第４５条 管理水準 

事業者は、公園施設を常に清潔を保ち、快適な環境を保持する。また、本公園の利用状況に適切に対

応するため、作業内容、作業場所等について十分に検討するとともに、周辺地域に配慮した実施時期の

調整を行うものとする。 

 

第４６条 消耗品 

本清掃作業に必要な消耗品については、支給しない。 

 

第４７条 事業者の過失による管理を許可した施設等の事故、破損等 

管理を許可した施設等に関して、事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責任

において処理するものとする。なお、事故・器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職員等

に報告すること。 
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第２章 清掃 

 
第４８条 建物清掃 

１）清掃箇所は、各サービスセンター、レストセンターとする。（別添 3「管理事務所図」参照）。 

２）壁、床、扉、窓、柱、ベンチ、机、イス、黒板等は、掃き掃除、拭き掃除を行い、公園利用者

に不快感を与えないよう清潔に保ち、必要に応じて薬液類を使用し洗浄するものとする。 

３）くもの巣、ハチの巣、ガムのかす等がある場合は、速やかに取り除くものとする。 

４）天井、照明器具、展示物等は、必要に応じ清掃するものとする。 

５）清掃箇所及び実施頻度は下表の通りとする。なお背割堤サービスセンター（さくらであい館）

展望室のガラス窓については公園利用者に不快感を与えないように適宜清掃を行うものとす

る。 
 

 

 

 

 

 

第４９条 工作物清掃 

１）対象施設は、業務対象敷地内に位置する各種の工作物とする。ただし、収益施設は除く。 

２）拾い清掃による紙くず、空き缶等の除去や掃き掃除による土ぼこり、落ち葉等の除去により、

園路(園地含む)や側溝、水飲場、遊具等の工作物をきれいな状態に保つこと。 

３）回収したゴミは指定場所に集積すること。 

４）Ｕ型溝、排水桝等の排水設備の性能を維持するため、適宜点検を行う。ゴミ、土砂等の堆積が

見られた場合は、それらの除去、清掃を行う。 

５）公園利用者が直接触れるベンチやテーブル等は、汚れが無いよう水拭き等の清掃を行い、同時

にささくれ、がたつき等による危険箇所の確認を行うこと。 

６）水飲み場は、排水口等に溜まっているゴミ、土砂等を除去し、たわし、デッキブラシ等を用い

て洗浄する。 

７）移動式トイレは、手洗い水が常時あるように補充するとともに、トイレットペーパーを管理所

に常備し利用者の便宜を図る。また、1 日 1 回トイレのタンク容量の確認を行う。汚れが認め

られた場合、清掃（便器、床のデッキブラシ等による洗浄、壁、棚等の水拭きによる清掃）を

実施し、清潔な状態を維持すること。 

８）徒渉池等へビン、缶等が投棄されていないか確認し、発見した場合は除去・清掃を行う。 

９）外灯等の設備について、汚れがひどい場合には清掃を行うこと。 

１０）大規模な行催事の開催後は、行事主催者が許可条件に沿った適切な清掃、塵芥の処理を行な

っているか確認を行うものとする。 

１１）実施頻度は下表の通りとする。 

 

清掃箇所 実施頻度 

全地区 適宜実施 

清掃箇所 実施頻度 

守口サービスセンター 
鳥飼サービスセンター 
背割堤サービスセンター（さくらであい館） 

１回／１日実施 

太間サービスセンター 
庭窪レストセンター 

１回／７日実施 
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第５０条 移動式トイレの汲み取り 

１）区域巡視時に１日１回トイレの汚物量の確認を行う。 

２)汚物量の状況に応じ、下表に示す各自治体の回収方法に従って回収日を調整のうえ、自治体窓

口もしくは委託業者に汲み取りを依頼する。 

３）トイレの汚物量の状況によっては、臨時回収を行うものとする。 

 
対象自治体 該当地区 収集方法等 

大阪市 長柄、長柄河畔、毛馬、赤川、城北河畔、
太子橋、十三野草、西中島、豊里 

月曜日にその週のくみ取り対象トイレを
指定し依頼。 

守口市 外島、守口、八雲、八雲野草、庭窪河畔、
大日、佐太西 

事前にカレンダーでくみ取り日を調整。
原則金曜日に実施。 

寝屋川市 仁和寺野草、点野野草、大間、木屋元 事前にくみ取り日を調整。 
毎月第 2、4 木曜日。 枚方市 出口野草、出口、出口河畔、伊加賀野草、

三矢、枚方 

摂津市 一津屋野草、一津屋河畔、鳥飼西、鳥飼
野草、鳥飼下、鳥飼上 

2 週に一回市の、都合の付く日 

高槻市 三島江、三島江野草、大塚 大塚地区 毎週月曜日  三島江地区 
1 回/2 週間  市の都合の付く日 

島本町 島本 不確定、適宜依頼 

大山崎町 大山崎 

八幡市 背割堤 市の予定表による。 

 

 

第５１条 雑作業等 

事業者は、使用機材等の改良・メンテナンス、使用車両の給油・メンテナンス、等の業務責任者の判

断による作業を行うこと。 
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第１章 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H 31-35 淀川河川公園運営維持管理業務のうち、植物管理業務に適用する。 

植物管理として、中低木管理、高木管理、草丈管理、草花管理の４種の施工について、適用する。 

 

第２条 事業者の責務 

事業者は、施工にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、共通仕様書、淀川河川公園の設計図書及

び現地の気象条件、土壌条件等環境条件を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮し、目標とす

る管理水準を達成すべく、施工にあたるものとする。 

 

第３条 事前協議等 

事業者は、共通仕様書、淀川河川公園の設計図書及び現地の気象条件、土壌条件等環境条件を十分に

照査し、次の各号に掲げる事項のほか明示無きもの又は疑義の生じた場合は、調査職員等と事前に協議

するものとする。 

また、管理年度内にあっても、管理実態に合わせて、効率化に向けた管理施工上の工夫が可能な場合

は、調査職員等に提案し、協議の上、変更理由を明記の上、業務計画書の変更を行うことも可能である。 

１）植物について補植を要する事態が生じたとき。 

２）既存木の移植（又は伐採）を行う必要が生じたとき。 

３）公園利用者サービスに供するために新規植栽の必要が生じたとき。 

 

第４条 業務実施体制の点検 

事業者は「公共業務の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法律第 127

号）第 13 条 2 により近畿地方整備局から業務実施体制について点検を求められたときは、これを受け

ることを拒んではならない。なお、点検員は当該業務の調査職員等とする。 

 

第５条 歩掛実態調査及び諸経費動向調査 

本業務は、歩掛実態調査及び諸経費動向調査の試行業務であり、調査職員等より指示のあった場合、

別途通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行うこと。 

調査票は、業務終了後速やかに調査職員等に提出するものとする。又、調査票の聞き取り調査等を実

施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。 

 

第６条 基本事項 

１．植物管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本個別仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努め

るとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行うものとする。な

お、本個別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員

等と協議するものとする。 

３．事業者は、公園内の植物を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を

行い、実施することとする。 

４．管理体制人員は、円滑な運営維持管理を行うため、植生状況に基づき弾力的に配置するものとす
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る。 

５．提供物品は事業者に貸与するが、物品類の修理等は調査職員等に報告の上、事業者が行うことと

する。 

６．設備及び提供物品は事業者の注意義務で管理すること。 

７．植生状況等に基づく業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査職

員等の承諾を受けた上で、事業者の負担にて行うこと。 

８．スタッフの身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行うこと。 

 

第７条 安全管理等 

１．常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

２．本業務の実施に係る車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレートを車体

側面に貼付するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等

に努める。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限速度 20km/h を厳守する。 

３．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

４．危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見と枯枝の除去、及び、全ての作業実施時に作業エリア

をバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等、施工中は安全管理を徹底し、公園利用

者の安全を十分確保するものとする。 

５．施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

６．作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意するものとする。 

 

第８条 利用サービス 

１．公園利用者に対する案内及び緊急対応等のサービスに努めること。 

２．業務責任者を含めた全てのスタッフは調査職員等の指定する名札を作成し着用すること。 

３．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛けるものとする。 

４．公園利用者に対して、管理作業内容の情報を提供する必要が生じた場合には、作業場所において

適切な説明看板類を掲示するものとする。 
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第２章 中低木管理 

 

第９条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす低木管理を行うこと。（別添 28「樹木・草花管理区域図」参照） 

 

第１０条 中低木剪定工 

１．樹種毎の特性に応じ、主に刈り込み機械（ヘッジトリマー等）を用いた剪定作業を行うこと。 

２．刈り取った枝葉は調査職員等の指定する箇所に運搬、集積すること。 

 

第１１条 中低木地除草工 

１．人力による抜根除草とし、根に付着した土を取り除いた後、調査職員等の指定する場所に箇所

に運搬、集積すること。 

 

第１２条 中低木病虫害防除工 

１．病虫害の発生を確認したときは、業務責任者の判断で速やかに対応すること。 

２．薬剤散布は、原則として開園時間外の施工とする。病虫害の発生状況、散布時間、枝葉のボリ

ュームなどを考慮して薬剤、希釈倍率及び散布方法、散布量について配慮すること。 

 

第１３条 中低木雑工（雑作業） 

１．中低木雑工については業務責任者の判断する作業を実施するものとする。 

 

管理目標 ・公園利用者にとって安全で快適な利用環境の確保 

管理水準 

・利用者の安全確保面および快適な利用面で支障となる、枯損枝、伸長枝等が除去され
ていること。 

・巡視時における見通しの支障となる、枯損枝、伸長枝等が除去されていること。 
・管理所および駐車場周辺において、安全管理面での見通し確保の支障となる、枯損枝、

伸長枝等が除去されていること。 

標準実施回数  

中低木剪定工 
・巡視時に見通しの支障の状況を確認し、必要に応じ適宜実施する。標準的な実施回数
は年 1回とする。 

対象地 
 
・公園内の全域を対象とする。 
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第３章 高木管理 

 

第１４条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす高木管理を行うこと。（別添 28「樹木・草花管理区域図」参照） 

 

 

第１５条 高木剪定工 

１．樹種の特性に応じた剪定作業を行うこと。 

２．公園利用者の動線上の高木については、支障枝・枯枝等を適切に除去し、落ち枝等によるけが

などないよう努めること。 

３．調査職員等の指示する景観上重要な樹木については、樹形の維持及び眺望の確保に努めること。 

４．剪定した枝葉は、調査職員等の指定する箇所に運搬、集積すること。 

 

第１６条 ヤゴ取り工 

１．ヤゴ取りは、やご（ひこばえ）、幹ぶき（胴ぶき）を剪定鋏、鋸等で剪定するものとする。 

 

第１７条 高木病虫害防除工 

１．病虫害の発生を確認したときは、業務責任者の判断で速やかに対応すること。 

２．薬剤散布は、原則として開園時間外の施工とする。病虫害の発生状況、散布時間、枝葉のボリ

ュームなどを考慮して薬剤、希釈倍率及び散布方法、散布量について配慮すること。 

 

第１８条 高木雑工（雑作業） 

１．高木雑工については、業務責任者の判断する作業を実施するものとする。 

 

管理目標 

背割堤地区サクラ並木 サービスセンター・レストセンター内の景観木

・春の開花期の鑑賞や、夏季の緑陰
としての機能の維持 

・公園利用者にとって安全で快適な
利用環境の確保 

・各サービスセンターの景観木としての機能の維
持 

・公園利用者にとって安全で快適な利用環境の確
保 

管理水準 
・利用者の安全確保面および快適な利用面で支障となる、枯損枝、支障枝等が除去さ
れていること。 

標準実施回数 （単位；回/年） 

剪定 
枯れ枝、支障枝落ろし、薬剤散布を適宜実施（ヤゴ取等は随時行う） 

標準的な実施回数は年１回とする。 

対象地 背割堤地区サクラ並木 
守口、太間、鳥飼サービスセンター、背割堤サー
ビスセンター、庭窪レストセンター 
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第４章 草丈管理 

 

第１９条 草丈管理 

１．管理員は、区域巡視において毎日一回、所定の調査地点における草丈を測定し記録する。それら

を集計し、草丈報告書を調査職員等に提出する。 

２．調査地点は、別添 29「草丈調査報告書（草地管理区域図）」に示すとおりとする。 

３．事業者は、草丈調査の結果、公園の利用状況及び予定を踏まえ、高水敷の除草を実施する国事務

所に対し、適切な除草の時期及び方法について調査職員等に情報提供を行う。 

４．公園の快適かつ安全な利用の阻害、または公園の美観を損なう雑草については、巡回時に管理員

が適宜除去を行うものとする。 

 

 
-別紙97-



 6

第５章 草花管理 

第２０条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす草花管理を行うこと。 

なお、草花管理においては、行催事の開催時期等に十分留意すること。 

 

 

第２１条 草花耕耘工 

１．播種前に、現地の状況に応じて抜根、土壌改良、土の入れ替えを行い、花の生育を助長させる。 

 

第２２条 草花除草工 

１．播種後は、生育状況を観察し、必要に応じて人力除草および潅水を実施する。 

 

第２３条 草花雑工（雑作業） 

１．草花雑工については業務責任者の判断する作業（花がら摘み、ピンチ、摘心、誘引、ロープ柵設

置・撤去等）を実施するものとする。 

対象エリア名称 目的・目標 管理頻度 

太間地区 
鳥飼上地区 

季節ごとに咲く既存の花類について、
鑑賞に耐えるレベルに維持管理を行う
こと。 

太間・鳥飼上地区：播種 ２回／年 
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第６章 特殊管理 

第２４条 対象 

本章は、植物廃棄物処分工について、適用する。 

 

第２５条 植物廃棄物処分工 

１．剪定や枯損枝除去により発生した植物性廃棄物については、建設副産物適正処理推進要綱（平成

14 年 5月 30 日改正）等の関係法令により適切に処理するものとする。 

 
-別紙99-



 

 

 

 

H31-35 淀川河川公園運営維持管理業務 

収益施設等管理運営規定書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月 
 

 

別紙 10 

 
-別紙100-



 
目 次 

 

はじめに 

第１編 淀川河川公園収益施設等管理運営共通規定書 

第１章 総則  ·································································· 1 

第２章 マネジメント（運営管理） ·············································  17 

第３章 ホスピタリティ（施設利用者対応） ·····································  22 

第４章 安全衛生管理 ·························································  24 

第５章 施設管理 ·····························································  28 

第６章 財産管理 ·····························································  30 

 

第２編 淀川河川公園収益施設等管理運営個別規定書 

第１章 運動施設 ····························································  32 

第２章 飲食・物販施設 ······················································  39 

第３章 自動販売機 ··························································  42 

第４章 自主事業における行催事等 ·············································  44 

 

 

 
-別紙101-



はじめに 

 

本規定書は、淀川河川公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり必要な公園利用者サ

ービス向上のための収益施設である運動施設、及び自動販売機の管理運営業務及び自主事業

において、遵守すべき法令類や規範等の基本事項を取りまとめたものである。 

なお自動販売機は裁量施設であり、事業者が近畿地方整備局の許可を受けた上で自ら設置

することのできるものである。 

淀川河川公園の運営維持管理業務を実施する事業者が独立採算で行う収益施設等管理運営

業務の指針として、また許可申請時における管理運営要領の作成に際して、本規定書を参考

にされたい。 
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第１編 淀川河川公園収益施設等管理運営共通規定書 

第１章 総則 

第１条 履行場所及び履行期限 

１．履行場所 

施設名称 淀川河川公園 

所在地  大阪市福島区海老江三丁目・四丁目・六丁目並びに大阪市北区大淀北二丁目

（海老江地区）～京都府八幡市八幡在応寺先地（背割堤地区） 

 

面積  241ha うち収益施設許可面積 323,568 ㎡ 

 

■対象となる収益施設 

対応 
窓口 

地区名 公園施設の名称 許可面積（㎡） 数量 

守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

毛馬地区 

野球場 7,589 2 面 

テニスコート 1,321 2 面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 8,613 1 面 

赤川地区 
テニスコート 4,933 6 面 

サッカー・ラグビー場 9,502 1 面 

太子橋地区 
野球場 12,017 2 面 

少年野球場 4,311 1 面 

外島地区 
テニスコート 903 1 面 

陸上トラック 5,627 1 面 

八雲地区 
少年野球場 4,193 1 面 
テニスコート 2,104 3 面 

西中島地区 野球場 16,157 3 面 

豊里地区 テニスコート 2,559 4 面 

大日地区 野球場 14,411 2 面 

佐太西地区 

野球場 14,468 2 面 

少年野球場 5,108 2 面 

テニスコート 2,110 3 面 

仁和寺野草地区 

パターゴルフコース 15,501 27 ホール 

ゲートボール場 1,932 3 面 

ディスクゴルフコース(8 ホール)・グラウン
ドゴルフ(24 ホール)兼用 

13,380 1 面 

太間地区 
野球場 4,879 1 面 

陸上トラック 6,251 1 面 

木屋元地区 

野球場 10,111 2 面 

サッカー・ラグビー場 12,749 1 面 

テニスコート 2,505 3 面 
三矢地区 テニスコート 1,473 2 面 

枚方地区 淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用） 14,549 1 面 

鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

鳥飼下地区 
サッカー場 10,194 1 面 

フットサルコート 2,812 2 面 

鳥飼上地区 

野球場 20,532 3 面 

テニスコート  3,009  4 面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 13,867 1 面 

三島江地区 

野球場 12,969 2 面 

テニスコート 4,181 4 面 

サッカー・ラグビー場 9,851 1 面 

大塚地区 野球場 14,491 2 面 
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テニスコート 1,345 2 面 

サッカー・ラグビー場 6,886 1 面 

背
割
堤
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ

ー 

島本地区 

少年野球場 5,161 1 面 

テニスコート 785 1 面 

サッカー・ラグビー場 7,492 1 面 

大山崎地区 
野球場 9,638 2 面 

フットサルコート 1,099 1 面 

※このほかに、近畿地方整備局の許可を受けた上で、収益施設として自動販売機を設置するこ

とができる。 

※許可面積は、小数点以下を四捨五入している。 

 

２．履行期限 

管理運営期間は、平成３２年２月１日から平成３６年１月３１日までとするが、収益施設

の現任施設等運営者あるいは収益施設の次期施設等運営者への引継ぎに際し、期間を変更す

ることがある。ただし、期間の変更により発生する売上額の減少等損失について、近畿地方

整備局は補償しない。また、利用者の利便性の確保及び公園全体のマネジメントの観点から、

期間変更時に収益施設の現任施設等運営者あるいは収益施設の次期現任施設等運営者の指示

を受けることがある。 

施設等運営者は、収益施設等管理運営業務（以下「本業務」という。）が適正かつ円滑に

実施できるよう収益施設の現任施設等運営者から業務開始日までに必要な引継ぎを受け、開

園に備えなければならない。 

 

第２条 基本事項 

本公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり必要な公園利用者サービス向上のための収

益施設である運動施設、自動販売機の管理運営業務及び自主事業からなる本業務は、都市公園

法第５条、第６条または第12条の手続きを行った上で実施しなければならない。 

 

第３条 本業務の目的 

１．本業務は、本公園内に設定された許可区域内の収益施設の管理運営を行うこと、また、公

園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期における臨

時物販施設等の自主事業を行うことを目的とする。なお、本業務の実施に際して施設等運

営者は、以下に掲げる本公園の目的、基本方針、本公園全体の地区構成を十分に理解した

上で、本公園内で実施される他の維持管理業務と連携しながら、創意工夫やノウハウを積

極的に発揮し、公園利用者及び施設利用者が求める多様なニーズに対して質の高いサービ

スの提供で応えることで、本業務の遂行に努めなければならない。 

 

本公園の施設目的、基本方針、管理運営方針、公園全体の地区構成 

 

１）本公園の施設目的  

淀川河川公園は、都市公園法第２条第１項第２号「イ）一の都府県の区域を超えるような見

地から設置する都市計画施設である公園又は緑地」に基づくイ号国営公園である。淀川の広大
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な河川敷、豊富な自然環境を活かして、近畿のレクリエーション需要の増大に対応するととも

に、淀川の河川空間を広域緑地系統の骨格として活用することを目的として、昭和 47 年から

公園整備を進めている。大阪府大阪湾河口部から桂川、宇治川、木津川が合流する京都府三川

合流部までの延長約 37km、計画面積 1,216ha のうち、約 241ha、計 40 地区（※ただし、海老

江地区及び大淀野草地区の 2 地区は閉園中）を開園している。昭和 48 年度の供用開始時から

平成 29 年度までの累計入園者数は約 16,820 万人であり、平成 29 年度には約 661 万人の方々

に利用されている。 

  本公園では、「淀川河川公園基本計画」を平成 20 年 8 月に改定し、淀川の自然環境や淀川と

人との関わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指しており、以下の基本方針、整備方

針及び管理運営方針のもとに総合的に整備、管理運営を進めている。 

 

２）基本方針 

① 河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環 

境や歴史・文化、人との関わりを大切にした公園にします。 

② 淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぎます。 

  ③ 多様な主体の参加と連携のもと、全ての生物が共存できる健全かつ秩序ある利用を促し、

淀川流域とその周辺の人々が将来にわたって自然とふれあえる公園にします。 

 

３）管理運営方針 

① 淀川の自然環境の保全・再生に関する調査・分析と見直しを行います。 

② 安全、快適に利用できるようにします。 

③ 淀川にふれ、学ぶための機会を増やします。 

④ 多様な主体の参加と連携を図ります。 

 

４）地区構成 

海老江地区、十三野草地区、西中島地区、大淀野草地区、長柄地区、 

長柄河畔地区、毛馬地区、赤川地区、城北河畔地区、太子橋地区、外島地区、守口地区、

豊里地区、八雲野草地区、八雲地区、庭窪河畔地区、大日地区、 

佐太西地区、仁和寺野草地区、点野野草地区、太間地区、木屋元地区、 

出口野草地区、出口地区、出口河畔地区、伊加賀野草地区、三矢地区、 

枚方地区、背割堤地区、一津屋野草地区、一津屋河畔地区、鳥飼西地区、 

鳥飼野草地区、鳥飼下地区、鳥飼上地区、三島江地区、三島江野草地区、 

大塚地区、島本地区、大山崎地区 

（※ただし、海老江地区及び大淀野草地区の2地区は閉園中） 

 

第４条 用語の定義 

本規定書にて使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

１）「近畿地方整備局」とは、国営公園の管理主体者であり、H31-35 淀川河川公園運営維持

管理業務の発注者のこと。 
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２）「収益施設」とは、利用料金の徴収や売上金を得て事業者の収入とするために事業者が

実施する事業の対象となる施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭

和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料

を納めることが必要となる場合がある。 

３）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、近畿地方整備局と事前

に協議し、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は第 12 条に基づく

許可を受けた上で、事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採算により臨時の飲

食・物販施設の運営や行催事を行う事業のこと。 

４）「施設等運営者」とは、収益施設の管理運営及び自主事業に関する許可を受けた事業者

のこと。 

５）「調査職員」とは、近畿地方整備局として本業務を監督する職員のこと。 

６）「維持管理業務受託者」とは、H31-35 淀川河川公園運営維持管理業務を受託した事業者

のこと。 

７）「収益施設等管理運営業務責任者」とは、施設等運営者として第２編淀川河川公園収益

施設等管理運営個別規定書に記載されている本業務全体を監理する者のこと。 

８）「施設担当責任者」とは、施設等運営者として各収益施設を個別に監理する者であり、

主に各収益施設の利用指導や事故報告等を担当する業務従事者のこと。 

９）「現場管理員」とは、管理所に常駐し、園内巡視等を担当する業務従事者のこと。 

10）「公園利用者」とは、公園を利用する者のこと。 

11）「施設利用者」とは、収益施設を利用する者のこと。 

12) 「開園」とは、駐車場、サービスセンター及び運動施設の運動施設の利用可能な期間及

び時間のこと。 

13）「閉園」とは、駐車場、サービスセンター及び運動施設の運動施設の利用を終了あるい

は休止している期間及び時間のこと。 

14）「閉園措置」とは、出水、地震等の発生に係る危険防止対策として、公園の利用を中止

する措置（駐車場の閉鎖、立入禁止措置、利用者への利用中止の呼びかけ・避難誘導

等）を行うこと。 

15）「許可区域」とは、本業務の管理運営を許可された範囲内のこと。 

16）「管理施設」とは、許可区域内にある建築躯体及び建築設備等施設のこと。 

17）「管理備品」とは、本業務の実施に必要な機器備品類で、あらかじめ許可区域内に設置

されているもののこと。 

18）「特定備品」とは、本業務の実施及び運営に必要な設備等機器備品類で、施設等運営者

が持ち込んだもののこと。 

19）「指示」とは、調査職員が施設等運営者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書

面をもって示し、実施させること。 

20）「承諾」とは、施設等運営者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事

項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意すること。 

21）「協議」とは、本規定書の協議事項及び近畿地方整備局が指示する事項について、近畿

地方整備局又は調査職員と施設等運営者が対等の立場で合議すること。 
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22）「確認」とは、本規定書に示された事項について、臨場若しくは関係資料によりその内

容について本規定書との適合を判断すること。 

23）「提出」とは、施設等運営者が調査職員に対し、業務に係わる事項について書面または

その他の資料を説明し、差し出すこと。 

24）「報告」とは、施設等運営者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書

面をもって知らせること。 

25）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名または捺印

したものを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メール

により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。電子納品を

行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 

26）「利用料金」とは、収益施設の使用やそれに伴うサービスの対価として、施設利用者か

ら徴収する料金のこと。 

27）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、

施設等運営者が近畿地方整備局に納める公園の土地又は建物に使用にかかる料金のこと。 

28）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲

食・物品販売等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの

基準について」（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき近畿地方整備局から金額を通知し、施

設等運営者が近畿地方整備局に納める料金のこと。ただし、公共性の高い行催事を淀川

河川事務所との共催により行う場合は、建物使用料及び土地使用料は不要となる場合が

ある。 

29）「修繕」とは、施設若しくは設備又は備品等の劣化した部分又は部材について、性能又

は機能を原状あるいは事実上支障のない状態まで回復させること。 

30）「軽微な修繕」とは、電球等の交換や壁紙の一部補修等、市販の交換品や補修材を使用

して専門の業者に委託することなく対応可能な修繕行為のこと。 

31）「改修」とは、施設の性能又は機能を従前より向上させる措置を行うこと。 

32）「保守」とは、施設若しくは設備又は備品等の必要とする性能または機能を維持する目

的で行う消耗品または材料の取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な

作業を行うこと。 

33）「点検」とは、施設若しくは設備又は備品等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べるこ

とをいい、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含

む。 

 

第５条 許認可申請等 

１．施設等運営者は、近畿地方整備局に都市公園法第５条、第６条又は 12 条に基づく許可申

請を行うものとする。基本的には、「H31-35 淀川河川公園運営維持管理業務民間競争入札

実施要項 ４．入札に参加する者の募集に関する事項」に基づき提案される「収益施設管

理運営計画書」及び本運営規定書に記載されている条件によるものとする。ただし、申請

された事業内容が本公園の利用にふさわしくない場合等、その実施を許可しない場合があ

る。 

 
-別紙107-



- 6 - 

なお、臨時売店については、近畿地方整備局が指定する設置場所、設置期間に限り、営

業を許可するものとする。 

２．施設等運営者は、実施する事業に係る許認可等各種法令で必要な許可の取得や届出につい

ては、所定の期日までに施設等運営者の責任で行うものとする。また、業務を完了する場

合は、廃止に係る手続きを行うものとする。 

 

第６条 法令等の遵守 

施設等運営者は、業務の履行に当たり本規定書及び近畿地方整備局の指示に従うほか、法令

の規定を遵守しなければならない。 

 

第７条 準拠規定 

本業務の遂行にあたっては、次の各号に掲げる基準等に準拠する。 

１）河川法 

２）都市公園法 

３）景観法、屋外広告物条例 

４）建築基準法 

５）消防法（消防庁） 

６）建築物における衛生的環境の確保に関する法律、建築物環境衛生管理基準（厚生労働

省） 

７）水道法 

８）電気事業法及びこれに基づく政令等 

９）高圧ガス保安法 

10）ボイラー及び圧力容器安全規則 

11）食品衛生法 

12）官公法 

13）下水道法 

14）浄化槽法 

15）環境基本法 

16）大気汚染防止法 

17）水質汚濁防止法 

18）騒音規制法 

19）振動規制法 

20）悪臭防止法 

21）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

22）地球温暖化対策の推進に関する法律 

23）リサイクル法（容器包装リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法） 

24）エネルギー使用の合理化に関する法律 

25）温泉法 

26）公衆浴場法 
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27）旅館業法 

28）風俗営業法 

29）鉄道法 

30）建設業法 

31）労働基準法、労働安全衛生法 

32）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

33）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法） 

34）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 

35）移動等円滑化の促進に関する基本方針 

36）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 

37）公園のユニバーサルデザインマニュアル 

38）公園施設の安全点検に係る指針（案）（国土交通省都市局公園緑地・景観課） 

39）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版） 

40）建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

41）淀川河川公園における行為の禁止等について（別添 4） 

42）政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成 30 年度版）平成 30 年 7 月

5 日、サイバーセキュリティ戦略本部 

43）個人情報の保護に関する法律 

44）遺失物法 

45）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 

46）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）（国土交通省都市局公園

緑地・景観課） 

47）環境省版レッドリスト「絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト」（環境省自然環境

局野生生物課編） 

48）「大阪府レッドリスト 2014」 

49）「京都府レッドデータブック 2015」 

50) 著作権法 

51）その他、関係諸法令 

 

第８条 施設等運営者の義務 

１．施設等運営者は、常に公園利用者及び施設利用者の安全に配慮するとともに、施設等運営

者の責任において常に施設を含む周囲の観察を行い、本業務について善良なる管理者の注

意をもって実施する義務を負うものとする。なお、異常を確認した場合、速やかに近畿地

方整備局に報告しその指示に従うものとする。 

２．施設等運営者は、施設が国営公園内にあることを鑑み、その公共性に十分配慮すると共に、

淀川河川公園設置の意義を踏まえて行動すること。 

３．収益施設の適正な管理を保持しつつ、施設の管理運営に際して創意工夫やノウハウを積極

的に発揮し、本業務の遂行に努めなければならない。 

４．繁忙日には、臨時駐車場の確保や早期開場を行わなければならない。 
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５．施設等運営者は、近畿地方整備局が行う安全管理行為（例：緊急安全点検、防災訓練、安

全パトロール、消防訓練等）への参加・協力・実施等、近畿地方整備局の求めに応じて、

積極的に協力しなければならない。 

６．施設等運営者は、近畿地方整備局が行う各種会議等（例：公園に関する会議、監査・検査、

視察、式典、緑化フェア等）への参加・協力・実施、行催事開催時に営業時間の変更等を

行うこと、要人案内等、近畿地方整備局や維持管理業務受託者の求めに応じて、積極的に

協力しなければならない。 

７．施設等運営者は、調査職員から公園に関する調査、または作業の指示等があった場合には、

誠実かつ積極的な対応を行うこと。 

８．管理運営要領の策定及び管理運営に際して、同じ国営公園内において異なる施設を管理す

る施設等運営者や維持管理業務受託者と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施

しなければならない。 

９．別添 4「淀川河川公園における行為の禁止等について」を参考に、収益施設の運営にあた

ること。 

１０．施設等運営者は、本業務の実施にあたって、常に近畿地方整備局と密接な連絡をとり、

本業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておくものとする。 

 

第９条 景観への配慮 

施設等運営者は、収益施設の運営においては、施設周辺の景観を阻害することのないよう、

景観への配慮に努めなければならない。 

 

第１０条 近畿地方整備局と施設等運営者の責任分担 

本業務を実施するにあたり、近畿地方整備局と施設等運営者の責任分担を下表「責任分担

表」のとおりとする。ただし、「責任分担表」に定める事項に疑義が生じた場合、又は、「責任

分担表」に定めのない事項については、近畿地方整備局と施設運営者の間で十分に協議のうえ

決定するものとする。 
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近畿地方整備局と施設等運営者の責任分担一覧 

※年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 26 年～平成 29 年の実績平均と現在の状況を踏ま

えた額であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実績は、別紙 31「建

物・工作物に係る修繕履歴(修繕箇所、費用等)」を参照のこと。 

※事業者の責任分担に係る項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

項目 
近畿地方

整備局 

事業者 

 
 

運営
維持
管理 

収益 

施設 

 内   容    

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき設置・管理している

施設は除く。） 
 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 
近畿地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○  

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者からの苦

情、訴訟、要望への対応 
 ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

事故・災害時対応 本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる場合 ○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の修

繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管理が不

適切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以下この表にお

いて「①」という。） 

 ◎ ◎ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超えない場合かつ年間

修繕費用２００万円（税抜き）【平成 31 年度分】、1,０００万円

（税抜き）【平成 32～34 年度】、８００万円（税抜き）【平成 35

年度分】※を超えない場合（上記①を除く。）。 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費用（上

記①を除く。）。 
  ◎ 

 上記３項目以外の場合 

※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合に

は、年間業務計画の変更を協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づく警戒体制以

上の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この表において

「②」という。）により公園施設に著しい損害を受けた場合に、

公園を一時閉園するなどして行わなければならない施設、設備等

の復旧等 

※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合には、対

応を協議するものとする。 

○   

公園利用者への損

害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を与えた

場合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による公園利用者の

怪我等） 

 ◎ ◎ 

共通仕様書第 33 条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合  ◎ ◎ 

上記以外の場合 ○   
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第１１条 公租公課 

１．施設等運営者は、運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置等により賦課される不動

産取得税、固定資産税、都市計画税、償却資産税その他の公租公課について全て施設等

運営者の負担とする。 

２．施設等運営者は、地方税法第７３条第７項（不動産取得税の納税義務者等）に定める手

続き等、施設等運営者の賦課資産に係る公租公課の分離手続について近畿地方整備局に

協力するものとする。 

 

第１２条 運営日時等 

１．収益施設の運営日時に関しては、本公園の開園日、開園時間に合わせ、個別施設の各章

で定める運営日時を基に別に定めることを原則とするが、運営方法の内容によっては近

畿地方整備局との協議の上、当該運営日時を変更して運営することができる。（共通仕

様書第 12条参照）。 

２．近畿地方整備局が、天変地異、社会的状況の著しい変化及びその他やむを得ない事由に

より、施設等運営者に対し一時休業若しくは営業廃止又は営業時間の変更を指示したと

きは、施設等運営者は異議を申し立てることはできないものとする。 

３．近畿地方整備局は、前項の規定により施設等運営者が一時休業若しくは営業廃止または

営業時間の変更を行ったことによる損害について、その補填の責任は負わないものとす

る。 

４．施設等運営者の都合により施設を運営する日時等を変更する場合は、あらかじめ調査職

員と協議を行った上で、協議の結果を記載した文書にて申請しなければならない。 

 

第１３条 提供品目及び利用料金 

１．自動販売機等において提供・販売しようとする品目を定めるに当たっては公園利用者の

要望等配慮して定めるものとする。 

２．収益施設の利用料金等については、近畿地方整備局長と協議の上、周辺類似事例に基づ

き、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。なお、施

設等運営者は管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更を希望する場

合は、事前に近畿地方整備局と協議を行い、その結果に基づき変更した管理運営要領を

近畿地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。 

３．施設等運営者が、本規定書に基づき収益施設の管理運営を行うに当たっては、利用料金

を施設利用者の見やすいところに表示しなければならない。ただし、利用料金が既に販

売商品等に表示されていて、その価格が一般的に知られているものについては、この表

示を省略することができる。 

 

第１４条 国有財産の施設使用料 

１．施設使用料の定めがある施設について 

毎月の施設使用料については、歳入徴収官近畿地方整備局総務部長が発行する納入告知

書により、当月分を指定期日までに納入しなければならない。 
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指定期日までに施設使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応

じ、年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

近畿地方整備局長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると

認める場合には、施設使用料を改定することができる。 

なお、風水害その他の事業者の責に帰することが出来ない事由により、長期間閉園が生

じた場合の施設使用料の取扱については、近畿地方整備局と施設等運営者の間で協議する

ものとする。 

 

■施設使用料（現時点の目安） 

公園施設の名称 税込み施設使用料（円／年） 
淀川河川公園収益施設 １式 約 819 万 

※面積等条件の変更により金額は増減する可能性がある。 

 

【個別施設毎の施設使用料の現時点の目安】 

対応 
窓口 

地区名 公園施設の名称 
税込施設使用料 
（円／年） 

数量 

守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

毛馬地区 

野球場 60,712 2 面 

テニスコート 103,038 2 面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 68,904 1 面 

赤川地区 

テニスコート 369,975 6 面 

サッカー・ラグビー場 66,514 1 面 

管理所 124 1 基 

太子橋地区 
野球場 144,204 2 面 

少年野球場 51,732 1 面 

 管理所 202 1 基 

外島地区 

テニスコート 100,325 1 面 

陸上トラック 61,897 1 面 

管理所 186 1 基 

 
八雲地区 

少年野球場 46,123 1 面 
テニスコート 229,336 3 面 

 管理所 182 1 基 

西中島地区 
野球場 323,140 3 面 
管理所 352 1 基 

 テニスコート 261,018 4 面 

豊里地区 管理所 180 1 基 

 更衣室 874 1 基 

守口地区 
受付 27,027 1 室 

事務所 32,760 1 室 

大日地区 野球場 144,110 2 面 

佐太西地区 

野球場 159,148 2 面 

少年野球場 56,188 2 面 

テニスコート 229,990 3 面 

管理所 182 1 基 

仁和寺野草地区 

パターゴルフコース 403,026 27 ホール 

ゲートボール場 52,164 3 面 

ディスクゴルフコース(8 ホール)・グラウンド
ゴルフ(24 ホール) 兼用 

294,360 1 面 

倉庫 1,795 2 基 

太間地区 
野球場 68,306 1 面 

陸上トラック 87,514 1 面 
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対応 
窓口 

地区名 公園施設の名称 
税込施設使用料 
（円／年） 

数量 

管理所 246 1 基 

受付 23,562 1 基 

木屋元地区 

野球場 111,221 2 面 

サッカー・ラグビー場 140,239 1 面 

テニスコート 270,540 3 面 
三矢地区 テニスコート 256,050 2 面 

枚方地区 
淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用） 509,215 1 面 

管理所 286 1 基 

鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

鳥飼下地区 

サッカー場 224,268 1 面 

フットサルコート 764,864 2 面 

管理所 182 1 基 

受付 22,143 1 基 

鳥飼上地区 

野球場 205,320 3 面 

テニスコート 321,978 4 面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 138,670 1 面 

管理所 178 1 基 

三島江地区 

野球場 129,690 2 面 

テニスコート 413,919 4 面 

サッカー・ラグビー場 98,510 1 面 

管理所 166 1 基 

大塚地区 

野球場 188,383 2 面 

テニスコート 185,610 2 面 

サッカー・ラグビー場 89,518 1 面 

管理所 230 1 基 

背
割
堤
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー 

島本地区 

少年野球場 72,254 1 面 

テニスコート 116,891 1 面 

サッカー・ラグビー場 104,888 1 面 

管理所 248 1 基 

大山崎地区 

野球場 144,570 2 面 

フットサルコート 212,107 1 面 

管理所 256 1 基 

※施設使用料は「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」（S33.1.7 蔵

管１号）に基づき算定し、毎年４月１日に前年次使用料との調整を行い改定する予定である。 

※施設使用料全体額と個別施設毎の施設使用料合計額が合致しないのは、端数調整によるもの

である。 

 

 ２．許可申請毎に納入すべき施設 

施設等運営者は、施設使用料の定めのない土地または建物を使用する場合は、許可申請毎に

占用面積及び期間に応じ告知する建物使用料又は土地使用料を歳入徴収官近畿地方整備局総務

部長が発行する納入告知書により、納入告知の日から20日以内に納入しなければならない。 

期日までに建物使用料又は土地使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの

日数に応じ、年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

近畿地方整備局長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると認

める場合には、建物使用料及び土地使用料を改定することができる。 

 
※ １ 平成 29 年度の土地使用料は最大 275 円／月・m2 であった。（建物使用料は徴収して

いない。） 
※ ２ ［建物の占用］及び［土地の占用で占用期間が１ヶ月を超えない場合］は、別途消費
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税が課される。 
※ ３ 建物使用料及び土地使用料は、「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準

について」（S33.1.7 蔵管第１号）に基づき算定し、毎年４月１日に前年次使用料との調整
を行い改定する予定である。 

 

第１５条 経費等の負担 

１．施設等運営者の負担範囲 

１）通常の施設運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水

費等）、運営に関する備品等（建物除く）の費用、許可区域に関る各種保険料、さら

には施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修または改造等に係る経費

は、施設等運営者の負担とする。なお、委託費で購入した設備、備品及び消耗品等を

本業務に使用することはできない。 

２）施設等運営者が管理する収益施設に係る法定点検については原則施設等運営者が点検

を行うものとし、近畿地方整備局が実施する法定点検との役割分担について協議の上、

実施時期を近畿地方整備局に報告すること。点検結果については遅滞なく近畿地方整

備局に書面により報告すること。 

３）上記以外に定めのない費用については、近畿地方整備局と協議を行い、協議録を保管

するとともに書面をもって負担等を定めるものとする。 

２．光熱水費納付 

１）基本料金 

基本料金については、サービス拠点施設全体の従量料金に対する収益施設の従量料金

で近畿地方整備局の指示のもと維持管理業務受託者が負担金額計算を行い、施設等運

営者が負担するものとする。 

２）従量料金 

水道及び電気料金については、個別にメーターを設置するなど、各施設の使用料が切

り分けられるようにし、その計量により負担するものとする。ガス、その他メーター

が設置できない場合は近畿地方整備局と協議するものとする。なお、計算方法につい

ては変更する場合がある。 

３．ごみ処分費用 

ごみ処分費用については、施設等運営者と維持管理業務受託者との間で、発生量に応

じて、応分の負担を行うこと。発生量等が不明確な場合は、近畿地方整備局と協議す

るものとする。 

４．費用分担における確認 

光熱水費やごみ処分、さらにはこれら以外に近畿地方整備局または維持管理業務受託

者と施設等運営者との間で費用分担を行う場合にあっては、近畿地方整備局と費用分

担ルール及び費用分担結果の近畿地方整備局との確認方法、並びに支払方法について

協議すること。また、協議結果を書面にして残すこと。 

 

第１６条 コンプライアンス 

１．守秘義務 
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１）施設等運営者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者または従事してい

た者は、業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。これらの者が秘

密を漏らし、または盗用した場合には、競争の導入による公共サービスの改革に関す

る法律（平成１８年法律第５１号）第５４条により罰則の適用がある。 

２）近畿地方整備局が定める外部委託における情報セキュリティ対策実施規程（平成 29

年 4 月）に沿って、情報管理を適切に行うこと。 

２．個人情報保護 

１）施設等運営者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理する

ための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５８

号）第６条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざんまたはき損の防

止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２）施設等運営者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他

人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解

除された後においても同様とする。 

 

第１７条 業務の再委託の禁止 

１．施設等運営者は、業務を他の者に再委託してはならない。ただし、業務の一部を他の者

に再委託する場合、あらかじめ書面により近畿地方整備局の承諾を得たときは、この限

りではない。 

２．再委託を行う場合、書面により施設等運営者との契約関係を明確にしておくとともに、

施設等運営者に対し、業務の実施について適切な指導、管理のもとに業務を実施しなけ

ればならない。 

３．再委託を受けた業務受託者は、入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、近畿

地方整備局長から指名停止を受けていないこととする。 

４．暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者を、再委託を

行う業務受託者としてはならない。 

５．施設等運営者は、前項の規定により近畿地方整備局が承諾した業務受託者が、その責め

により近畿地方整備局に損害を及ぼしたときは、近畿地方整備局に対して、その損害を

賠償するものとする。 

６．施設等運営者は、前項の規定により近畿地方整備局が承諾した業務受託者が、その責め

により第三者に損害を及ぼしたときは、速やかに近畿地方整備局に報告するとともに、

第三者に対して、その損害を賠償するものとする。また、その結果については、書面に

より近畿地方整備局に報告するものとする。 

 

第１８条 許可した目的以外の利用及び施設の転貸等の禁止 

１．収益施設を運営するにあたっては、許可した目的以外の利用は禁止する。 

２．施設利用者及び公園利用者に対する安全確保に反する行為をしてはならない。 

３．施設管理者は、施設の全部若しくは一部を第三者に貸与し、または担保に供してはなら
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ない。ただし、近畿地方整備局に書面により承諾を得たときは、この限りではない。 

４．施設等運営者は、本業務によって生じる一切の権利義務を他の者に譲渡し、または継承

させてはならない。 

 

第１９条 業務の履行 

１．管理許可条件に定める運営時間内での運用を休止させてはならない。ただし、近畿地方

整備局の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

２．施設等運営者は、業務の履行期限または、契約が解除されるまでは、施設利用者に利便

性を図るために本規定書及び管理運営要領を維持することとする。 

 

第２０条 業務の解除 

施設等運営者の責めに帰すべき事由により適正な収益施設の管理運営が困難となった場

合またはその恐れが生じた場合は、近畿地方整備局は施設等運営者に対して改善勧告を行

い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。 

この場合において、施設等運営者が当該期間内に改善することができなかったときには、

近畿地方整備局は都市公園法第５条２項の許可を取り消すことがある。 

 

第２１条 業務の完了・引継、原状回復等 

１．施設等運営者は、施設等運営者の責めに帰すべき事由により、施設を汚損・破損若しく

は滅失したとき、または近畿地方整備局に無断で施設の原状を変更したときは、直ちに

これを原状に回復しなければならない。 

２．施設等運営者は、業務が完了する場合または、契約が解除された場合は、近畿地方整備

局または新たな施設等運営者と十分に協議の上、書面をもって下記事項について事務引

き継ぎを行い、公園の管理に支障が生じないようにする。この際、施設等運営者が設置

した特定備品を撤去し速やかに管理物件を原状に回復して、近畿地方整備局に引き渡す

こと。ただし、原状回復することが不可能若しくは不適当若しくは近畿地方整備局が特

定物品の残置を希望した場合、施設等運営者及び近畿地方整備局間で事前に協議を行っ

た上で、近畿地方整備局の書面による承認を得て原状回復せずに引き渡すことができる。 

１）建物や関連設備の鍵の場所等、建物の管理に関する事項。 

２）設備等設置における建物躯体や構造物への影響等に関して留意が必要な事項。 

３）建物や設備等の老朽化等により、それら使用において、維持修繕上、留意が必要な事

項。 

４）継続的な地域連携イベント等において、運営日時の調整や臨時売店の設置、販売品目

の変更、提供等を行うなど、主催者と連携、協力すべき事項。 

３．前項ただし書きの適用がない場合において、施設等運営者が前項本文の原状回復を履行

しないときは、近畿地方整備局は施設等運営者が自ら整備した内装・設備等を放棄した

ものとみなし、現状を維持するかまたは施設等運営者の費用をもって原状回復を行うこ

とができる。 

４．不可抗力その他、近畿地方整備局や施設等運営者の責めに帰することが出来ない事由に
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より管理の継続が困難となった場合は、近畿地方整備局と施設等運営者は管理の継続の

可否について協議し、近畿地方整備局が書面により指示することとする。 

 

第２２条 立退料等の不請求 

施設等運営者は、業務が完了する場合または、契約が解除された場合、または不可抗力

の場合は、近畿地方整備局に対し施設等運営者の施設の買取または立退料等の請求若しく

は施設等運営者が支出した有益費等を請求することができない。 

 

第２３条 保険の付保及び事故の補償 

１．施設等運営者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇

用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければな

らない。 

２．施設等運営者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に

対して責任をもって適切な補償をしなければならない。 

３．施設等運営者は、火災保険、自動車任意保険、施設賠償責任保険、動産総合保険の他、

必要に応じて各種保険に加入するものとする。 

４．１～３項に規定する保険料、補償費は、施設等運営者の負担とする。 

 

第２４条 情報公開 

１．施設等運営者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公

開に関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号）の規定に準じて取り扱うものとす

る。この場合、調査職員の書面による指示に従うこと。 

２．施設運営者は、近畿地方整備局が会計法令に基づき実施する事業者に対する立ち入り検

査、指示等監督・検査に対して、誠意を持って対応すること。 

 

第２５条 その他留意事項 

本規定書に定めていない事項または疑義を生じた事項に関しては、必要に応じて、近畿

地方整備局の指示により、決定することとする。 
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第２章 マネジメント（運営管理） 

第２６条 基本事項 

１．提出書類 

１）収益施設等管理運営業務責任者は許可を受けた後に、近畿地方整備局が指定した様式

による関係書類を近畿地方整備局に遅滞なく提出しなければならない。 

２）施設等運営者が近畿地方整備局に提出する書類で様式が定められていないものは、様

式を作成後調査職員に了解を得て提出するものとする。 

３）報告書及び経理状況に関する帳簿類等の提出した書類は、近畿地方整備局の求めに応

じて常に提出できるよう、許可を受けた施設ごとに整理・保管し、業務成果として施

設等運営者において業務完了後５年間保存する。 

２．連絡、協議 

１）収益施設等管理運営業務責任者は、必要に応じて調査職員と連絡、協議等を行うこと。

またその結果について、書面に記録し相互に確認しなければならない。 

２）調査職員と収益施設等管理運営業務責任者は業務の方針及び条件等の疑義を正すもの

とし、その内容については相互に確認しなければならない。 

３）施設の運営維持管理に係る各種規定・要項を作成する場合や、追加供用等により契約

期間中に管理運営内容が変更する場合、さらにはその他新業務への対応が必要な場合

は、近畿地方整備局と施設等運営者の間で書面により調整または協議を行う。 

４）不測の事態または疑問等が生じた場合は、速やかに調査職員と協議する。 

３．報告事項 

１）施設等運営者は、次の各号に掲げる事項について、近畿地方整備局に書面により報告

するものとする。 

① 管理運営要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・許可日より１４日以内に提出 

② 管理運営報告書（月毎の売上高、施設利用者数等）・・翌月の１０日迄に提出 

③ 業務打合せ簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・打合せ毎に終了後速やかに提出 

④ 施設保守定期点検等の実施結果報告 ・・・・・・点検後速やかに提出 

⑤ その他近畿地方整備局が指示する書類 ・・・・・・・適宜 

 

第２７条 業務実施体制 

１．施設利用者に対して、安全・快適な利用サービスを提供するために、必要な資格等専門

技術・知識を有する職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなけれ

ばならない。 

２．本業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応

が適切に行われるよう、管理体制を構築しなければならない。 

３．本業務の計画立案及びマネジメントを担当する収益施設等管理運営業務責任者を配置し

なければならない。 

４．収益施設等管理運営業務責任者は、維持管理業務受託者が配置する総括責任者と兼務す

る場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分しなけ

ればならない。 
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５．開園期間中は、維持管理業務の総括責任者が勤務する体制か、維持管理業務の業務責任

者及び収益施設等管理運営業務責任者のうち、少なくとも２名以上が勤務する体制とす

ること。さらに収益施設等管理運営業務責任者が勤務しない場合については、本業務に

精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め本業務が円滑かつ迅速に行われる勤

務体制をとること。なお、やむを得ず業務責任者を 2 人以上勤務する体制をとることが

一時的に困難となる場合には、緊急対応を含め、収益施設等管理運営業務が迅速かつ円

滑に行われる勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾を得ること。（ただし、

事故などやむを得ない事由により事前に承認を得られない場合を除く。） 

６．収益施設等管理運営業務責任者は、維持管理業務受託者と常に調節し、業務を遂行する。 

１）調査職員について 

① 近畿地方整備局は、本業務における調査職員を定め、施設等運営者に通知するものと

する。 

② 調査職員は、本規定書に定められた事項の範囲内において、近畿地方整備局または、

施設等運営者の責任者である、収益施設等管理運営業務責任者に対し連絡、調節等の

職務を行うものとする。 

２）収益施設等管理運営業務責任者について 

 ① 収益施設等管理運営業務責任者は、本業務について業務従事者が適切に管理運営を

行うよう、指揮監督しなければならない。 

３）適切な業務従事者の配置について 

① 収益施設等管理運営業務責任者は、施設担当責任者及び業務従事者の手持ちの手持ち

業務量が適切となるよう配慮すること。 

② 調査職員は、必要に応じて収益施設等管理運営業務責任者、施設担当責任者及び業務

従事者の経歴・職歴に関する事項について書面により報告を求めることができる。 

 

第２８条 許可、承諾等を要する事項 

１．管理運営要領 

１）施設等運営者は、別に定めがある場合を除き、許可日より１４日以内に収益施設管理

運営計画書に基づく下記の項目を記載した管理運営要領を近畿地方整備局に提出し、

承諾を得るものとする。その際、管理運営要領は許可を受ける施設ごとに作成するこ

と。 

①業務内容（商品、価格及びサービス内容、イベント企画等） 

②業務の実施方針 

③業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④業務の実施体制 

⑤連絡体制(緊急時含む) 

⑥その他（業務実施上必要と思われる事項） 

２）管理運営要領の策定にあたっては、維持管理運営の実務に通じた経験や知見、施設利

用者からの意見・苦情・要望を踏まえた運営計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕

組みについて記載すること。 
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３）施設等運営者は、収益施設の維持管理運営業務を通じた経験や知見、施設利用者から

の意見・苦情・要望に基づく対応による修正が必要と判断した場合は、近畿地方整備

局と協議の上近畿地方整備局に変更した管理運営要領を提出し、許可を得ること。 

２．管理運営報告書 

１）施設等運営者は、毎年度決算終了後、速やかに、近畿地方整備局に決算に関する報告

書を提出すること。その際、報告書は施設毎に作成し、運営維持管理業務と明確に区

分して整理すること。 

２）施設等運営者は、毎月の売上その他の営業に関する状況を翌月１０日までに、書面に

より近畿地方整備局に報告すること。 

３）経理状況に関する帳簿類は常に整理し、近畿地方整備局からこれらに関する報告や実

施調査を求められた場合には、速やかに調査職員の指示に従い、誠実に対応すること。 

４）近畿地方整備局は、実施調査の結果、必要と認める場合には、施設等運営者に対し改

善を求めることができる。 

３．施設の修繕等 

１）施設等運営者が、収益施設の修繕等を実施する場合は、その内容、時期等の情報につ

いて事前に近畿地方整備局に書面により報告するものとする。ただし、施設利用者の

安全確保などの観点から緊急を要する修繕については、この限りではない。 

２）施設等運営者が、必要に応じて管理施設の建築構造躯体に対して穿孔、開口、留め付

け等を伴う設備工事や電気を使用するもの等を実施する場合は、事前に近畿地方整備

局と書面により協議し、承諾を得なければならない。変更の際も同様である。 

３）施設等運営者が、施設の管理運営上必要に応じて運営に必要な設備等を管理施設に新

たに設置する場合には、近畿地方整備局と事前に書面により協議し、承諾を得なけれ

ばならない。 

４）施設等運営者は、運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置することに伴い近畿地

方整備局または第三者に及ぼした損害を賠償しなければならない。 

５）施設等運営者は、近畿地方整備局の承諾を得て施設に付加した機械等の設備、間仕切

り、建具その他の造作等について、買取請求を行わないものとする。 

４．価格・サービス内容の決定・変更 

施設等運営者は、管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更を希望す

る場合は、事前に近畿地方整備局と協議を行い、その結果に基づき変更した管理運営要領

を近畿地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。 

５．施設等運営者の変更 

１）新たな施設等運営者の追加等による管理運営要領の変更を行う場合、書面により同施

設等運営者との契約関係を明確にしておくとともに、同施設等運営者に対し業務の実

施について適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 

６．広告物の掲出 

施設等運営者は、広告物を掲出しようとするときは、広告物の内容についてあらかじめ

近畿地方整備局に提示し書面により承諾を得るものとし、掲出物については許可区域内と

する。 
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なお、施設等運営者が、許可区域外への広告物の掲出を希望する場合は、近畿地方整備

局と書面により協議を行うこと。 

①収益施設の運営に関して、通常業務の運営や店舗位置への案内誘導、企画商品等の

販売促進を目的とする張り紙、張り札、広告旗、立看板、広告幕等を設置する場合

は、公園の美観を損なわす、また他の本公園に関する看板類等に比して目立ちすぎ

ないよう、その形状・大きさ、色彩において十分留意すること。あわせて、淀川河

川公園の施設であることを明示すること。 

さらに、企画商品等の企画名称に淀川河川公園の名称を冠したものとし、その名称

を企画商品名称と同程度以上の大きさとする。 

②収益施設の運営に関して、協賛企業から協賛金を募って企画商品の販売や協賛での

行催事等を実施する際、その販売促進を目的とする協賛企業の名称等を張り紙、張

り札、広告旗、立看板、広告幕等に表示することはできるが、前項同様、公園の美

観を損なわず、また本公園に関する広報物に比して目立ちすぎないよう、その形

状・大きさ、色彩において十分留意すること。 

③施設等運営者は、事前に近畿地方整備局の承諾を得た上で、協賛企業に自己の協賛

内容を広報宣伝させることができるが、本公園に関する広報物はもちろんのこと、

協賛する淀川河川公園の名称を冠した企画商品や協賛での行催事等の広告物より目

立ちすぎないよう、その形状・大きさ、色彩において十分留意すること。 

④施設等運営者は、事前に近畿地方整備局の承諾を得た上で、自らが作成する企画商

品や協賛での行催事等に関するポスター、パンフレット、スタッフジャンパー等に、

協賛企業の名称等を表示することができるが、併記される淀川河川公園の名称より

小さく表示すること。 

７．施設等運営者のその他提出義務 

施設等運営者は、下記の項目の一に該当するときは、直ちにその旨を近畿地方整備局に

書面により提出しなければならない。 

①施設等運営者が、主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき。 

②施設が損傷、破損又は滅失したとき。 

③施設内で事故等が発生したときまたはそのおそれがあるとき。 

④施設等運営者が、強制執行・仮差押え・仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき。 

⑤施設等運営者に対して破産の申立て、または更生手続き開始の申立て若しくは民事

再生手続き開始の申立てがあったとき。 

 

第２９条 その他の協議・報告等 

施設等運営者は、公園の管理運営等で必要な協議を適切に行い、結果等については、遅滞

なく書面により報告しなければなければならない。 

１）関係機関等との協議。 

２）その他施設の運営者との協議。 

 

第３０条 官公署への連絡、届出 
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施設等運営者は、官公署への連絡、届出手続きは近畿地方整備局に協力し、遅滞なくこれ

を処理する。また、施設等運営者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となる

ときは施設等運営者において行う。 

 

第３１条 別途工事等との調整 

国が別途発注する工事または別途業務（法定点検業務等）の実施にあたり、施設等運営者

は、調整等に協力する。また計画停電を伴う工事や点検を実施する際には、その対応につい

ては、調査職員と調整すること。  

 

第３２条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、近畿地方整備局の求めに応じて常に提出できるよ

う、許可を受ける収益施設ごとに整理・保管し、施設等運営者において５年間保存する。 

 

第３３条 再調査等の依頼 

近畿地方整備局は、施設等運営者からの報告等に疑義を生じた場合、再調査を依頼しより

詳細な報告等を求めることができる。 
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第３章 ホスピタリティ（施設利用者対応） 

第３４条 基本事項 

１．本業務は、施設利用者に直接接する業務であり、施設利用者が快適に楽しめるよう心が

け、不快と感じさせるような身だしなみ、行動、言動とならないよう心がけるものとす

る。 

２．業務遂行にあたっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あ

るいは不利な扱いとならないようにすること。 

３．業務従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、

イメージアップに心掛けるものとする。 

４．全ての業務従事者について、名札を作成し着用すること。 

５．作業にかかる車両の乗り入れは最小限にとどめ、また開園時間の中の乗り入れも最小限

に留めること。車両の運転については、公園利用者及び施設利用者の安全確保を第一と

して必要に応じ誘導員を配置するとともに、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならな

い場所へ速やかに移動するものとする。 

 

第３５条 施設利用者対応 

１．園内の概要や開催するイベント等の基本情報を収集し、公園利用者及び施設利用者の問

い合わせに対応すること。問い合わせの内容に関して必要に応じて維持管理業務受託者

等に確認または引き継ぐこと。 

２．公園利用者及び施設利用者の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録

するとともに書面をもって報告すること。 

３．園内掲示板、掲示物を適切に管理すること。 

４．障害者及び高齢者等から施設利用上の援助を求められた場合には、適切に対処すること。 

５．団体での施設利用者の誘導、バス等車両の停車場所への誘導を行うものとする。 

 

第３６条 拾得物、残置物の処理 

施設等運営者が、施設内で遺失物を発見した場合は、速やかに維持管理業務受託者へ届け

出ること。 

 

第３７条 広報・広聴 

１．施設等運営者は、収益施設において提供する商品やサービスに対する施設利用者の評価

や注文書等意見などの聴取や記録に取り組まなければならない。 

２．施設等運営者は、聴取や記録した施設利用者の評価や注文などの意見を集約し、近畿地

方整備局に書面により報告しなければならない。 

３．施設等運営者は、施設の利用促進を目的としたホームページやポスター、チラシ等の広

報の展開に関する計画を、媒体毎に近畿地方整備局と協議した上で策定し、それに基づ

き広報活動を行う。 

４．施設等運営者がホームページによる情報発信を行う際、維持管理業務受託者が管理する

本公園のホームページに設置管理許可書で許可を受けた運営業務の運営日時、基本提供
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サービス等基本的な運営業務内容については維持管理業務受託者が管理する本公園のホ

ームページに掲載することは可能である。 

但し、その他企画商品や行催事等販売促進に係る内容については、ホームページとは別

に設置することとし、そのホームページを維持管理業務受託者が管理する本公園のホー

ムページにリンクすることは可能である。 

なお、データを収納するサーバ及びリンクする他のホームページについて、事前に調査

職員と協議を行う。 

５．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、国営淀川河川公園ホー

ムページ上で発信する情報について、別に定める「個人情報の取扱いについて」及び近

畿地方整備局が定めるプライバシーポリシーに基づいた適正な内容であることを事前に

確認することとする。 

６．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、

図画、写真及び音楽など）における著作権等の知的所有権に配慮することとする。 

７．施設に関するリンク先のホームページは原則として一つとする。ただし、それによりが

たい場合は、別途協議によるものとする。 

 

第３８条 掲載情報の更新・修正・訂正 

１．施設のホームページやポスター、チラシ等の広報の掲載情報については、常に新しい情

報を掲載し更新に努めることとする。 

２．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、個人に関する掲載情報

について、本人または保護者から内容の訂正又は削除の要請を受け、必要と認めた場合

には、訂正等の措置をとることとする。 

３．施設等運営者は、施設のホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページ

を発見した場合には、近畿地方整備局に報告をした上で、当該ホームページ管理者に対

し訂正等必要な措置を求めることとする。 
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第４章 安全衛生管理 

第３９条 基本事項 

１．安全管理 

１）施設等運営者は、収益施設における施設利用者の安全確保並びに快適な利用を図る。 

２）本業務の履行にあたり、適切な措置・対応を行うなど、施設等運営者の責任において

常に善良なる管理を行うものとする。 

３）施設等運営者は、消防法等関係法令に準拠するほか、近畿地方整備局が別途定める計

画・規定等を遵守する。 

４）施設等運営者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主

検査を実施し、調査職員に報告するものとする。 

５）異常を確認した場合、速やかに調査職員に報告しその指示に従う。安全管理には十分

注意し本業務を履行する。 

６）施設等運営者は、消耗品交換・修繕の実施に際して、事前に調査職員と協議を行い、

必要に応じて施工体制に係る書類を作成し、業務着手までに調査職員に提出するもの

とする。また、施工体制に変更が生じた場合の対応についても同様とする。 

７）作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者及び施設利用者に不快感を与えないよう

留意するものとする。 

２．安全確保 

１）本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を

講じ、事故を防止しなければならない。 

２）施設若しくは許可区域内において、公園利用者及び施設利用者に危険が及ぶ恐れのあ

る障害が発生した場合は、危険防止に必要な措置を調査職員に書面により報告の上講

じ、事故の発生を防止しなければならない。 

３）本業務の実施に係る車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレ

ートを車体側面に貼付するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運

転・駐停車・作業態度等に努める。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限

速度 20km/h を厳守する。また、作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園

利用者及び施設利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導員を配置するか、公園利

用者及び施設利用者の迷惑とならない場所へ速やかに移動するものとする。 

４）公園利用者や施設利用者に対する安全確保上必要があると判断される作業実施時に作

業エリアをバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等、施工中は安全管

理を徹底し、公園利用者及び施設利用者の安全を十分確保するものとする。 

５）施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しないように注意するものとする。 

３．救急救護 

１）施設等運営者は、管理運営要領の「救急救護」において救急時の対応方法を定める。 

２）施設等運営者は、開園時間中は救急活動に当たらなければならない。 

３）施設等運営者は、救急活動を要する事態を認めたときは、施設利用者の急病や負傷に

は応急処置をとり、事故や怪我等の状態により、消防車や救急車を要請するなど、最

も適切と思われる措置をとらなければならない。 
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４）施設等運営者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正

確に記録するとともに、その経過及び結果を速やかに調査職員に報告する。 

５）傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

４．災害時、異常時、出水時、地震発生時等の対応 

１）施設等運営者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、施設利用者の

安全を確保し、迅速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならな

い。この場合において、施設休止等の必要があると認めるときは、施設等運営者はあ

らかじめ近畿地方整備局の書面による承諾を得なければならない。ただし、緊急上や

むを得ない事情があるときは、この限りではない。 

２）前項の場合においては、施設等運営者は、そのとった措置の内容を調査職員に速やか

に書面により報告する。 

３）淀川の増水、高潮により公園施設が冠水する恐れのある場合は、調査職員と密接な連

絡をとるとともに、巡視等を実施して、利用者の安全の確保に努めなければならない。

また、減水後は速やかに、施設等に関する被害報告を行う。出水時の措置については

「H31-35 淀川河川公園運営維持管理業務共通仕様書」第 4 章の第 25 条を参照するこ

と。 

４）気象庁が大阪府北部・京都府南部において、震度５以上を発表した時は、施設の緊急

巡視及び緊急施設点検を実施し、必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策をとる

ものとする。地震発生時の対応については「H31-35 淀川河川公園運営維持管理業務

共通仕様書」第 4章の第 26 条を参照すること。 

５）気象庁が大阪府において津波警報又は津波注意報を発表した場合は、調査職員等と密

接な連絡をとりながら、利用者の避難誘導、施設の利用禁止（駐車場の閉鎖）の措置

を行う。避難誘導・利用禁止措置を実施する対象地区等、対応の詳細については、

「H31-35 淀川河川公園運営維持管理業務共通仕様書」第 4 章の第 26 条を参照するこ

と。 

６）近畿地方整備局は、災害防止上特に必要と認めるときは、施設等運営者に対して、臨

機の措置をとることを指示することができる。 

７）調査職員の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、施設等運営者は、

迅速に必要な人員を確保し、適切な措置・対応を行うこと。なお、近畿地方整備局が

策定した災害発生等への対応計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図るこ

と。 

８）災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、

近畿地方整備局に書面により報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な

措置・対応を行うこと。 

９）施設等運営者は、天変地異等により、運営を一時中止・変更、または休止したときは、

運営再開の前に施設の点検を行い、異常のないことを確認しなければならない。異常

を確認した場合は、本規定書第１編総則第６条にもとづき適切な措置・対応を行うこ

と。 

10）関係機関の立会検査または調査がある場合は、施設等運営者は調査職員の指示により
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立会等に協力する。 

 

第４０条 点検等 

１．安全衛生管理計画 

１）施設等運営者は、消防法等の関係諸法令及び規則に基づき設定した法定点検及び自主点

検計画を記載した安全衛生管理計画書を近畿地方整備局に提出の上、書面により承認を

受けること。 

２）安全衛生管理計画書に記載した、法定点検及び自主点検については、特段の事情がない

限り予め設定したスケジュールに沿って実施すること。 

３）上記法定点検等の結果については、遅滞なく近畿地方整備局に書面により報告すること。 

２．定期点検 

１）施設等運営者は、施設利用者が快適に利用できるよう、常に清潔かつ快適な状態に維持

することに努めるものとする。 

２）施設の定期点検項目は、原則として施設等運営者が行うが、別途近畿地方整備局が行う

点検との役割分担について協議の上実施し、両者が不可分のものについては費用を按分

する。協議内容については近畿地方整備局が書面により残すものとする。 

３）法定点検項目以外の定期点検は、施設等運営者が自ら設定するものとする。 

３．自主点検 

１）自主点検は、施設等運営者が建築保全業務共通仕様書に準じて行う。 

４．日常点検 

１）施設等運営者は始業点検、終業点検、巡回パトロール等を実施し、適切な管理を行うこ

と。 

２）施設等運営者は、施設、設備等が損傷、破損または滅失したとき及びそれを発見したと

きは、直ちに近畿地方整備局に報告するものとする。 

５．スタッフ管理・研修 

１）日常管理業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害時非常時における緊

急対応が適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 

２）運営体制人員は、円滑な管理運営を行うため、施設利用者数の動向に基づき弾力的に配

置するものとする。 

３）施設等運営者は、近畿地方整備局が実施または要請するスタッフ管理・研修、公園全体

での調整連携等への参加・協力・実施を、積極的かつ主体的に行うこと。 

４）施設等運営者は、施設が有する機能を最大限に活用するとともに、施設利用者が安全か

つ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、機能面及び景観に留意して適切な管

理を行うこと。 

５）車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレートを車体側面に貼付

するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に

努める。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限速度 20km/h を厳守する。 
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第４１条 危機管理 

１．事故・災害 

１）緊急時連絡体制構築 

施設等運営者は、緊急連絡体制表を作成し、近畿地方整備局に提出すること。また、施

設内に掲示をすること。 

２）予防対策 

①施設等運営者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防設備等の自主点検

を実施し、異常を発見した場合は近畿地方整備局に書面により報告するものとする。 

②本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合または立ち入る恐れがある

場合には、危険防止に必要な措置を近畿地方整備局に報告の上、当該措置を講じ事故の

発生を防止する。 

３）初期対応 

①施設等運営者は、近畿地方整備局の指示に従い、公園利用者及び施設利用者に対する案

内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

②万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運

転を一時停止または運転制限をする等の措置をした上、直ちに近畿地方整備局に報告し、

臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のため

の必要な措置をとる。 

③その他事故等が発生したとき、またはその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取

り、施設等運営者が作成した緊急連絡体制に基づき関係機関へ連絡し、次の各号に掲げ

る事項について、遅滞なく、書面等により近畿地方整備局に報告するものとする。なお、

近畿地方整備局が策定した事故等への対応計画、規定等がある場合は、それに則った対

応を図ること。 

一 事故発生日時。 

二 事故発生場所。 

三 事故発生の原因。 

四 事故の程度。 

五 人身事故の場合は、医師の診断結果。 

六 事故処理の概略。 

七 再発防止など改善策等。 

④重大事故についてはただちに近畿地方整備局に報告し、その指示に従うこととする。 

２．異常事態対策 

１）施設等運営者は、近畿地方整備局が実施又は要請する異常事態対策への参加・協力・実

施を、積極的かつ主体的に行う。 

２）施設等運営者は、異常な事案が発生した場合、その内容・初期対応状況等を、速やかに

近畿地方整備局へ報告するとともに、警察、消防署等関連部局に連絡する。 
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第５章 施設管理 

第４２条 基本事項 

１．施設等運営者は、消耗品交換・修繕の実施に際して、許可を受けた施設内及びその周辺の

環境を良好に維持することを心掛けなければならない。 

２．施設等運営者は、収益施設内及び許可範囲内を常に良好な状態で維持し、公園内で実施さ

れている他業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、実施することとする。 

３．設備及び管理備品は施設運営者の注意義務で管理すること。 

 

第４３条 清掃等 

１．施設等運営者は、許可を受けた範囲内ならびにその周辺の環境について、常に清潔かつ快

適な環境を保持するために、計画的な清掃管理を実施するものとする。 

２．施設等運営者が、清掃を実施する際には、施設利用者ならびに公園利用者の安全確保に十

分注意するものとする。 

３．施設等運営者は、自らが実施する清掃と維持管理業務受託者が実施する清掃について、そ

の清掃範囲及び夾雑物が混合しないように注意するものとする。 

 

第４４条 工事等 

１．施設等運営者は、消耗品の交換や施設等運営者が自ら実施する修繕工事の実施に際して、

事前に調査職員と協議を行ない、必要に応じて施工体制に係る書類を作成し、業務着手ま

でに調査職員に提出するものとする。また施工体制に変更が生じた場合の対応についても

同様とする。 

２．施設等運営者が、消耗品の交換や施設等運営者が自ら実施する修繕工事を実施する際には、

施設利用者ならびに公園利用者の安全確保に十分注意するとともに、施設等運営者の責任

において常に公園の観察を行ない、善良なる管理を行うものとする。 

３．施設等運営者は、自らが実施する修繕工事について、その施工範囲及び構造物が、許可を

受けた範囲及び許可を受けた構造物であることを注意するものとする。 

 

第４５条 安全管理 

１．施設等運営者は、消耗品交換・修繕の実施に際して、事前に調査職員と協議を行い、必要

に応じて施工体制に係る書類を作成し、業務着手までに調査職員に提出するものとする。

また、施工体制に変更が生じた場合の対応についても同様とする。 

２．常に施設利用者の安全確保に十分注意するとともに、施設等運営者の責任において常に公

園の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

３．車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレートを車体側面に貼付す

るとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に努め

る。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限速度 20km/h を厳守する。また、作

業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならない

様、必要に応じ誘導員を配置するか、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならない場所へ

速やかに移動するものとする。 
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４．施設利用者や公園利用者に対する安全確保上必要があると判断される作業実施時に作業エ

リアをバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等、施工中は安全管理を徹底

し、公園利用者及び施設利用者の安全を十分確保するものとする。 

５．施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

６．作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者及び施設利用者に不快感を与えないよう留意

するものとする。 
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第６章 財産管理 

第４６条 台帳管理 

１．施設等運営者が施行した固定資産（償却資産）については、「固定資産税における家屋と

償却資産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出するものとする。 

２．運営に関する備品等（建物除く）の費用、管理区域に関る建物管理費（消耗品の購入、貸

与した備品類の修理等）は、施設等運営者の負担とする。 

 

第４７条 備品の取り扱い 

１．管理備品の取扱い 

許可を受けた収益施設の運営に必要な備品は、施設等運営者が全て準備するものとする。 

ただし、業務開始時に近畿地方整備局が費用を負担した備品の引き継ぎを受けた場合は、

施設等運営者は、本業務完了の際、残存する備品で近畿地方整備局がその費用を負担した

ものについて当該備品を近畿地方整備局に引き渡す。ただし、翌年度以降において当該契

約が引き続き締結され、当該業務に継続して使用されるものはこの限りではない。 

残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品の内、原

状のまま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が５万円以上のものをいう。

なお、その取扱いについては、近畿地方整備局が定める規定等による。 

２．特定備品の取扱い 

施設等運営者は、施設の管理・運営に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

ただし、「本章 第２１条 業務の完了・引継、原状回復等」に記載があるとおり、施設等

運営者は、業務が完了する場合または、契約が解除された場合、速やかに管理物件を原状

に回復して、近畿地方整備局に引き渡すこととなること、さらには、原状回復する際に残

存価値が残される場合であっても、「本章 第２２条 立退料等の不請求」にあるとおり、

近畿地方整備局に対し施設等運営者の施設の買取等を請求することを禁じていることを踏

まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

ただし、下記引継方針に従い、次期施設等運営者に資産を引き渡す場合は、原状回復を

行わなくてもよいものとする。なお、資産の処分については、施設等運営者が責任を負う

ものとする。 

３．機器・設備等を持ち込む費用、電気工事等の措置等に必要な経費及び持ち込んだ設備・機

器等から生じる経費（電気代、コピー代、電話代等）、原状回復に必要な経費は、施設等

運営者の負担とする。 

 

第４８条 本業務の引継 

１．施設等運営者は、業務の履行が満了するときまたは、契約が解除された場合は、近畿地方

整備局又は新たな施設等運営者と十分に事務引き継ぎを行い、施設の管理運営に支障が生

じないようにする。この際、速やかに施設を原状に回復して、近畿地方整備局に引き渡す

こと。ただし、原状回復することが不可能若しくは不適当である場合、近畿地方整備局の

承認を得て原状回復せずに引き渡すことができる。 

２．不可抗力その他、近畿地方整備局や施設等運営者の責めに帰することができない事由によ
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り管理の継続が困難となった場合は、近畿地方整備局と施設等運営者は管理の継続の可否

について協議すること。 

３．施設等運営者は、本業務の履行期限または、契約が解除されるまでは、施設の管理運営が

円滑に実施されるよう業務実施体制（第２７条記載）を維持すること。 

４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな

場合は、その費用は施設等運営者が負担する。 
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第２編 国営淀川河川公園収益施設等管理運営個別規定書 

第１章 運動施設 

第１条 総則 

施設等運営者は、運動施設の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適

なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、本規定書に記載のない事項又は本

規定書に疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は近畿地方整備局と協議するものとす

る。 

 

第２条 施設の目的 

運動施設は、淀川河川公園の利用者に対し、多様なスポーツ活動の場を提供することを目的

とする。 

 

第３条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりである。 

■運営対象施設一覧 

対応窓口 地区名 公園施設の名称 数量 

守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

毛馬地区 

野球場 2 面 

テニスコート 2 面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 1 面 

赤川地区 
テニスコート 6 面 

サッカー・ラグビー場 1 面 

太子橋地区 
野球場 2 面 

少年野球場 1 面 

外島地区 
テニスコート  1 面 

陸上トラック 1 面 

八雲地区 
少年野球場 1 面 

テニスコート 3 面 

西中島地区 野球場 3 面 

豊里地区 テニスコート 4 面 

大日地区 野球場 2 面 

佐太西地区 

野球場 2 面 

少年野球場 2 面 

テニスコート 3 面 

仁和寺野草地区 

パターゴルフコース 27 ホール 

ゲートボール場 3 面 

ディスクゴルフコース(8 ホール)・グラウン
ドゴルフ(24 ホール) 兼用 

1 面 

太間地区 
野球場 1 面 

陸上トラック 1 面 

木屋元地区 

野球場 2 面 

サッカー・ラグビー場 1 面 

テニスコート 3 面 

三矢地区 テニスコート 2 面 

枚方地区 淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用） 1 面 
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対応窓口 地区名 公園施設の名称 数量 

鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
ン
タ
ー 

鳥飼下地区 
サッカー場 1 面 

フットサルコート 2 面 

鳥飼上地区 

野球場 3 面 

テニスコート  4 面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 1 面 

三島江地区 

野球場 2 面 

テニスコート 4 面 

サッカー・ラグビー場 1 面 

大塚地区 

野球場 2 面 

テニスコート 2 面 

サッカー・ラグビー場 1 面 

背
割
堤
サ
ー

ビ
ス
ン
タ
ー 

島本地区 

少年野球場 1 面 

テニスコート 1 面 

サッカー・ラグビー場 1 面 

大山崎地区 
野球場 2 面 

フットサルコート 1 面 

※上記施設は、必須施設である。 
※このほかに、近畿地方整備局の許可を受けた上で、裁量施設として自動販売機を設置すること
ができる。 

 

第４条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任した上で、運動施設の管理運営にあたらせるものと

する。 

 

第５条 運営日時 

運営日時は、原則として本公園の開園日を営業日とする。なお、運営日時を短縮又は延長す

る場合は、施設等運営者は、事前に近畿地方整備局と協議し、書面により提出するものとする。 

＜参考＞現行の運営日 

地区名 
3 月 1 日～5 月 31 日、 
9 月 1 日～11 月 30 日 

6 月 1 日～ 
8 月 31 日 

12 月 1 日～ 
2 月 28 日(29 日) 

海老江地区 
 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

大淀野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

毛馬地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

赤川地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

城北河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太子橋地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

外島地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

守口地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

庭窪河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 
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地区名 
3 月 1 日～5 月 31 日、 
9 月 1 日～11 月 30 日 

6 月 1 日～ 
8 月 31 日 

12 月 1 日～ 
2 月 28 日(29 日) 

十三野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

西中島地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

豊里地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大日地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

佐太西地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

仁和寺野草地区 
(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

点野野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太間地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

木屋元地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

出口野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

伊加賀野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

三矢地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

枚方地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

背割堤地区 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 

一津屋野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

一津屋河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼西地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼下地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

鳥飼上地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

三島江地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

三島江野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大塚地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

島本地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 
9:00～17:00 

大山崎地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

・背割堤地区の休園日は 12 月 29 日～1月 3日、その他の地区は休園日なし。 

・鳥飼サービスセンターの休館日は 12 月 29 日～1月 3日、守口サービスセンターは休館日なし。 

・繁忙期、イベント開催時等においては、事業者が近畿地方整備局長に協議し、承諾を得た上で開園時 

間の変更を行うことができる。 

・開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は、事業者が近畿地方整備局長に協 

議し、承諾を得た上で休園とすることができる。 
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第６条 利用料金 

１．運動施設の利用料金は、近畿地方整備局との協議の上、周辺類似事例に基づき、収益施設

全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。 

＜参考＞現行の利用料金 

施設名 貸出単位 曜日 料金 摘要 
野球場 2 時間 全曜日 1,230 円 少年野球場も同料金 
野球場（人工芝） 2 時間 全曜日 4,530 円 淀川スタジアム 
陸上トラック 2 時間 全曜日 1,230 円  
サッカー・ラグビー
場 

2 時間 全曜日 1,230 円  

サッカー場（人工
芝） 

2 時間 全曜日 4,530 円 淀川スタジアム、鳥飼下地区 

フットサルコート 2 時間 全曜日 620 円 大山崎地区 
フットサルコート
（人工芝） 

2 時間 全曜日 2,060 円  

ゲートボール場 1 時間 全曜日 210 円  
ディスクゴルフ場 1 ラウンド 全曜日 210 円 小学生以下及び 65 歳以上は

100 円・協議用用具持参の場
合は無料 

グラウンドゴルフ場 1 ラウンド 全曜日 210 円 1 ラウンド 16H 
パターゴルフ場 1 ラウンド 平日 530 円 小学生以下及び 65 歳以上は

270 円 
土日祝 740 円 小学生以下及び 65 歳以上は

370 円 
テニスコート 2 時間 平日 1,690 円  

土日祝 2,300 円  

 

第７条 業務内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）よどいこ！システムによる運動施設の利用者登録、予約受付および料金収受に関するこ

と（別添 31「淀川河川公園施設予約システム（よどいこ）一般ユーザー操作マニュア

ル、別添 32「施設（よどいこ！）の利用申し込み手順」参照）。 

２）運動施設の維持修繕に関すること。 

３）運動施設利用者の安全管理、安全確保に関すること。 

４）運動施設の利用指導に関すること。 

４）運動施設の利用に伴う苦情処理に関すること。 

５）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第８条 施設の運営 

１．利用者登録 

各サービスセンターは、以下に示す「よどいこ！」の利用者登録事務を行う。 

１）利用者登録申請書および預金口座振替依頼書の配布 

２）利用者登録申請書の受付 

３）登録番号（利用者 ID）とパスワードを記した、「利用者 ID 登録書」の発行 

４）利用者登録情報（銀行口座変更）の受付と手続き 
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５）個人情報管理 

２．予約の受付 

１）施設等運営者は、運動施設の利用について、「よどいこ！」システムにより先着順で予

約の受け付けを行う。 

２）ただし野球場の土日祝祭日の予約については「抽選予約」とし、システムの自動抽選に

より利用者を決定する。 

３．予約のキャンセル 

１）利用者の都合による予約のキャンセルは、利用希望日の１週間前の午後５時までとし、

「よどいこ！」システムにより自動受付を行う。 

２）降雨等により運動施設の利用ができない場合は、各サービスセンターが電話連絡等によ

るキャンセルの受付を行い、区域管理員に天候の状況を確認の上、利用料金口座引落し

の中止手続きを行う。 

３）運動施設の利用中に利用ができなくなった場合については、区域管理員の証明に基づき、

利用時間に見合った利用料金の請求を行う。 

４．施設利用中止の周知・連絡 

公園内での工事、出水、優先使用等により運動施設の利用ができない場合は、「よどい

こ！」システムの予約画面にその旨を明示するとともに、既に予約済みの利用者に対しては、

メールまたは電話により連絡を行うものとする。 

５．テニスコートの利用ポイント付与 

テニスコートの利用１枠（2 時間）に付き 2 ポイントの利用ポイントを付与する。20 ポ

イントでテニスコートの利用料１枠（2 時間）を無料とする。 

６．「よどいこ！」の利用停止措置 

「よどいこ！」の利用に際して、以下の事項に該当する場合、「よどいこ！」の利用停止措

置を行う。なお守口サービスセンターは、利用停止に係わる問合せに対する窓口対応を行う。 

１）誤ったパスワードが 3 回連続して入力された場合 

２）口座振替日に利用料金が引き落とせなかった場合（口座残高不足） 

３）最後に「よどいこ！」へログインした日から 1 年以上経過した場合 

４）運動施設の利用に際して、『予約の空き状況の確認と申込み画面』において選択された

利用目的以外の利用が確認された場合 

５）上記２)と４)に該当した場合及び別添 24「利用者指導について」の「淀川河川公園施

設利用規約」に記する「その他の禁止行為」に該当する場合は、予約を無効として予告

なしに取消すことができる。この場合、印刷された『淀川河川公園施設利用券』は無効

として扱う。 

７．管理所での利用受付 

現場管理員は、利用者から利用券または携帯電話の「予約状況の確認画面」の提示を受け、 

現地での利用案内を行うものとする。 

８．利用指導 

現場管理員は、運動施設の利用者に対し以下のような利用指導を行い、一般利用者を含む

快適な公園利用環境の維持を図るものとする。 
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１）施設の管理上、利用が不適当であると認められる場合（例：目的外利用など 別添 24

「利用者指導について」参照）、利用者に注意を行う。改善が見られないときは、予約

の停止や ID 番号の取り消しとなる旨を警告する。 

２）テニスシューズ以外でのテニスコート面への立ち入り、硬式球の使用、投てき具の使用

など、不適切な利用を行わないよう、利用指導を行う。 

３）申込み時間以外の利用は厳禁とするほか、利用時間には施設利用後の整備時間も含まれ

ることを周知する。10 分前には利用を終了し、用具の片付け、清掃、整地を行い、施

設を正常な状態に戻した上で、直ちに次の利用者に明け渡すよう指導する。 

４）発生したゴミ類の持ち帰りの指導を行う。 

９．施設の運営管理 

１）増水等の危険が予想される場合は、未然に事故の発生を防ぐため、施設利用の「可・

否」の判断を行い、「否」と判断した場合は、利用者が立ち入ったり、利用できないよう

に速やかにカラーコーン・杭・ロープ等で閉鎖し、使用禁止の表示を行うものとする。 

２）運動施設の用具箱の開閉と貸出管理、備品・消耗品の確認・補充等を行う。 

１０．利用制限等 

次の各号に該当する場合は、利用を禁止するものとする。 

①危険物を持ち込み、その他、秩序を乱し、風紀を害する恐れがある者 

②公園で定める制限事項に違反する者 

③その他施設利用者及び公園利用者の安全、快適を妨げる者 

 

第９条 施設・設備等の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に施設を良好な状態に維

持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

１）施設に係る清掃及び塵芥の集積 

２）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等 

 

第１０条 安全管理 

１．施設に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を速やかに行うものとする。 

２．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の使用

を一時中止又は利用制限をする等の措置をした上、臨時に点検を行い、その原因を究明し、

機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

３．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、

施設等運営者が作成した緊急連絡体制に基づき、業務責任者の報告を行い、適切な処置を行

うものとする。 

４．施設等運営者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全

を確保し、迅速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。 

５．淀川の出水、高潮により公園施設が冠水する恐れのある場合は、巡視等を実施して、利用
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者の安全の確保に努めなければならない。また施設利用者に注意を促し利用中止と避難を呼

びかけなければならない。また、駐車場の利用を中止し、車が駐車場に入らないように車止

め施設を閉鎖しなければならない。 

 

第１１条 費用負担 

１．運動施設の運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費

等）、貸出等に供する用具を始めとする運営に関する備品等（建物除く）の費用、許可区

域に関る諸管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品

類の修理等）及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係

る補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合又は、契約が解除された場合、速やかに管理

物件を原状に回復すること。 

３．施設利用者の不適切な使用により、運動施設に係わる工作物等を破損等した場合は、原則

施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 
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第２章 飲食・物販施設 

第１２条 総則 

施設等管理者は、飲食・物販施設の管理運営（自主事業として行う臨時の飲食・物販施設の

運営を含む）に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適なサービスの提供及び安全

確保に努める。なお、本規定書に記載のない事項又は本規定書に疑義が生じたときは、その都

度、施設等運営者は調査職員と協議する。 

 

第１３条 施設の目的 

飲食・物販施設は、淀川河川公園において飲食及び物販サービスを提供することを、施設の

利用目的とする。 

 

第１４条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりとする。 

■運営対象施設一覧 

・必須施設 

＜物販施設＞ 

施設名称 営業場所 

さくらショップ 

（淀川三川合流域さくらであい館内） 
背割堤地区 

 

第１５条 責任者の選任 

１．施設等運営者は、施設担当責任者、防火管理者、食品衛生責任者等、管理運営上法的に必

要な資格を保持する者を選任した上で、飲食施設及び物販施設の管理運営にあたらせる。 

■物販施設の休業期間 

施設名称 休業期間 

さくらショップ 

（淀川三川合流域さくらであい館売店） 
公園の休園日に同じ 

 

２．臨時施設については、調査職員と協議の上、決定すること。 

３．定休日以外に休業する場合や運営期間を短縮又は延長する場合は、施設等運営者は調査職

員と事前に協議を行い、書面により提出する。 

４．施設等運営者は、以下の営業時間を原則とする。ただし、施設利用者へのサービス提供を

安定的に行うことを前提に、施設利用者の状況に応じて営業時間の短縮又は延長する場合

は、近畿地方整備局と協議することとする。 

５．行催事の開催等により、公園利用者の利便を確保する上で必要が認められるときは、調査

職員より営業時間の延長または短縮の指示を行うことがある。 
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■営業時間 

施設名称 営業期間 

さくらショップ 

（淀川三川合流域さくらであい館売店） 

年間を通じ 10:00～16:00 までとする。 

ただし、春休み・ゴールデンウィーク・

夏休み・イベント実施期間等の営業時間

変更の場合は、協議する。 

 

第１６条 繁忙期の対応 

繁忙期の管理運営にあたっては、飲食施設の供給機能を補完し施設利用者へのサービス提供 

を強化するため、近畿地方整備局が指定した場所及び期間に臨時売店の開設を許可する。なお、 

開設にあたっては、事前に開設時間及び販売品目について近畿地方整備局と事前に協議を行い、 

書面により提出すること。 

 

第１７条 業務の内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行う。 

１）飲食・物販施設の運営に関すること。 

２）飲食・物販施設の維持管理に関すること。 

３）飲食・物販施設利用に伴う苦情処理に関すること。 

４）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第１８条 施設・設備の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に清潔かつ快適な状態に 

維持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行う。 

１）施設に係る清掃及び塵芥処理。 

２）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理。 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等。 

 

第１９条 安全衛生管理 

１．衛生管理及び安全管理は、施設等運営者において全責任を負う。 

２．食品衛生法、消防法等の関係諸法令及び規則に基づき、安全衛生管理計画書及び緊急時連

絡体制を定めて、調査職員に提出すること。また、安全衛生管理計画書作成にあたっては、

十分な衛生管理及び安全管理等を行うとともに事故防止に努める。 

３．運営に当たる全職員を対象として、年１回の健康診断を実施し、検査の結果、異常ある者

は、完全に回復したとの医師の診断が得られるまで職場復帰は認めないこと。その他、下

痢を起こしているなど体調不良者は出勤させてはならない。 

４．法定点検等の結果については、遅滞なく調査職員に報告すること。 

５．飲食施設は、施設利用者に満足していただけるよう、商品管理の徹底、消防設備の点検、

身だしなみ等、常に清潔、快適かつ安全な状態に維持する。そのため、以下の管理を実施
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する。 

１）始業及び終業時には、ガス、電気等を使う火災につながる器具の点検を行うとともに、清

掃状態や施設の不具合についても点検を行うこと。 

２）毎日の始業時に、服装、髪型、アクセサリー、爪、健康状態、頭髪について点検を行い、

安全衛生や施設利用者の利用満足度の向上に努めること。 

３）毎日、害虫の発生状況を点検し、必要に応じ適切な害虫駆除を行うこと。 

４）清掃点検項目を定めた上で、これに基づき清掃を行い、テーブルや厨房内、カウンター、

水溝、厨房機器、ごみ箱の点検を行うこと。 

５）毎日、売店商品の保管状況点検を行い、賞味期限切れ製品等を供することのないよう、賞

味期限、腐敗、変色、異味、異臭などを確認すること。 

６）毎日、冷蔵庫、冷凍庫等の温度点検を行うこと。 

７）緊急時には、緊急連絡事項の取り扱いに関する規約と緊急連絡体制に基づいて、近畿地方

整備局、運営維持管理業務受託者をはじめ、関係機関に対し迅速に連絡・対応すること。 

８）納品を行う業者に対して、書面及び日常的な安全運転の指導を行うこと。 

９）運営に当たる全職員を対象として、腸内細菌検査のための検便検査を年２回実施し、検査

の結果、異常がある者は、二次検査で異常の有無を確認し正常であることが確認されない

限り、就業を認めないこととするなど、二次感染の防止に努めること。 

６．食中毒等の事故が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、

緊急時連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面等により調査

職員に報告する。なお、食中毒等社会的な影響や人的影響等を伴うときは、近畿地方整備

局がマスコミ対応等を行うが、その際、近畿地方整備局の求めに応じ施設等運営者は迅速

かつ適切に協力しなければならない。また、近畿地方整備局が策定した事故等への対応計

画、規定等がある場合は、それに則った対応を図ること。 

７．食中毒等により、施設利用者に対して、人的損害を及ぼした場合は、施設等運営者の責任

において、その賠償を行う。 
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第３章 自動販売機 

第２０条 設置箇所、販売内容・料金等 

１．本施設は、近畿地方整備局の許可を受けた上で、施設等運営者が自ら設置することので

きる裁量施設であり、設置箇所、設置台数は施設等運営者の提案によるものとする。 

２．自動販売機での販売は、缶又はペットボトル等を想定している。 

３．自動販売機で酒類の販売は行わないこと。 

４．自動販売機の大きさについては、指定の範囲内に設置できるものであること。 

５．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、

機能面及び景観に留意して適切な管理を行うこと。 

■設置箇所一覧 参考；平成 29 年度実績 

設置箇所 設置する自動販売機の種別 台数 
太間サービスセンター 飲料（缶及びペットボトル） 2 基 
鳥飼サービスセンター 飲料（缶及びペットボトル） 1 基 
庭窪レストセンター 飲料（缶及びペットボトル） 2 基 

背割堤サービスセンター 飲料（缶及びペットボトル） 4 基 

第２１条 費用負担 

１．自動販売機運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費、

清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等等）、自

動販売機の購入、設置、機械の交換、撤去並びに保守・故障対応等に要する費用、自動販

売機に装着する漏電・漏水等安全対策に要する費用、その他運営に関する備品等（建物除

く）の費用及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る

補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．自動販売機の商品の補充、売上金回収等に要する経費、自動販売機周辺に設置する回収ボ

ックスの設置及び空き容器回収に要する費用は、施設等運営者の負担とする。 

その他園内のごみ箱についても、空き容器等の発生量に応じて、維持管理業務受託者との

間で、応分の費用負担を行う。その際、事前に近畿地方整備局と協議の上、費用分担ルー

ル及び費用分担結果の近畿地方整備局との確認方法について協議し、決定すること。なお、

費用分担の確認方法に基づき、近畿地方整備局及び維持管理業務受託者と確認を行った上

で、費用分担を行うこと。 

３．自動販売機の設置に伴う電気・排水工事の追加工事を必要とする場合はそれに要する経費

は、施設等運営者の負担とする。 

４．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合又は、契約が解除された場合、速やかに管理

物件を原状に回復して、近畿地方整備局に引き渡すこととなること、さらには、原状回復

する際に残存価値が残される場合であっても、近畿地方整備局に対し施設等運営者の施設

の買い取り等を請求することを禁じていることを踏まえ、施設等運営者の一切の責任のも

とで機器・設備等を持ち込むこととする。 

５．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、

原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 
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第２２条 自動販売機の維持管理 

１．商品管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、自動販売機の維持管理については、

施設等運営者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売り切れ商品

がないよう努めること。 

２．自動販売機に併設して、原則として自動販売機１台に１個の割合で、選別回収タイプの回

収ボックスを設置するとともに、施設等運営者の責任で適切に空き容器を回収・処分する

こと。 

３．自動販売機の清掃を実施するとともに、衛生管理及び感染症対策については、関係法令を

遵守するとともに徹底を図ること。 

４．自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで「安全設置」するこ

と。 

 

第２３条 その他留意事項 

１．自動販売機の設置に関する必要な手続きは、施設等運営者が行うこと。 

２．自動販売機の設置にあたっては、事前に近畿地方整備局と協議し、必要な手続きを実施し

たうえで設置すること。 

３．販売商品等については事前に近畿地方整備局と協議し、決定すること。 

４．自動販売機を第三者に譲渡又は貸与してはならないこと。 

５．販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、近畿地方整備局の指示に従うこと。 
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第４章 自主事業における行催事等 

第２４条 自主事業における行催事等 

１．施設等運営者は、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により、自主事業

（広報も含む）を行うことが出来る。 

２．行催事を開催する場合は、本公園の利用増につながる各種行催事の主催、共催等も可能と

する。 

３．自主事業の内容については、本公園利用に相応しくない場合、その実施を認めない場合が

ある。このため事業者は、事前に調査職員と協議を行うこと。 

４．自主事業の実施場所については、公園利用者の安全誘導、公園の美観確保の観点から、公

園利用重点調整区域（別添 33）または、他の公園利用者の活動を阻害する恐れのある場

所での実施を原則として認めない。 

５．調査職員と事業者は、本公園の利用促進等のために自主事業の実施について協議すること。 

６．事業者は、自主事業による公園施設の利用が他の公園利用者による利用や安全に支障が生

じないよう、十分に調整を図って対応すること。 

７．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６

条又は 12 条に基づく許可を得る必要がある場合、申請書を発注者に提出して許可を受け

なければならない。ただし、都市公園法第 12 条第１項第２号に掲げる行為の許可につい

ては、事業者の申請に限り、自主事業の内容を「業務計画書」に記載することにより、年

間を通して一括申請を行うことができる。 

８．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20

条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必要となる場合

がある。ただし、公共性の高い行催事を国や地方公共団体との共催により行う場合、施設

使用料または建物使用料及び土地使用料が不要となる場合がある。 

９．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令第 20 条に基づく都市公園法第５

条又は第６条の許可を受けた範囲の維持管理にかかる費用（水道、電気料金を含む）を負

担するものとする。 

10．事業者は、自主事業の実施にあたり、協賛企業から協賛金を募り、実施費用に当てること

ができる。なお、この場合、以下の点に留意すること。 

１）事業者は、事前に近畿地方整備局長の承諾を得た上で、自主事業の実施場所及び各ゲー

トに協賛企業の名称等の表示等を行うことができる（はり紙、はり札等、広告旗、立看

板等、広告幕及びアドバルーンへの協賛企業名の表示。）。この場合、大阪府の屋外広告

物に関する規制等、関係法令等を遵守すること。なお、協賛企業の名称、ロゴマーク又

はブランド名称等は表示できるが、商品の名称等は一切表示出来ない。 

２）事業者は、事前に発注者の承諾を得た上で、協賛企業に自己の協賛内容を広報宣伝させ

ることができる。 

３）事業者は、事前に発注者の承諾を得た上で、自らが作成する自主事業に関するポスタ

ー・パンフレット・スタッフジャンパー等に、協賛企業の名称等を表示させることがで

きる。 

11．事業者は、調査職員が自主事業に関する収支状況等の報告を求めた場合には、それに応じ
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なければならない。 

 

第２５条 自主事業における飲食・物販施設等の新設・管理運営 

施設等運営者は、本公園の基本計画等との整合が図られ、かつ優良な投資を伴うものに限っ

ては、別添 34（自主事業における飲食・物販施設等の設置管理運営可能範囲と指定する既存

施設の改修運営の対象）に定める範囲において、関係諸機関の承認を得て、施設を新設し、本

業務の実施期間を超えて、10 年間を上限として管理運営することができる。この場合、管理

運営の方法については、本規定書に記載する各種収益施設の方法に準じるものとする。なお、

自主事業においても他の収益施設同様に、都市公園法第 5 条に基づく許可を受けた上で、土地

使用料を納めなければならない。 

新たに飲食・物販施設を設置した場合、本業務契約期間終了後は自主事業ではなくなるが、

都市公園法第 5 条の許可に基づき実施するものであり、公園管理者が承諾した場合は、許可期

間終了後の許可の更新（共同体の場合は構成員単独への承認）も可能である。 

また、飲食・物販施設等の新設した場合、本業務の実施期間終了時又は許可期間終

了時（更新が行われた場合は除く）は、自己の負担において原状回復しなければなら

ないが、公園管理者が特別に承認した場合はこの限りではない。 

 

＜参考＞実績一覧表 

名称 実施場所 内容 

バーベキュー有料化事業 淀川河川公園西中島
地区 

バーベキュー利用を有料とし、ゴ
ミの回収・処分費用に充てる事業 

淀川河川公園アーバンキ
ャンプ 

淀川河川公園西中島
地区 

水辺に賑わい空間を創出する事業 

みなと五六市 淀川河川公園枚方地
区 

水辺に賑わい空間を創出する事業 

ミュージック＆マルシェ 淀川河川公園背割堤
地区 

地域活性化の拠点として河川公園
施設の活用を図る事業 

乗捨て型レンタサイクル
事業 

淀川河川公園背割堤
地区 

河川公園内の移動や、周辺地域の
周遊観光を促進させる事業（八幡
市観光協会、大山崎町商工会との
連携事業） 
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　１　従来の実施に要した経費

　 常勤職員

非常勤職員

物件費

委託費定額部分

植物管理

建物管理

工作物管理

清掃

諸掛

運営管理費

一般管理費

施設・設備維持管理費

間接業務費

消費税相当額

成果報酬等

旅費その他

計(a)

減価償却費

退職給付費用

(b) 間接部門費

(a)＋(b)

268,916

15,091

　従来の実施状況に関する情報の開示

人件費

6,607

平成28年度平成27年度

委託費
等

25,704

0

31,450

11,094

278,842

373,680

28,128

379,728

27,680

31,963

27,933

　 　

（単位:千円）
平成29年度

383,292

13,188

286,822

32,263

22,627

0

28,392

　

（注記事項）
・運営維持管理業務の費用のみ(収益施設等管理運営業務!こ係る費用は除く)

　

参
考
値

　

平成26年度

373,680

14,906

267,621

31,450

24,784

7,239

27,680

　

別紙 11
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　２　従来の実施に要した人員

常勤職員

非常勤職員

平成28年度

0

平成27年度

0

0

0

平成29年度

0

（平成31年度の業務従事者に求められる知識・経験等）
１．知識、経験に関する要件
　　同種又は類似業務の経験

２．技術力に関する要件
　　○植物管理業務責任者
　　・1級造園施工管理技士

（過去の業務従事者に求められる知識・経験等）

（業務の繁閑の状況とその対応）
なし

（注記事項）
・運営維持管理業務の人員のみ（収益施設等管理運営業務に係る人員はのぞく。）。
・平成30年度、委託企業の職員20名及び非常勤職員等29名が従事していた。
・従事者に求める知識や技術は、平成26年時の資格要件である。

0

00

平成26年度
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　３　従来の実施に要した施設及び設備（委託事業者に対して供与した施設・設備）

（注記事項）
・運営維持管理業務の施設・設備のみ（収益施設等管理運営業務に係る施設・設備はのぞく。）。

・主要公園施設一覧（別紙１）、主要建築物一覧（別紙３）、提供物品一覧（別紙２０）及び建物・工作物に係る修繕履歴（別紙３２）を参照
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４　従来の実施における目的の達成の程度

■年間目標

年間公園利用者数※１（人）
公園の運営に関する満
足度※２

広場の植物管理に関
する満足度※３

マスコミによる報道件数（件）※６

ホームページの総アクセス件数（件）

■四半期指標

実績 実績

年間公園利用者数（人） 1,205,994 1,412,167

公園の運営に関する満
足度※２ 71.4% 70.4%

広場の植物管理に関
する満足度※３ 67.4% 66.2%

実績 実績

年間公園利用者数（人） 1,233,432 1,514,188

公園の運営に関する満
足度※２ 69% 82%

広場の植物管理に関
する満足度※３ 70% 83%

実績 実績

年間公園利用者数（人） 1,284,598 1,464,372

公園の運営に関する満
足度※２ 67.5% 77%

広場の植物管理に関
する満足度※３

実績 実績

年間公園利用者数（人） 1,139,994 1,572,985

公園の運営に関する満
足度※２ 75% 77.8%

広場の植物管理に関
する満足度※３

平成26年度 平成27年度 平成28年度
目標・計画 実績 目標・計画 実績

66%

5,020,000 6,006,228 5,470,000 6,155,163
目標・計画 実績
4,930,247 5,784,230

3,749人

「満足」「や
や満足」の
回答比率
（％）

69% 76.0% 72% 74.7%

68% 77% 設定なし

6,178人 3,000人 6,839人

利用プログ
ラムの開催
（開催数及
び延べ参加
人数）

自然環境・歴史文化に
関する利用プログラム
の開催回数、延べ参加
人数※４

21回 21回

地域連携イベントの開
催回数、延べ参加人数
※５

12回 16回

154件

9回 21回

12,300人 22,417人 8,500人 222,995人

448,579件 350,000件 488,369件282,855件 319,284件

100件 100件 160件 236件71件

平成27年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

目標
計画

実績
目標
計画

目標
計画

実績
目標
計画

161,000 1,794,591 118,000 1,320,000 1,464,017 910,000

「満足」「や
や満足」の
回答比率
（％）

71% 76% 66% 71% 78% 66%

68% 75% 68% 68% 79% 68%

平成28年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

目標
計画

実績
目標
計画

目標
計画

実績
目標
計画

1,810,000 1,928,872 1,060,000 1,240,000 1,477,321 1,360,000

「満足」「や
や満足」の
回答比率
（％）

76% 75.2% 73% 72% 79.7% 67%

設定なし 設定なし 設定なし 設定なし

平成29年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

目標
計画

実績
目標
計画

目標
計画

実績
目標
計画

1,870,000 2,183,233 1,070,000 1,250,000 1,088,650 1,370,000

「満足」「や
や満足」の
回答比率
（％）

77% 81.8% 74% 73% 77.8% 68%

設定なし 設定なし 設定なし 設定なし

65% 69.8%

1,140人 3,810人

5回 12回

9回 18回

平成29年度
目標・計画 実績
5,560,000 5,984,862

19,656人

74.0%

15回 32回

3,230人

73% 78.1%

設定なし

17回 59回

3,300人 15,514人

14回 31回

9,400人 23,754人

170件 346件

360,000件 944,194件

平成26年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

400,000件

目標
計画

実績
目標
計画

目標
計画

実績
目標
計画

1,582,339 1,855,798 1,167,563 1,303,123 1,310,271 877,233

「満足」「や
や満足」の
回答比率
（％）

69% 78.6% 64% 70% 76.4% 64%

76.8% 68.6%
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5　従来の実施方法等

従来の実施方法
・業務区分表参照
(事業の目的を達成する観点から重視している事項)

(注記事項)

・公園利用者数等（別紙１３）、公園利用者アンケート（別紙１４）、自然環境・歴史文化に関する利用プログラ
ム（別紙１５）、地域連携イベント実績（別紙１６）、広報・報道実績（別紙１７）、ホームページアクセス件数（別
紙１８）

・地域特性を生かした植物管理、多様な利用プログラムの提供、情報の受発信の充実を一元的に検討し、利
用者数及び満足度を目標としている。
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【業務区分表】

国土
交通省

Ａ(主な
受託者)

Ａ以外
の業者

国土
交通省

Ｂ(主な
受託者)

Ｂ以外
の業者

マネジメント ○ ○ 通年

企画運営管理 ○ ○ 通年

維持修繕・保守
点検 ○ ○ 通年

清掃 ○ ○ 通年

③植物管理業務 植物管理 ○ ○ 通年

収益施設運営 ○ ○ 通年

自主事業 ○ ○ 通年

現状（28～29年度）

①本業務全体の
マネジメント及び
企画立案業務

民間競争入札（32年度以降） 備考
(作業時期・
頻度・条件

等)

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務

②施設・設備維
  持管理業務

④収益施設等
　 管理運営業務

業務内容 業務細目
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過不足額

(A)-(B)
植物管理 13,717,000 14,905,819 -1,188,819

中低木管理 3,896,000 4,890,960 -994,960
中低木剪定工 3,896,000 4,890,960 -994,960

高木管理 2,513,000 3,406,948 -893,948
高木剪定工 1,501,000 3,154,448 -1,653,448
高木病虫害防除工 1,012,000 252,500 759,500

草花管理 7,308,000 6,607,911 700,089
草花耕耘工 1,840,000 2,040,381 -200,381
草花植栽工 2,800,000 1,116,598 1,683,402
草花除草工 368,000 977,650 -609,650
草花資材購入 2,300,000 2,473,282 -173,282

施設・設備維持管理 28,986,000 24,783,734 4,202,266
建物維持修繕 1,300,000 142,617 1,157,383

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等修繕 1,300,000 142,617 1,157,383

建物設備維持修繕 1,840,000 895,496 944,504
空調設備維持修繕 1,410,000 374,662 1,035,338
消防設備維持修繕 70,000 2,000 68,000
電気設備維持修繕 160,000 500,918 -340,918
その他維持修繕 200,000 17,916 182,084

園路広場維持修繕等 1,690,000 3,167,158 -1,477,158
園路広場維持修繕等 1,690,000 3,167,158 -1,477,158

遊具維持修繕等その他維持修繕 1,474,000 3,829,385 -2,355,385
遊具維持修繕等 330,000 1,588,407 -1,258,407
その他維持修繕等 884,000 285,697 598,303
諸資材購入 260,000 1,955,281 -1,695,281

電気設備維持修繕 40,000 371 39,629
電気設備維持修繕 40,000 371 39,629

給水設備維持修繕工 340,000 634,171 -294,171
給水設備維持修繕工 340,000 634,171 -294,171

その他設備維持修繕工 290,000 84,257 205,743
その他設備維持修繕工 230,000 58,632 171,368
諸資材購入 60,000 25,625 34,375

園内清掃、園内建物清掃 22,012,000 16,030,279 5,981,721
清掃 22,012,000 16,030,279 5,981,721

運営管理 263,307,000 267,621,247 -4,314,247
利用サービス等 131,334,000 140,596,970 -9,262,970

利用サービス等 14,045,000 25,109,429 -11,064,429
園内巡視 58,398,000 47,420,982 10,977,018
巡視補助 57,891,000 67,240,984 -9,349,984
利用サービス諸資材購入 1,000,000 825,575 174,425

自動車等維持修繕工 1,020,000 453,598 566,402
自動車等維持修繕 710,000 27,430 682,570
燃料費 150,000 266,298 -116,298
保険料 160,000 159,870 130

広報宣伝 7,500,000 6,529,611 970,389
広報宣伝費 5,500,000 4,865,336 634,664
行催事費 2,000,000 1,664,275 335,725

出水時措置 200,000 148,167 51,833
出水時措置 200,000 148,167 51,833

その他 1,000,000 225,818 774,182
その他 1,000,000 225,818 774,182

運営管理費 122,253,000 119,667,083 2,585,917
（a当初人件費） 101,400,788
(b従事割合額） 146,578
人件費 105,824,000 101,254,210 4,569,790
旅費 700,000 340,457 359,543
庁費 15,729,000 18,072,416 -2,343,416

直接業務費 306,010,000 307,310,800 -1,300,800

現場管理費 6,432,000 7,239,200 1,300,800
業務管理費 2,108,000 6,095,084 336,916

間接業務費 8,540,000 1,144,116 963,884

業務原価 314,550,000 314,550,000 0

一般管理費等 31,450,000 31,450,000 0

業務価格 346,000,000 346,000,000 0

消費税相当額 27,680,000 27,680,000 0
373,680,000 373,680,000 0合　計

平成  26 年度　精　　算　　報　　告　　書

経　費　区　分 予定経費(A) 支出額(B) 摘　　要

別紙 12
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過不足額

(A)-(B)
植物管理 13,717,000 11,094,239 2,622,761

中低木管理 3,896,000 4,953,400 -1,057,400
中低木剪定工 3,896,000 4,953,400 -1,057,400

高木管理 2,513,000 1,960,925 552,075
高木剪定工 1,501,000 1,689,025 -188,025
高木病虫害防除工 1,012,000 271,900 740,100

草花管理 7,308,000 4,179,914 3,128,086
草花耕耘工 1,840,000 1,472,440 367,560
草花植栽工 2,800,000 910,390 1,889,610
草花除草工 368,000 508,580 -140,580
草花資材購入 2,300,000 1,288,504 1,011,496

建物管理 3,140,000 1,092,708 2,047,292
建物維持修繕 1,300,000 627,440 672,560

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等修繕 1,300,000 627,440 672,560
建物設備維持修繕 1,840,000 465,268 1,374,732

空調設備維持修繕 1,410,000 374,920 1,035,080
消防設備維持修繕 70,000 19,608 50,392
電気設備維持修繕 160,000 68,540 91,460
その他維持修繕 200,000 2,200 197,800

工作物管理 3,834,000 10,410,145 -6,576,145
工作物維持修繕 3,164,000 2,930,577 233,423

園路広場修繕 1,690,000 2,097,167 -407,167
遊具維持修繕 330,000 184,685 145,315
その他維持修繕 884,000 326,472 557,528
諸資材購入 260,000 322,253 -62,253

設備維持修繕 670,000 7,479,568 -6,809,568
電気設備維持修繕 40,000 0 40,000
水道設備維持修繕 340,000 550,961 -210,961
その他設備維持修繕 230,000 4,240,860 -4,010,860
諸資材購入 60,000 2,687,747 -2,627,747

清掃 22,012,000 16,430,303 5,581,697
園内清掃、園内建物清掃 22,012,000 16,430,303 5,581,697

諸掛 141,054,000 147,679,515 -6,625,515
利用サービス 131,334,000 138,539,209 -7,205,209

利用サービス等 14,045,000 22,322,725 -8,277,725
巡視 58,398,000 40,677,468 17,720,532
巡視補助 57,891,000 75,539,016 -17,648,016
諸資材購入 1,000,000 0 1,000,000

自動車維持費 1,020,000 856,875 163,125
自動車等維持修繕 710,000 368,163 341,837
燃料費 150,000 321,592 -171,592
保険料 160,000 167,120 -7,120

広報宣伝 7,500,000 8,128,049 -628,049
広報宣伝費 5,500,000 3,780,021 1,719,979
行催事費 2,000,000 4,348,028 -2,348,028

出水時措置 200,000 8,658 191,342
出水時措置 200,000 8,658 191,342

その他 1,000,000 146,724 853,276
その他 1,000,000 146,724 853,276

運営管理費 122,253,000 121,235,909 1,017,091
運営管理費 122,253,000 121,235,909 1,017,091

人件費 105,824,000 104,893,050 930,950
旅費 700,000 573,354 126,646
庁費 15,729,000 15,769,505 -40,505

直接業務費 306,010,000 307,942,819 -1,932,819

現場管理費 6,432,000 5,454,508
業務管理費 2,108,000 1,152,673

間接業務費 8,540,000 6,607,181 1,932,819

業務原価 314,550,000 314,550,000 0

一般管理費等 31,450,000 31,450,000 0

業務価格 346,000,000 346,000,000 0

消費税相当額 27,680,000 27,680,000 0
373,680,000 373,680,000 0

平成  27 年度　精　　算　　報　　告　　書

経　費　区　分 予定経費(A) 支出額(B) 摘　　要

合　計
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過不足額

(A)-(B)
植物管理 12,800,000 15,090,963 -2,290,963

中低木管理 2,300,000 3,821,449 -1,521,449
中低木剪定工 2,300,000 3,821,449 -1,521,449

高木管理 1,000,000 2,405,159 -1,405,159
高木剪定工 700,000 2,040,182 -1,340,182
高木病虫害防除工 300,000 364,977 -64,977

草花管理 9,500,000 8,864,355 635,645
草花耕耘工 2,300,000 2,076,666 223,334
草花植栽工 3,500,000 3,466,915 33,085
草花除草工 700,000 913,361 -213,361
草花資材購入 3,000,000 2,407,413 592,587

建物管理 1,250,000 1,733,744 -483,744
建物維持修繕 400,000 317,986 82,014

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等修繕 400,000 317,986 82,014
建物設備維持修繕 850,000 1,415,758 -565,758

空調設備維持修繕 300,000 670,400 -370,400
消防設備維持修繕 50,000 0 50,000
電気設備維持修繕 100,000 79,150 20,850
その他維持修繕 400,000 666,208 -266,208

工作物管理 3,200,000 8,439,261 -5,239,261
工作物維持修繕 2,400,000 6,777,788 -4,377,788

園路広場修繕 900,000 2,088,224 -1,188,224
遊具維持修繕 600,000 1,118,378 -518,378
その他維持修繕 600,000 1,740,114 -1,140,114
諸資材購入 300,000 1,831,072 -1,531,072

設備維持修繕 800,000 1,661,473 -861,473
電気設備維持修繕 50,000 196 49,804
水道設備維持修繕 450,000 1,082,677 -632,677
その他設備維持修繕 150,000 326,290 -176,290
諸資材購入 150,000 252,310 -102,310

清掃 15,000,000 15,530,562 -530,562
園内清掃、園内建物清掃 15,000,000 15,530,562 -530,562

諸掛 163,987,000 169,128,026 -5,141,026
利用サービス 153,487,000 159,050,734 -5,563,734

利用サービス等 40,887,000 39,581,867 1,305,133
巡視 62,500,000 53,621,224 8,878,776
巡視補助 49,500,000 65,707,179 -16,207,179
諸資材購入 600,000 140,464 459,536

自動車維持費 1,060,000 1,400,272 -340,272
自動車等維持修繕 600,000 752,900 -152,900
燃料費 280,000 235,302 44,698
保険料 180,000 412,070 -232,070

広報宣伝 9,000,000 8,498,370 501,630
広報宣伝費 7,000,000 4,208,775 2,791,225
行催事費 2,000,000 4,289,595 -2,289,595

出水時措置 200,000 6,800 193,200
出水時措置 200,000 6,800 193,200

その他 240,000 171,850 68,150
その他 240,000 171,850 68,150

運営管理費 123,400,000 109,714,444 13,685,556
運営管理費 123,400,000 109,714,444 13,685,556

人件費 107,000,000 95,157,503 11,842,497
旅費 600,000 559,108 40,892
庁費 15,800,000 13,997,833 1,802,167

直接業務費 319,637,000 319,637,000 0

現場管理費
業務管理費

業務原価 319,637,000 319,637,000 0

一般管理費等 31,963,000 31,963,000 0

業務価格 351,600,000 351,600,000 0

消費税相当額 28,128,000 28,128,000 0
379,728,000 379,728,000 0

平成  28 年度　精　　算　　報　　告　　書

経　費　区　分 予定経費(A) 支出額(B) 摘　　要

合　計
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過不足額

(A)-(B)

植物管理 12,800,000 13,187,503 -387,503

低木管理 2,300,000 789,122 1,510,878

中低木剪定工 2,300,000 789,122 1,510,878

高木管理 1,000,000 4,535,380 -3,535,380

高木剪定工 700,000 4,255,080 -3,555,080

高木病虫害防除工 300,000 280,300 19,700

草花管理 9,500,000 7,863,001 1,636,999

草花耕耘工 2,300,000 1,629,231 670,769

草花植栽工 3,500,000 3,581,648 -81,648

草花除草工 700,000 848,733 -148,733

草花資材購入 3,000,000 1,803,389 1,196,611

建物管理 1,250,000 1,167,960 82,040

建物維持修繕 400,000 747,960 -347,960

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等修繕 400,000 747,960 -347,960

建物設備維持修繕 850,000 420,000 430,000

電気設備維持修繕 100,000 0 100,000

空調設備維持修繕 300,000 420,000 -120,000

消防設備維持修繕 50,000 0 50,000

その他維持修繕 400,000 0 400,000

工作物管理 3,200,000 7,602,780 -4,402,780

工作物維持修繕 2,400,000 4,923,880 -2,523,880

園路広場修繕 900,000 2,473,084 -1,573,084

遊具維持修繕 600,000 1,575,363 -975,363

その他維持修繕 600,000 354,977 245,023

諸資材購入 300,000 520,456 -220,456

設備維持修繕 800,000 2,678,900 -1,878,900

電気設備維持修繕 50,000 8,660 41,340

水道設備維持修繕 450,000 569,391 -119,391

その他維持修繕 150,000 951,623 -801,623

諸資材購入 150,000 1,149,226 -999,226

清掃 15,000,000 13,856,386 1,143,614

工作物清掃 15,000,000 13,856,386 1,143,614

園内清掃、園内建物清 15,000,000 13,856,386 1,143,614

諸掛 124,250,000 126,509,224 -2,259,224

利用サービス 113,750,000 115,596,175 -1,846,175

利用サービス等 41,137,000 40,167,839 969,161

巡視 62,500,000 45,244,892 17,255,108

巡視補助 51,250,000 70,351,283 -19,101,283

諸資材購入 600,000 67,732 532,268

自動車維持費 1,060,000 1,379,592 -319,592

自動車等維持修繕 600,000 777,600 -177,600

燃料費 280,000 205,542 74,458

保険料 180,000 396,450 -216,450

広報宣伝 9,000,000 9,283,755 -283,755

広報費 7,000,000 6,635,636 364,364

行催事 2,000,000 2,648,119 -648,119

出水時措置 200,000 3,358 196,642

出水時措置 200,000 3,358 196,642

その他 240,000 246,344 -6,344

その他 240,000 246,344 -6,344

運営管理費 124,400,000 120,077,576 4,322,424

運営管理費 124,400,000 120,077,576 4,322,424

人件費 107,500,000 102,099,646 5,400,354

旅費 600,000 724,277 -124,277

庁費 16,300,000 17,253,653 -953,653

直接業務費 280,900,000 282,401,429 -1,501,429

現場管理費

業務管理費

業務原価 322,637,000 322,637,000 0

一般管理費等 32,263,000 32,263,000 0

業務価格 354,900,000 354,900,000 0

消費税相当額 28,392,000 28,392,000 0

383,292,000 383,292,000 0合　計

平成 29 年度　精　　算　　報　　告　　書

経　費　区　分 予定経費(A) 支出額(B) 摘　　要
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利用者の集計方法・利用者数等 
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淀川河川公園における利用者数の集計方法 

 

1 集計方法 

・淀川河川公園の利用者数は、公園管理所の管轄単位で行われる通常巡視の際に、各地区の利

用者の実数を１名が計測する。 

・通常巡視１回単位で利用者数を記録及び保管するものとし、日単位で各地区の利用者数を集

計する。通常巡視の回数及び時間は表１～３のとおりとする。 

・通常巡視の終了後、公園管理所等において未計測の利用者を確認した場合は、該当する巡視

時間内の利用者数として算入する。 

・集計にあたり、各地区の利用者数のほか別途、運動施設の利用者数、バーベキューの利用件

数及び人数、駐車台数を通常巡視１回単位で計測し、日単位で合計数を集計する。（表 4） 

・サービスセンターの利用者数については下記 2.2、実数計測が困難な大規模行催事の利用者数

については下記 2.3 に示すとおりとする。 

 

2 計測方法 

2.1 通常巡視による計測 

・利用者数の計測範囲の縦断方向は、本業務の対象敷地とする。沿川自治体等が河川敷を占用

するグラウンド利用者は利用者数に含めない。 

・利用者数の計測範囲の横断方向は、堤防天端から水際までとする（図 1）。水上バイク、カヌ

ーなど水面利用者は利用者数に含めない。 

・１回の通常巡視において、同一地区で同一者を複数回確認した場合、当該地区の利用者は１ 

人として計測する。 

・１回の通常巡視において、散歩、ジョギング又はサイクリングの利用者など、複数地区で同

一者を確認した場合は、各地区１名として計測する。 

・運動施設の利用者数は競技者、監督及び審判を計測対象とし、観客は運動施設の利用者数に   

含めない。ユニフォーム着用の有無等で判断するものとする。 

・利用者の計測は、利用者案内、施設点検など他の業務に支障を及ぼさない範囲で行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 利用者数を計測する範囲（横断方向） 

堤防 河川敷 水面

利用者数を計測する範囲 

▼ 
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2.2 サービスセンターの計測 

・ 守口サービスセンター、鳥飼サービスセンター及び背割堤サービスセンター（以下、「サー

ビスセンター」という）については、各サービスセンター利用者の実数を各サービスセンタ

ーのスタッフが日単位で計測及び記録し、本公園利用者数に算入する。 

・ サービスセンター利用者の計測対象は、公園施設の利用申し込みや問い合わせで受付に訪れ

た者、トイレ、シャワー、会議室等の利用者とする。 

・ 各サービスセンターの全体利用者数のほか、内訳としてシャワー室及び背割堤サービスセン

ター「淀」「木津」「宇治」「桂」の利用者数を計測し、日単位で利用者数を集計する。 

・ 背割堤サービスセンターの展望塔については、施設に設置されている計測機械による計測人

数を日単位で集計し、本公園利用者人数に算入する。 

・ 背割堤サービスセンター前の広場については、集計方法 「2.1 通常巡視による計測」に基

づき、計測する。 

・ 利用者の計測は、利用者案内など他の業務に支障を及ぼさない範囲で行うこと。 

 

2.3 大規模行催事の計測 

・地域交流イベントなど公園管理者の許可を得て開催される行催事のうち、参加者が多く実数

計測が困難な大規模行催事については、当該イベントの主催者が公表する参加者数、開催場

所及び時間等にもとづき、通常巡視１回単位で利用者数を算入するものとする。マラソン大

会など同一の者が複数地区を利用することが特定できる場合は、通常巡視１回単位で各地区

１名を算入する。 

・実数計測によらず利用者数の算入を行った場合は、算入の根拠を記録し、保管すること。 

・なにわ淀川花火大会（毎年 7 月頃）が開催される場合、本公園内で花火の観覧が行われる４

地区（海老江地区、大淀野草地区、西中島地区、十三野草地区）では、15 時まで通常巡視に

よる計測を行い、15 時以降は推計利用者数を算入する。推計利用者数は、対象地区の開園面

積１㎡あたり平均 0.5 人利用するものとして算出する。開催内容の変更等に伴い、上記の推

計方法により難い場合は、近畿地方整備局と協議するものとする。      

 

（参考）なにわ花火大会の 15 時以降の推計利用者の算出例 

海老江地区 ： 70,000 ㎡ × 0.5 人/㎡ ＝  35,000 人  

大淀野草地区： 62,000 ㎡ × 0.5 人/㎡ ＝  31,000 人 

西中島地区 ： 46,000 ㎡ × 0.5 人/㎡ ＝  23,000 人 

十三野草地区： 67,000 ㎡ × 0.5 人/㎡ ＝  33,500 人 

合 計   ： 245,000 ㎡ × 0.5 人/㎡ ＝ 122,500 人 
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■
 
表

３
 

1
2
～

2
月

の
巡

視
回
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と

時
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平
日

土
日
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■ 表４ 地区別のカウント項目 

運動施設（人） バーベキュー（件・人）

海老江 〇 〇 〇

大淀野草
長柄 〇
長柄河畔
毛馬 〇 〇
赤川 〇 〇 〇
城北河畔
太子橋 〇 〇 〇
外島 〇 〇
守口
八雲野草
八雲 〇 〇 〇
庭窪河畔
大日 〇 〇
佐太西 〇 〇 〇
仁和寺野草 〇 〇
点野野草
太間 〇 〇 〇
木屋元 〇 〇
出口野草
出口
出口河畔
伊加賀野草
三矢 〇 〇 〇
枚方 〇 〇 〇

7.背割堤管理区域 背割堤 〇 〇
十三野草
西中島 〇 〇 〇

9.豊里管理区域 豊里 〇 〇 〇
一津屋野草 〇
一津屋河畔
鳥飼西 〇 〇
鳥飼野草
鳥飼下 〇 〇 〇
鳥飼上 〇 〇 〇
三島江 〇 〇 〇
三島江野草

13.大塚管理区域 大塚 〇 〇 〇
14.島本管理区域 島本 〇 〇 〇
15.大山崎管理 大山崎 〇 〇 〇

内訳
利用者数

駐車台数（台）

1.海老江管理区域

2.赤川管理区域

3.太子橋管理区域

管理区域名 地区名

11.鳥飼上管理区域

12.三島江管理区域

8.西中島管理区域

10.一津屋野草管理区域

4.佐太西管理区域

5.太間管理区域

6.枚方管理区域
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６
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０
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賀

野
草

2
4
.三

矢

2
5
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2
6
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割
堤
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地
区

名
４

月
５

月
６

月
７

月
８

月
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

合
計

利
用

者
数

1
7
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1

6
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2
9

5
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8

4
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4
0
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3
3

4
,2

2
8

2
1
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1
5

3
8
,0

2
2

3
,9

2
4

1
3
,8

7
5

8
,3

7
4

5
,8

4
9

1
6
9
,4

9
8

人
数

小
計

1
7
,9

0
1

6
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2
9

5
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5
8

4
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9
0

4
0
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3
3

4
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2
8

2
1
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1
5

3
8
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2
2

3
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2
4

1
3
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8
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1
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0
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1
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8
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6
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8
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7
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2
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4
8
7
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2
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2
1
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2
3
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2
3
8

2
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2
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2
6
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3
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2

2
3
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1
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4

1
4
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1
7
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3
6

2
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0

駐
車

場
利

用
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6
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1
1
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0
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1
5

7
,6

5
4

5
,9

4
2

6
,2

8
6

6
,0

5
6

6
,6

8
4

4
,1

1
7

2
,2

5
0

2
,8

1
6

2
,7

3
6

4
,5

9
8

6
6
,2

6
5

人
数

小
計

4
8
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0
3
,3

6
5

5
1
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7
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5
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0

5
8
,3
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7
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1

5
7
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9
2

4
8
,4
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4

8
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4
8

1
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,1

6
4
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1
3
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0
,2

8
2
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者
数

2
2
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3
3
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7
4

1
8
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1
2

1
3
,0

4
4

1
6
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3

1
5
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9

2
1
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3
6

1
1
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6
4

1
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0
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1
4
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7
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2
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6
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2
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7
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0
1
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1

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

1
2
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2
1
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1
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1
1
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1
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1
4
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1
8
7

1
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1
7
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1
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1
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3

駐
車
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2
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7
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4
2

2
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9
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2
,6

7
9

2
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7
4

3
,2

6
2

2
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7
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2
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1
2

2
,1

6
6

1
,9

8
4

2
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0
8

3
8
,6

7
1

人
数

小
計

2
2
,1

3
1

3
3
,7

8
4

1
8
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6
2

1
3
,1

6
2

1
6
,9

3
8

1
5
,5

7
7

2
1
,2

8
4

1
1
,6

5
1
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1
4
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5
5

1
2
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5
0

1
3
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2
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3
,6

5
4
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者
数

5
,2

2
0

1
3
,0

5
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5
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5
4

4
,6

3
9

4
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7
6

3
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4
3

4
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2
2

3
,5

6
8

3
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9
4

4
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2
2

3
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4
4

4
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3
2

6
0
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6
4

駐
車
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用
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1
,1

3
8

2
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6
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1
,4

7
3

1
,5

8
7

1
,1

4
5

9
2
8

1
,1

6
6

8
8
5

8
5
9

9
5
2

9
4
1

9
5
9

1
4
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9
8

人
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計

5
,2

2
0

1
3
,0

5
0

5
,4

5
4

4
,6

3
9

4
,5

7
6

3
,5

4
3

4
,2

2
2

3
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6
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3
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9
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4
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1
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1
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1
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1
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1
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7
1

1
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2
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1
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4
2

2
,1

0
7

1
,4

9
8

1
,7

8
6

1
,4

1
9

2
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87
1
9
,4

9
2

人
数

小
計

1
,6

0
7

1
,8

8
9

1
,8

5
7

1
,4

0
6

1
,2

7
1

1
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2
3

1
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1
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9
8

1
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1
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6
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1
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1
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1
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4
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6
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1
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1
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1
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9

1
,3
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1
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5
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1
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6
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1
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1
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1
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4
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1
,5

5
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1
,2

3
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1
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6
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1
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6
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9
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ー
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1
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6

6
6

1
2
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5
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8
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2
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4

8
8

4
8

1
1
8

1
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3
0
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0
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1
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1
1
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1
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6
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1
,9
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2
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3

2
,2
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5

2
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2

1
,8

7
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1
,7

9
7

1
,8
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6

1
,4

2
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2
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4
1

2
5
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9
3

人
数

小
計

6
,8

6
2
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0
,1

6
3

6
,6

7
4

7
,6

7
4

1
0
,0

2
6

1
0
,7

7
0

9
,8

9
4

7
,8

8
7

8
,3

4
8

1
0
,3

4
1

7
,1

7
3

9
,2

2
8

1
0
5
,0

4
0

利
用

者
数

1
1
,4

8
5

2
0
,2

3
8

1
2
,3

6
7

1
2
,2

0
5

1
2
,7

1
6

1
7
,3

6
5

1
1
,9

7
5

1
0
,2

1
4

1
0
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8
7

1
4
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8
3

1
2
,1

3
8

1
5
,7

5
2

1
6
0
,6

2
5

野
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場
1
1
6

2
4
4

1
1
4

1
6
9

1
7
9

2
1
2

2
0
2

1
8
4

1
2
2

1
5
2

1
3
7

1
7
3

2
,0

0
4
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ニ

ス
コ

ー
ト

6
8

1
5
2

6
2

7
2

1
2
4

1
1
6

1
1
8

1
0
1

1
0
4

1
1
4

7
8

1
0
0

1
,2

0
9

ｻ
ｯ
ｶ
ｰ

ﾗ
ｸ
ﾞﾋ
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場

5
0

4
0

4
6

7
8

7
1

8
4

6
8

5
8

6
4

5
0

4
8

8
4

7
4
1

陸
上

競
技

場
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

駐
車

場
利

用
台

数
4
,9

6
3

6
,0

9
3

4
,1

9
3

4
,2

8
8

4
,5

9
3

6
,4

3
4

5
,6

3
2

4
,7

8
3

4
,2

2
7

5
,0

6
3

4
,9
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2

6
,3

7
6

6
1
,5

4
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人
数

小
計

1
1
,7

1
9

2
0
,6

7
4

1
2
,5

8
9

1
2
,5

2
4

1
3
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9
0

1
7
,7

7
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2
,3
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3
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0
,5
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0
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7

1
4
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2
,4
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1

1
6
,1

0
9

1
6
4
,5

7
9
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7
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三
野
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2
8
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中
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2
9
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里

3
0
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津
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野
草

3
1
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津
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河
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3
2
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飼
西

3
3
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飼
野

草
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4
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飼
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3
5
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飼
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地
区

名
４

月
５

月
６

月
７

月
８

月
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

合
計

利
用

者
数

7
,6

6
2

1
4
,4

8
4

9
,7

9
0

8
,2

0
0

7
,9

6
5

1
1
,3

4
1

1
1
,1

5
0

8
,1

9
2

7
,6

5
0

8
,2

3
6

6
,4

6
9

1
0
,6

6
2

1
1
1
,8

0
1

野
球

場
9
4

1
3
0

6
2

9
4

1
3
6

1
5
6

1
2
8

1
2
5

1
0
6

9
6

8
6

1
3
0

1
,3

4
3

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

8
1
8

8
4

0
1
0

8
1
8

1
4

2
0

1
4

1
4

1
3
6

ｻ
ｯ
ｶ
ｰ

ﾗ
ｸ
ﾞﾋ
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場

4
6

7
4

3
6

6
0

6
3

7
2

8
2

6
5

6
6

5
2

4
5

7
2

7
3
3

駐
車

場
利

用
台

数
2
,2

3
1

3
,6

0
4

2
,2

1
2

1
,7

8
7

1
,9

6
7

2
,6

9
3

2
,9

6
6

2
,3

3
1

1
,6

8
7

1
,7

5
5

1
,4

4
9

2
,2

9
9

2
6
,9

8
1

人
数

小
計

7
,8

1
0

1
4
,7

0
6

9
,8

9
6

8
,3

5
8

8
,1

6
4

1
1
,5

7
9

1
1
,3

6
8

8
,4
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0

7
,8

3
6

8
,4

0
4

6
,6

1
4

1
0
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7
8

1
1
4
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1
3

利
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者
数

2
,8

8
1

2
,7

9
6

2
,7

0
3

2
,5

8
8

2
,3

7
0

2
,2

2
3

3
,1

6
0

2
,8

0
7

2
,6

4
3

2
,5

9
1

2
,9

6
0

4
,4
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3
4
,1

9
6

人
数

小
計

2
,8

8
1

2
,7

9
6

2
,7

0
3

2
,5

8
8

2
,3

7
0

2
,2

2
3

3
,1

6
0

2
,8
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7

2
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4
3

2
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9
1

2
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4
,4
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3
4
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者
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1
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6
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2
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5
2

1
5
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1
3

1
2
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2
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1
2
,1

1
3

2
2
,7

3
6

2
1
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5
7

1
7
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5
5

1
3
,7

7
7

1
5
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7
8

1
2
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5
5

1
8
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2
2
0
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0
3

野
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9
0

1
5
0

7
4

1
0
4

1
3
6

1
6
6

1
8
2

1
3
8

1
0
2

8
2

1
0
1

1
7
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1
,4

9
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テ
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ー
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1
8

4
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6

5
2
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5
1
1
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ｯ
ｶ
ｰ

ﾗ
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場

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

陸
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技

場
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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ー

ト
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ー
ル

0
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0
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0
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0
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0
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0
0

0

駐
車
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4
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3
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5
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4
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1
6

4
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8
9

6
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1
9

3
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5
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3
1
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者
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2
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9
7
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8
2

2
,1

9
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3
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4
5

2
,6

7
6

2
,2

8
2

1
,4

2
0

4
,1

3
8

2
,4

3
8

2
,0

1
1

1
,8

9
7

2
,9

56
2
9
,6

4
0

人
数

小
計

2
,3

9
7

2
,1

8
2

2
,1

9
8

3
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4
5

2
,6

7
6

2
,2

8
2

1
,4

2
0

4
,1

3
8

2
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3
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2
,0

1
1

1
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9
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2
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1
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2
1

8
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1
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3
7

5
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4
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6
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6

5
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8

4
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4
1
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8
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6
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6
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4
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3
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1
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1
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1
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1
,1

1
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1
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1
9

8
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6

9
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6
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6
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1
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6
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9
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1
3
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1

8
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1
3

8
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6

6
,6

3
7

5
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4
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6
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6

5
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9
8

4
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1
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8

6
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6
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1
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1
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1
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9
7

2
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1
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9

1
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4
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1
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,2

4
7

1
,4

6
2

2
,2

6
7

1
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8

1
9
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6
4
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小
計

1
,4
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9

1
,5

8
4

1
,5

9
7

2
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7
2

1
,6

7
9

1
,3

1
4

7
7
1

1
,6
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2
,2
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1
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2
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1
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1
0
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6

9
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0

6
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9
9

8
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8

8
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1
1

6
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9

3
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7
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1
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1

9
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5
6

5
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9
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1
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区

名
４

月
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月
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月
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月
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月
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３
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4
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7
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9
6
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2
9

1
3
2

1
4
4
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2
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0
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7
6
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0
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2

1
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1
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4
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6
2
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2

1
0
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2
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8

6
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4
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6

3
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3
8

3
3
8

ｻ
ｯ
ｶ
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ﾗ
ｸ
ﾞﾋ
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6
0

6
8

7
2

9
8

7
1

6
0

2
2

4
6

7
0

6
4

4
2

1
0
0

7
7
3

駐
車
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利

用
台

数
2
,9

7
6

2
,7

8
6

2
,4

3
0

2
,5

8
1

1
,6

2
6

2
,2

5
6

1
,2

1
9

1
,6

5
2

1
,4

6
8

1
,6

5
7

1
,6

6
4

2
,4

8
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2
4
,7

9
5

人
数

小
計

1
3
,6

6
6

1
6
,4

7
1

1
3
,8

1
2

1
4
,6

5
6

1
0
,4

7
3

1
1
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2
1

7
,4

1
4

8
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7
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4
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3
6
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2
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者
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3
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5
2

3
,5
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3
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7
8

3
,2

6
4

3
,1

2
1

2
,8

1
9

1
,6

8
3

2
,7

6
7

3
,3

4
9

2
,7

1
7

2
,5

8
9

3
,3

54
3
6
,4

4
6

人
数

小
計

3
,7

5
2

3
,5

5
3

3
,4

7
8

3
,2

6
4

3
,1

2
1

2
,8

1
9

1
,6

8
3

2
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6
7

3
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4
9

2
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1
7

2
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3
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3
6
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4
6
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者
数

2
4
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9

4
1
,6

8
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1
7
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2
6

1
6
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7
7

1
3
,7

8
9
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4
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9
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0
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1
1
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7
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1
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9
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9
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8
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9
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1
5
,4

6
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1
9
5
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2
9

野
球

場
1
0
4

1
4
8

1
2
0

1
6
5

1
2
2

1
3
1

8
0

0
0

0
0

0
8
7
0

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

7
9

9
8

6
4

1
0
4

6
0

7
2

5
5

1
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9
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6
6
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8
8

9
6
6

ｻ
ｯ
ｶ
ｰ

ﾗ
ｸ
ﾞﾋ
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6
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7
4

6
6
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4

7
2

7
8

3
8

0
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0
0

0
4
7
6

陸
上
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場
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

駐
車

場
利

用
台

数
7
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2
8

8
,9
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5
,2

8
5

4
,7

4
5

3
,6
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5

4
,5

5
2

2
,9

9
6

3
,4

4
2

3
,2

3
4

2
,9

5
2

2
,3

5
5

4
,3

3
7

5
3
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2
3

人
数

小
計

2
5
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5
6

4
2
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0
6

1
8
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1
6
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3
0

1
4
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4
3

1
4
,9
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6

9
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8
1

1
1
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7
4

1
1
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8
5

9
,8

4
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9
,9
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3

1
5
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5
3

1
9
8
,0

4
1

利
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者
数

6
,8

5
4

7
,6

1
0

7
,9

8
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8
,2

3
5

6
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1
0

7
,0

8
1

3
,5

3
3

4
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2
9

4
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1
6

4
,3

3
6

4
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3
2

7
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49
7
3
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6
5

野
球

場
2
0

6
6

1
4

1
0

4
8

4
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0
0

1
0
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テ
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コ

ー
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0
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0
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0
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0
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0
0

0
0

0

ｻ
ｯ
ｶ
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ﾗ
ｸ
ﾞﾋ
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6
9
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7
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4
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7
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3
6

0
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0
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4
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0
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車
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1
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6
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8
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7
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地
区

名
４

月
５

月
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月
７

月
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月
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利
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者
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6
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0
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6
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0
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ボ

ー
ル

2
4

3
6

3
6

3
8

2
4

1
2

2
4

3
6

3
6

3
6

1
2

1
2

3
2
6

デ
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サ
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0
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0
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4
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6

5
8

1
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0
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場
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ﾝ
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公園利用者アンケート 

 

 

別紙 14 

淀川河川公園 ご利用される皆様へのアンケート 
 

Ｑ１．あなたの性別は？・・・・・・・・・・ 男 ・ 女 
 

Ｑ２．あなたの年齢は？（１つお選びください） 

１）小学生   ２）中学生    ３）15～18歳   ４）19～29歳   ５）30～39歳   ６）40～49歳   ７）50～59歳   

８）60～69歳   ９）70歳以上 

 

Ｑ３．あなたのお住まいはどちらですか？（１つお選びください） 

大阪市   １）福島区     ２）北区     ３）都島区     ４）旭区      ５）西淀川区  ６）淀川区 

   ７）東淀川区   ８）此花区    ９）西区     １０）中央区    １１）城東区  １２）鶴見区 

大阪府  １３）守ロ市   １４）門真市  １５）寝屋川市  １６）枚方市  １７）吹田市   

１８）摂津市   １９）茨木市  ２０）高槻市   ２１）島本町   

京都府  ２２）大山崎町  ２３）八幡市  ２４）長岡京市  ２５）久御山町 ２６）京都市 

その他（                      ） 

 

Ｑ４．公園までの主な交通手段は何ですか？（主な手段を１つだけ、お選びください） 

１）徒歩 ２） 自転車 ３）バイク ４） 自動車 ５） 電車 ６） 路線バス ７）その他（         ） 

 

Ｑ５．本日はどなたといらっしゃいましたか？（１つお選びください） 

１） 一人で  ２）友人・知人と ３）カップルで ４）夫婦で ５）家族と ６）学校の団体 ７）地域の団体 

８）職場の団体 ９）その他 （            ） 

 

Ｑ６．どのくらいの頻度でいらっしゃいますか？（１つお選びください） 

１）ほぼ毎日 ２） 週に２～３回  ３）週に１回 ４） 月に２～３回  ５） 月に１回 ６） 年に数回

７）年に１回 ８）数年に１回程度  ９）今回が初めて 

 
Ｑ７．本日は、どのくらいの時間、公園で過ごされますか？（１つお選びください） 

１）15分以内 ２）15～30分 ３）30分～1時間 ４）1～2時間 ５）2～3時間 ６）3～5時間 ７）5時間以上 

 
Ｑ８．公園には満足されましたか？ （１つお選びください） 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満 

（よろしければ理由をお教えください：                                  ） 

 

Ｑ９．公園を利用した感想を、①～⑦それぞれについてお聞かせ下さい。 

 ① 広場の芝生・樹木の手入れ 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満 

 ② 広場の清掃状況 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満 

 ③ トイレの清潔さ 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満 

 ④ スタッフ対応の良さ 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満  ６）スタッフには会っていない 

 ⑤ 駐車場を利用した感想 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満  ６）利用していないためわからない 

 ⑥ 野球場、サッカー場、ラグビー場を利用した感想 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満  ６）利用していないためわからない 

 ⑦ テニスコートを利用した感想 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満  ６）利用していないためわからない 

 

ご協力ありがとうございました。またご利用ください！ 
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平
成

２
６

年
度

 
自

然
環

境
・

歴
史

文
化

に
関

す
る

利
用

プ
ロ

グ
ラ

ム
実

績
 

①
委

託
費

の
み

で
行
っ

た
も

の
 

N
o
.
 

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数

参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
 

史
跡

・
観

光
名

所

散
策
 

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
 

小
学
生
～
大
人
 

公
園

か
ら

周
辺

の
史

跡
や

観
光

名
所

を
ま

わ
り

、

歴
史

や
見

ど
こ

ろ
を

学
習

す
る

セ
ル

フ
ガ

イ
ド

式

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

で
、

マ
ッ

プ
を

公
園

ホ
ー

ム
ペ

ー

ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
行
う
。
 

４
コ
ー
ス
 

各
地
区
、
周
辺
地

域
 

4
/
1
(
火
)
～

1
1
/
3
0
(
日
)
 

－
 

－
 

2
 

花
や
緑
に
親
し
む

桜
の
お
話
ツ
ア
ー
 

小
学
生
～
大
人
 

公
園

ス
タ

ッ
フ

が
指

導
し

た
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
に

よ

り
、

背
割

堤
の

歴
史

、
桜

の
見

ど
こ

ろ
や

管
理

方

法
に
つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
。
 

背
割
堤
地
区
 

4
/
5
(
土
)
 

4
/
6
(
日
)
 

2
0
5
名
 

参
加
者
数
 

3
 

花
や

緑
、

自
然

に

親
し
む
 

摂
南
大
学
出
前
講
座
 

大
学
生
 

淀
川

の
利

水
や

治
水

、
公

園
の

概
要

等
に

よ
る

講

義
を
実
施
。
 

摂
南
大
学
 

7
/
2
6
(
土
)
 

7
0
名
 

参
加
者
数
 

4
 

環
境
学
習
 

淀
川
ま
る
ご
と
体
験
会
 

小
学
生
～
大
人
 

自
然

資
源

リ
サ

イ
ク

ル
に

よ
る

葦
工

作
、

自
然

資

源
活

用
に

よ
る

ヤ
ナ

ギ
大

木
で

ブ
ラ

ン
コ

等
を

実

施
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点
野
野
草
地
区

7
/
2
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(
日
)
 

1
5
0
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参
加
者
数
 

5
 

花
や
緑
に
親
し
む

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
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植
付
け
 

障
が

い
者

施
設

生
徒
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
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の
植
付
け
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験
を
実
施
。
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間
地
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1
1
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(
土
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6
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名
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者
数
 

6
 

花
や
緑
に
親
し
む

チ
ュ
ー
リ
ッ
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球
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植
付
け
 

幼
稚
園
児
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。

太
間
地
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1
1
/
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(
水
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1
1
0
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参
加
者
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7
 

花
や
緑
に
親
し
む

チ
ュ
ー
リ
ッ
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球
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植
付
け
 

障
が

い
者

施
設

生
徒
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。

太
間
地
区
 

1
1
/
2
7
(
木
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

8
 

花
や
緑
に
親
し
む

フ
ラ
ワ
ー
ガ
イ
ド
 

小
学
生
～
大
人
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ス
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や
ハ

ー
ブ

の
見

ど
こ

ろ
や

管
理

方
法

に

つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
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を
実
施
。
 

太
間
地
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(
木
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1
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者
数
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や
緑
に
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む
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ノ
ハ
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ま
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市
民

ボ
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テ
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ア
 

花
づ
く
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体
験
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柄
地
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(
日
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対
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N
o
.
 

花
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に
親
し
む

鳥
飼
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

出
前
講
座
 

鳥
飼
上
地
区
 

2
/
1
3
(
金
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

1
1
 

環
境
学
習
 

第
9
8
回
 
淀
川
の
自
然
を
楽
し

む
会
 
川
原
の
野
鳥
観
察
会
 

小
学
生
～
大
人
 

シ
ニ

ア
自

然
大

学
校

の
方

を
講

師
に

、
野

鳥
の

観

察
や
生
態
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
。
 

枚
方
地
区
周
辺

2
/
2
2
(
日
)
 

1
0
5
名
 

参
加
者
数
 

1
2
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や
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し
む

鳥
飼
支
援
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社
会
体
験
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植
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E
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史
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が
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徒
 

ス
タ
ッ
フ
が
花
に
つ
い
て
解
説
と
ガ
イ
ド
を
実

施
太
間
地
区
 

3
/
2
3
(
月
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

1
5
 

花
や
緑
に
親
し
む

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
球
根
植
付
 

障
が

い
者

施
設

生
徒
 

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

3
/
2
3
(
月
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

1
6
 

散
策

プ
ロ

グ
ラ

ム
、
車
椅
子
 

車
椅

子
で

の
公

園
散

策
プ

ロ
グ

ラ
ム
 

障
が

い
者

施
設

生
徒
 

太
間
地
区
で
車
イ
ス
を
使
っ
て
散
策
を
実
施
 

太
間
地
区
 

3
/
3
0
(
月
)
 

1
0
名
 

参
加
者
数
 

 ②
委
託
費
及
び
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の

 

な
し
 

 ③
委
託
費
及
び
持
ち
込
み
で
行
っ
た
も
の
 

な
し
 

 ④
自

主
財

源
で

行
っ
た

も
の
 

N
o
.
 

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数

参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
 

環
境
学
習
 

園
芸

教
室

「
グ

リ
ー

ン
カ

ー
テ

ン
で
Ｅ
Ｃ
Ｏ
ラ
イ
フ
」
 

小
学
生
～
大
人
 

地
球

温
暖

化
防

止
に

役
立

つ
壁

面
緑

化
に

つ
い

て

講
習
を
実
施
。
 

守
口
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
 

5
/
1
1
(
日
)
 

5
名
 

参
加
者
数
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平
成

２
７

年
度

 
自

然
環

境
・

歴
史

文
化

に
関

す
る

利
用

プ
ロ

グ
ラ

ム
実

績
 

①
委

託
費

の
み

で
行
っ

た
も

の
 

N
o
.
 

実
施
日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

対
象
 

延
べ
参
加
人
数
 

1
 

4
月

1
日
（
水
）

～
 

ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
 

散
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
セ
ル
フ

ガ

イ
ド
 

4
コ

ー
ス
 

一
般
 

0
人

 

2
 

5
月

31
日
(日

) 
鳥

飼
高

等
支

援
学

校
社

会
体

験
学

習
(
植

木

市
)
 

社
会
体
験
 

守
口

サ
ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
障
が
い
者
等

4
人
 

3
 

5
月

20
日
(水

) 
鳥

飼
高

等
支

援
学

校
社

会
出

前
講

座
(
堆

肥

切
返
し
作
業
)
 

出
前
講
座
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が
い
者
等

1
7
人
 

4
 

６
月

３
日
（

水
）
、
１
０
日
(
水
)、

 

１
７
日
(
水
)
、
２
４
日
(
水
) 

鳥
飼

高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管
理
 

花
づ
く
り
体
験
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が
い
者
等

1
2
人
 

5
 

６
月

1
６
日
（
火
）
～
 

６
月

１
８
日

（
木

）
 

む
ら

の
高
等
支
援
学
校
職
場
体
験
学
習
 

社
会
体
験
 

太
間

地
区
 

障
が
い
者
等

1
22

人
 

6
 

7
月

1
日

（
水
）
、
8
日
(
水
)、

 

１
5
日
(
水
)
 

鳥
飼

高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管
理
 

花
づ
く
り
体
験
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が
い
者
等

9
人
 

7
 

8
月

2
日

(日
) 

淀
川

の
自

然
を

楽
し

む
会

 
干

潟
を

楽
し

も

う
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ウ
エ
ッ
ト
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
ワ
イ
ル
ド
 

十
三

野
草
 

参
加
者
 

6
7
人
 

8
 

１
０

月
７
日
（
水

）・
１
４

日
（
水

）・
 

２
１

日
（
水

）・
２

８
日
（

水
）

 
鳥

飼
高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管
理
 

花
づ
く
り
体
験
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が

い
者
等
 

1
2
人
 

9
 

１
1
月

12
日
（

木
）

～
 

１
1
月

28
日
（

土
）
 

チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

花
づ
く
り
体
験
 

太
間

地
区
 

障
が

い
者
等
 

1
58

人
 

1
0
 

１
１

月
４
日
（
水

）・
１
１

日
（
水

）・
 

１
８

日
（
水

）・
２

５
日
（

水
）

 
鳥

飼
高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管
理
 

花
づ
く
り
体
験
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が

い
者
等
 

1
2
人
 

1
1
 

１
１

月
９
日

（
月

）
～
 

１
１

月
１
３

日
（

金
）
 

む
ら

の
高
等
支
援
学
校
職
場
体
験
学
習
 

社
会
体
験
 

太
間

地
区
 

障
が

い
者
等
 

1
5
人
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N
o
.
 

実
施
日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

対
象
 

延
べ
参
加
人
数
 

1
2
 

１
１

月
２
４

日
（

火
）
 

枚
方

高
等
支
援
学
校
職
場
体
験
学
習
 

社
会
体
験
 

太
間

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

及
び

太
間
地

区
 

障
が

い
者
等
 

1
7
人
 

1
3
 

１
2
月

2
日
（
水

）
・

9
日

（
水

）
 

鳥
飼

高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管
理
 

花
づ
く
り
体
験
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が

い
者
等
 

6
人
 

1
4
 

１
月

２
0
日
（
水

）
 

鳥
飼

高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管
理
 

花
づ
く
り
体
験
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が

い
者
等
 

3
人
 

1
5
 

3
月

1
8
日
（
金
）
 

鳥
飼

高
等

支
援

学
校

社
会

出
前

講
座

(
土
づ
く
り
・
寄
せ
植
え
作
業
)
 

出
前
講
座
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が

い
者
等
 

1
0
人
 

 ②
委

託
費

及
び

自
主
財

源
で

お
こ
な

っ
た

も
の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1
 

７
月

１
２
日

（
日

）
 

淀
川

舟
運
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
 

歴
史
解
説
講
座
 

背
割

堤
地
区

～
枚

方
地

区
参

加
者
 

2
2
人
 

2
 

８
月

７
日
（

金
）

～
 

８
月

９
日
（

日
）

 
七

夕
舟
運
 

歴
史
解
説
講
座
 

背
割

堤
地
区
 

参
加

者
 

8
7
人
 

3
 

1
0
月

10
日
（
土
）
～
 

10
月

11
日
（
日
）
 

淀
川

大
堰
・
毛
馬
閘
門
見
学
会
 

歴
史
解
説
講
座
 

長
柄

地
区
・

毛
馬

地
区
 

参
加

者
 

1
58

人
 

4
 

1
0
月

10
日
（
土
）
～
 

10
月

11
日
（
日
）
 

淀
川

舟
運
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
 

歴
史
解
説
講
座
 

背
割

堤
地
区

～
枚

方
地

区
参

加
者
 

4
0
人
 

 ③
委
託
費
及
び
持
ち
込
み
で
行
っ
た
も
の
 

な
し
 

④
自

主
財

源
で

行
っ
た

も
の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1
 

4
月

5
日

（
土
）
・
6
日
（
日
）
 

桜
の
お
話
ツ
ア
ー
 

桜
の
お
話
し
 

背
割
堤
地
区
 

参
加
者
 

7
6
2
人
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平
成

２
８

年
度

 
自

然
環

境
・

歴
史

文
化

に
関

す
る

利
用

プ
ロ

グ
ラ

ム
実

績
 

①
委

託
費

の
み

で
行
っ

た
も

の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1
 

5
月

1
9
日
（
木
）
 

と
り

か
い
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座
 

 
(土

づ
く
り
・
寄
せ
植
え
作
業
)
 

出
前
講
座
 

鳥
飼

上
地
区
 

障
が

い
者
等

13
人

 

2 
6
月

8
日

（
水
）
、
 

15
日
(水

)、
29

日
(水

) 

と
り

か
い
高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管

理
 

新
規
(
花
づ
く
り
体
験
) 

鳥
飼
上
地
区
 

障
が
い
者
等

39
人
 

3 
6
月

1
4
（
火
）
～
 

6
月

1
6
日
（
木
）
 

む
ら
の
高
等
支
援
学
校
職
場
体
験
学
習
 

新
規
(
社
会
体
験
)
 

太
間
地
区
 

障
が
い
者
等

1
2
0
人
 

4 
7
月

6
日

（
水
）

 
と

り
か

い
高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管

理
 

新
規
(
花
づ
く
り
体
験
) 

鳥
飼
上
地
区
 

障
が
い
者
等

12
人
 

5
 

1
0
月

6
日
（
木
）
 

と
り

か
い
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座

(
堆
肥
切
り
返
し
作
業
) 

新
規
(
出
前
講
座
)
 

鳥
飼
上
地
区
 

障
が
い
者
等

13
人
 

6
 

1
0
月

9
日
（
日
）
 

フ
ラ
ワ
ー
ガ
イ
ド
 

フ
ラ
ワ
ー
ガ
イ
ド
 

太
間
地
区
 

来
園
者
 

10
人
 

7 
10

月
12

日
(水

) 
と

り
か

い
高
等
支
援
学
校
ア
ド
プ
ト
花
壇
管

理
 

新
規
(
花
づ
く
り
体
験
) 

鳥
飼
上
地
区
 

障
が
い
者
等

13
人
 

8 
10

月
11

日
（
火
）
、
 

12
日
(水

) 
大
阪
市
若
者
自
立
支
援
事
業
職
場
体
験
 

新
規
(
社
会
体
験
)
 

鳥
飼
上
地
区
 

研
修
生
 

2
人
 

9
 

1
0
月

2
5
（
火
）
 

む
ら
の
高
等
支
援
学
校
花
づ
く
り
体
験
 

新
規
(
花
づ
く
り
体
験
) 

太
間
地
区
 

障
が
い
者
等

38
人
 

1
0
 

11
月

1
2
日
（
土
 
）
 

地
域

へ
は
ば
た
け
子
供
交
流
事
業
実
行
委
員

会
・

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
体
験
 

新
規
(
花
づ
く
り
体
験
) 

太
間
地
区
 

参
加
者
 

80
人
 

1
1
 

11
月

1
6
日
（
水
）
 

寝
屋

川
幼
稚
園

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
体
験
 

新
規
(
花
づ
く
り
体
験
) 

太
間
地
区
 

参
加
者
 

1
2
0
人
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N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1
2
 

11
月

2
4
日
（
木
 
）
 

社
会

福
祉
法
人
光
輝
会
降
り
光
学
園

 
 

 

チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
体
験
 

新
規
(
花
づ
く
り
体
験
) 

太
間
地
区
 

参
加
者
 

27
人
 

1
3 

12
月

1
日

（
木

）
 

枚
方

支
援
学
校

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
体
験
 

新
規
(
花
づ
く
り
体
験
) 

太
間
地
区
 

参
加
者
 

18
人
 

1
4 

12
月

6
日

（
火

 ）
 

枚
方

支
援
学
校

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

校
外

学
習
 

新
規
(
社
会
体
験
)
 

太
間
地
区
 

参
加
者
 

19
人
 

1
5 

1
月

18
日

（
水

）
 

と
り

か
い
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座

(
堆
肥
切
り
返
し
作
業
) 

新
規
(
出
前
講
座
)
 

鳥
飼
上
地
区
 

障
が
い
者
等

12
人
 

1
6 

3
月

14
日

（
火

）
 

と
り

か
い
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座

(
堆
肥
切
り
返
し
作
業
) 

新
規
(
出
前
講
座
)
 

鳥
飼
上
地
区
 

障
が
い
者
等

11
人
 

1
7 

3
月

2
2
日
（
水
）
～
 

3
月

3
1
日
（
金
）
 

フ
ッ

ト
パ
ス
コ
ー
ス
マ
ッ
プ
 

周
辺

の
ま

ち
と

淀
川

を
ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ

ｸ
し
た
散
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

各
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
、

各
管

理
所
 

来
館

者
 

・
来

場
者
 

2
00

人
 

 ②
委

託
費

及
び

自
主
財

源
で

お
こ
な

っ
た

も
の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1
 

1
0
月

23
日
（
日
）
 

淀
川
舟
運
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
＋
歴
史
探
訪
 

歴
史
解
説
講
座
 

枚
方

市
京

街
道

・
枚

方
地

区
～

外
島

地
区
・

守
口

市
宿

場
町
 

参
加

者
 

1
6
人
 

2 
2
月

5
日

（
日
 ）

 
淀

川
舟

運
ウ

オ
ッ

チ
ン

グ
＋

淀
川

大
堰

・
毛

馬
旧

閘
門
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
 

歴
史
解
説
講
座
 

毛
馬

地
区
～

長
柄

河
畔

地
区
 

参
加

者
 

5
人
 

3 
3
月

2
5
日
(
土
)～

 

3
月

26
日
(日

) 
淀

川
舟
運
＆
歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ
 

歴
史
解
説
講
座
 

伏
見

～
背
割

堤
地

区
～

八
幡
 

参
加

者
 

5
0
人
 

4 
3
月

2
5
日
(
土
)～

 

3
月

26
日
(日

) 
淀

川
舟
運
＆
歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ
 

歴
史
解
説
講
座
 

背
割

堤
地
区

～
島

本
～

大
山

崎
 

参
加

者
 

2
9
人
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③
委
託
費
及
び
持
ち
込
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1 
9
月

1
7
日
(
土
)～

 

9
月

25
日
(日

) 
淀

川
ア
ー
バ
ン
キ
ャ
ン
プ
２
０
１
６
 

大
阪
商
工
会
議
所
と
連
携

し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
 

西
中
島
地
区
(
一
部
、
十
三
野
草

地
区
)
 

参
加
者
 

5
,
3
0
0
人
 

 ④
自

主
財

源
で

行
っ
た

も
の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1 
4
月

1
日

（
金
）

 

4
月

1
0
日
（
日
）
 

桜
の
お
話
ツ
ア
ー
 

桜
の
お
話
し
 

背
割
堤
地
区
 

参
加
者
数
 

3
9
6
人
 

2 
8
月

6
日

(土
 )
～

 

8
月

7
日

(日
) 

水
辺

の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
体
験
 

水
上
ス
ポ
ー
ツ
体
験
会
＆

教
室
 

背
割

堤
地
区
 

参
加

者
 

53
人
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平
成

２
９

年
度

 
自

然
環

境
・

歴
史

文
化

に
関

す
る

利
用

プ
ロ

グ
ラ

ム
実

績
 

①
委

託
費

の
み

で
行
っ

た
も

の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1 
5
月

1
2
日
(
金
) 

む
ら
の
高
等
支
援
学
校
職
場
体
験
学
習
 

 
太
間
地
区
 

障
が

い
者

等
 

4
0
人
 

2 
5
月

17
日
(木

) 
と

り
か
い
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座
 

 
(プ

ラ
ン
タ
ー
づ
く
り
実
施
作
業
)
 

 
と

り
か

い
高

等
支

援
学

校
 

障
が

い
者

等
 

1
0
人
 

3 
5
月

2
1
日
(
日
) 

春
の
野
草
教
室
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加
者
 

79
人

 

4 
6
月

8
日

(木
) 

と
り

か
い
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座
 

（
プ

ラ
ン
タ
ー
へ
の
潅
水
作
業
）
 

 
と

り
か

い
高

等
支

援
学

校
 

障
が

い
者

等
 

1
2
人
 

5 
6
月

13
日
(火

) 

～
15

日
(木

) 
む

ら
の
高
等
支
援
学
校
 
職
場
体
験
学
習
 

 
太

間
地

区
 

障
が

い
者

等
 

1
24

人
 

6 
6
月

15
日
(木

) 
と

り
か
い
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座
 

（
プ

ラ
ン
タ
ー
へ
の
潅
水
作
業
）
 

 
と

り
か

い
高

等
支

援
学

校
 

障
が

い
者

等
 

1
0
人
 

7 
6
月

25
日
(日

) 
高

槻
「

三
島

江
河

川
敷

切
り

下
げ

区
域

」
外

来
種

等
草
刈
作
戦
 

 
三

島
江

野
草

地
区

 
参

加
者
 

22
人

 

8 
7
月

23
日
(日

）
 

第
1
0
3
回
 

淀
川
の
自
然
を
楽
し
む
会
 

干

潟
で

楽
し
も
う
！
 

 
十
三
野
草
地
区
 

参
加
者
 

2
5
1
人
 

9 
10

月
4
日
(水

) 

 

む
ら

の
高
等
支
援
学
校
職
場
体
験
学
習
 

（
ワ

タ
摘
み
、
掃
除
と
綿
繰
り
な
ど
）
 

 
太

間
地

区
 

 
参

加
者
 

3
7
人
  

1
0 

10
月

14
日
（
土
）
 

～
1
5
日
（
日
）
 

ス
ポ

ー
ツ
自
転
車
体
験
 

 
背

割
堤

地
区
 

 
参

加
者
 

3
3
人
  

1
1 

1
1
月

1
3
日

（
月

）
 

～
1
7
日
（
金
）
 

む
ら
の
高
等
支
援
学
校
 
職
場
体
験
学
習
 

 
太
間
地
区
 

障
が

い
者

等
 

5
人
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1
2
 

1
1
月

1
4
日
(
火
)
 

む
ら
の
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座
 

（
綿
繰
り
）
 

 
む
ら
の
高
等
支
援
学
校
 

障
が

い
者

等
 

9
人
 

1
3
 

1
1
月

1
5
日
(
水
)
 

と
り
か
い
高
等
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座
 

（
堆
肥
作
り
）
 

 
と
り
か
い
高
等
支
援
学
校
 

障
が

い
者

等
 

8
人
 

1
4
 

1
2
月

2
3
日
(
土
)
 

三
矢

地
区

花
壇

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

（
菊

の
切

り
戻

し

ほ
か
）
 

 
三
矢
地
区
 

参
加

者
 

3
人
 

1
5
 

1
月
 

さ
く
ら
で
あ
い
館
羽
子
板
展
 

 
さ
く
ら
で
あ
い
館
 

来
場

者
 

1
,
7
8
2
人
 

1
6
 

1
月

1
2
日
(
金
)
 

む
ら

の
高

等
支

援
学

校
の

職
場

体
験

実
習

（
花

壇

植
え
付
け
他
）
 

 
太
間

S
C
及
び
太

間
地
区
 

参
加

者
 

1
2
人
 

1
7
 

1
月

3
1
日
(
水
)
 

と
り

か
い

高
等

支
援

学
校

へ
の

出
前

事
業

（
堆

肥

つ
く
り
、
切
り
返
し
作
業
他
）
 

 
と
り
か
い
高
等
支
援
学
校
圃
場

参
加

者
 

1
1
人
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②
委

託
費

及
び

自
主
財

源
で

お
こ
な

っ
た

も
の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1
 

6
月

1
1
日
(
日
) 

淀
川
舟
運
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
 

 
外
島
～
毛
馬
地
区
 

参
加

者
 

1
4
人
 

2
 

6
月

1
8
日
(
日
) 

渡
し
船
の
復
活
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

3
6
人
 

3 
8
月

5
日

（
土
）

 
水
辺
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
（
E
ボ
ー
ト
、
S
U
P
、

カ
ヌ

ー
、
渡
し
舟
 

 
背

割
堤

地
区
 

参
加

者
 

2
8
人
 

4 
8
月

6
日
（
日
）
 

水
辺
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
（
E
ボ
ー
ト
、
SU
P）

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

2
2
人
 

5 
10

月
14

日
（
土
）
 

～
1
5
日
（
日
）
 

展
望

塔
か
ら
の
お
話
し
ツ
ア
ー
 

 
背

割
堤

地
区
 

参
加

者
 

2
7
人
 

6 
10

月
14

日
（
土
）
 

～
1
5
日
（
日
）
 

木
津
川

SU
P、

SU
P
ヨ
ガ
、
カ
ヌ
ー
体
験
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

5
3
人
 

7 
10

月
14

日
（
土
）
 

～
1
5
日
（
日
）
 

舟
と

歴
史
ハ
イ
ク
（
伏
見
～
背
割
堤
）
 

 
伏

見
～

背
割

堤
、
背

割
堤
～

枚
方
 

参
加

者
 

4
3
人
 

8
 

1
0
月

15
日
(
日
)
 

秋
の
野
草
教
室
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

6
人
 

9
 

1
1
月

4
日
(
土
) 

草
木
染
め
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

1
3
人
 

1
0
 

12
月

1
7
日
(
日
)
 

ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
を
つ
く
ろ
う
！
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

1
9
人
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③
委

託
費

及
び

持
ち
込

み
で

行
っ
た

も
の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1
 

5
月

7
日

(
日
) 

ツ
リ
ー
イ
ン
グ
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

1
6
人
 

2
 

5
月

2
1
日
(
日
) 

ツ
リ
ー
イ
ン
グ
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

1
0
人
 

3
 

6
月

1
8
日
(
日
) 

ツ
リ
ー
イ
ン
グ
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

1
3
人
 

4
 

9
月

3
日
（
日
）
 

ツ
リ
ー
イ
ン
グ
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

2
6
人
 

5
 

1
0
月

1
日
(
日
) 

ツ
リ
ー
イ
ン
グ
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

1
6
人
 

6 
10

月
 

淀
川
ア
ー
バ
ン
キ
ャ
ン
プ

20
17
 

 
西
中
島
地
区
 

参
加

者
 

6
,
6
4
9
人
 

7
 

1
1
月

19
日

(
日
)
 

淀
川
草
刈
大
作
戦
＆
淀
川
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

 
三
島
江
地
区
 

参
加

者
 

3
4
人
 

8
 

1
1
月

23
日

(
木
)
 

茨
田
イ
チ
ョ
ウ
ま
つ
り
 

 
点
野
野
草
地
区
他
 

参
加

者
 

1
08

人
 

9
 

1
2
月

3
日
(
日
) 

ツ
リ
ー
イ
ン
グ
 

 
背
割
堤
地
区
 

参
加

者
 

1
1
人
 

 ④
自

主
財

源
で

行
っ
た

も
の
 

N
o

実
施

日
 

プ
ロ

グ
ラ
ム
名
 

内
 

容
 

開
催

場
所
 

対
象
 

延
べ

参
加
人

数
 

1 
4
月

1
日

(土
）

～

4
月

10
日
(月

）
 

桜
の

お
話
ツ

ア
ー

 
 

背
割

堤
地
区
 

来
園
者
 

5
56

人
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広報・報道実績

テレビ ラジオ 新聞 チラシ 雑誌
月

４月 5 1 3 1 9 19

５月 0 0 3 0 3 6

６月 3 0 2 0 2 7

７月 2 0 3 0 4 9

８月 1 1 1 0 4 7

９月 2 0 4 2 1 9

１０月 1 2 4 0 1 8

１１月 4 0 5 2 3 14

１２月 0 0 5 3 2 10

１月 1 1 3 1 5 11

２月 1 2 6 0 4 13

３月 2 1 6 0 5 14

計 22 8 45 9 43 127

平成２６年度　報道実績
計

別紙 16
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広報・報道実績

テレビ ラジオ 新聞 チラシ 雑誌
月

4月 1 0 3 0 3 7

5月 1 0 4 0 1 6

6月 1 0 4 0 1 6

7月 1 0 1 0 0 2

8月 0 0 3 0 3 6

9月 0 0 2 0 3 5

10月 0 0 4 0 0 4

11月 1 0 4 2 4 11

12月 0 0 2 1 4 7

1月 0 0 1 1 3 5

2月 2 1 2 0 3 8

3月 0 0 2 2 3 7

計 7 1 32 6 28 74

平成27年度　報道実績
計
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広報・報道実績

テレビ ラジオ 新聞 チラシ 雑誌
月

4月 2 0 8 0 6 16

5月 1 1 2 0 4 8

6月 1 0 1 0 3 5

7月 1 1 6 0 0 8

8月 2 0 10 3 0 15

9月 1 0 8 3 0 12

10月 0 3 9 2 0 14

11月 0 1 10 3 0 14

12月 1 0 3 0 0 4

1月 0 0 9 0 0 9

2月 1 0 11 0 0 12

3月 2 2 22 3 2 31

計 12 8 99 14 15 148

平成２８年度　報道実績
計
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広報・報道実績

テレビ ラジオ 新聞 チラシ 雑誌
月

4月 7 1 19 4 7 38

5月 1 1 9 0 7 18

6月 0 0 8 3 6 17

7月 0 0 14 0 0 14

8月 0 2 7 0 7 16

9月 0 0 5 0 9 14

10月 1 1 7 2 7 18

11月 0 0 3 1 5 9

12月 0 3 3 0 6 12

1月 0 5 2 1 7 15

2月 1 0 9 0 6 16

3月 1 0 8 3 13 25

計 11 13 94 14 80 212

平成２９年度　報道実績
計
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SNS による情報発信件数 

 

発信媒体 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
平成 30 年度

4 月～9 月 

フェイスブック 0 0 240 120

インスタグラム 0 0 30 60

ツイッター 0 0 90 60

計 0 0 360 480※

 

※平成 30 年度見込み発信件数 

 フェイスブック：240 件、インスタグラム：120 件、ツイッター：120 件 

別紙 17 
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　　駐車場の混雑日時 平成26年度 別紙18

地区名 駐車場 4月29日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月10日 5月11日

海老江 本駐車場 10：00～15：00 11：00～ 8：10～

大淀野草 本駐車場

長柄 本駐車場

長柄河畔 本駐車場

毛馬 本駐車場

赤川 本駐車場

城北河畔 本駐車場

本駐車場 9：40～16：40 8：30～16：40 11：00～16：00 9：10～15：40 11：30～12：30 9：40～

第1臨時駐車場 10：45～16：20 9：10～16：30 10：30～15：40 12：10～15：30

第2臨時駐車場

外島 本駐車場

守口 本駐車場

八雲野草 本駐車場

本駐車場 9：20～16：10 10：45～11：30 9：30～11：40

臨時駐車場 12：30～14：30

庭窪河畔 本駐車場

大日 本駐車場 10：20～16：30 6：50～16：30

佐太西 本駐車場 11：50～17：15

仁和寺野草 本駐車場

点野野草 本駐車場

本駐車場 9：45～16：40 9：15～ 10：05～16：50 9：20～16：40

臨時駐車場

木屋元 本駐車場

出口野草 本駐車場

出口 本駐車場

出口河畔 本駐車場

伊加賀野草 本駐車場

三矢 本駐車場 13：10～16：00

下流駐車場 10：30～15：20 9：15～14：50 10：00～16：10 11：15～15：10 10：00～14：30

上流駐車場 13：20～15：35

背割堤 本駐車場 11：50～14：10 10：30～15：15 11：30～14：00

十三野草 本駐車場

本駐車場 9：15～15：30 8：55～15：55 10：00～15：20 9：40～15：30 10：20～14：10 9：40～15：20

臨時駐車場 10：15～15：40 9：360～15：55 11：20～15：30 12：40～15：40 11：40～14：10 11：15～15：20

本駐車場 10：00～16：30 9：00～16：40 11：30～16：30 9：00～16：55 9：40～16：25

臨時駐車場 10：40～16：10 12：40～16：40

一津屋野草 本駐車場 9：30～15：20 9：40～15：00 13：30～16：40 10：30～16：30

一津屋河畔 本駐車場

本駐車場 9：30～16：00 8：50～ 9：10～16：20 9：15～16：20 9：50～16：40

臨時駐車場 10：10～14：30 8：55～15：00 10：30～14：40 10：05～14：40 10：45～14：30

鳥飼野草 本駐車場

鳥飼下 本駐車場

鳥飼上 本駐車場 11：30～15：00

三島江 本駐車場

三島江野草 本駐車場

本駐車場 11：50～15：05

臨時駐車場

島本 本駐車場

本駐車場 10：00～14：10 9：15～15：00 9：50～13：30 10：45～

　臨時駐車場 11：30～14：20 10：55～15：00 10：30～13：40

大塚

大山崎

八雲

太子橋

太間

枚方

西中島

豊里

鳥飼西
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　　駐車場の混雑日時 平成27年度

地区名 駐車場 4月25日 4月26日 4月29日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

海老江 本駐車場 9：10～17：00 8：00～17：00

大淀野草 本駐車場 10：30～17：00 9：00～17：00

長柄 本駐車場

長柄河畔 本駐車場

毛馬 本駐車場

赤川 本駐車場

城北河畔 本駐車場

本駐車場 ～16：00 9：15～16：00 8：30～16：00 9：30～16：00 9:00

第1臨時駐車場 10：40～16：00 10：50～16：00 9：40～16：00 13：00～16：00 10:10

第2臨時駐車場 12：50～16：00 11：00～16：：00 13:00

外島 本駐車場

守口 本駐車場

八雲野草 本駐車場

八雲 本駐車場 11：30～13：50 9：30～16：15 9：30～12：40 9：20～16：30

庭窪河畔 本駐車場

大日 本駐車場 10：10～16：30 6：50～16：50 8：05～16：10 10；：04～15：35

佐太西 本駐車場

仁和寺野草 本駐車場

点野野草 本駐車場

本駐車場 8：35～16：30 10：40～15：20 9:40 1145～15：50

臨時駐車場 9：00～16：30 9:30 9：15～16：35

木屋元 本駐車場 10:10 10：00～16：15

出口野草 本駐車場

出口 本駐車場

出口河畔 本駐車場

伊加賀野草 本駐車場

三矢 本駐車場 10：00～16：10 10：20～15：15

下流駐車場 10：40～14：30 11：00～15：45 8：40～ 10：25～15：40 8：50～16：00

上流駐車場 13：50～14：30

背割堤 本駐車場 10：30～15：30 10：50～15：00

十三野草 本駐車場

本駐車場 11：47～15:00 9：10～15：50 10：00～15：25 10：40～15：35 9：15～14：25 9：20～15：20

臨時駐車場 11：50～15：30 10：40～14：25 11：50～15：20

本駐車場 14:00～15：10 9：30～16：10 10：10～16：20 9：00～16：40 10：30～15：50 9：10～16：40

臨時駐車場 10：05～14：30 11：30～15：30

一津屋野草 本駐車場 11：0０～16：50 13：20～16：40 14：00～16：30 14：00～16：00

一津屋河畔 本駐車場

本駐車場 11：30～16：00 9：10～16：30 9：10～16：00 10：00～16：10 9：00～16：35 10：00～16：30 9：00～16：50

臨時駐車場 9：20～16：00 10：45～14：40 11：20～12：40 9：00～15：40 11：45～14：50 9：10～16：00

鳥飼野草 本駐車場

鳥飼下 本駐車場 10：00～14：00 10：45～15：00

鳥飼上 本駐車場 8：50～13：00 12：00～14：30

三島江 本駐車場

三島江野草 本駐車場

本駐車場 10：55～14：40 10：15～15：15 10：00～16：30

臨時駐車場 12：30～

島本 本駐車場

本駐車場 10：20～14：50 11：15～15：00 9：00～14：30 10：35～14：20

　臨時駐車場 11：20～14：45 9：15～14：30 9：05～14：30
大山崎

鳥飼西

西中島

太間

太子橋

豊里

枚方

大塚
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　　駐車場の混雑日時 平成27年度

地区名 駐車場 10月3日 10月4日 10月31日 11月1日

海老江 本駐車場 9:00～16/30 8:00～17:00 12:30～16:30 8:30～16:30

大淀野草 本駐車場

長柄 本駐車場

長柄河畔 本駐車場

毛馬 本駐車場

赤川 本駐車場

城北河畔 本駐車場

本駐車場 10:30～ 11:55～ 8:30～

第1臨時駐車場 9:55～

第2臨時駐車場

外島 本駐車場

守口 本駐車場

八雲野草 本駐車場

八雲 本駐車場

庭窪河畔 本駐車場

大日 本駐車場 6:50～17:05 6:50～14:55

佐太西 本駐車場

仁和寺野草 本駐車場

点野野草 本駐車場

本駐車場 8:45～16:40 9:40～14:30

臨時駐車場 9:20～16:00

木屋元 本駐車場

出口野草 本駐車場

出口 本駐車場

出口河畔 本駐車場

伊加賀野草 本駐車場

三矢 本駐車場 11:10～13:20

下流駐車場 8:50～14:00

上流駐車場

背割堤 本駐車場

十三野草 本駐車場

本駐車場 11:10～13:45 12:15～15:55 12:30～15:10

臨時駐車場

本駐車場 13:40～15;30 9:10～16;10 9:05～15:40

臨時駐車場

一津屋野草 本駐車場

一津屋河畔 本駐車場

本駐車場 12:45～16:30 9:30～16:00

臨時駐車場 11:30～12;30

鳥飼野草 本駐車場

鳥飼下 本駐車場

鳥飼上 本駐車場 8:35～14;50 9;20～15:00

三島江 本駐車場

三島江野草 本駐車場

本駐車場

臨時駐車場

島本 本駐車場

本駐車場

　臨時駐車場

大塚

大山崎

太子橋

太間

枚方

西中島

豊里

鳥飼西
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　　駐車場の混雑日時 平成28年度

地区名 駐車場 4月29日 4月30日 5月1日 5月3日 5月4日 5月5日

海老江 本駐車場 8：40～16：45 8:45～16:40 7:45 8：30～16：30 9：40～16：40 10：30～16：40

大淀野草 本駐車場

長柄 本駐車場

長柄河畔 本駐車場

毛馬 本駐車場

本駐車場 10：40～17：00 9:50～ 8：45～17：00 9：50～14：30 11：00～16：30 8：40～17：00

臨時駐車場 10：10～15：30 9：50～16：00

城北河畔 本駐車場

本駐車場 10：30～14：55 11：30～14：45 8：55～14：50 9：30～16：05 9：25～15：05

第1臨時駐車場 11：05～14：40 11：30～15：05

第2臨時駐車場

外島 本駐車場

守口 本駐車場

八雲野草 本駐車場

八雲 本駐車場 14：10～15：40 7：00～15：45 10：45～13：45 9：30～16：30 8：30～15：40

庭窪河畔 本駐車場

本駐車場 7：30～13：20

臨時駐車場 14：45～16：00

佐太西 本駐車場 14：00～16：10

本駐車場 8：45～11：30 9:30～14：50 10：20～12：10

臨時駐車場 10：15～12：40 13：15～14：30

点野野草 本駐車場

本駐車場 1：30～15：30 9:30 10:10 9:50

臨時駐車場 10:30 11:25 10:15

木屋元 本駐車場

出口野草 本駐車場

出口 本駐車場

出口河畔 本駐車場

伊加賀野草 本駐車場

三矢 本駐車場 11：00～15：10 11：30～15：40 12：00～13：30

下流駐車場 10：20～15：40 10：20～15：40 10：20～16：00 9：30～15：00

上流駐車場 13：00～14：30

背割堤 本駐車場 11：20～15：00 11：45～14：20 12：00～15：20 10：30～15：00

十三野草 本駐車場

本駐車場 10：40～13：20 10：30～17：00 9：30～16：30 9：40～14：20 10:00 9:15

臨時駐車場 11：20～16：30 12:10

本駐車場 9：50～16：20 11：10～14：50 9：20～16：00 9：20～15：30 9：00～16：00 9:25～15：30

臨時駐車場 9：20～16：00 9：20～15：30 11：00～16：00

一津屋野草 本駐車場 14：30～16：30 13：00～16：30 10：30～16：30

一津屋河畔 本駐車場

本駐車場 10：00～15：20 9:50～～16：40 9：00～16：40 9：00～16：48 9：10～16：30 9：00～16：45

臨時駐車場 12：50～15：30 9：15～16：00 9：30～15：30 9：40～14：40 9：00～16：20

鳥飼野草 本駐車場

鳥飼下 本駐車場 11：30～14：00

鳥飼上 本駐車場 10：00～17：00

三島江 本駐車場

三島江野草 本駐車場

本駐車場 10：05～16：10 1：25～15：30 10：10～

臨時駐車場 12：50～16：10

島本 本駐車場

本駐車場 9：53～14：11 12：45～14：25 9：25～15：05 9：50～13：30 9：43～15：46

　臨時駐車場 12：32～14：36 9：45～15：31 10：20～13：20 10：11～15：47

大塚

大山崎

赤川

大日

仁和寺野草

太子橋

太間

枚方

西中島

豊里

鳥飼西
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　　駐車場の混雑日時 平成28年度

地区名 駐車場 10月2日 10月29日 10月30日 11月5日 11月6日

海老江 本駐車場 7:40～16:40 8:50～16:40 7:50～16;50 11:30～16:20 7:50～16:45

大淀野草 本駐車場

長柄 本駐車場

長柄河畔 本駐車場

毛馬 本駐車場

本駐車場 9:15～13:30 12:15～17;00 8:10～17:00 10:00～17;00 10:30～15;30

臨時駐車場 8:40～16:00

城北河畔 本駐車場

本駐車場 9:00～12:20 8:40～14:30 13:03～15:15 8:00～14:40

第1臨時駐車場 10:40～12:40

第2臨時駐車場

外島 本駐車場

守口 本駐車場

八雲野草 本駐車場

八雲 本駐車場 9:40～13:50 10:30～14:40 9:30～14:30

庭窪河畔 本駐車場

本駐車場 6:45～16:30 8:40～11:10

臨時駐車場

佐太西 本駐車場

本駐車場 9:40～13:40 9:00～13-00 10:50～12:00

臨時駐車場

点野野草 本駐車場

本駐車場 9:10～12:00 9:00～14:00 10:15～13:00

臨時駐車場 10:45～14:00

木屋元 本駐車場

出口野草 本駐車場

出口 本駐車場

出口河畔 本駐車場

伊加賀野草 本駐車場

三矢 本駐車場

下流駐車場

上流駐車場

背割堤 本駐車場

十三野草 本駐車場

本駐車場 10:20～16:10

臨時駐車場

本駐車場 9:40～12:20 10:55～16:20 9:00～13:00

臨時駐車場

一津屋野草 本駐車場

一津屋河畔 本駐車場

本駐車場 10:00～16:30 10:30～16:00 10:50～16:20 9:35～16:30

臨時駐車場 12:20～15:20

鳥飼野草 本駐車場

鳥飼下 本駐車場 10:30～ 9:00～

鳥飼上 本駐車場

三島江 本駐車場

三島江野草 本駐車場

本駐車場

臨時駐車場

島本 本駐車場 15:00～16:00 10:45～11:00

本駐車場 11:08～15:56

　臨時駐車場

西中島

豊里

鳥飼西

大塚

大山崎

枚方

赤川

太子橋

大日

仁和寺野草

太間
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　　駐車場の混雑日時 平成29年度

地区名 駐車場 4月29日 5月1日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日

本駐車場 8：40～15：00 8：23～15：45 9：30～15：30 10：30～ 8：30～15」50

臨時駐車場 11：30～ 12：10～ 10：00～16：30

大淀野草 本駐車場

長柄 本駐車場

長柄河畔 本駐車場

毛馬 本駐車場

本駐車場 9：50～17：50 7：45～17：00 9：03～15：30 9：06～17：00 9：00～17：00 10：30～15：00 ８：００～17：00

臨時駐車場 8：20～15：45 10：54～15：45 11：00～15：30 10：30～14：50

城北河畔 本駐車場

本駐車場 10：00～14：10 9：00～14：50 9：30～15：10 9：25～15：40 9：30～15：20 9：10～15：25

第1臨時駐車場 10：20～14：50 11：15～14：35 11：00～14：45 11：30～15：15 11：45～15：25

第2臨時駐車場

外島 本駐車場

守口 本駐車場

八雲野草 本駐車場

八雲 本駐車場 10：30～12：30 10：40～15：40 12：40～15：30 9：20～16：00 10：50～15：40 9：00～11：20 9：30～16：40

庭窪河畔 本駐車場

本駐車場 8：10～11：35 7：50～17：00 13：00～17：00 8：50～12：40 6：40～17：00

臨時駐車場

佐太西 本駐車場 13：00～17：00

本駐車場 10：30～13：00 10：45～13：00 10：30～14：30 10：30～0：30

臨時駐車場

点野野草 本駐車場

本駐車場 11：20～14：00 9:00～16：00 9：20～ 9：20～ 9：00～ 9：00～15：00

第1臨時駐車場 10：00～16：00 10：00～ 10：00～ 9：50～15：00

第2臨時駐車場 11：00～16：00 11：00～ 11：00～

出口野草 本駐車場

出口 本駐車場

出口河畔 本駐車場

伊加賀野草 本駐車場

三矢 本駐車場 13：30～15：00

下流駐車場 11：20～14：00 10：00～15：00 10：00～15：30 9：30～16：00 9：30～15：30 10：00～15：40

上流駐車場

背割堤 本駐車場 11：00～15：30 11：20～15：15 10：30～15：30 12：00～15：10

十三野草 本駐車場

本駐車場 10：10～16：10 8：50～15：40 9：25～16：30 9：30～16：00 9：30～ 11：00～15：20 9：50～

臨時駐車場 12」30～15：40 13：20～15：30

本駐車場 11：00～14：30 9：50～14：30 10：00～16：00 9：40～16：00

臨時駐車場 11：20～14：30

本駐車場 10：30～16：00 10：00～16：30 14：00～16：00 10：30～16：00 14：00～16：00 10：00～16：30

臨時駐車場 14：00～16：00

一津屋河畔 本駐車場

本駐車場 10：00～15：30 9：00～16：30 9：00～16：00 9：00～16：40 9：00～ 9：55～15：15 9：15～16：30

臨時駐車場 11：30～14：30 9：30～14：30 10：00～14：30 9：30～14：30 9：30～14：40 9：40～15：40

鳥飼野草 本駐車場

鳥飼下 本駐車場 11：00～16：50

鳥飼上 本駐車場

三島江 本駐車場

三島江野草 本駐車場

本駐車場 10：25～15：06 9：30～15：15 10：00～16：00 10：15～ 9：50～

臨時駐車場

島本 本駐車場

本駐車場 9：35～15：05 9：53～15：42 9：21～16：15 10：15～14：00 10：30～

　臨時駐車場 10：12～15：37 10：46～16：18 9：42～16：41 11：02～13：48 10：45～

鳥飼西

大塚

大山崎

枚方

海老江

太間

一津屋野草

赤川

太子橋

大日

仁和寺野草

西中島

豊里
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　　駐車場の混雑日時 平成29年度

地区名 駐車場 9月30日 10月1日 10月8日 11月4日 11月5日

本駐車場 9:30～15:48 8:13～15:00 8:15～ 9:15～ 8:10～13:20

臨時駐車場 8:30～16:00

大淀野草 本駐車場

長柄 本駐車場

長柄河畔 本駐車場

毛馬 本駐車場

本駐車場 9:10～17:00 9:00～17:00 11:00～13:30 10:45～17:00

臨時駐車場 10:20～14:50

城北河畔 本駐車場

本駐車場 9:20～11:50 9:45～12:55 8:30～13:00

第1臨時駐車場 10:10～13:00

第2臨時駐車場

外島 本駐車場

守口 本駐車場

八雲野草 本駐車場

八雲 本駐車場 9:30～15:30 9:30～16:00

庭窪河畔 本駐車場

本駐車場 13:00～15:20 6;50～17:00 6;50～17:00

臨時駐車場

佐太西 本駐車場

本駐車場

臨時駐車場

点野野草 本駐車場

本駐車場 10:20～13:30 9:00～13:30 9:30～15:00

第1臨時駐車場

第2臨時駐車場

出口野草 本駐車場

出口 本駐車場

出口河畔 本駐車場

伊加賀野草 本駐車場

三矢 本駐車場

下流駐車場 9:15～14:00 10:;00～14:00

上流駐車場

背割堤 本駐車場

十三野草 本駐車場

本駐車場 10:40～15:20 9:20～ 12:50～15:20

臨時駐車場

本駐車場 10:30～ 11:30～12:45 10:20～

臨時駐車場

本駐車場 10:30～

臨時駐車場

一津屋河畔 本駐車場

本駐車場 10:00～16:30 4:30～16:30 11:30～15:39 10:30～15:00

臨時駐車場 12:00～14:30

鳥飼野草 本駐車場

鳥飼下 本駐車場

鳥飼上 本駐車場 9:00～14:00

三島江 本駐車場

三島江野草 本駐車場

本駐車場 9:20～14:25

臨時駐車場

島本 本駐車場

本駐車場

　臨時駐車場
大山崎

枚方

西中島

豊里

一津屋野草

鳥飼西

大塚

太間

海老江

赤川

太子橋

大日

仁和寺野草
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別紙１９

番号 品目 規格 単位 数量 設置場所 備考

1 小型トラック 4×4Ｇ 台 1 太間サービスセンター 大阪500に744

2 洗浄機
MTVK－830
(高圧)防音タイプ

台 1
太間サービスセンター

階段下

3 テーブル 会議用 個 1 鳥飼サービスセンター

4 テーブル 会議用 個 1 鳥飼サービスセンター

5 テーブル 会議用 個 1 鳥飼サービスセンター

6 テーブル 会議用 個 1 鳥飼サービスセンター

7 テーブル 会議用 個 1 鳥飼サービスセンター

8 テーブル 会議用 個 1 鳥飼サービスセンター

9 テーブル 会議用 個 1 鳥飼サービスセンター

10 テーブル 会議用 個 1 鳥飼サービスセンター

11 テーブル 会議用 個 1 庭窪レストセンター

12 テーブル 会議用 個 1 庭窪レストセンター

13 テーブル 会議用 個 1 庭窪レストセンター

14 テーブル 会議用 個 1 庭窪レストセンター

15 テーブル 会議用 個 1 庭窪レストセンター

16 テーブル 会議用 個 1 庭窪レストセンター

17 テーブル 会議用 個 1 庭窪レストセンター

18 テーブル 会議用 個 1 庭窪レストセンター

19 両袖机 事務用 個 1 鳥飼サービスセンター

20 両袖机 事務用 個 1 鳥飼サービスセンター

21 回転椅子
その他
ライオン

脚 1 鳥飼サービスセンター

提供物品一覧
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番号 品目 規格 単位 数量 設置場所 備考

22 回転椅子
その他
ライオン

脚 1 太間サービスセンター

23 応接セット 組 1 鳥飼サービスセンター

24 テレビ
その他
サンヨーC－24ｗ

台 1 鳥飼サービスセンター

25 テレビ
その他
サンヨーC－24ｗ

台 1 鳥飼サービスセンター

26 金庫
片開き
ライオン

個 1 鳥飼サービスセンター

27 保管庫 引き違い戸 台 1 鳥飼サービスセンター

28 保管庫 引き違い戸 台 1 鳥飼サービスセンター

29 保管庫 引き違い戸 台 1 鳥飼サービスセンター

30 こたつ サンヨーTF－CW805 台 1 鳥飼サービスセンター

31 ポンプ
水中ポンプ
残水吸水用LSP2－4

個 1 仁和寺(財団)

32 ポンプ
水中ポンプ
残水吸水用LSP2－4

個 1 仁和寺(財団)

33 ポンプ
水中ポンプ
残水吸水用LSP2－4

個 1 仁和寺(財団)

34 平机
会議用
コクヨ　K_T－TS81R

個 1 守口サービスセンター会議室

35 平机
会議用
コクヨ　K_T－TS81R

個 1 守口サービスセンター会議室

36 空気調節装置 東芝APAK8034 台 1 太間サービスセンター

37 空気調節装置 東芝APAK8034 台 1 太間サービスセンター

38 ダストボックス(ゴミ箱) イナバ　DBN－106N同等品以上 台 1 背割堤サービスセンター

39 物置
プレハブ式倉庫イナバNHN－64
同等品以上

台 1 背割堤サービスセンター

40 多用途物品棚(5段、300ｋg用) 日本ファイリング同等品以上 台 1 背割堤サービスセンター

41 演壇
内田洋行80型スタンダードタイプ
同等品以上

台 1 背割堤サービスセンター

42 ダストボックス ヤマサキG-003同等品以上 台 1 背割堤サービスセンター

43 おむつ替え台
ヤマサキ　業務用おむつ交換台
G－002同等品以上

台 1 背割堤サービスセンター
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番号 品目 規格 単位 数量 設置場所 備考

44 司会台
内田洋行　案内板スタンダードタ
イプS型同等品以上

台 1 背割堤サービスセンター

45 ステージ(折り畳み式)
内田洋行　NPS－400同等品以
上

台 5 背割堤サービスセンター

46 ステージ用カーテン 内田洋行　NSC－4同等品以上 m 20 背割堤サービスセンター

47 書架 壁面書架(単式7段2連) 台 1 背割堤サービスセンター

48 パネル 展示パネル 台 14 背割堤サービスセンター

49 自動体外式除細動器 AED 台 1 背割堤サービスセンター

50 リアカー アルミリアカーSMC－3 台 1 背割堤サービスセンター

51 テーブル・椅子(4脚)セット
テーブル径1100×高さ700パラソ
ルホール付椅子4脚

セット 9 背割堤サービスセンター

52 ボート
アオキカヌーワークスhighfivoA-
TEAM

艇 1 背割堤サービスセンター

53 ボート ゴムボート 台 1 背割堤サービスセンター

54 船舶用エンジン
船外機　トーハツMFS9.9DS－
DO

台 1 背割堤サービスセンター

55 スクリーン 150型ワイド手動スクリーン 台 1 背割堤サービスセンター

56 テーブル プロジェクターテーブル 個 1 背割堤サービスセンター

57 ブルーレイディスクレコーダー パナソニック　DMR－BRG2020 台 1 背割堤サービスセンター

58 製氷機 北沢産業　KFIC－A45KT 台 1 背割堤サービスセンター

59 コンロ
IHコンロ　北沢産業KCT－30A
3KW

台 1 背割堤サービスセンター

60 冷蔵コールドテーブル 北沢産業　KYRC－150RM. 台 1 背割堤サービスセンター

61 調理台 三方枠　W1450＊D400＊H800 台 1 背割堤サービスセンター

62 発電機 発電機 台 1 背割堤サービスセンター

63 ディスプレイ
冷蔵ディスプレイ　ホシザキKD－
90D1

台 1 背割堤サービスセンター

64 アンプ ワイヤレスポータブルアンプ 台 1 背割堤サービスセンター

65 ミキサー エムエムアイ　MMB－142 台 2 背割堤サービスセンター
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番号 品目 規格 単位 数量 設置場所 備考

66 プロジェクター
液晶プロジェクタ　エプソン
EB1780W

台 1 背割堤サービスセンター

67 テレビ パナソニック　TH－32D325 台 1 背割堤サービスセンター

68 プロジェクター 液晶プロジェク－ 台 1 背割堤サービスセンター
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購入備品一覧 

【 平成 26 年度 】 

番号 品目 規格 数量
単

位
購入年月日 金額 経費区分 

保管場所または

設置場所 

1 シュレッダー NS-406c 1 台 2014/2/26 199,800 運営管理費 
鳥飼サービ

スセンター 

2 蓄電池 ポータブル型 1 台 2014/2/26 182,500 維持修繕 
太間サービ

スセンター 

3 発電機 EU9i(ホンダ) 1 台 2014/3/4 103,680 維持修繕 
太間サービ

スセンター 

4 発電機 EU9iGBJNT(ホンダ) 2 台 2014/3/4 213,800 維持修繕 
太間サービ

スセンター 

5 
AED 収納ボッ

クス 
自立型 2 基 2014/3/3 259,200 運営管理費 

守 口 ・ 鳥 飼

サ ー ビ ス セ

ンター 

 

【 平成 27 年度 】 

番号 品目 規格 数量 単位 購入年月日 金額 経費区分 
保管場所または

設置場所 

1 発電機 EU9ｉＧＢ（ホンダ） 1 台 2015/5/28 106,900
その他設備維

持 
赤川 

2 発電機 EU9ｉＧＢ（ホンダ） 10 台 2015/8/18 1,039,000
その他設備維

持 
各管理所 

3 蓄電池 マクセル(M-PAC01W) 12 台 2015/10/6 1,684,800
その他設備維

持 
各管理所 

 

【 平成 28 年度 】 

番号 品目 規格 数量 単位 購入年月日 金額 経費区分 
保管場所または

設置場所 

1 動力噴霧器 MS-ERH50TH85 1 台 2016/8/28 102,315 利用サービス 太間 SC 

 

【 平成 29 年度 】 

番号 品目 規格 数量 単位 購入年月日 金額 経費区分 
保管場所または

設置場所 

1 発電機 
EU9ｉＧＢ（ホンダ・エネ

ポ） 
4 台 2017/11/12 419,040

その他設備維

持 
鳥飼ＳＣ 

2 ヘッジトリマ マキタ（ＭＥＮ３０００） 1 台 2018/3/8 73,150 巡視補助 太間ＳＣ 

3 プロジェクター 
エプソン（ＥＢ－１７８０

Ｗ） 
1 台 2018/3/23 107,136 広告宣伝費 背割堤ＳＣ 
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4
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

5
3
2
k
m
 

1
0
日
 

5
7
時
間

3
0
分
 

 
 

3
5
.
6
7
ℓ
 

5
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

7
8
7
k
m
 

1
4
日
 

8
1
時
間

3
0
分
 

 
 

1
0
9
.
6
3
ℓ
 

6
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

7
7
8
k
m
 

1
6
日
 

8
1
時
間

0
0
分
 

 
 

9
4
.
3
2
ℓ
 

7
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

7
0
2
k
m
 

1
7
日
 

6
6
時
間

0
0
分
 

 
 

1
0
7
.
5
8
ℓ
 

8
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

6
1
0
k
m
 

1
3
日
 

6
0
時
間

3
0
分
 

 
 

6
4
.
4
3
ℓ
 

9
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

8
9
0
k
m
 

1
7
日
 

9
9
時
間

0
0
分
 

 
 

1
3
2
.
8
5
ℓ
 

1
0
月

 
H
2
8
-
3
1
淀

川
河

川
公

園
運

営
維

持
管

理
業

務
 

7
5
1
k
m
 

1
9
日

 
9
8
時

間
3
0
分

 
 

 
6
6
.
7
ℓ
 

1
1
月

 
H
2
8
-
3
1
淀

川
河

川
公

園
運

営
維

持
管

理
業

務
 

7
4
5
k
m
 

1
5
日

 
8
0
時

間
0
0
分

 
 

 
1
1
0
.
9
3
ℓ
 

1
2
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

4
3
3
k
m
 

9
日
 

4
4
時
間

30
分
 

 
 

3
4
ℓ
 

1
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

5
6
5
k
m
 

1
3
日
 

6
1
時
間

0
0
分
 

 
 

9
2
.
9
9
ℓ
 

2
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

7
0
2
k
m
 

1
1
日
 

7
1
時
間

0
0
分
 

 
 

5
6
.
7
ℓ
 

3
月
 

H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

7
5
8
k
m
 

1
6
日
 

7
5
時
間

0
0
分
 

 
 

9
3
.
8
1
ℓ
 

 

 
-別紙224-



【平成２６年度】

[守口サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2 4

5月 3 0 6 0 2 1 0 0 9 3 12

6月 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2

7月 1 0 3 0 3 1 1 0 4 5 9

8月 4 0 6 0 3 0 0 3 10 6 16

9月 0 2 2 0 1 0 3 0 4 4 8

10月 3 0 1 1 3 0 0 1 5 4 9

11月 0 0 3 0 1 0 1 0 3 2 5

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4

2月 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 4

3月 1 0 1 0 1 2 0 0 2 3 5

合計 16 2 24 1 18 7 6 4 43 35 78

[太間サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 4

5月 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

6月 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

7月 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 4

8月 3 0 1 1 1 0 0 0 5 1 6

9月 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

10月 2 0 1 0 1 0 0 1 3 2 5

11月 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3

12月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

1月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

2月 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 4

3月 1 1 2 0 0 1 1 0 4 2 6

合計 16 3 6 3 5 4 2 2 28 13 41

危機管理対応実績・報告①＜事故対応等＞

合
計

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

合
計

公園区域内 公園区域外 公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

別紙 22
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[鳥飼サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

5月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

6月 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2

7月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

8月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

9月 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

10月 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2

11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

3月 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

合計 8 0 0 1 2 2 1 0 9 5 14

[管轄サービスセンター不明] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

6月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2

合
計

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

合
計

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計
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【平成27年度】

[守口サービスセンター] 76件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 1 4 0 0 0 0 0 6 0 6

5月 3 1 8 0 2 1 0 0 12 3 15

6月 0 1 7 1 0 2 0 0 9 2 11

7月 0 1 6 0 0 2 0 0 7 2 9

8月 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 4

9月 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4

10月 3 0 1 0 0 1 1 0 4 2 6

11月 1 0 0 0 0 4 0 0 1 4 5

12月 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 4

1月 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4

2月 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 3

3月 1 1 1 0 1 0 1 0 3 2 5

合計 15 6 28 1 5 15 6 0 50 26 76

[太間サービスセンター] 54件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 4

5月 3 1 0 0 0 1 0 0 4 1 5

6月 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4

7月 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 4

8月 1 1 2 0 0 0 2 0 6 2 8

9月 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2

10月 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 4

11月 5 1 2 1 1 0 0 0 9 1 10

12月 1 0 0 0 1 1 0 1 4 3 7

1月 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 3

2月 2 0 1 0 1 1 0 0 3 2 5

3月 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3

合計 15 4 11 2 9 8 3 2 37 22 59

公
園
区
域
外
計

合
計

公
園
区
域
外
計

公園区域外

公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
内
計

合
計

公園区域内 公園区域外

公園区域内
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[鳥飼サービスセンター] 24件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3

5月 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4

6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

8月 0 0 3 0 1 0 0 0 4 1 5

9月 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2

10月 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

11月 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2

12月 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 4

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3

3月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

合計 9 1 7 3 3 1 0 0 23 4 27

[管轄サービスセンター不明] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3

公園区域内

合
計

公
園
区
域
外
計

合
計

公園区域外

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

公
園
区
域
内
計
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【平成28年度】

[守口サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 0 1 2 0 0 0 0 3 0 3

5月 1 0 10 0 1 2 1 0 11 4 15

6月 1 0 4 0 0 0 1 2 5 3 8

7月 0 0 6 1 0 1 1 0 7 2 9

8月 0 1 5 0 1 1 0 0 6 2 8

9月 0 0 3 0 0 1 0 0 3 1 4

10月 1 1 2 0 0 3 1 0 4 4 8

11月 2 0 1 0 0 1 0 0 3 1 4

12月 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2

1月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

2月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

3月 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 4

合計 8 3 33 1 3 12 5 2 45 22 67

[太間サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 5 0 3 0 0 2 0 0 8 2 10

5月 1 0 1 0 3 2 0 1 2 6 8

6月 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2

7月 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3

8月 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3

9月 3 2 1 0 2 0 0 1 6 3 9

10月 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3

11月 2 1 2 0 0 1 0 0 5 1 6

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2 4

2月 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 3

3月 1 1 4 0 1 1 0 0 6 2 8

合計 15 6 16 0 9 11 0 2 37 22 59

公園区域外

合
計

合
計

公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

公園区域内

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計
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[鳥飼サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

5月 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0 5

6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3

8月 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

9月 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2

10月 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2

11月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3

合計 7 1 5 0 1 4 0 0 13 5 18

[管轄サービスセンター不明] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合
計

公
園
区
域
外
計

公
園
区
域
内
計

公園区域外公園区域内

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

合
計
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【平成２９年度】

[守口サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 2 0 1 0 0 1 1 1 3 3 6

5月 5 1 9 1 0 2 3 0 16 5 21

6月 1 1 2 0 0 0 1 0 4 1 5

7月 2 0 7 0 0 0 2 0 9 2 11

8月 1 0 3 0 0 3 1 0 4 4 8

9月 1 1 1 0 2 2 0 0 3 4 7

10月 0 1 3 0 1 1 0 1 4 3 7

11月 0 0 3 0 0 2 0 0 3 2 5

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3

2月 0 0 1 0 0 3 0 0 1 3 4

3月 0 0 1 0 0 3 2 0 1 5 6

合計 13 4 31 1 3 18 10 3 49 34 83

[太間サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 4

5月 3 0 1 0 0 2 1 0 4 3 7

6月 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 4

7月 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2

8月 2 0 2 1 1 0 0 1 5 2 7

9月 3 0 1 0 1 3 0 0 4 4 8

10月 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3

11月 2 0 0 0 0 2 0 1 2 3 5

12月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

1月 1 0 0 0 0 1 2 0 1 3 4

2月 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3

3月 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2

合計 15 0 8 2 6 10 4 5 25 25 50

合
計

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

合
計
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[鳥飼サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

5月 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4

6月 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2

7月 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3

8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月 1 1 1 0 2 1 0 0 3 3 6

10月 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3

11月 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3

12月 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 3 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4

3月 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

合計 11 3 6 0 5 4 0 1 20 10 30

[背割堤サービスセンター] 件

事故 事件 病気 その他 事故 事件 病気 その他

4月 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4

5月 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

6月 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

7月 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月 1 0 2 0 1 0 0 0 3 1 4

合計 5 0 4 1 3 0 0 0 10 3 13

公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

公園区域外

公
園
区
域
内
計

合
計

公
園
区
域
外
計

合
計

公園区域内

公園区域内 公園区域外
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平成２６年度　河川公園区域内における事故報告一覧

＜事故＞

1
4月1日
（火）

鳥飼 鳥飼下地区
淀川右岸
19.7k付近

サッカー場 試合中の怪我
11時20分頃、サッカー場の試合中の接触プレーにより選手
が右肩を脱臼。サッカーチーム関係者が救急車を要請。11
時40分頃救急車到着、病院へ搬送。

14歳
男性

2
4月9日
（水）

太間 背割堤地区
木津川右岸
0.0k付近

堤防法面 接触事故
12時50分頃、花見に来ていた女性が法面を降りる際に足を
滑らせ、下に座っていた女性の腰部を強打。被害者の友人
が救急車を要請。13時救急車到着、病院へ搬送。

68歳
女性

70歳
女性

3
4月12日
（土）

鳥飼 鳥飼上地区
淀川右岸
20.2k付近

サッカー場 試合中の怪我
14時頃、サッカーの試合中に選手が転倒し左腕を負傷。
チーム関係者が救急車を要請。
14時35分救急車到着、病院へ搬送。

12歳
男性

4
4月20日
（日）

守口 海老江地区 野球場No.4 試合中の怪我
15時15分頃、野球の試合中、ホームベース上で走者と捕手
が接触し走者が軽い脳しんとうをおこした。大事をとって監督
が救急車を要請。15時25分救急車到着、病院へ搬送。

14歳
男性

5
4月27日
（日）

鳥飼 大塚地区
バーベキューエリ
ア内

単独転倒
15時25分頃、家族でバーベキューに来ていた家族の子供が
父親が引く台車に接触、転倒し、手を切った。15時28分救急
車到着、病院へ搬送。

10歳位
女性

6
5月2日
（金）

守口 豊里地区 駐車場
車同士の接触事
故

16時40分頃、駐車場内で車がバックで移動中、他の止まっ
ていた車に接触した。両者とも大きな傷も無く、当事者が警
察に通報し、警察官立ち会いのもと話合い。

7
5月11日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+30m
付近

バーベキューエリ
ア内

テント倒壊による
負傷

16時50分頃、バーベキューのために建てたテントが強風に
飛ばされ額に当たり出血。負傷者が意識朦朧のため、同行
者が救急車を要請。17時5分救急車到着、病院へ搬送。

40歳代
男性

8
5月17日
（土）

守口 海老江地区 野球場No.1 試合中の怪我
14時20分頃、野球試合中、選手同士がぶつかり片方の選手
がスパイクの刃で足を負傷したため、チームメイトが救急車
を要請。14時34分救急車到着、病院へ搬送。

20歳代
男性

9
5月17日
（日）

太間 枚方地区 下流駐車場内 単独転倒
16時30分頃、バーベキューに来た男性が駐車場外周のロー
プに足を引っかけて転倒し、救急車を要請。16時50分救急
車到着、病院へ搬送。

53歳
男性

10
5月25日
（日）

鳥飼 大山崎地区
桂川右岸
1.0k+150m
付近

駐車場 単独転倒
10時23分頃、１歳の男児が駐車場のアスファルトで転倒し、
額を切り出血したため、救急車を要請。
10時30分救急車到着、病院へ搬送。

1歳
男性

11
5月27日
（火）

太間 太間地区
淀川左岸
22.0k付近

公園区域内 単独怪我
11時20分頃、自転車に乗っていた男性が倒れているのを見
かけた通行人が、救急通報した。11時20分救急車到着した
が、病院に行きたくないとのことで自宅へ送った。

60歳位
男性

12
5月29日
（日）

太間 仁和寺野草地区 駐車場前 単独転倒
自転車で守口方面から枚方方面に向かっていた男性が転倒
して左足が動かなくなったため、消防、警察に通報。
20時32分救急車到着、病院へ搬送。

42歳
男性

13
6月21日
（土）

守口 太子橋地区
淀川左岸
14.0k付近

多目的広場内 単独転倒
11時25分頃、男性が友人とランニング中に転倒し左足の膝
下を裂傷し、友人が救急車を要請。
11時30分救急車到着、病院へ搬送。

23歳
男性

14
6月29日
（日）

太間 太間地区
淀川左岸
21.6k+20m
付近

芝生広場内 練習中の怪我
10時20分頃、フラッグフットボールの練習中、男性がアキレ
ス腱を切断。チーム関係者が救急車を要請。
10時32分救急車到着、病院へ搬送。

40歳代
男性

15
7月21日
（月）

守口 海老江地区
バーベキュー広
場

巻き添えで怪我
15時過ぎ、大人が相撲を取っていて横にいた子供が巻き添
えで怪我をしたため、家族が救急車を要請。
15時55分救急車到着、病院へ搬送。

3歳
男性

16
7月26日
（土）

太間 木屋元地区 サッカー場 試合中の怪我
11時55分頃、サッカーの試合中に選手同士が接触し、男性
が転倒して左手を骨折したため、監督が救急車を要請。12
時05分救急車到着、病院へ搬送。

15歳
男性

17
8月6日
（金）

太間 太間地区 駐車場
車同士の接触事
故

14時20分頃、女性が車で帰宅時、駐車場内の他の車（運転
手不在）に接触したがそのまま帰宅。16時頃、ご主人と警察
に報告、現場に戻ったが被害車は既に退出していた。

年齢不
明女性

18
8月21日
（木）

太間 太間地区
管理所付近の駐
車場

ハチ刺され
10時頃、管理員が駐車場周辺の生け垣・中低木を剪定中、
20匹程度のハチが植栽から出てきて、うち１匹に刺された。
気分は悪くないが少しずつ患部が腫れてきている。

管理員

19
8月22日
（金）

守口 西中島地区 遊具広場付近 転倒による怪我
11時30分頃、親子で散歩中に野犬に追いかけられ、子供が
転倒をし摺り傷を負ったとの報告を、野犬対策をしてほしい
という苦情と共に受けた。

子供 野犬

20
8月23日
（土）

守口 太子橋地区 野球場No.2 転倒による怪我
15時10分頃、野球の応援に来ていた少女が、休憩中に遊ん
でいて選手の肩の上より飛び降り転倒、骨折の疑いがあり
母親が救急車を要請。15時20分救急車到着。

11歳
女性

21
8月24日
（日）

太間 太間地区
バーベキューエリ
ア内

単独転倒
14時頃、バーベキューに来ていた男性がつまずいて転倒し
右肩を脱臼、同行の友人が救急車を要請。
14時10分救急車到着、病院へ搬送。

61歳
男性

22
8月24日
（日）

守口 毛馬地区 野球場No.1 単独転倒
16時30分頃、野球のプレー中の男性が滑って転倒し左膝を
痛めた。チームメイトが救急車を要請。
16時45分救急車到着、病院へ搬送。

19歳
男性

23
8月31日
（日）

鳥飼 大山崎地区 ピクニック広場内 単独怪我
11時23分頃、男児が以前からぐらついていた前歯が折れて
歯茎から出血したため、同行者が救急車を要請。
11時32分救急車到着、病院へ搬送。

5歳
男性

24
8月31日
（日）

守口 毛馬地区
サッカーラグビー
場

試合中の怪我
17時50分頃、サッカーの試合中に選手同士が接触し男性が
顔面を強打したため、チームメートが救急車を要請。17時58
分救急車到着、病院へ搬送。

20歳位
男性

25
9月6日
（土）

鳥飼 三島江地区
バーベキューエリ
ア内

単独怪我
12時50分頃、バーベキュー広場の擬木ベンチから男児が落
下し頭を打って出血、母親が救急車を要請。
13時15分救急車到着、病院へ搬送。

4歳
男性

26
9月13日
（月・祝）

鳥飼 大山崎地区
桂川右岸
1.0k+150m
付近

芝生広場内 単独怪我
11時57分頃、女児が芝生広場にある石の上を飛び跳ねて遊
んでいてバランスを崩し転倒し額を切ったため、管理員が救
急車を要請。12時17分救急車到着、病院へ搬送。

4歳
女性

27
9月23日
（火・祝）

太間 背割堤地区
淀川左岸
36.4k+100m
付近

遊歩道
自転車と子供の
接触事故

10時30分頃、自転車走行中の男性が家族連れの女児と接
触した際、転倒し腰を強打。女児は軽傷。女児の母親が救
急車を要請。10時45分救急車到着、病院へ搬送。

45歳男
性

4歳女性

28
10月8日
（水）

太間 枚方地区 下流駐車場内 車両事故
16時48分、公園利用者が退園のため車両を運転したとき、
アクセルとブレーキを間違えて歩道に乗り上げ、身動き不能
となった。警察に通報、車両はJAFにて処置。

29
10月20日

（月）
太間 枚方地区

淀川左岸
25.6k付近

下流駐車場内 単独転倒
11時20分頃、小学生男児が駐車場周りの柵のロープに乗っ
て遊んでいて落ち、後頭部を打撲。母親が救急車を要請。11
時40分救急車到着、病院へ搬送。

10歳
男性

30
10月26日

（日）
守口 毛馬地区 サッカー場内 練習中の怪我

9時過ぎ、右手小指をボールで痛め、チームメイトが救急車
を要請。9時25分頃救急車到着。
詳細不明

年齢不
明男性

31
10月26日

（日）
守口 外島地区 公園区域内 単独事故

4歳の男の子が飴をのどに詰まらせたため、母親が救急車を
要請。11時04分救急車到着、救急隊員が処置をし搬送せず
に退出。

4歳
男性

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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32
10月26日

（日）
鳥飼 大山崎地区 野球場No.1 プレー中の怪我

12時頃、プレー中スライディングをしたランナーが、肩を負傷
したため、チームメイトが救急車を要請。
12時11分救急車到着、病院へ搬送。

14歳
男性

33
10月26日

（日）
守口 毛馬地区 野球場 プレー中の怪我

13時頃、プレー中のボールが選手の鼻に当たり、チーム関
係者が救急車を要請。
13時7分救急車到着、病院へ搬送。

13歳
男性

34
11月23日

（日）
太間 仁和寺野草地区 トイレNo.174付近 単独転倒

16時前、高齢の女性が車止めに躓いて転倒したため、同行
の家族が救急車を要請。
16時10分救急車到着、病院へ搬送。

78歳
女性

35
11月24日
（月・振）

太間 枚方地区
バーベキュー広
場内

単独怪我
11時頃、バーベキューに来た男性が調理中に手の指を切り
出血したため救急車を要請。
11時08分救急車到着、病院へ搬送。

30歳位
男性

36
1月10日
（土）

守口 西中島地区
右岸8.4㎞付
近

公園区域内 車両物損事故
13時20分頃、駐車場から出口方面への道路沿い縁石に、車
両が乗り上げ、運転不能となり管理員が警察に連絡。
14時20分頃警察官１名が到着。縁石に損傷あり。

21歳
男性

37
1月25日
（日）

守口 赤川地区
ラクビー・サッカー
場内

単独怪我
15時頃、サッカーの試合中にスローイングをした時、左腕の
筋を痛めた。

39歳
男性

38
2月15日
（日）

太間 太間地区 芝生広場 プレー中の怪我
10時45分頃、フットボールの練習中、仲間同士がぶつかり頭
を打撲。救急車を要請。
11時5分頃、救急車到着

39歳
男性

39
3月23日
（月）

守口 海老江地区 一般野球場－③ 単独怪我
10時45分頃、野球場上流側の側溝の所で練習中に転倒。骨
折をしているかもしれないので救急車を要請。

50歳
男性

40
3月31日
（火）

太間 三矢地区
淀川左岸
25.2k＋250m
付近

駐車場進入堤外
坂路

車両の自損事故

11時05分頃、駐車場から移動時のアクセルとブレーキを間
違えて縁石を乗り上げ、法面を走行し坂路上で停止した。オ
イル漏れを起こしているため警官が消防へ連絡。
12：25レッカー車到着

50歳
男性

＜事件＞

1
7月6日
（日）

太間 背割堤地区
淀川左岸
35.6k+100m
付近

公園区域内 置き引き
11時頃、看板にショルダーバックをかけてランニングをしてい
て、帰ってきたらバッグがなくなっていた旨、管理所へ連絡が
あった。被害者と管理員で探索ののち、警察へ通報。

62歳
男性

2
9月20日
（土）

守口 西中島地区
バーベキュー広
場

行方不明
17時40分頃、バーベキューを行っていたグループで女性が
行方不明となっていると連絡があり、園内放送、警察への通
報を行った。19時10分トイレの中で発見。

20代後
半

女性

3
9月23日
（火・祝）

守口 西中島地区
バーベキュー広
場

トラブル
16時30分頃、バーベキュー宅配業者に泥酔した男性がク
レームを付け、掴みかかろうとした。宅配業者が警察、消防
へ通報。18時10分、警察が間に入り当事者間で和解。

4
2月7日
（土）

太間 出口地区
タイル広場横の
実生木

死体発見
時間不明、太間管理所の管理員が巡回時に警察車両が進
入しているのを発見。事情を聞くと、首つり自殺とのこと。

70歳前
後

5
3月3日
（火）

太間 枚方地区
上流側園路横の
芝生広場

火災

0時頃、来園者が新聞などが燃えているのを発見し水道水で
消火し消防へ通報。トイレ№１８１の横、で花火や暖をとった
跡あり。トイレには損傷なし。
6時50分頃消防による現場検証

＜病気＞

1
4月9日
（水）

守口 海老江地区 野球場No.1 体調不良
11時30分頃、散歩していた男性が急に気分が悪くなり、公園
利用者が声をかけ救急車を要請。
11時45分救急車到着、病院へ搬送。

70歳代
男性

2
5月4日
（日）

守口 十三野草地区
淀川右岸
8.0k付近

芝生広場 体調不良
15時10分頃、バーベキューをしていた男性が体調不良を訴
えたため、友人が救急車を要請。
15時25分救急車到着、病院へ搬送。

21歳
男性

3
5月5日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+20m
付近

公園区域内 体調不良
15時頃、男性が飲みすぎによる体調不良を訴えたため、友
人が救急車を要請。
15時20分救急車到着、病院へ搬送。

33歳
男性

4
5月6日
（火・振）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+20m
付近

公園区域内 体調不良
男性が飲みすぎによる体調不良になり、友人が救急車を要
請。
15時20分救急車到着、病院へ搬送。

30歳位
男性

5
5月18日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+100m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
15時頃、バーベキューエリアで仲間と酒を飲んでいて男性が
突然意識を無くしたため、同行者が救急車を要請。
15時15分救急車到着、病院へ搬送。

32歳
男性

6
5月18日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+150m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
15時40分頃、仲間と酒を飲んでいて、男性が気分が悪くなり
横になるが意識を無くしたため、友人が救急車を要請。15時
55分救急車到着、病院へ搬送。

42歳
男性

7
5月25日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+110m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
16時頃、バーベキューで飲食中の女性が急性アルコール中
毒になり、意識はあるが朦朧としていたため、友人が救急車
を要請。16時09分救急車到着、病院へ搬送。

19歳
女性

8
6月1日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+150m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時頃、バーベキューエリアで男性が多量の飲酒と気温上
昇のため体調不良となり、友人が救急車要請した。
14時15分救急車到着、病院へ搬送。

35歳
男性

9
7月1日
（火）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+120m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
16時頃、バーベキューエリアで男性が多量の飲酒と気温上
昇のため体調不良となり、友人が救急車要請した。
16時3分救急車到着、病院へ搬送。

35歳
男性

10
7月2日
（水）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+140m
付近

野球場No.3 体調不良
13時頃、野球の試合中に男性が体調不良になり、チーム
メートが救急車を要請した。
13時10分救急車到着、病院へ搬送。

52歳
男性

11
7月20日
（日）

守口 八雲地区
淀川左岸
13.6k+150m
付近

少年野球場 体調不良
12時20分頃、少年野球をしていた少年が熱中症にかかり、
チーム関係者が救急車を要請。
12時30分救急車到着、病院へ搬送。

11歳
男性

12
8月5日
（火）

守口 守口地区 公園区域内 体調不良
9時20分頃、高齢の男性が急病で救急搬送された。
管理員が現場に到着した時には救急車が退出するところ
だったてめ詳細不明。

男性

13
8月7日
（木）

守口 豊里地区
淀川右岸
14.0k+100m
付近

上流芝生広場 体調不良
11時頃、大学アイススケート部の練習中に、男性が軽い熱
中症の症状を訴えたため、チームメイトが救急車を要請。11
時15分救急車到着、病院へ搬送。

19歳
男性

14
8月21日
（木）

太間 仁和寺野草地区
グランドゴルフ場
内

体調不良
12時頃、グランドゴルフ場でプレー中の女性が熱中症で気分
が悪くなり立っていられなくなったため、救急車を要請した旨
の報告があった。

70歳代
女性

15
8月25日
（日）

守口 豊里地区
淀川右岸
13.4k付近

公園区域内 体調不良
17時50分頃、アルティメットのプレー中、男子大学生が体調
不良を訴えたため、チームメイトが救急車を要請。18時00分
救急車到着、病院へ搬送。

21歳
男性

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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16
8月27日
（水）

守口 西中島地区
バーベキューエリ
ア内

体調不良
18時10分頃、バーベキューをしていた男性が多量の飲酒に
より体調不良となり、友人が救急車を要請。
18時24分救急車到着、病院へ搬送。

19歳
男性

17
8月31日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+130m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時20分頃、バーベキューをしていた女性が体調不良とな
り、同行のグループの方が救急車を要請。
14時35分救急車到着、病院へ搬送。

26歳
女性

18
8月31日
（日）

守口 西中島地区
バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時50分頃、バーベキューをしていた女性が意識を失い倒
れたため、同行のグループの方が救急車を要請。
15時05分救急車到着、病院へ搬送。

20歳代
女性

19
9月7日
（日）

守口 外島地区 陸上競技場内 体調不良
10時頃、練習中に男児が体調不良を訴えたため、母親が救
急車を要請。
10時15分救急車到着、病院へ搬送。

12歳
男性

20
9月27日
（土）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.5k付近

公園区域内 体調不良
11時頃、マラソン（大阪30k）中、走行者の気分が悪くなり救
護車にて救護所へ運ばれた。大会スタッフが念のため救急
車を要請。11時27分救急車到着、病院へ搬送。

40歳代
男性

21
10月2日
（木）

守口 赤川地区
サッカー場横の園
路

体調不良
16時過ぎ、サッカー場横の園路で倒れている男性を利用者
が発見し、救急車を要請。
16時20分救急車到着、病院へ搬送。

73歳
男性

22
10月19日

（日）
太間 枚方地区

淀川スタジアム周
辺

体調不良（痙攣）
グランドゴルフ大会終了後、参加者の男性が痙攣症状で休
憩していたところ、居合わせた女性が救急車を要請。15j時
10分、男性は固辞したがとりあえず病院へ搬送された。

70歳位
男性

23
11月2日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.0k付近

公園区域内 体調不良（痙攣）
14時20分頃、男性が市民マラソン中に体調不良になり自身
で救護所に行き点滴等を受けるが、痙攣が治まらずドクター
が救急車を要請。15時20分救急車到着、病院へ搬送。

60歳位
男性

24
11月8日
（土）

守口 西中島地区
バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時40分頃、バーベキューに来ていた2人の男性が多量の
飲酒により体調不良を訴えたため、仲間が救急車を要請。
14時55分救急車2台到着、病院へ搬送。

22歳男
性

26歳男

25
11月9日
（日）

太間 枚方地区
リバーサイドマラ
ソンゴール地点

体調不良
12時40分頃、男性がマラソンでゴール直後に倒れて、心肺
停止。関係者が救急車を要請。救急隊員が心臓マッサージ
を施しAEDの使用前に復活し意識も回復した。

28歳
男性

26
11月21日

（金）
守口 豊里地区

淀川右岸
13.6k付近

芝生広場 体調不良
14時頃、凧揚げをしていた男性が、急に気分が悪くなり嘔吐
したため、一緒にいた友人が救急車を要請。
14時27分救急車到着、病院へ搬送。

75歳位
男性

27
2月28日
（土）

太間 仁和寺野草地区
グランドゴルフ場
内

体調不良
14時30分頃、プレーをしていた人が気分が悪くなり本人が管
理員に救急車を要請。
14時40分救急車到着、病院へ搬送。

79歳
男性

28
3月28日
（土）

太間 枚方地区
２５ｋｍ＋９０
０ｍ

淀川スタジアムの
横

体調不良
11時頃、淀川ウルトラマラソンのボランティアスタッフが気分
が悪くなった。

60歳代
女性

29
3月28日
（土）

守口 太子橋地区 野球場－① 体調不良
16時40分頃、ソフトボールの試合後、めまいを起こし動けなく
なったため救急車を要請。
16時45分救急車到着。

72歳
男性

30
3月29日
（日）

太間 枚方地区
ウルトラマラソンメ
イン会場内

体調不良
13時35分頃、マラソン完走者がゴール直後に低体温症状態
になる。

72歳
男性

＜その他＞

1
4月6日
（日）

太間 仁和寺野草地区
グランドゴルフ場
内

犬によるトラブル
小型犬のリードを外して散歩中、犬がグランドゴルフ場に進
入したため、スティックで追い払おうとして犬にあたり口論と
なる。当事者が警察に通報し話し合い。

2
4月26日
（土）

太間 枚方地区
バーベキュー広
場

認知症患者の徘
徊

13時20分頃、バーベキューに来ていた人が管理所に認知症
の女性を連れてきた。家族の方と連絡が付き、前日から行
方がわからなかったとのこと。

72歳
女性

3
8月30日
（土）

太間 佐太西地区
淀川左岸
18.8k+50m
付近

芝生広場 カミツキガメ捕獲
9時15分頃、公園内を歩いている体長約40センチのカミツキ
ガメを捕獲。
警察に通報し引き渡した。

4
10月9日
（木）

守口 十三野草地区
淀川左岸
7.4k+30m
付近

公園区域内 火災跡発見
9時50分頃、巡視中の管理員が火災跡（9m×19m程度）を発
見。公園利用者からの情報では前日夕方に消防車両が来て
いたとのこと。

5
3月15日
（日）

鳥飼 大塚地区
淀川右岸
25.8km＋
50m付近

枚方大橋上流の
芝生広場

救急搬送（ドク
ターヘリ）

13時05分頃、枚方管理所より救急車が進入していると連絡
を受け現地を確認したところドクターヘリで救命救急センター
に搬送するための進入と判明。
13時13分ドクターヘリ到着

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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平成27年度　河川公園区域内における事故報告一覧

＜事故＞

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

４月8日
（水）

守口 太子橋 園路　 単独転倒
・お互いの自転車で走行中の３６歳、５２歳男性が接触し
５２歳男性が頭部から出血した。

36歳・
男性
/52歳
男性

４221日
（水）

太間 背割堤 河道内 水難事故
・人が流されていると消防に通報があり消防車１台、ポン
プ車４台が進入し２０名で現在、捜索中。

４月25日
（土）

鳥飼 鳥飼上 野球場③ 単独怪我
・野球の試合中に２０歳男性が自打球を目に当て負傷し
た。監督が救急車を要請した。

20歳男
性

５月２日
（土）

鳥飼 鳥飼上 坂路 単独転倒
・駐車場に入る堤外坂路上で自転車に乗った９歳男の子
がブレーキをかけずに降りたため転倒し歯を１本折ったた
め親が救急車を要請した。

9歳男
児

５月３日
（日）

太間 枚方 ＢＢＱエリア 単独転倒
・BBQに来ていた60歳代の男性が酔って足を滑らせ転倒
し頭を打ったため友人が救急車を要請したが本人乗車せ
ず。

60代男
性

５月２日
（土）

守口 豊里
堤外法面護岸ブロッ
ク上

単独転倒
・法面のブロックの上で遊んでいた７歳男の子が転倒し出
血したため父親が救急車を要請した。

7歳男
児

５月５日
（火）

鳥飼 大山崎
竹サークル
内

単独怪我
・第３者の男性が竹のサークル内で遊んで子供が怪我を
したと通報がありその子供を探すも見当たらず、男性も見
当たらず。

５月５日
（火）

鳥飼 大山崎
駐車場
内

接触怪我
・駐車場内で車同士の接触事故の現場検証中に他の車
と５歳女の子と接触事故があり警察官が救急車を要請、
怪我は軽傷。

５月６日
（水）

守口 八雲 緊急用河川敷道路 単独転倒怪我
・自転車でグループで走行中の２３歳女性が転倒し仲間
が救急車を要請した。

23歳女
性

５月10日
（日）

守口 豊里 駐車場付近 単独転倒
・自転車に乗って遊んでいた５歳男の子が転倒し頭を負
傷した。

5歳男
児

５月16日
（土）

太間 枚方 ＢＢＱエリア 単独怪我
・BBQに来ていた２１歳男性が友達とプロレスごっこをして
いて転倒し右膝を打ったため友人が救急車を要請した。

21歳男
性

５月16日
（土）

守口 西中島
ＢＢＱ
受付所前

リストバンド
除去時の怪我

・BBQ有料化利用者の３０歳男性に帰宅時にリストバンド
を外す時に担当者が手首部に傷を付けてしまった。

30歳男
性

５月30日
（土）

太間 枚方 淀川スタジアム 単独転倒
・サッカーの練習に１３歳男の子が他の選手と接触し転倒
し頭を打撲した。監督が救急車を要請した。

13歳男
子

５月31日
（日）

守口 赤川 野球場② 単独怪我
・野球の試合中に２３歳男性が投球を目に受け打撲し
チーム関係者が救急車を要請した。

23歳男
性

６月14日
（日）

太間 太間 サッカーラグビー場
試合中の
接触事故

・ラグビーの試合中に選手同士が接触し３６歳男性が右
肩を脱臼した。チームの仲間が救急車を要請した。

36歳男
性

６月15日
（月）

太間 太間ＳＣ
堤内坂路
（太間ＳＣ横）

単独転倒怪我
・坂路を上ろうとしてペダルを踏み間違えて転倒し左まぶ
たの下を自分のめがねで負傷し出血した。２８歳男性、本
人が救急車を要請した。

28歳男
性

７月14日
（火）

鳥飼 大塚
天端～
堤外小段

車両の
単独転落事故

・堤防天端道路でトラックと軽自動車がすれ違い時に接
触し軽自動車が転落した。運転手は救急車で搬送され車
は小段にあり。

８月７日
（金）

その他 太間/鳥飼上 河道内 水難事故
・左岸太間～仁和寺、右岸鳥飼上～鳥飼下地区・子供が
流されているとの情報でレスキュー２台、救急車１台、パ
トカー１台進入し捜索。（誤報）

子ども

８月15日
（土）

鳥飼 鳥飼西 低水敷 接触事故

・PWの水上バイク講習会用に建てた簡易テントが消防の
訓練中の ヘリコプターの風で転倒し駐車車両に接触し
た。話し合いがつかずどちらかが警察に通報した。怪我
人はなし。

８月23日
（日 ）

太間 佐太西 野球場－② 接触事故
・野球の試合中に２３歳男性が手から滑り込んだ際に野
手のスパイクに踏まれて左手の中指を負傷したため仲間
が救急車を要請した。

23歳男
性

８月29日
（土 ）

守口 赤川 河道内 水難事故
・淀川左岸１２，０ｋ付近城北ワンドで魚釣りをしていた人
が川に人が浮いているのを発見し

９月13日（日 ） 鳥飼 大塚 駐車場
自動車同士の

接触事故
・乗用車同士の接触事故。

９月13日（日 ） 守口 太子橋 駐車場
自転車の単独

転倒事故

・BBQをしていて自転車に乗って帰る３２歳男性が酔って
駐車場の境の段差で転倒した。それを見た永田管理員
が救急車を要請した。

32歳男
性

９月20日（日 ） 太間 佐太西
堤防法面
（堤外）

単独
転倒事故

・人が転倒したらしく救急車で搬送された。管理員が現場
に急行するも救急車が退出した後で詳細を聞けなかっ
た、目撃者もおらず。

９月26日（土 ） 守口 海老江 野球場少年② 単独　事故
・野球をしていた１２歳男の子がホームに滑り込んだ際に
肩を脱臼したため監督が救急車を要請した。

12歳男
子

10月３日（土 ） 太間 枚方
緊急用河川敷道路
上

自転車同士の
接触事故

・一般男性の自転車と小学生の男の子の自転車が接触
し小学生の自転車が破損した。小学生には大きな怪我な
し。
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事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

10月４日（日 ） 鳥飼 鳥飼上 園路
単独

転倒事故
・７０歳位の男性が歩行中に転倒し腰を打撲した。それを
見た来園者が救急車を

70代男
性

10月12日（月 ） 鳥飼 鳥飼西 ＢＢＱエリア
単独

転倒事故

・BBQエリア際の石柱で遊んでいた４歳男の子がこけて
顎に３ｃｍの裂傷をおった。親戚のおじさんが救急車を要
請した。

10月18日（日 ） 守口 太子橋 園路
単独

転倒事故
・２歳位の女の子が遊んでいて転び頭に怪我をおった。
意識はあり、出血なし。母親が救急車を要請した。

2歳女
児

１０月２４日
（土）

太間 太間 サッカー場
単独

転倒事故

・小学校高学年の男の子がサッカーの試合中に転倒し頭
を打ったがそのままプレーし今度は顔面にボールを受け
たため先生が救急車を要請した。

１０月２５日
（日）

守口 西中島 低水敷水路付近
単独

転倒者発見

・酒に酔った３０歳代の男性が水路に逆さまになって倒れ
ていると通報を受けて管理員が救急車を要請したが本人
は乗車せず（意識はあり）

30代男
性

１０月２５日
（日）日

守口 赤川 園路 人身事故
・管理員が巡回中に前を歩いていた利用者と接触し６８
歳男性が転倒し怪我をした。男性の希望で管理員の自家
用車で病院へ搬送した。

68歳男
性

１１月４日
（水）

守口 赤川 園路
単独

転倒事故

・自転車で走行中の２０歳女性が道路を走っていた常翔
学園の生徒を避けようとして転倒した。友人が救急車を
要請した。

20歳女
性

１１月７日
（土）

その他 企画係 芝生広場 単独怪我
・秋の満喫プランのイベントの一環の山羊レンタルの山羊
に７０歳男性が右手親指を噛まれた。

70歳男
性

１１月１５日
（日）

太間 太間 芝生広場 単独怪我
・４０歳男性がリクレーションのフラッグフット中に転倒し左
足アキレス腱を負傷した。

40歳男
性

１１月２３日
（月祝）

太間 枚方 護岸上
単独

転倒事故

・散歩をしていた７４歳女性が足を滑らせて河川に転落し
た。救出時、意識はなかったが救急隊員の処置で取り戻
し、搬送された。

74歳女
性

１１月２８日
（土）

太間 枚方 園路
人と

自転車の
接触事故

・徒歩で散歩中の小学生の男子に後ろからサイクリング
中の３７歳男性が追突した。加害者が警察に通報し話し
合い。男子は搬送なし。その後の詳細不明

小学生
男子

37歳男性

１１月２８日
（土）

太間 太間 サッカー場
選手同士の
接触事故

・サッカーの試合中に選手同士が接触し１３歳男子が手
足がしびれると訴えたため監督が救急車を要請した。

13歳男
子

１１月２９日
（日）

太間 太間 野球場② 単独怪我
・４０歳男性が野球で投球したあとに靱帯を痛めた。チー
ム仲間が救急車を要請した。

40歳男
性

１１月２９日
（日）

太間 佐太西 野球場① 単独怪我
・２７歳男性が野球で投球したあとに肩を脱臼した。チー
ム仲間が救急車を要請した。

27歳男
性

１２月１２日
（土）

守口 赤川 サッカー場
選手同士の
接触事故

・サッカーの試合中に選手同士が接触し１名が転倒し肩
を脱臼した。負傷者、４０歳男性。チーム仲間が救急車を
要請した。

40歳男
性

１２月１３日
（日）

守口 西中島
低水敷
河岸付近

単独
ぬかるみで
動けなくなる

・シジミ取りの来ていた５６歳男性がぬかるみにはまり動
けなくなった。利用者が通報。救出後、怪我もなく自力で
帰宅した。

56歳男
性

１２月１９日
（土）

太間 太間 サッカー場
単独

転倒事故
・サッカーの試合中に転倒して１５歳男の子が左手首を負
傷した。父親が救急車を要請した。

15歳男
子

１２月１９日
（土）

鳥飼 三島江 サッカー場
選手同士の
接触事故

・サッカーの試合中に選手同士が接触し１３歳男の子が
右肩を負傷した。チームのコーチが救急車を要請した。

13歳男
子

１２月１９日
（土）

太間 太間
緊急用
河川敷
道路上

単独
転倒事故

・夫婦でサイクリング中に進路変更をしようとして自転車
道の縁石に接触し３２歳女性が転倒し右ほほ、右膝を負
傷した。利用者が救急車を要請した。

32歳女
性

１２月２３日
（水祝）

守口 海老江
芝生
広場

単独
転倒事故

・８３歳男性が散歩中に遊具の横をすり抜けようとして転
倒した。家族の方が救急車を要請した。

83歳男
子

１２月２４日
（木）

鳥飼 鳥飼上 堤防天端
車両同士の
接触事故

・鳥飼上地区の下流側駐車場の進入路（天端）で車両同
士の接触事故。怪我人なし。

１月６日
（水）

太間 佐太西
堤外坂路下部～
緊急用
河川敷道路

車両同士の
接触事故

・仁和寺野草地区の駐車場の進入路（坂路～河川敷道
路上）で車両同士の接触事故。怪我人なし。

１月１１日
（月祝）

守口 赤川
駐車場
内

車両による
物損事故

・６０歳位の男性が運転する車両が駐車場内で駐車車両
６台及び擬木１本を損傷させた。怪我人はなし。

60代男
性

１月３１日
（日）

守口 海老江 野球場② 単独怪我
・野球利用者の男性１９歳が打球を追ってガードパイプに
衝突し右足の脛を負傷しチーム関係者が救急車を要請し
た。

19歳男
性

２月１４日
（日）

太間 枚方 駐車場進入路
人と自転車の

衝突事故
・ランニング中の５８歳男性と自転車に乗った６０歳男性
が衝突し自転車に乗っていた男性が額を負傷した。

58歳男
性

２月２１日
（日）

太間 太間
芝生
広場

単独怪我
・フラッグフットの練習をしていた１９歳男性が相手とぶつ
かり、右膝を裂傷し仲間が救急車を要請した。

19歳男
性

２月２２日
（月）

太間 太間
寝屋川市占用グラン
ド
境界パイプ沿い

単独転倒怪我
・ランニング中の６７歳男性が水溜まりを飛び越えようとし
て転倒し右肩、右腕を負傷し管理員が救急車を要請し
た。

67歳男
性
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事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

３月６日
（日）

守口 赤川 サッカーラグビー場 単独怪我
・サッカーの試合中に１３歳男の子が転倒し手を地面につ
いた際に手首を負傷した。チームコーチが救急車を要請
した。

13歳男
子

３月６日
（日）

守口 太子橋
緊急用河川敷道路
上

単独転倒怪我
・ロードバイクが緊急用河川敷道路上にいた子供を避け
ようとして転倒し右肩を負傷した。子供の父親が救急車を
要請した。負傷者等、詳細不明

３月１２日
（土）

太間 太間
緊急用河川敷道路
上

単独転倒怪我
・緊急用河川敷道路と自転車道の間の砕石に自転車を
運転中の５４歳男性がタイヤをとられ転倒し顔面を負傷し
た。一緒に走行していた息子さんが救急車を要請した。

54歳男
性

３月２０日
（日）

太間 佐太西 堤外法面階段 単独転倒怪我
・７０歳男性が階段で転倒し意識はあるが朦朧としており
大事を取って散歩の方が救急車を要請した。

70歳男
性

３月２１日
（月祝）

鳥飼 三島江 サッカーラグビー場 単独転倒怪我
・サッカーの練習中に１３歳男の子が躓いて転倒し腕を負
傷した。コーチが救急車を要請した。骨折の疑い。

13歳男
子
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＜事件＞

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

４月1日
（水）

鳥飼 鳥飼上 船着き場付近 水死体発見
・船着き場付近にて６０歳位の男性のご遺体が発見され
警察で対応中。

60代男
性

４月2日
（木）

守口 赤川 毛馬野球場② 変質者出現
・桜宮高校のソフトボール部が練習中に変質者が現れズ
ボンをおろした。警察官で行為者を捜索中。

５月10日
（日）

守口 豊里 河道内 入水自殺
・河川の中に入って行く８６歳女性を発見し管理所に通
報、管理員が警察、消防へ通報。管理員で女性を救出し
た。

86歳女
性

５月10日
（日）

太間 佐太西
高水敷
（ヨシ群生地）

火災跡発見
・火災発生日は不明で5/10に消防、警察が火災跡の現
場検証に入った。

５月10日
（日）

太間 太間 ＢＢＱエリア 迷惑行為
・BBQに来ていた２０歳代の男性が水風船で遊んでいた
女の子にいろいろと話しかけこわくなり、女の子が警察へ
通報した。

20代男性

５月27日
(水）

守口 豊里
自由使用
グランド内

首つり自殺
・管理員が出勤して来ると警察車両が進入していてため
事情を聞くと首つり自殺とのこと。

６月１日
（月）

守口 赤川
毛馬閘門
入り口

水死体発見
・９：４０頃役所関係の方が発見し通報。消防の方が引き
あげ、現在、警察の方で１０：１５　検死中。

６月１2日
（金）

守口 太子橋
河川側
保安区域

首つり自殺
発見

・河川側のガードパイプに設置されたあぶない看板で首
つり自殺をしている２０歳代男性を利用者が発見し通報。

６月13日
（土）

太間 佐太西 河道内 水死体発見
・来園者が水死体を発見し管理所へ来られた。管理員が
消防へ通報した。ご遺体は男性でその他詳細不明。

６月15日
（月）

守口 豊里 河道内 水死体発見
・淀川に人が浮いていると通報で消防車、警察車両が進
入した。消防ヘリで引きあげられた。詳細不明。

６月27日
（土）

太間 佐太西 河道内 水死体発見
・点野ワンド下流１５０ｍ付近で水死体が発見された。詳
細不明。

７月２日
（木）

守口 海老江 船着き場 水死体発見
・大淀野草巡視中に船着き場付近に消防車がいるのを
気づき情報収集した。水死体があると通報を受けて出動
し現在、検死中、詳細不明。

７月４日
（土）

守口 太子橋
ＢＢＱエリア/豊里大
橋下流の河岸

水死体発見
・水死体が発見され、消防車９台、救急車１台パトカー１
台が進入。詳細不明。

７月25日
（土）

守口 海老江 河道内 水死体漂着
・船着き場上流３０ｍ付近の水面に人が漂流しているの
を釣り人が発見し警察へ通報。

８月12日
（水）

守口 太子橋
川側
保安区域
低水敷

火災跡発見
・管理員が巡視中にに火災跡を発見した。閉園後に火災
が発生したと思われる。（対岸から見たと情報あり。約１６
０ｍ2）

８月17日
（月 ）

太間 枚方
駐車場
（下流側）

飛び降り自殺
・枚方大橋の直下の駐車場内に４０歳男性が飛び降り
た。男性は死亡が確認された。橋の上には当事者のもの
と思われる杖が２本あった。
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事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

９月13日（日 ） 守口 八雲 河道内 水難事故
・9/11から一津屋野草地区、八雲地区に水難事故で捜
索していた消防、警察車両がご遺体を発見し引きあげ
た。

１０月２１・２２日
（水・木）

守口 西中島
管理用通路川側の
横

警察による
捜索

・公園、河川利用者が血の付いた包丁を発見し管理所に
持ってきたため管理員が警察へ通報。警察の捜索が開
始された。

１０月３１日
（土）

太間 太間 芝生広場 火災跡発見
・一般利用者から警察に少年４～５名が火遊びをしてい
ると通報があり警察官が現場確認するも姿なし。

１１月５日
（木）

守口 太子橋 低水敷河岸付近
死亡者
発見

・管理員が巡回中にパトカーを発見し現地に向かうと警
察官と話しをしていた国交省の職員から７０歳女性の遺
体発見とのこと。

１１月７日
（土）

守口 赤川 低水敷河岸付近
入水自殺

未遂

・４０歳男性が入水自殺をしようとしているのを少年野球
のコーチが発見し通報。男性には、怪我等なく搬送され
ず。

１１月９日
（月）

守口 海老江 低水敷河岸付近
水死体
発見

・消防に河川に人が浮いていると通報があり消防車１０
台、パトカー１台が進入し捜索中。７：４５頃遺体が引き上
げられた、詳細不明。

１１月１１日
（水）

守口 西中島 低水敷
死亡者
発見

・ホームレス仲間がホームレスの７８歳男性の様子がお
かしいと管理所に報告に来たので管理員が警察へ通報、
警察官が死亡を確認した。

１１月２９日
（日）

太間 太間 芝生広場 火災跡発見
・管理員が巡回中にたき火跡を発見しセンターに通報し
た。その後、守口SCから被害届けを出し現地にて立ち会
いを行った。

１２月２８日
（月）

太間 枚方
低水敷
河岸付近

水死体
発見

・人が淀川の水面に浮いていた模様。ご遺体は男性、そ
の他詳細不明。

１月６日
（水）

守口 太子橋
低水敷
河岸付近

水死体
発見

・８：２０頃、淀川に人が浮いていると通報があり救急車、
消防レスキュー、警察車両が進入。８：５０男性（４０～５０
歳）のご遺体が引き上げられた。

１月１４日
（木）

太間 枚方
緊急用
河川敷道路、横
堤防側の芝生上

首つり自殺
・散歩している人が首つりをしている人がいると管理所に
やって来られ現地に行くと他の利用者が警察に通報中、
ご遺体は６０～７０歳の男性。

１月２１日
（木）

守口 西中島 低水敷 火災跡発見
・管理員が出勤すると低水敷に消防車が１台進入してい
るのを発見し事情を聞くと３時頃に低水敷に束べていたヨ
シが燃えその検証中とのこと。

１月３１日
（日）

太間 太間 低水敷河岸付近 たき火
・河岸で釣り人が流木でたき火をしているのを他の公園
利用者が発見し管理所に通報し管理員が行為者に注意
をし消火した。（１０：４５）

２月１日
（月）

太間 佐太西 低水敷河岸付近
水死体
発見

・釣り人が水死体らしきものを発見し消防か警察に通報し
た。男性のご遺体らしい。詳細不明。

２月１１日
（木）

鳥飼 三島江 三島江野草園路際
内容不明

事件

・昨日、事件があったので現場立会をお願いしたいと刑
事課の刑事を含む警察官が車両１０台で管理所に来られ
現地で立会した。

２月１２日
（金）

守口 赤川 低水敷 火災
・赤川管理所の管理員が城東貨物線の対岸付近が燃え
ているのを巡視中に見かけ、消防車が４台入り消火活動
をしているのを発見した。

２月１７日
（水）

守口 海老江 大淀野草地区 火災
・海老江管理所の宮沢管理員が大淀野草地区から煙が
上がっているのを発見し現地へ急行し火災発見。１１９番
通報した。消失面積約５００ｍ

３月１０日
（木）

太間 佐太西 低水敷（河岸）
入水自殺

未遂

・６４歳男性が川の中に入って行くのを釣り人が発見し消
防に通報した。男性は救助されパトカーに乗せられ退出
した。

３月２２日
（火）

守口 太子橋 ＢＢＱエリア
公園利用者へ

迷惑行為

・BBQをしていた方にお酒に酔った状態で犬の散歩に来
ていた男性が言いがかりを付けたため迷惑を感じた利用
者が警察に通報した。

 
-別紙240-



＜病気＞

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

４月2日
（木）

太間 背割堤 園路（法面） 体調不良
・花見中の６８歳女性が急に気分が悪くなり友人が救急
車を要請した。

68歳女
性

４月5日
（日）

守口 西中島 マラソンコース上 体調不良
・なにわ淀川ハーフマラソン参加者のランナー女性、男性
各１名が低体温症になり現在、症状観察中、意識はあ
り。

４月5日
（日）

守口 西中島
マラソン
コース上

体調不良
・なにわ淀川ハーフマラソン参加者の２０歳男性が心肺停
止状態になり救護隊のAED処置により意識回復した。

20歳男
性

４月26日
（日）

守口 豊里 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・ＢＢＱ利用の学生が多量の飲酒により錯乱状態になり
他の学生が救急車を要請した。飲酒者が未成年の可能
性もあり警察官が事情聴衆中。

４月26日
（日）

太間 太間 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQ利用者の２５歳男性が多量の飲酒で泥酔状態にな
り仲間が救急車を要請した。

25歳男
性

４月26日
（日）

守口 豊里 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・前述の警官が事情聴衆中に酩酊している１８歳男性学
生を警察官が発見し救急車を要請した。

18歳男
性

５月２日
（土）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQで多量に飲酒し意識不明になり同僚が救急車を要
請した。

５月３日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQで多量に飲酒し意識不明になり同僚が救急車を要
請した。

５月４日
（月）

守口 赤川 ＢＢＱエリア 体調不良
・BBQに来ていた７0歳の男性が嘔吐を繰り返したため救
急車を要請した。

70歳男
性

５月10日
（日）

守口 太子橋 駐車場内 急性アルコール中毒
・BBQに来ていた４４歳男性が準備中に多量の飲酒で倒
れたため管理員が救急車を要請した。

44歳男
性

５月10日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来ていた５２歳女性が多量の飲酒のため倒れた
ため同僚が救急車を要請した。

52歳男
性

５月23日
（土）

鳥飼 三島江 野球場①
熱中症
の疑い

・野球の試合中に１４歳男の子が体調不良を訴えたため
監督が救急車を要請した。

14歳男
性

５月30日
（土）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来ていた２７歳男性が多量の飲酒で意識が朦朧
となり友人が救急車を要請した。

27歳男
性

５月30日
（土）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来ていた２３歳女性が多量の飲酒で意識が朦朧
となり友人が救急車を要請した。

23歳男
性

５月31日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来ていた２０歳男性が多量の飲酒で意識が朦朧
となり友人が救急車を要請した。

20歳男
性

６月７日
（日）

守口 太子橋 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・ＢＢＱに来られた２７歳男性が多量の飲酒により意識は
あるが倒れたため同僚が救急車を要請した。

27歳男
性

６月７日
（日）

守口 海老江 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・ＢＢＱに来られた２０歳代の女性が多量の飲酒により意
識が朦朧となったため同僚が救急車を要請した。

20代女
性

６月17日
（水）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・ＢＢＱに来られた３５歳男性が多量の飲酒により意識が
朦朧となったため友人がＢＢＱ受付所に来られ受付スタッ
フが救急車を要請した。

35歳男
性

６月21日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来られた２９歳男性が多量の飲酒により意識が
朦朧となり友人が救急車を要請した。

29歳男
性

６月21日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来られた２０歳代　男性が多量の飲酒により意識
が朦朧となり友人が救急車を要請した。本人が救急車乗
車を拒否したため搬送なし。

20代男
性

６月27日
（土）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来られた２３歳男性が多量の飲酒により意識が
朦朧となり友人が救急車を要請した。

23歳男
性

６月28日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来られた３０歳代男性が多量の飲酒により体調
が悪くなりBBQ主催者が救急車を要請した。

30代男
性

７月11日
（土）

太間 佐太西 園路 熱中症
・親子で散歩中に９歳男の子が体調を崩し熱中症の疑い
があったため母親が救急車を要請した。

７月12日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 熱中症
・BBQ中に３２歳女性が気分が悪くなり熱中症の疑いが
あったため同僚が救急車を要請した。飲酒はしていな
い。意識あり。

32歳女
性

７月16日
（木）

守口 西中島 JR高架下 体調不良
・大阪市の職員がホームレスの定期巡回中に体調不良
のホームレスを発見し救急車を要請した。

７月19日
（日）

太間 太間
サッカーラグビー場
内

熱中症
・サッカー観戦中に２０歳女性が体調不良を訴え友人が
救急車を要請した。

20歳女
性

７月20日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来られた２０歳男性が多量の飲酒により嘔吐す
る症状が見られ友人が救急車を要請した。

20歳男
性
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事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

７月25日
（土）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来られた２０歳男性が多量の飲酒により体調不
良を訴えたため友人が救急車を要請した。

20歳男
性

７月26日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 体調不良
・BBQに来られた２４歳男性が午前中から体調がおかしく
改善しないため友人が救急車を要請した。

24歳男
性

７月26日
（日）

太間 枚方 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来られた２２歳男性が多量の飲酒により意識が
朦朧となり友人が救急車を要請した。

22歳男
性

７月26日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQに来られた２８歳女性が多量の飲酒により意識が
朦朧となり友人が救急車を要請した。

28歳女
性

７月27日
（土）

太間 枚方
堤防
天端

体調不良
・公園利用者、７０歳位女性が桜町交差点（天端）で信号
待ちをしていて倒れ、通行人が救急車を要請した。意識
はあるが救急車乗車を拒否した。

70代女
性

８月２日
（日）

鳥飼 鳥飼上
自由使用
グランド

熱中症
・自由使用グランド内で少年（年齢不明）が熱中症の症状
を訴えた。消防通報者不明。

８月２日
（日）

鳥飼 大山崎 ＢＢＱエリア 熱中症
・BBQに来ていた３２歳女性が熱中症の症状を訴えたた
め友人が救急車を要請した。

32歳女
性

８月２日
（日）

守口 赤川
サッカーラグビー場
内

熱中症
・サッカーの試合中に２６歳男性が熱中症の症状を訴え
たためチーム仲間が救急車を要請した。

26歳男
性

８月２日
（日）

太間 枚方 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQをしていたグループの１人が（２０歳男性）急性アル
コールの症状で倒れたため通行人が救急車を要請した。

20歳男
性

８月３日
（月）

太間 枚方
堤防
法面

熱中症
・堤防法面で人が倒れていると情報を受け枚方管理所鈴
木管理員が現地に行き６９歳男性が倒れているのを発見
し消防へ通報した。

69歳男
性

８月７日
（金）

太間 枚方
枚方大橋
の下

熱中症
・高水敷維持業者の７５歳男性が休息中に足が痙攣した
ため（熱中症の疑い）仕事仲間が救急車を要請した。

75歳男
性

８月７日
（金）

太間 太間
堤防
天端

接触事故
・公園利用者が帰る途中の堤防天端でランニング中の人
と接触し運転手が救急車を要請した。その他詳細、不
明。

８月８日
（土）

守口 西中島
緊急用河川敷
道路横
保安区域

熱中症
・なにわ淀川花火大会出店準備中の露天商１６歳女性が
脱水症状になったため関係者が救急車を要請した。意識
はあり。

16歳女
性

８月16日
（日 ）

鳥飼 鳥飼西 ＢＢＱエリア 熱中症
・BBQに来られた２２歳男性が体調不良（熱中症の疑い）
を訴えたため仲間が救急車を要請した。

22歳男
性

９月12日（土 ） 鳥飼 大塚 ＢＢＱエリア 急性アルコール中毒
・BBQをしていた２９歳男性が気分が悪くなり友人が救急
車を要請した。本人の意識はあり。警察へ通報、８：５０頃
豊里大橋、下流付近で

29歳男
性

９月28日（月 ） 守口 西中島 低水敷 体調不良
・草むらでホームレス、７２歳男性が倒れているのを発見
し散歩者が救急車を要請した。腰痛、血尿で動けなく検
査入院の予定。

72歳男
性

10月３日（土 ） 守口 西中島
緊急用河川敷道路
上

熱中症
・大阪３０ｋｍマラソン参加者の４２歳女性が走行中に手
足に痙攣を起こし意識朦朧状態になり倒れこんだ。（熱中
症の疑い）

10月４日（日 ） 太間 枚方 園路 体調不良
・リレーマラソン参加者の７０歳位の男性が心肺停止状態
になり大会関係者がAED処置をし救急隊に任せた。

70歳男
性

１０月２３日
（金）

守口 西中島
野球場③
外野芝生上

体調不良
・１８歳男性が学校の授業でランニング中に急に倒れて
意識不明になり先生が救急車を要請した。

18歳男
性

１１月４日
（水）

鳥飼 鳥飼上 サッカー場 体調不良
・公園内を散歩中の７２歳男性が腹痛を起こしたため来
園者が救急車を要請した。

72歳男
性

１１月２８日
（土）

太間 仁和寺 グランドゴルフ内 体調不良
・７３歳男性がグランドゴルフのプレー中に気分が悪くなり
管理員が救急車を要請した。

73歳男
性

１１月２９日
（日）

太間 枚方 芝生広場 体調不良
・園内をサイクリングをしていた５４歳男性が心臓の調子
が悪いので救急車を呼んで欲しいと管理所に来られ管理
員が救急車を要請した。

54歳男
性

１２月１２日
（土）

鳥飼 三島江 トイレ内№１７８ 心肺停止

・トイレの中でドーンとした音を利用者が聞き管理所に報
告。管理員が中を確認すると７０歳男性が中で倒れてお
り救急車を要請し救急隊員が心肺停止を確認しそのまま
搬送。

70歳男
性

１２月１３日
（日）

守口 海老江
緊急用
河川敷
道路上

体調不良
・高校の授業のマラソンの練習中に２年生の男子生徒が
体調不良を訴えたので友人が救急車を要請した。

高２男
子

２月８日
（月）

守口 赤川 低水敷 体調不良
・低水敷でゴルフの練習をしていた６０歳代男性が急に気
分が悪くなり一緒にいた人が救急車を要請した。何度か
脳梗塞を発症した経験あり。

60代男
性

２月１４日
（日）

太間 枚方 淀川アクアシアター 体調不良
・寛平マラソン参加者の３９歳男性がゴール後に動けなく
なったため大会関係者が救急車を要請した。

39歳男
性

３月２０日
（日）

守口 外島
緊急用河川敷道路
上

体調不良
・淀川国際ハーフマラソン参加者の方が（詳細不明）体調
不良を訴えたため同僚（ランナーか不明）が救急車を要
請した。（常翔学園占用グランド前）

 
-別紙242-



事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

３月２０日
（日）

守口 外島 陸上競技場付近 体調不良
・淀川国際ハーフマラソン参加者の４０歳代、男性がリタ
イア後本部救護で治療を受けたが、両足痙攣で動けず同
僚が救急車を要請した。

＜その他＞

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷
者・

被害者

相手方･
加害者

４月18日
（土）

太間 太間 ＢＢＱエリア
泥酔者の
迷惑行為

・BBQに来ていた２０歳男性が他の利用者に次々と絡ん
で行ったため利用者が警察へ通報。被害等が無かったた
め厳重注意で警官退出。

20歳男性

６月14日
（日）

守口 西中島 ＢＢＱエリア
ＢＢＱ利用者
同士の喧嘩

・ＢＢＱエリア内で喧嘩があったらしく管理員が警察官の
退出する姿のみ確認。詳細等、不明。

９月20日（日 ） 太間 枚方 河道内
河川内で

遊泳

・枚方大橋付近の河川で人が３名ほど泳いでいると消防
に通報があり消防官４名が捜索するも該当者を発見でき
ず引きあげた。

１１月１６日
（月）

太間 枚方
駐車場の上
枚方大橋上

猿の出没
・猿が枚方大橋の上に出没し警察、枚方市職員で捕獲作
業中。猿はその後民地側に逃走した。その後の詳細不明

１１月２２日
（日）

鳥飼 鳥飼西 芝生広場
来園者の

飲酒

・管理員が巡回中にパラグライダー利用者を発見し指導
に行くと相手からアルコールの臭いがし車で来園してい
たので飲酒運転を行うので警察に通報した。警官から厳
重な指導があり。

１２月２０日
（日）

太間 枚方 高水敷
水管橋
漏水

・枚方水管橋から漏水あり。淀川河川事務所の職員で対
応。

２月１９日
（金）

鳥飼 鳥飼上
鳥飼仁和寺大橋の
下

落下物による
負傷苦情

・鳥飼上管理所の田中管理員が１５時の巡視中に警察官
と工事業者とマツモトさんが話をしているのを発見し事情
を聞くと上から物が落下し当たり負傷したとのこと。

２月２３日
（火）

鳥飼 鳥飼上
鳥飼仁和寺大橋の
下

落下物に対する
苦情

・２月１９日に落下物に対する苦情者マツモトさんが再
度、業者にクレームを付けたため業者が警察に通報し現
在、警察官が本人から事情を聞いている。
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平成２8年度　河川公園区域内における事故報告一覧

＜事故＞

1
4月3日
（日）

太間 背割堤地区 天端園路 単独転倒
自転車で来園。入り口付近で口から泡を吹いて気を失う。搬
送を拒否。

３０代
男性

2
4月6日
（水）

太間 背割堤地区 天端園路 単独転倒
飲酒による転倒。頬に擦り傷。救急搬送を拒否

3
4月6日
（水）

太間 背割堤地区 天端園路 蜂刺され
落ちていた蜂を手に乗せて遊び刺される ５歳

男子

4
4月6日
（水）

太間 仁和寺野草地区 パターゴルフ 打撲事故
家族でプレー中に弟がクラブを振り、側にいた兄の頭に当
たった。

5
4月23日
（土）

太間 枚方地区 淀川スタジアム内 プレー中の事故
サッカーのプレー中右足を負傷し、コーチが救急車を要請

6
4月30日
（土）

鳥飼 鳥飼上地区 駐車場内
駐車場内での物
損事故

駐車場を超えてバックしすぎ、後方の車両に接触したが良車
両とも無傷であったため、事故扱いせず。

7
5月5日
（木）

太間 枚方地区 河川区域 水難事故
上流域で水難事故が発生したらしく水面監視を３名で行う

8
5月5日
（木）

太間 佐太西地区 管理所前道路 車の接触事故
タクシーが客を降ろしUターンしようとバックしたところ、直進
してきた軽乗用車と接触しバンパーに傷が入った。

9
5月7日
（木）

守口 赤川地区 河川区域 水難事故
水死体が発見される。10：40に刑事６人が現場検証に入る ６０代

女性

10
5月8日
（日）

守口 西中島地区 BBQエリア内 人身事故
トイレから出た時につまずいてこけ、後頭部を強打し、その
際に唇を噛み出血する。意識あり。

２５歳
男性

11
5月19日
（木）

鳥飼 鳥飼西地区 遊具広場 単独事故
コンクリート遊具（汽車）の上部で遊んでいたところ、汽車と
汽車の隙間から落下し、後頭部を打撲。

１０歳
女子

12
5月21日
（土）

太間 太間地区
バスケットコート
内

プレー中の怪我
バスケット練習中にジャンプをした際に左膝靱帯を損傷。 １６歳

男性

13
5月22日
（日）

鳥飼 島本地区 サッカー場内 プレー中の怪我
プレー中に転倒し、左上腕部骨折の疑い １４歳

男性

14
5月28日
（土）

太間 枚方地区 枚方大橋下付近 接触事故
自転車と歩行者との接触事故。双方とも打撲。警察が8：15
にバイク３台、8：55に退出した。

３０代：男
性

６８歳：男

15
6月18日
（土）

守口 赤川地区 河川道路 自転車転倒
サッカーボールが河川道路に飛び出し、自転車走行者にあ
たり、擦り傷、打撲。怪我の状況を見て、人身扱いか考慮

２０代
男性

16
7月13日
（水）

太間 枚方地区 園路 自転車転倒
坂道を自転車で下りきったところでハンドルを切り、スリップ
転倒し、左頭部打撲と擦り傷。救急車内で治療。警察バイク
１台。

７５歳
男性

17
7月23日
（土）

鳥飼 三島江地区 サッカー場 プレー中の怪我
ラクロスの試合中に相手選手とぶつかり左膝を痛める。 ２８歳

男性

18
8月6日
（土）

太間 枚方地区 河川道路 自転車の接触
巡視員が自転車で巡回中後ろから追突され相手が左足ふく
らはぎ打撲、医院を進めるも拒否し走り去る。

19
8月23日
（火）

守口 赤川地区 公園外川べり 転倒による怪我
飲酒して自転車に乗ろうとして転倒。左ひじを擦り傷。応急
処置なし

84歳
男性

20
9月10日
（土）

太間 太間地区
太間地区船着き
場

自転車接触
自転車運転中友人と接触。転倒し右手首、右目横負傷

21
9月11日
（日）

鳥飼 大山崎地区 駐車場内 物損事故
駐車場内でバックしたときハンドル操作を誤り、駐車車両に
接触

22
9月18日
（日）

太間 枚方地区 河川区域 転倒
プロムナードの策を超えて釣りをしていて足を滑らせて転
倒。自分で救急要請

43歳
男性

23
9月25日
（日）

太間 背割堤地区 堤防法面 自損事故
法面を降りる途中に足を滑らせ落下。右足首骨折。警察バイ
ク1台

51歳
男性

24
9月25日
（日）

太間 背割堤地区 公園入口 自転車転倒
公園入り口の縁石にタイヤを取られ転倒し、前頭部打撲、左
眉下裂傷。警察バイク1台

72歳
男性

25
9月26日
（月）

太間 太間地区 駐車場内 自損事故
車に乗車するときにつまづき、側溝に落ち顔面打撲 80代

男性

26
10月2日
（日）

守口 西中島地区
出口へ向かう道
路

自損事故
車で出口へ向かう橋の下付近で縁石に2回接触し、ガードパ
イプで停止する。首に痛みある。自転車2台。

37歳
男性

27
10月16日

（日）
太間 枚方地区

三矢地区大阪府
自動車道

自損事故
三矢地区坂道下の自転車道の窪みにてバランスを崩し、転
倒し、左顔面と額を裂傷。警察バイク2台検証する

25歳
男性

28
10月30日

（日）
鳥飼 鳥飼上地区 サッカー場 プレー中の怪我

鳥飼下サッカー場内にて練習試合中に、右足首をねんざす
る。

35歳
男性

29
11月4日
（金）

太間 仁和寺地区 駐車場内 車の接触事故
車をバックで駐車しようとしている時に、後から来た車が前部
に接触する。バイク2台

30
11月5日
（土）

守口 赤川地区 サッカー場 プレー中の怪我
サッカーの試合中に接触プレーで左肩から地面に倒れ左胸
も打った模様

14歳
男性

31
1月6日
（日）

太間 枚方地区 管理道路
自転車と接触事
故

道路上でテントをたたむ際に後方を確認してなくて自転車と
接触。手に擦り傷。パトカー1台

25歳
男性

距離標 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日 発生地区
サービス
センター

発生場所 事故種別
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32
11月13日

（日）
守口 西中島地区 芝生広場 プレー中の怪我

ラグビーの練習中に芝生に足を取られひねる。アキレス腱断
裂の模様

43歳
男性

33
11月29日

（火）
鳥飼 大塚地区 緊急河川道路 自損事故

時tン社で河川敷道路ゲートのバイク止めを通過しようとして
転倒し、左足脛を裂傷。管理所で応急処置をし、タクシーで
帰宅。

65歳
男性

34
12月25日

（日）
守口 豊里地区 管理道路 自損事故

大型犬を連れて散歩中、犬に引っ張られて肩を痛める。知人
に連絡し、知人が管理員に救急要請。右肩脱臼の疑い

40代
女性

35
1月25日
（水）

太間 太間地区 緊急河川道路 転倒事故
早朝3時頃自転車にて走行中、緊急道のゲートに気づかず
ぶつかり腰を痛める。

62歳
男性

36
1月28日
（土）

太間 木屋元地区 サッカー場 プレー中の怪我
プレー中に接触して左ひざ脱臼する。 31歳

男性

37
1月28日
（土）

太間 佐太西地区 堤防天端 転倒事故
親子で堤防天端を自転車で走行中に女子が自転車とともに
法面下に落下。消防車1台

5歳
女性

38
3月11日
（土）

太間 枚方地区 芝生地 物損事故
マラソン関係者の車両が園内の看板に接触し、看板を破壊
する

39
3月12日
（日）

鳥飼 鳥飼上地区 サッカー場 プレー中の怪我
ラクロスの練習中に左肩を脱臼 23歳

男性

40
3月19日
（日）

守口 西中島地区 野球場 プレー中の怪我
野球のプレー中ピッチャ―の投球が顔面にあたり、右目を負
傷

25歳
男性

41
3月22日
（水）

守口 太子橋地区 常翔学園グランド プレー中の怪我
大工大の学生がラグビーの練習中タックルで肩を負傷 20歳

男性

42
3月23日
（木）

太間 佐太西地区 堤防天端 自損事故
認知症の疑いがある女性が堤防上で転倒。管理人が救急
要請。警察バイク2台。

70代
女性

43
3月27日
（火）

守口 赤川地区 赤川サッカー場 プレー中の怪我
サッカーの試合中右足首をねんざか骨折する 16歳

女性

＜事件＞

1
4月17日
（水）

太間 背割堤地区 低水敷 火災
BBQされた方が消し炭を低水敷きに捨て、強風により出火し
た。島本消防より17：19、八幡消防に連絡があり消防車2台、
警察バイク2台

2
4月24日
（日）

太間 太間地区 淀川新橋河川側 火災
橋の下でBBQを行い、ごみと消し炭を捨て、煙が出ているの
を公園利用者が発見、通報する

3
5月4日
（水）

守口 豊里地区 駐車場入り口
駐車場への入場
要用

駐車場が満車のため巡視員がゲート前で整理中、車を入れ
ろと詰められ、コーンを車で破損。身の危険を感じ、警察に
通報。自転車1台

4
5月20日
（金）

太間 仁和寺野草地区
グランドゴルフ付
近

水死体
釣り人が岸に漂着した死体を発見。警察車両3台、消防２
台、救急車１台

６０代
男性

5
5月20日
（金）

守口 豊里地区 河川区域 水死体
神戸大学ボート部員が水死体を発見。消防車６台、救急車１
台、警察車両３台

７０代
男性

6
5月31日
（火）

太間 仁和寺野草地区 河川区域 水死体
公園利用者が管理所に通報。入水自殺と思われる。警察車
両２台バイク２台、消防車２台、救急車１台

7
6月14日
（火）

太間 佐太西地区 河川区域 水死体
警察１２時に到着（パトカー２台）、１３:１０鑑識とどまる 年齢不明

男性

8
7月6日
（水）

守口 太子橋地区 河川区域 飛び込みの疑い
城北管原大橋より通行人がいなくなったと通報。消防車８
台、救急車１台、ヘリ１基で捜索するも発見ならず

9
7月10日
（日）

鳥飼 鳥飼上地区 堤防法面 火災（ボヤ）
堤防内側でボヤ火災が発生し、約300m²焼ける。巡視員

10
7月15日
（金）

太間 枚方地区 河川区域 自殺未遂
枚方大橋下河川の中に男性が立っていると通報があり、消
防車８台、警察車両２台。保護し家族に引き取られる。

２０代
男性

11
7月23日
（土）

鳥飼 三島江地区 サッカー場 プレー中の怪我
ラクロスの試合中に相手とぶつかり左ひじを痛める。 ２８歳

男性

12
8月10日
（水）

太間 佐太西地区 芝生広場 火災跡
１１日の朝の巡回時に発見。花火を行っていた人物より消防
へ通報

13
8月11日
（木）

守口 八雲地区 野草地区 火災
花火を行っていた若者の花火が草地に引火し公園利用者が
消防に通報。消防車２台、警察４名自転車

14
8月16日
（火）

鳥飼 三島江地区 園路 不審火
野球場第１横の園路にポリバケツ２個とオイルライター用管
が放置され、燃えカスが散乱。4m²程延焼

15
8月19日
（金）

守口 赤川地区 城北ワンド 不審火
黒煙が上がっているのを管理所で確認し通報。消防車両３
台、警察パトカー１台、自転車４台

16
9月7日
（水）

太間 背割堤地区 天端付近 首吊り自殺
警察７:３０、退出9：30
入口横のモモノキで首つり自殺、公園利用者が警察に通報

17
9月10日
（土）

守口 豊里地区 管原城北大橋 火災
消防１１:５３着、１３:２１退　消防車４台、救急車１台、警察車
両１台12：44退、200m²消失

18
9月12日
（日）

鳥飼 鳥飼西地区 河川区域 水死体
公園利用者より死体があると連絡を受け管理員が通報

事故種別
相手方･
加害者

事故内容
負傷者・
被害者

事故発生日 発生地区 距離標
サービス
センター

発生場所

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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19
9月24日
（土）

太間 枚方地区 管理所横トイレ 不審者
トイレを利用した女性よりトイレ内の汚物を持ち出した人がい
ると、連絡があり、管理員が通報。男性を確保

４０代
男性

20
10月13日

（木）
守口 赤川地区 低水域 首つり自殺

木にて首つり自殺。警察パトカー１台、自転車３台 ７０代
男性

21
10月15日

（土）
守口 海老江地区 河川区域 水死体

上流より死体が流れてきているため詳細不明。消防車２台、
救急車１台、警察車両２台

30～40代
男性

22
10月18日

（火）
守口 海老江地区 河川区域 水上捜査

JR車内からヘルメットをかぶった人が浮かんでいると通報が
あり、消防６台、警察１台で捜索するも発見できず。

23
10月19日

（水）
太間 太間地区 河川区域 水死体

来園者から死体が浮いていると管理員へ通報。管理員が警
察へ通報する。警察車両５台、消防車両３台、救急車１台

７０代
男性

24
10月24日

（月）
太間 背割堤地区 天端ベンチ たばこの不始末

ベンチから煙が出ていると女性が通報、BBQ客がタバコを取
り除く、ベンチ使用に問題なし。消防車４台、警察パトカー４
台

25
10月27日

（木）
守口 赤川地区 道路管理 不審者

ウォーキング中の女性に下半身を露出した男性が現れる。
女性が警察に通報。

26
11月15日

（火）
守口 太子橋地区 河川区域 水死体

大工大のボート部学生が人が浮いていると通報。消防９台、
救急１台、警察２台

27
11月16日

（水）
太間 太間地区 管理道路 火災

高校生３人が枯れ木などを燃やし来園者が通報。消防１台、
警察１台

28
11月18日

（金）
太間 枚方地区 河川区域

河川への飛び込
み

枚方大橋下流で男性が入水。事件事故で調査中。警察２
台、消防７台、救急１台

７０代
男性

29
12月31日

（土）
守口 豊里地区 河川区域 火災

城北管原大橋下流付近で火災発生。６００m²を焼失、消防４
台、救急１台

30
1月25日
（水）

守口 太子橋地区 低水敷 死体
大阪府福祉協会の巡回時低水敷のホームレスがなくなって
いるのを発見。警察に通報。警察１台、消防１台、救急１台

６６歳
男性

31
2月10日
（金）

太間 佐太西地区 低水敷 自傷
低水敷で人が刺されていると散歩中の人より通報。自分で
腹を刺す。消防１台、警察６台、救急１台

４４歳
男性

32
2月21日
（火）

守口 豊里地区 公園区域外 自殺
公園区域外の草地樹木に首つりをしている男性がいると公
園利用者が管理員へ通達し管理員が警察へ通報。警察２
台、救急１台

33
2月21日
（火）

太間 太間地区 河川区域 水死体
公園利用者が人が浮いているのを発見、警察へ通報。消防
１６台、救急１台、警察２台

中年
男性

34
3月12日
（日）

太間 枚方地区 水位観測所 置き引き
マラソン大会に出店していた業者さんのカバンがないことに
気づき警察へ通報。バイク２台

35
3月12日
（日）

鳥飼 鳥飼上地区 河川区域 水死体
人らしきものが浮いていると公園利用者から報告を受け管
理員が確認。警察へ通報。消防４台、救急１台、警察１台

36
3月19日
（日）

鳥飼 島本地区 緊急道 行方不明
公園に遊びに来ていた５歳の女の子が行方不明となり、母
親が通報、下流域で発見。警察自転車２台

５歳
女性

37
3月24日
（金）

太間 枚方地区 枚方大橋 投身自殺
橋の上に靴と遺書、携帯があるのを通行人が発見。出勤時
には捜査中であった。消防５台、救急１台、警察２台

＜病気＞

1
4月2日
（土）

太間 背割堤地区 公園入口 体調不良
自転車で来園入口付近で口から泡を吹いて気を失うも搬送
を拒否

30代
男性

2
4月5日
（火）

太間 背割堤地区 木津川広場 体調不良
飲酒により気分が悪くなり、公園利用者が救急車を要請 75歳

男性

3
4月12日
（火）

守口 西中島地区
下流域レンガ広
場

体調不良
急性アルコール中毒でレンガ広場に男性が倒れていると公
園利用者から通報があり、管理員が救急車を要請

4
4月29日
（火）

太間 佐太西地区
鳥飼仁和寺大橋
下

転倒による怪我
転倒し、左足付け根を痛め、本人が通報する

5
4月29日
（火）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
過度の飲酒による急性アルコール中毒

6
5月1日
（日）

守口 西中島地区 BBQエリア内
飲酒による過呼
吸

飲酒による過呼吸で苦しむ青年を大パト宮崎氏が発見し、
救急要請する。搬送先は不明。

31歳
男性

7
5月3日
（火）

鳥飼 鳥飼西地区 BBQエリア内
急性アルコール
中毒

アルコールの飲みすぎで倒れる 20歳
男性

8
5月5日
（木）

鳥飼 鳥飼西地区 芝生広場 体調不良
家族で来園、孫と遊んでいて意識がなくなり家族が緊急要
請、車の中で回復。緊急隊員の判断で搬送なし

9
5月5日
（木）

守口 西中島地区 BBQエリア内
急性アルコール
中毒

過度の飲酒による急性アルコール中毒で仮設トイレ横で倒
れているのを友人が発見

21歳
男性

10
5月5日
（木）

守口 西中島地区 BBQエリア内
急性アルコール
中毒

過度の飲酒による急性アルコール中毒でBBQエリア内の低
木の下に倒れていた。

30代
男性

11
5月5日
（木）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
BBQを行い、気分が悪いと言って倒れる 30代

男性

サービス
センター

発生場所 事故種別
相手方･
加害者

事故発生日 発生地区 距離標 事故内容
負傷者・
被害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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12
5月5日
（木）

守口 西中島地区 BBQエリア内 物損事故
BBQをしていたグループの携帯に焼き肉のタレがかかったと
クレーム。弁償しろと詰め寄るが話し合いがつかず警察が園
外に連れ出す。

13
5月8日
（日）

守口 豊里地区 BBQエリア内 熱中症
11時頃からBBQ飲食中気分が悪いといって倒れる。（救急隊
員談話、飲酒による熱中症）

82歳
女性

14
5月8日
（日）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
過度の飲酒による急性アルコール中毒で意識なし

15
5月13日
（金）

守口 豊里地区 BBQエリア内 体調不良
BBQで過度の飲酒　意識あり 21歳

男性

16
5月14日
（土）

鳥飼 大山崎地区 野球場NO1 体調不良
野球終了後体調不良を起こす 14歳

男性

17
5月15日
（日）

太間 枚方地区 BBQエリア内 体調不良
グループでBBQ。過度の飲酒による急性アルコール中毒。
意識なし

20歳
女性

18
5月21日
（土）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
駅伝終了後アルコールの飲み過ぎ。意識あり、自力歩行可 24歳

男性

19
5月23日
（月）

守口 西中島地区 河川区域 体調不良
ホームレスを巡回中の係員が発見、ろれつが回らず立ち上
がるのが精いっぱい

69歳
男性

20
5月28日
（土）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
飲み過ぎで倒れている男性を宮澤巡視員が発見し、緊急要
請する。

30歳
男性

21
6月4日
（土）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
飲み過ぎによる急性アルコール中毒。意識あり、消防車1台 30代

男性

22
6月11日
（土）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
座り込んで、嘔吐。意識あり 20歳

女性

23
6月11日
（土）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
飲酒途中でろれつが回らなくなり倒れる。飲み過ぎか熱中
症。意識あり

26歳
男性

24
6月11日
（土）

守口 西中島地区
法面下の保安区
域

体調不良
倒れたまま意識なし、多量の飲酒によるもの 27歳

男性

25
6月12日
（日）

守口 赤川地区 私設グラウンド 救急搬送
硬式ボールが後頭部にあたる。意識あり 13歳

男性

26
6月25日
（土）

太間 太間地区 ジョギングコース 体調不良
少年野球チームのランニング後気分が悪くなる。意識あり 14歳

男性

27
7月3日
（日）

守口 赤川地区 私設グラウンド 救急搬送
試合中のボールが少年左目上にあたり負傷、腫れ鼻血が出
たため救急要請

中学生
男性

28
7月10日
（日）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
飲み過ぎと熱中症の疑い。意識あり 41歳

女性

29
7月10日
（日）

守口 太子橋地区 BBQエリア内 体調不良
飲み過ぎによる体調不良。意識あり 24歳

男性

30
7月14日
（木）

鳥飼 大塚地区 野球場内 救急搬送
野球の試合中左肩を脱臼 30代

男性

31
7月16日
（土）

守口 西中島地区 十三野草 体調不良
長時間シジミ取りをしていて熱中症になる。低血圧の持病あ
り、意識あり

68歳
男性

32
7月17日
（日）

守口 赤川地区 城北河畔 救急搬送
毛馬こうもんで自転車走行中に転倒、城北河畔まで走行、東
部負傷が激しい為、本人が救急要請する

33
7月18日
（月）

守口 太子橋地区 BBQエリア内
急性アルコール
中毒

BBQで暑さと飲酒で軽いアルコール中毒 28歳
男性

34
7月18日
（月）

守口 西中島地区 駐車場 体調不良
気分が悪いと車で寝かされていた知人が救急要請、多量飲
酒と熱中症の症状、意識あり

20代
男性

35
7月20日
（水）

太間 枚方地区 枚方大橋下 熱中症
橋の下で寝ていたが、夕方声掛けしたら、応答なく救急要請
する。意識なく、頭部外傷による搬送であった

60代
男性

36
8月7日
（日）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
飲み過ぎて気分が悪くなり、車で寝かせていたが、回復しな
いため救急要請する。熱中症による脱水症状。意識あり

20代
男性

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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37
8月7日
（日）

守口 豊里地区 BBQエリア内
急性アルコール
中毒

過度の飲酒による急性アルコール中毒。大経大のサークル 18歳
男性

38
8月18日
（木）

太間 枚方地区 管理所前 体調不良
BBQによる飲酒で熱中症となり、友人が救急要請する 20代

男性

39
8月20日
（土）

守口 西中島地区 BBQ受付所横 体調不良
多量の飲酒により倒れる。消防1台 36歳

男性

40
8月20日
（土）

守口 西中島地区 BBQ受付所横 体調不良
気分が悪くなり、嘔吐。アルコールは少しだけ、熱中症の疑
い。消防1台

24歳
女性

41
8月24日
（水）

守口 豊里地区 豊里大橋下 体調不良
気分が悪いと橋の下でうずくまっているのを管理員が発見。
救急要請する、ストレスによる内臓疾患

25歳
女性

（中国製

42
9月4日
（日）

守口 赤川地区 サッカー場 緊急搬送
サッカー練習中、接触プレーで転倒し、左肘を損傷

43
9月10日
（土）

太間 太間地区 芝生広場 緊急搬送
サッカーの練習中に過呼吸により緊急搬送 13歳

男子

44
9月11日
（日）

守口 西中島地区 緊急河川道路 体調不良
視覚障害者の伴走者が気分が悪くなり、要請。全国健称マ
ラソン参加者、熱中症の疑い。

34歳
男性

45
9月12日
（月）

守口 西中島地区 保安区域 体調不良
過度の飲酒による体調不良 21歳

女性

46
10月2日
（日）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
熱中症による脱水症状で意識なし。消防1台 28歳

女性

47
10月8日
（土）

鳥飼 大山崎地区 野球場内 救急搬送
マシンで打撃練習中に打球が左目にあたり救急要請する 13歳

男性

48
10月16日

（日）
守口 太子橋地区 私設グランド 体調不良

関西犬田布校区運動会の観戦中、飲酒による体調不良を起
こし、救急要請する。

80代
男性

49
10月30日

（日）
守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良

飲酒による嘔吐で友人が救急要請する。意識あり。消防1台 31歳
男性

50
11月6日
（日）

守口 西中島地区 管理道路 体調不良
淀川市民マラソン参加ランナーが嘔吐し、救護所で介護係
員が救急要請。意識あり

21歳
男性

51
11月13日

（日）
鳥飼 大塚地区 サッカー場 体調不良

サッカーチームのコーチが突然ろれつが回らなくなり立てなく
なってします

40代
男性

52
11月14日

（月）
鳥飼 鳥飼SC センター内 体調不良

センター利用者がエレベーターを利用しようとしてボタンを押
すと中に人が倒れていた。警察1台、消防1台

60代
男性

53
1月18日
（水）

太間 太間地区 駐車場内 緊急搬送
駐車場内で倒れたと他の利用者より通報があり、管理員が
救急要請、低血圧で倒れる

77歳
男性

54
2月7日
（火）

鳥飼 大塚地区 芝生広場 体調不良
グランドゴルフのプレー中、突然倒れる。仲間が救急要請す
る。

高槻在住
男性

55
3月3日
（金）

太間 仁和寺地区
グランドゴルフ場
内

体調不良
プレー中に体調が悪くなり（高血圧）倒れる。 70代

男性

56
3月12日
（日）

太間 太間地区 公園内 体調不良
マラソンランナーが倒れたのを見て他のランナーがみて、ス
タッフに連絡。救急要請する。

18歳
男性

57
3月12日
（日）

太間 太間地区 公園内 体調不良
マラソンランナーが倒れ、公園利用者が救急要請 30歳

女性

58
3月12日
（日）

太間 枚方地区 芝生広場 体調不良
高槻市から徒歩で来園芝生広場で腹痛で倒れる。マラソン
関係者が救急要請

43歳
女性

59
3月27日
（火）

守口 赤川地区 堤防天端 体調不良
サッカーの観戦中酒を飲み過ぎ、歩けない状態を別件で来
ていた痰飲が見つけ救急要請。搬送拒否。意識あり

61歳
男性

＜その他＞

1
4月24日
（日）

守口 西中島地区 BBQエリア内 口論
BBQの客が口論。仲間が公園外へ連れだし、警察到着時当
事者がいないため、仲間から事情聴取する

2
5月29日
（日）

太間 枚方地区 枚方大橋下付近 飲酒による喧嘩
詳細は不明だが、双方飲酒している模様。警察パト6台、バ
イク6台、29名、

25歳
男性

3
6月20日
（月）

守口 赤川地区 河川区域 盗難事案
低水域にナンバープレートの投棄があり、警察に盗難照会
盗品と判明

4
7月16日
（土）

守口 西中之島地区 BBQエリア内 仲間同士の喧嘩
音楽の音量を注意した警備員にモノを投げつけ暴れる、止
めに入った仲間と喧嘩になり警察に通報する。右目上負傷

20代
男性

5
9月4日
（日）

太間 枚方地区 入口坂道 放置自動車
ナンバープレートの外された計自動車。登録抹消盗難届な
し、枚方市道で対応。

事故種別事故発生日 発生地区 距離標
サービス
センター

発生場所
相手方･
加害者

事故内容
負傷者・
被害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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平成２９年度　河川公園区域内における事故報告一覧

＜事故＞

1
4月6日
（木）

背割堤 背割堤地区 天端階段 転倒事故
天端から階段を降りているときつまずいて右頭部裂傷する。
警察バイク１台

82歳
男性

2
4月9日
（日）

鳥飼 鳥飼上地区 鳥飼下サッカー場 プレー中のケガ
サッカーのプレー中転倒し右腕肘を負傷 ２０歳

男性

3
4月12日
（水）

鳥飼 大塚地区 低水敷道路 転倒事故
道路で転倒し頭部から出血、公園利用者が救急要請、意識
有り

８３歳
男性

4
4月13日
（木）

背割堤 背割堤地区 公園入り口 追突事故
公園入り口ゲート前信号機で後方車両に追突される、別件
で来園中の警察官が対応

5
4月15日
（土）

背割堤 背割堤地区 センター駐車場 接触事故
センター駐車場へ入ろうとした車両がバリカーに接触する。
バイク1台

6
4月17日
（月）

守口 太子橋地区 緊急河川道路 転倒事故
坂路を降りて来るときブレーキを駆けるのが遅れ、下流側
ゲートに衝突する。　警察１台

７７歳
女性

7
4月23日
（日）

太間 枚方地区 プロムナード 自損事故
プロムナードを子供さんと走り転倒する右足の骨折 ３０代

男性

8
4月23日
（日）

守口 太子橋地区 管理道路 接触事故
管理道路をバイクが走行、注意しようとして接触する。警察４
台自転車２台

9
4月28日
（金）

背割堤 背割堤地区 府道上 接触事故
公園に入ろうと左折した車と自転車が接触。警察１台バイク
２台

７０代
男性

６５歳
男性

10
5月3日
（水）

守口 西中島地区 堤防天端 転倒事故
アルコールを飲み自転車で走行中転倒する ５０代

女性

11
5月4日
（木）

鳥飼 大山崎地区 BBQエリア内 自損事故
ピクニック広場内で燃焼中のコンロを移動させ様としサーク
ルに躓き火傷を負う

75歳
男性

12
5月4日
（木）

鳥飼 大山崎地区 公園出入口 物損事故
公園出入口で車両が交差しバックした車がポールに接触、
誘導したガードマンに詰め寄る。パトカー1台

13
5月5日
（金）

守口 西中島地区 BBQエリア内 転倒事故
飲酒してトイレに行き転倒する、頭と顔を打撲 24歳

男性

14
5月7日
（日）

守口 赤川地区 緊急道 自転所の転倒
自転車で並走して走行中接触して転倒する。左足付け根骨
折の疑い。パト１台

77歳
　女性

15
5月7日
（日）

守口 赤川地区 緊急道 転倒事故
自転車に乗り坂路で転倒する右手の負傷。パト１台　自転車
１台

５歳
男性

16
5月8日
（日）

太間 佐太西地区 駐車場内 接触事故
仁和寺野草駐車場内で車同士の接触事故。負傷者なし。バ
イク１台

17
5月21日
（日）

守口 太子橋地区 ＢＢＱエリア 転倒事故
ＢＢＱ柵を跳び越そうとして足を引っかけ転倒し左肘下打撲 8歳

女児

18
5月27日
（土）

鳥飼 鳥飼西地区 ＢＢＱエリア内 転倒事故
飲酒後子供とボール遊びをして転倒、左足首を損傷　(骨折
の疑い）

４６歳
男性

19
5月27日
（土）

太間 枚方地区 坂路 車両事故
桜町交差点坂路で車両の追突事故。警察　バイク２台

20
5月27日
（土）

太間 枚方地区 ＢＢＱエリア内 転倒事故
飲酒後ＢＢＱロープで足をとられ、転倒頭を打撲出血 49歳

男性

21
6月18日
（日）

守口 太子橋地区 臨時駐車場内 車両事故
駐車中の車の後方に当てる。 ２０代

男性
３４歳
男性

22
7月16日
（日）

鳥飼 鳥飼上地区 野球場NO.１ 負傷
野球試合中の投球時右肘を負傷。審判が救急要請 ３０歳前

後　男性

23
7月16日
（日）

守口 海老江地区 ＢＢＱエリア内 右手骨折
友人同士で腕相撲していたところ右手骨折。友人が救急車
を要請

２５歳
男性

24
7月16日
（日）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内 転倒事故（負傷）
BBQをしていて走り回って転倒し、左ヒザを負傷。仲間が救
急通報

２８歳
女性

25
7月18日
（火）

太間 佐太西地区
仁和寺入口ゲー
ト前

自損事故
自転車で走行中転倒し頭部と肘を打撲。仁和寺詰所から救
急車要請

84歳
男性

26
8月3日
（木）

太間 枚方地区 スタジアム横園路 転倒による打撲
スタジアム外野の防球ネットが風で捲れあが走行中り自転
車に接触し転倒。救急搬送なし。

６７歳
男性

27
8月5日
（土）

太間 枚方地区 枚方大橋
枚方大橋上トラッ
ク事故

トラックが枚方大橋上で事故を起こし橋の欄干等を破損。欄
干等緊急河川敷道に落下

28
8月6日
（日）

守口 太子橋地区 芝生広場 虫刺され
ラグビー練習中にハチに刺される。ハチの種類は不明 ２６歳

男性

29
8月6日
（日）

太間 枚方地区 駐車場入口 接触事故
車と単車が駐車場入口で接触し単車の男性がヒザの打撲し
管理員が救急車を要請。

６３歳
男性

30
9月2日
（土）

鳥飼 鳥飼西地区 臨時駐車場上流
ロードバイクで転
倒

一津屋野草地区臨時駐車場から園地を走行中ワダチにハン
ドルをとられ転倒。ＰＷ協会ガードマンが救急車を要請。

５２歳
男性

31
9月3日
（日）

鳥飼 鳥飼西地区 河川内 水上事故
ＰＷのガードマンより水上事故が発生したとの連絡があった
が詳細は不明。

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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32
9月9日
（土）

守口 赤川地区 管理用道路
自転車の接触事
故

自転車２台で併走中バランスを崩し転倒。公園利用者が救
急車を要請

１５歳
男性

33
9月10日
（日）

太間 枚方地区 旧東海道
自転車の自損事
故

旧東海道をサイクリング中転倒し手首負傷。枚方地区まで
来てイベント関係者が救急車を要請。

２１歳
男性

34
9月10日
（日）

太間 枚方地区 芝生広場 自損事故
リレーマラソン参加者がゴール付近で右足スネを骨折し大会
主催者が救急車を要請。

４０歳
男性

35
9月10日
（日）

太間 枚方地区
水位観測所タ
ワー付近

自転車の接触事
故

幼児同士が自転車に乗っていて接触し加害者と思われる子
の父親が救急車を要請。

４歳
女性

36
9月18日
（月）

守口 佐太西地区 管理用道路 自転車で転倒
大日地区下流の管理用道路を走行中覆工板に滑って転倒
し管理員が救急車を要請。

５０歳
男性

37
9月18日
（月）

鳥飼 大塚地区 堤防天端道路
自動車の接触事
故

日・祝専用車止めより進入時に２台が接触。運転者１名が怪
我した模様。詳細不明。

38
9月23日
（土）

太間 太間地区 管理所横 自転車で転倒
４才の男の子の飛び出しサイクリング中の男性が避けようと
し転倒・負傷。男の子の関係者が警察に連絡。

６７歳
男性

39
9月30日
（土）

鳥飼 大塚地区 駐車場
車同士の接触事
故

駐車場に駐車中の車がバックで出庫する時、後方に駐車中
の車に接触。加害者が警察に通報。

６０代
男性

40
10月1日
（日）

守口 赤川地区 管理用道路
ランナーとロード
バイクの衝突

管理用道路を広がって歩いている人たちを避けようとしてラ
ンナーとロードバイクが衝突。公園利用者が救急車を要請。

60歳：男
性、４４
歳：男性

41
10月4日
（水）

太間 枚方地区 駐車場付近
ノーリード犬と散
歩人の衝突

ノーリードで散歩中の犬（大型犬）が犬を散歩中の男性に衝
突し転倒。被害者が警察に通報。

40代
男性

42
10月9日
（月）

鳥飼 大山崎地区 野球場NO.１ プレー中の怪我
試合中にフライを捕球するときにチームメイトと衝突し左肘脱
臼。チーム関係者が救急車を要請。

１３歳
男性

43
10月11日

（水）
太間 佐太西地区 自転車道

自転車の自損事
故

自転車道を走行中に縁石と接触転倒。顔面負傷。管理員が
救急車を要請。

５０歳
男性

44
10月20日

（金）
背割堤 背割堤地区 木津川側園路 転倒事故

木津川側の園路を散歩中に前のめりで転倒し歯が折れ腕の
切り傷。

７７歳
男性

45
10月25日

（水）
鳥飼 鳥飼西地区 一津屋野草入口 バリカー接触

一津屋野草入口バリカーに車で進入する時に接触し加害者
が警察に通報。バリカーに損傷なし。

４０歳
男性

46
11月4日
（土）

鳥飼 鳥飼上地区 サッカー場 プレー中の怪我
鳥飼下地区のサッカー場で試合中に足首を怪我しチームの
コーチが救急車を要請。

１４歳
男性

47
11月16日

（木）
太間 枚方地区 駐車場入口 車両接触

駐車場入口で出る車と入る車が接触し入る車の運転者の男
性が警察に通報。負傷者なし。車両は２台とも走行可能。

48
11月30日

（木）
太間 枚方地区 駐車場

車同士の接触事
故

駐車しようとして停車中の車に接触。加害者が警察へ通報。 ２０代
男性

７０代
男女

49
12月3日
（日）

太間 太間地区 管理用道路 救急搬送
サイクリング中に前輪が外れ転倒し、顔面等打撲。本人が救
急車を要請。

５４歳
男性

50
1月15日
（月）

背割堤 背割堤地区 駐車場 歩行中の転倒
駐車場内にて歩行中に持っていたコートを踏み転倒。左ひざ
と頭部を負傷。救急車の手配等は聞き入れなかった。

51
1月18日
（木）

太間 枚方地区 自然園
自転車で転倒事
故

園路を電動自転車で走行中昨日の雨で水たまりで転倒。利
用者が救急車を要請。

７０～８０
代
女性

52
1月18日
（木）

守口 海老江地区 駐車場内
飼い犬に噛まれ
る

60才代女性がシェパードをリードを付けて駐車場内で被害者
と談話中に左腕を噛みつき、飼い主が救急車を要請。

80代
女性

53
2月2日
（金）

太間 枚方地区 園路 転倒事故
校内マラソン大会で芝生広場外周園路を走行中転倒。右大
腿部付け根を負傷校長先生が救急車を要請。

１０代
男性

54
2月4日
（日）

太間 太間地区 芝生広場 転倒事故
友人とサッカーボールを蹴っていて、蹴り損ね滑って転倒し
左足首を負傷。本人が救急車を要請。

３５歳
男性

55
2月4日
（日）

鳥飼 鳥飼西地区 芝生広場 転倒事故
凧揚げをしていて強風であおられ転倒。その他詳細不明。

56
2月4日
（日）

鳥飼 島本地区 駐車場 転倒事故
散歩中の駐車場を通過しようとしタイヤ止めブロックにつま
づき転倒。現場管理員が救急車を要請。

８２歳
男性

57
2月7日
（水）

太間 佐太西地区 堤防階段 転倒事故
堤防階段を歩行中の踏み外し転倒。近くにいた来園者が救
急車を要請。その他詳細不明。

58
2月10日
（土）

鳥飼 鳥飼上地区
鳥飼下サッカー場
入口

転倒事故
サッカー場入口のコンクリート部で足を滑らせ転倒。コーチが
救急車を要請。その他詳細不明。

59
2月14日
（水）

鳥飼 三島江地区 堤防階段 転倒事故
公園利用者が管理所に来られ堤防階段に人が倒れていると
通報。管理員が現地に行き発見し救急車を要請。

７１歳
男性

60
3月31日
（土）

背割堤 背割堤地区 公園入口付近 転倒
さくらまつりに来園していた、女性が体調不良で利用者が発
見し救急車を要請した。

８１歳
女性

61
3月31日
（土）

背割堤 背割堤地区 木津川側低水敷 転倒
管理所に女性が来て低水敷の男性が倒れていると通報。当
職員が現地に急行し確認救急車を要請。救急車到着も搬送
を拒み救急車退園。７３才男性

７３歳
男性

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
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＜事件＞

1
4月23日
（日）

太間 太間地区 河川区域 水死体
釣り人が水死体を発見通報。消防４台、救急１台、警察２台

2
4月24日
（月）

守口 豊里地区 河川区域 水死体
水死体らしき物が漂着と通報あり。消防9台　救急１台　警察
４台

3
5月3日
（水）

守口 西中島地区 BBQエリア内 喧嘩と緊急搬送
BBQ利用者同士が喧嘩。警察が仲裁し収まる。その仲間の
女性が急性アルコールで過呼吸。パト１台　救急１台

２１歳
女性

4
5月7日
（日）

守口 太子橋地区 大工大グランド 火災
高水敷と通路あたりの放置ゴミから出火公園、利用者が通
報、３０㎡焼出、消防３台、救急１台、警察1台

5
5月11日
（木）

守口 西中島地区 河川区域 変死体
散歩中の男性が人が倒れているのを発見、警察へ通報、警
察４台　救急1台

6
5月13日
（土）

太間 枚方地区 枚方大橋 飛び込み
枚方大橋から飛び込み、自力で歩き警察に保護される。太
間・大塚にも関係車両入る。消防４台・救急1台・警察５台

7
5月22日
（月）

太間 枚方地区 河川区域 水死体
死体らしき物が流されていると警察に通報。女性の死体。消
防４台・救急1台・警察４台

8
6月4日
（日）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内 器物破損
グループ内の喧嘩で業者のテントを破損。警察自転車3名注
意にて退園。損害賠償なし。

9
6月24日
（土）

鳥飼 大塚地区 堤防法面 火災
堤防法面のカットカスが燃える。焼失面積１００平。消防6台
警察不明

10
7月23日
（日）

太間 枚方地区 河川区域 水死体
水死体らしき物が浮いてると通報（通報者不明）枚方地区水
管橋下にて発見

７０歳
男性

11
8月18日
（金）

守口 赤川地区
赤川サッカー場上
流堤防法面

火災跡
管理員が出勤時確認。焼失面積：３００㎡

12
8月21日
（月）

守口 赤川地区 長柄橋橋脚 水死体
管理員が巡回中に水死体捜索を確認。通報者等不明 ７０代

男性

13
8月25日
（金）

守口 赤川地区
赤川サッカー場上
流堤防法面

火災
８月１８日にあった火災跡の上流側で火災があり通行人が
発見し消防へ通報。焼失面積：５０ｍ×８ｍ

14
9月3日
（日）

守口 八雲地区 駐車場内 駐車場内で火災
管理員が出勤したら駐車場に放置されていた自転車、カ
ラーコーン（５個）、カートが燃やされていた。

15
9月3日
（日）

鳥飼 三島江地区 駐車場内 車の当て逃げ
駐車場に駐車中に当て逃げされ本人が警察へ通報。 ４５歳

男性

16
9月3日
（日）

守口 西中島地区 堤防法面 タバコの不始末
野球場付近の法面で煙が上がっていたため現場に駆けつけ
ると利用者がバケツリレーで消火活動。

17
9月4日
（月）

守口 大塚地区 河川内 水死体
来園者より河川内に死体らしき物が浮いていると報告あり管
理員が現場確認し警察に通報。

５０～６０
才
男性

18
9月9日
（土）

太間 枚方地区 河川内 水死体
枚方大橋下の砂州に人が倒れていると釣り人が警察に通
報。

７０代
男性

19
9月11日
（月）

太間 枚方地区 河川内 水死体
人が川に沈んでいると釣り人が警察に通報。その他詳細不
明。事件性があるので答えられないとの事。

20
21

9月24日
（日）

守口
太間

八雲地区
佐太西地区

守口船着場 入水自殺
船着場より入水自殺を図ったが近くにいた釣り人が救助。命
に別状なし。

７３歳
女性

22
10月11日

（水）
守口 太子橋地区

野球場付近芝生
地

自殺未遂
自殺をほのめかす話をし手紙を持っていたと公園利用者が
警察へ通報。

８０代
女性

23
10月11日

（水）
守口 大塚地区

テニスコート下流
草地

火災
１０／１１閉園後火災発生し消防が消火。１０／１２早朝より
現場検証。焼失面積７００ｍ２

24
10月25日

（水）
守口 豊里地区 低水敷 ホームレス死亡

ホームレスの方と顔見知りの利用者が現場管理員に連絡し
警察に通報。

７８歳
男性

25
11月15日

（水）
鳥飼 鳥飼上地区 河川内 水死体

警察官が管理所に来られ「死体が浮いている」と通報したか
と来られた。していないと答えると現地へ向かい水死体を引
き上げた。

26
11月17日

（金）
守口 八雲地区

八雲地区上流雑
木内

首つり
バードウォッチャーが雑木内に入ったところ首つり状態の男
性を発見し、現場管理員に報告し警察に通報。

27
11月19日

（日）
太間 佐太西地区 鳥飼仁和寺大橋 自殺未遂

鳥飼仁和寺大橋より人が飛び込み、警察・消防が現場到着
しているのを管理員が発見。命に別状ない模様。

７０代
男性

28
11月19日

（日）
太間 枚方地区 天野川合流点 首つり

天野川合流点のガードパイプにひもをかけ首をつっていた。 ８０代
男性

29
11月21日

（火）
守口 海老江地区 ガードパイプ川側 ホームレス死亡

福祉ホームレス訪問巡回の松井氏・城山氏が巡回時の木屋
の中で倒れているのを発見し救急車を要請。到着後死亡確
認。

６７歳
男性

30
12月2日
（土）

鳥飼 鳥飼上地区 河川内 水死体
小学生３名が船着場上流川の中に水死体らしき人物を発見
し警察に通報。

６０代
男性

31
1月1日
（月）

守口 海老江地区 淀川大橋上 入水自殺
淀川大橋上より人が飛び込んだと来園者が警察に通報。船
着場よりボートで捜索。発見された模様。詳細不明。

32
1月29日
（月）

太間 佐太西地区 河川内 水死体
散歩中の利用者より管理員に河川内に人が浮いていると通
報があり、管理員が現地を確認し警察に通報。女性。詳細不
明。

事故発生日
サービス
センター
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33
2月23日
（金）

守口 赤川地区 河川内 水死体
散歩中の人が死体が浮いてると工事関係警備員に連絡し警
備員より警察へ通報。

60代
男性

34
2月27日
（火）

守口 赤川地区
水管橋下流低水
敷

火災
毛馬出張所海山係長より連絡が入り、毛馬地区で煙が上
がっていると。管理員が現地に向かい確認消失面積：約
2,000m²

35
2月28日
（水）

守口 豊里地区 河川内 水死体
水上巡視船が川中に死体が浮いているのを発見し警察に通
報。

５０代
男性

36
3月2日
（金）

守口 豊里地区 河川内 水死体
釣り人が水面に人が浮いているのを発見し警察に通報。そ
の他詳細不明。

４５才ぐ
らい
男性

37
3月13日
（火）

守口 西中島地区 河川内 水死体
散歩中の人が、水路に人が浮いていると管理所に連絡があ
り、現場管理員が確認し110番通報。

60代
男性

38
3月13日
（火）

鳥飼 大塚地区
船着き場隣接の
芝生広場

火災
高槻出張所坂本係長から大塚地区で火災が発生していると
報告、現場管理員が現場へ急行し確認焼失面積は約200
㎡。放火であったことが判明、ガードパイプ・看板焼失

39
3月23日
（金）

守口 豊里地区 豊里地区下流 火災未遂
通行人が煙が上がっているため消防に通報。ホームレスが
下草を燃やしていた。注意指導。消火活動なし。

＜病気＞

1
4月2日
（日）

守口 太子橋地区 常翔学園G 熱中症
社会人アメフトチームの練習中熱中症の症状が出たので、
同僚が救急要請する。

32歳
男性

2
4月30日
（日）

守口 海老江地区 BBQエリア 緊急搬送
BBQ中に男の子が意識不明となり倒れる父親が救急要請す
る、（熱中症による脱水症）

1歳
男の子

3
5月2日
（火）

守口 守口地区 堤防天端 体調不良
堤防天端道路を歩いていた方が倒れている男性を発見通報
する。管理センターから入園

70代
男性

4
5月3日
（水）

守口 西中島地区 BBQエリア内 喧嘩と緊急搬送
BBQ利用者同士が喧嘩警察が仲裁し収まる。その仲間の女
性が急性アルコールで過呼吸。パト１台　救急１台

２１歳
女性

5
5月6日
（土）

守口 太子橋地区 BBQエリア内 緊急搬送
BBQエリアで酒を飲み騒いでいて顎が外れる 20代

男性

6
5月7日
（日）

守口 西中島地区 BBQエリア内 体調不良
BBQをしていて体調が悪くなり救急要請する。急性アルコー
ル中毒の疑いあり

２１代
男性

7
5月7日
（日）

守口 赤川地区 私設グランド 緊急搬送
少年野球の練習で過呼吸となり救急要請する ９歳

男子

8
5月13日
（土）

守口 西中島地区 堤防法面 体調不良
堤防法面で倒れているのを通行人が通報。意識有り ２０代

男性

9
5月14日
（日）

太間 佐太西地区 野球場 緊急搬送
野球の試合中ボールを、追っかけて右肩から転倒脱臼す
る。消防１台

４１歳
男性

10
5月17日
（水）

太間 太間ＳＣ センター前 転倒事故
野野草で自転車で転倒しセンター前まで来たが痛みに耐え
られず救急要請する。　バイク１台

６６歳
男性

11
5月20日
（土）

守口 西中島地区 駐車場内 熱中症
熱中症の疑いで救急通報するも自力で帰宅 27歳

男性

12
5月20日
（土）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア
急性アルコール
中毒

飲酒していて、気分が悪くなり救急要請 28歳
女性

13
5月20日
（土）

鳥飼 鳥飼西地区 ＢＢＱエリア 緊急搬送
飲酒していて、気分が悪くなり救急要請。糖尿病の持病あり 70歳

男性

14
5月21日
（日）

守口 太子橋地区 ＢＢＱエリア 体調不良
酒の飲み過ぎで倒れているのを管理員が発見。救急要請す
る、搬送拒否で徒歩にて帰宅

２０代
男性

15
5月21日
（日）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内
急性アルコール
中毒

ＢＢＱを行い過度の飲酒で意識朦朧となり友人が救急要請 ２２歳
男性

16
5月27日
（土）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内
急性アルコール
中毒

ＢＢＱ利用者がトイレに行く途中で倒れる ２５歳
男性

17
5月27日
（土）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内
急性アルコール
中毒

泥酔のため動けなくなっている利用者を係員が発見通報す
る。

２５歳
男性

18
5月28日
（日）

背割堤 背割堤地区 御幸橋下 緊急搬送
御幸橋の下でホームレスが動けなくなり利用者に助けを求
める。　警察　1台

60代
男性

19
6月3日
（土）

守口 赤川地区 サッカー場 緊急搬送
サッカーの練習中、接触し左肩を脱臼する。 桜宮高

校生徒
男性

20
6月5日
（月）

太間 枚方地区 プロムナード 緊急搬送
プロムナードの縁石に仰向けに倒れて入る女性を作業中の
業者が発見通報する。　熱中症の疑いあり

40代
女性

21
6月10日
（土）

背割堤 背割堤地区 公園入り口 緊急搬送
障害者同伴でサイクリングで来園トイレ休憩中気分が悪くな
り救急要請する。熱中症の疑い

50代
女性

22
6月11日
（日）

鳥飼 大山崎地区 野球場 緊急搬送
野球の試合中自他球が左目に当たり救急要請する。 １２歳

男子

23
6月17日
（土）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内
急性アルコール
中毒

過飲酒による急性アルコール中毒 ２９歳
男性

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

 
-別紙252-



24
6月19日
（月）

太間 枚方地区 アクアシアター 緊急搬送
巡回中、仰向けで倒れている男性を発見通報 ７０代

男性

25
6月24日
（土）

太間 枚方地区 旧国道 体調不良
旧国道を運転中体調不良で救急要請する。車を公園駐車場
に留置要請

20歳
男性

26
6月24日
（土）

守口 八雲地区 市設グランド 緊急搬送
守口市野球グランドで練習中肉離れをおこし救急要請八雲
地区より入園　消防1台

中学生
男子

27
6月24日
（土）

太間 太間地区 出口野草 緊急搬送
出口野草周辺で人が倒れているのを通行人が発見通報す
る。寝屋グランドより進入男性で熱中症の疑い有

28
7月4日
（火）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内
急性アルコール
中毒

ＢＢＱ利用者で急性アルコール中毒になり友人が救急車要
請

１９歳
男性

29
7月4日
（火）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内
急性アルコール
中毒

飲酒後の運動で急性アルコール中毒。友人が救急車を要請 ２０歳
男性

30
7月8日
（土）

鳥飼 島本地区 管理所横 緊急搬送
高槻よりサイクリング途中で気分が悪くなり管理所へ救急車
を要請

６５歳
男性

31
7月14日
（金）

鳥飼 鳥飼上地区 ＢＢＱエリア附近 体調不良
散歩中に気分が悪くなり管理員が発見、救急要請 77歳

男性

32
7月15日
（土）

守口 太子橋地区 堤防天端 体調不良
豊里大橋下流側堤防天端を自転車で走行中体調不良にて
転倒、通行人が救急車を要請。

７０代
男性

33
7月16日
（日）

守口 海老江地区 ＢＢＱエリア内 熱中症
熱中症による体調不良。上記救急隊員が救急車を要請 ２９歳

男性

34
7月17日
（月）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内 熱中症
ＢＢＱ中に熱中症となり友人が救急要請 ２１歳

女性

35
7月20日
（木）

守口 豊里地区
下流私設グランド
附近

体調不良
昨日退院した男性が私設グランド付近で倒れているのを家
族が発見救急車を要請。

６５歳
男性

36
7月28日
（金）

守口 海老江地区 野球場少年２ 体調不良
昼食中に腹痛・下痢等症状が出て母親が救急車を要請 １０歳

男性

37
7月29日
（土）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内 体調不良
友人達とＢＢＱ中に飲酒し意識不明になる友人が救急車を
要請

２３歳
男性

38
7月30日
（日）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内
急性アルコール
中毒

若者グループでＢＢＱ中に飲酒過多で意識朦朧に陥り友人
が救急車を要請

２４歳
男性

39
8月6日
（日）

太間 太間地区 木屋元地区園路 熱中症
少年野球の練習でランニング中に熱中症とみられる症状で
倒れコーチが救急車を要請

１３歳
男性

40
8月6日
（日）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内 体調不良
友人とＢＢＱ中に飲酒と気温の上昇で体調不良を起こし管理
員が救急車を要請。

２９歳
女性

41
8月6日
（日）

守口 太子橋地区
外島地区管理用
道路

熱中症
自転車でツーリング中に脚が攣り転倒。公園利用者が救急
車を要請

６８歳
男性

42
8月11日
（金）

太間 仁和寺野草地区 グランドゴルフ場 熱中症
グランドゴルフのプレー中に熱中症。仁和寺詰所の清水が
救急車を要請

７９歳
女性

43
8月20日
（日）

守口 西中島地区 野球場NO.２ 熱中症疑い
ソフトボールをしていた女性1名が、意識朦朧となり倒れ友人
が救急車を要請

１９歳
女性

44
8月28日
（月）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内 救急搬送
BBQをしていた若者6名が、酒を飲んで走り回っていて1名が
具合が悪くなり、友人が救急要請した。

　２１歳
男性

45
9月10日
（日）

太間 枚方地区 芝生広場 救急搬送
リレーマラソン参加者が走る前に過呼吸になり大会主催者
が救急車を要請。

２０代
女性

46
9月10日
（日）

守口 西中島地区 ＢＢＱエリア内 体調不良
アーバンキャンプ参加者がＢＢＱ中に飲酒し気分が悪くなり
管理員が救急車を要請。

３２歳
女性

47
9月25日
（月）

鳥飼 鳥飼上地区 芝生広場 体調不良
自転車で散歩中に気分が悪くなり本人が救急車を要請。 ７０代

男性

48
10月1日
（日）

守口 赤川地区
野球場付近芝生
地

熱中症
マラソン大会ボランティアがふらついていたので救護班が救
急車を要請。

７０歳ぐ
らい　男

性

49
10月8日
（日）

守口 太子橋地区 野球場NO.２ 体調不良
野球試合中にめまいがして気分が悪くなり野球関係者が救
急車を要請。

３０代
男性

50
10月8日
（日）

守口 西中島地区 芝生広場 救急搬送
アーバンキャンプ内で昼食にオムライスを食べ胃けいれんを
起こしイベントスタッフが救急車を要請。ナッツアレルギー

11歳
男性

51
11月2日
（木）

守口 赤川地区 ＢＢＱ川側園路 体調不良
閉園中の園路を散歩中に体調不良で倒れるジョギングの方
が救急車を要請。

７０代
女性

52
11月3日
（金）

守口 海老江地区 野球場NO.３ 脱水症状
プレー中気分が悪くなりチーム関係者が救急車を要請。

少年

53
11月5日
（日）

守口 赤川地区 テニスコート横 救急搬送
淀川市民マラソンの走者が体調不良で救護室に運ばれマラ
ソン関係者が救急車を要請。

３９歳
女性

54
11月23日

（木）
鳥飼 三島江地区 管理所 体調不良

管理所に散歩中の外国人が来られ辞書を見せて「気分が悪
い」と伝えて来て管理員が救急車を要請。

３０代
男性

55
1月11日
（木）

太間 太間地区
淀川大橋下低水
敷

低水敷で人が倒
れていた

淀川新橋下の低水敷で人が倒れていたが現地に近づけず
詳細不明。

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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56
1月27日
（土）

太間 枚方地区
出口河畔
堤防法面

救急搬送
男性が頭痛を訴えしゃがみこんでいるのを散歩している人が
発見し救急車を要請。

７０代
男性

57
2月7日
（水）

守口 赤川地区 ＢＢＱ広場下流 意識不明
現場管理員が巡回中の女性が倒れているのを発見。呼吸は
しているが声をかけても反応がないので救急車を要請。

60代
女性

58
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ
鳥飼大橋下管理
用道路

体調不良
マラソン参加のランナーがレース中に倒れ意識不明になりマ
ラソンスタッフがＡＥＤで蘇生。救護スタッフが救急車を要請。

50代
男性

59
3月4日
（日）

守口 八雲地区
庭窪河畔地区横
道路

救急搬送
マラソンランナーが、レース中通路上で座り込んでいるのを
コース係員が発見し救急車を要請。一旦救急車に乗車した
がその後降りて救護車で枚方へ帰った。

30代
女性

60
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ
佐太西地区管理
用道路

体調不良
レース中に腹痛を訴え救護所で措置を受けるも血圧低下が
見られ救護スタッフが救急車を要請。

20代
女性

61
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ マラソンコース上 救急搬送
駅伝の部のランナーが意識朦朧となり救護所に搬送、医師
の判断で救急車を要請。

33歳
女性

62
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ マラソン救護本部 救急搬送
マラソン完走後救護本部に来て看護師が対応中に意識朦朧
となり救護所スタッフが救急車を要請。

２７歳
男性

63
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ マラソン救護本部 脱水と痙攣
マラソン参加者が、脱水症状と足の痙攣で救護所に運ばれ
救護所から救急車を要請。

３８歳
男性

64
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ マラソン救護本部 救急搬送
マラソン参加者が体調が悪いと救護所に現れ医者が診断し
高血圧で、救急車を要請した。

３８歳
女性

65
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ マラソン救護本部 救急搬送
マラソン参加者が救護所に連れて来られ医者の診断の結
果、熱中症で救急車要請。

２０歳
女性

66
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ マラソン救護本部 救急搬送
ランナーがゴール後、足の痙攣（けいれん）で動けなくなり救
護所の医者診断後救急車を要請。

５３歳
女性

67
3月4日
（日）

その他 救護スタッフ マラソン救護本部 救急搬送
マラソン参加者がゴール後、脱水症状となり救護所の医者
が診断し、救急車を要請した。

４６歳
男性

68
3月8日
（日）

その他 救護スタッフ マラソン救護本部 救急搬送
マラソン参加者がゴール後、脱水症状となり救護所の医者
が診断し、救急車を要請した。

５３歳
男性

69
3月18日
（日）

守口 赤川地区 野球場前 救急搬送
マラソン参加中倒れ、アゴ・ヒザに外傷があり応援者が救急
車を要請。

40才ぐら
い　男性

70
3月10日
（日）

守口 赤川地区
城北大橋下流管
理用道路

救急搬送
マラソン参加中倒れ、救護スタッフがＡＥＤで措置スタッフが
救急車を要請。

２０歳
男性

71
3月28日
（水）

太間 太間地区
木屋元遊具広場
周辺

救急搬送
友達同士で遊んでいて鉄ピンを投げたのが足にあたり怪
我。友達が救急車を要請。

１４歳
男性

72
3月28日
（水）

背割堤 背割堤地区 管理所下流 飲酒過多
花見をしていたお客様が、飲酒過多により仲間が救急車を
要請。

７４歳
男性

73
3月29日
（木）

背割堤 背割堤地区 堤防天端 救急搬送
花見に訪れていて歩行中眼鏡を落とし、拾おうとして右足首
を捻挫。利用者が管理所に通報管理員が救急車を要請。

82歳
男性

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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＜その他＞

1
4月8日
（土）

守口 赤川地区 河川区域 危険動物の捕獲
水路でカミツキガメを釣り上げたので警察へ、通報都島警察
パト１台、旭警察１台

2
4月15日
（土）

太間 枚方地区 三矢交差点 バリカー破損
公園入り口のバリカーが破損し下ろすことが出来ない状態で
あった

3
4月25日
（火）

太間 枚方地区 河川区域 誤報
砂採取船が沈みかけていると通報あり、捜索するも発見でき
ず。消防６台・救急１台・警察３台

4
5月7日
（日）

守口 西中島地区 駐車場内 喧嘩
BBQ利用者が駐車場から車を出す時クラクションを鳴らした
ことで、グループ同士の喧嘩となる

5
7月16日
（日）

背割堤
背割堤ＳＣ ＳＣ内 行方不明

認知症女性が現れ、主人（認知症）が行方不明と訴えた。係
員が警察へ捜査依頼。結局息子さんが迎えに来られ退館。

７０代
女性

6
8月15日
（火）

太間 枚方地区 芝生広場
捜索願届出女性
発見

警察官がパトロール中に発見し、応援要請及び救急車を要
請。

２０代
女性

7
8月31日
（木）

太間 佐太西地区
大日地区下流船
着き場

船着き場での遊
泳

守口警察に通報が入り地域課松本氏より守口ＳＣに連絡：船
着き場で高校生５人が遊泳。警官２名が現地で注意。

8
10月8日
（日）

太間
枚方地区
太間地区

管理所付近 迷子
公園に遊びに来ていた子供２人が自転車に乗って行方不明
になり、親が警察に連絡。寝屋川方面で発見。

５歳・７歳
男性

9
10月29日

（日）
守口 赤川地区 低水敷 低水敷の煙

長柄大橋下低水敷より煙が上がっていると見た人が消防に
通報。ホームレスの方が煮炊きしている煙。

10
11月8日
（水）

太間 枚方地区
伊加賀野草と三
矢地区の間

流木・がれきの発
熱

水害での漂流物を積み上げて居るところから煙るが出てい
ると通りがかりの方が通報。業者がユンボで平らにする。

11
12月18日

（月）
鳥飼 鳥飼上地区

鳥飼・仁和寺大橋
下流堤防天端

警察現場検証
管理員が巡回中規制され現場検証を行われているのを発
見。鳥飼上・下地区入口は進入禁止。散歩の方（６０才代男
性）が発見通報。拳銃があった模様

12
1月22日
（日）

守口 赤川地区 赤川ワンド道路 釣り竿の破損
魚釣りをしていた親子の釣り竿を中学生が自転車にて引っ
かけ破損そのまま逃走、八雲地区にて確保。現地にて話し
合う。　パト1台、自転車2台

13
3月25日
（日）

太間 枚方地区 水管橋附近 迷子
父親が「娘がいなくなった」と迷子捜索の要請に来られ、園
内放送しても発見出来ず、父親が警察へ連絡。14:05水位観
測所近辺で発見。

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者
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危機管理対応実績・報告② 

 

【 平成２６年度 】 

月 日 地区 確認状況 処分状況 

9 月 2 日 太間地区 

花壇除草業者より通報を確認 

成虫 4匹確認、駆除 

（花壇） 

現場で捕殺処分 

9 月 11 日 鳥飼上地区 
成虫を確認、駆除 

（トイレ(No.177,164)周りの側溝） 
現場で捕殺処分 

 

【 平成２７年度 】 

月 日 地区 確認状況 対応状況 

5 月 16 日（土） 西中島 
ＢＢＱエリア近くの山茶花にチャドクガ発

生 

駆除済み 

 

【 平成２８年度 】 

月 日 地区 確認状況 対応状況 

10 月 18 日（火） 木屋元地区 
動物遊具（像・ヒョウ）の 2 体でセアカゴ

ケグモを発見。成虫 2匹。卵多数。 

駆除済み 

10 月 18 日（火） 枚方地区 セアカゴケグモを発見 駆除済み 

10 月 18 日（火） 外島地区 
遊具下のセアカゴケグモ生態調査。発見な

し 

 

10 月 18 日（火） 赤川地区 
トイレ株のセアカゴケグモの調査。発見な

し 

 

10 月 18 日（火） 海老江地区 
遊具、トイレ等の下部、セアカゴケグモの

生息調査を実施。発見なし。 

 

 

【 平成２９年度 】 

月 日 地区 確認状況 対応状況 

8 月 1 日 海老江地区 ヒアリの生息調査を実施。発見なし  

8 月 3 日 西中島地区 ヒアリの生息調査を実施。発見なし  

9 月 20 日～ 

9 月 26 日 
豊里地区等 

シカの目撃情報あり。 豊里地区、西中島地区

を一時閉園。右岸西中

島地区～三島江地区、

左岸太子橋地区～枚

方地区に「シカ注意喚

起」の園内放送の実

施。 

10 月 10 日～ 

10 月 12 日 

城北河畔地区

等 

シカの目撃情報あり。 園内放送による注意

喚起の実施。シカ注意

喚起のラミネート看

板の設置。長柄河畔地

区、長柄地区を一時閉

園。 
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出水時の公園管理に係る業務履歴 

【平成 26 年度】 

作業日 実施地区 作業内容 理由 

4 月 30 日 

（水） 
三島江地区 テニスコート支柱の安全処置  

5 月 20 日 

（火） 
豊里地区 

テニスコート外周の鉄ピン、ロープ設置作業 

（立入禁止、安全対策） 
 

6 月 13 日 

（金） 
豊里地区、外島地区 

テニスコート内立入禁止処置 

看板設置（豊里地区 6 枚、外島地区 4 枚） 
 

8 月 12 日 

（火） 

枚方地区 園路清掃  

仁和寺地区 テント設営  

 

【平成 27 年度】 

作業日 実施地区 作業内容 理由 

5 月 11 日（月） 
西中島地区・海老江地気・赤川地

区・仁和寺野草地区・ 
テント・仮設トイレ・天幕・横幕 撤去 台風 6 号接近のため 

7 月 16 日（木） 

～18 日（土） 

海老江地区・三島江地区・島本地

区・大山崎地区・背割堤地区 
施設撤去 台風 11 号接近のため 

9 月 9 日（水） 島本地区・大山崎地区・背割堤地区 施設撤去 台風 18 号接近のため 

 

【平成 28 年度】 

作業日 実施地区 作業内容 理由 

9 月 20 日（火） 背割堤地区 トイレ 2 基、集積場 2 基 撤去 

台風 16 号接近のため 9 月 20 日 

（火） 

佐太西地区・大日地区 

太間地区・仁和寺野草地区・木屋元

地区・大塚地区・鳥飼西地区・豊里

地区・枚方地区・三矢地区・ 

出口地区・三島江地区・ 

海老江地区・鳥飼下地区・鳥飼上地

区・ 

施設撤去 
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【平成 29 年度】 

作業日 実施地区 作業内容 理由 

8 月 7 日（月） 
 グリーンカーテン撤去 

台風 5 号接近のため 
海老江地区・島本地区・背割堤地区 施設撤去 

8 月 8 日（火） 枚方地区 
アクアシアター・プロムナード立入防止ロ

ープ設置 

9 月 14 日（木）  グリーンカーテン撤去 

台風 18 号接近のため 
9 月 14 日（木） 枚方地区 ミストシャワー（テント）撤去 

9 月 14 日（木） 
海老江地区・赤川地区・仁和寺野草

地区 
テント幕撤去 

10 月 21 日（土） 海老江・赤川・仁和寺野草地区 テント幕撤去 

台風 21 号接近のため 

10 月 21 日（土） 枚方地区 
アクアシアター・プロムナード立入防止ロ

ープ設置 

10 月 22 日（日） 

太子橋より上流の全地区 施設撤去 

赤川、毛馬地区 
施設撤去、毛馬は全撤去（トイレ、テニス

ネットたくし上げのみ） 

枚方地区 2ｔ2 台 ローダー１台 撤去 

西中島地区 BBQ エリア撤去 

高槻管内 シェルター、ラグビーポール以外全撤去  

鳥飼地区 
ラグビーポール、フットサルゴールは撤去

していない。 
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大
淀

野
草

赤
川

外
島

鳥
飼

上
三

島
江

大
塚

豊
里

点
野

野
草

背
割

堤
一

津
屋

野
草

鳥
飼

西
太

子
橋

出
口

河
畔

八
雲

大
日

十
三

野
草

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

海
老

江
毛

馬

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

※
金

の
み

配
置

多
田

晃
新

規
①

シ
ル

バ
ー

新
小

田
天

野
松

葉
井

鈴
木

角
井

原
林

井
上

新
規

③
安

藤
肝

付
新

規
①

松
本

島
本

大
山

崎
仁

和
寺

枚
方

(下
）

鳥
飼

上
三

島
江

大
塚

背
割

堤
一

津
屋

野
草

鳥
飼

西
豊

里
太

間
枚

方
(上

）
八

雲
佐

太
西

西
中

島
海

老
江

赤
川

太
子

橋

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

詰
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）

3名

管
理

所
（

パ
－

ト
）

21
名

18
名

（
募

集
中

　
3名

）

太
間

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
庭

窪
RC

）

シ
ル

バ
ー

詰
所

（
仁

和
寺

）
　

　
　

　
1名

合
計

51
名

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
職

員
）

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
契

約
職

員
）

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
契

約
職

員
）

鳥
飼

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

守
口

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
パ

－
ト

）
事

務
補

助
　

1名

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

受
付

（
パ

－
ト

）

平
成

年
度

淀
川

河
川

公
園

管
理

セ
ン

タ
ー

職
員

等
配

置
表

平
成

年
月

日

所
長

・
総

括
：

田
中 

企
画

運
営

管
理

課
長

：
来

嶋
収

益
事

業
課

長
：

中
岡

植
物

管
理

課
長

兼
太

間
SC

長
：

中
村 

植
物

管
理

係
長

：
吉

村 
課

長
補

佐
（

兼
） 

企
画

係
長

：
和

田 

企
画

係
：

 

専
門

役
 

（
総

務
・

経
理

担
当

）
：

廣
末

 

管
理

係
： 

今
別

府
 

総
務

係
： 

古
井

田
 

総
務

係
： 

北
山

 

収
益

係
： 

 

植
物

管
理

係
： 

福
田

 
施

設
維

持
係

： 
多

田
 

施
設

維
持

係
長

：
橋

井 

副
所

長
：

課
長

補
佐

（
兼

） 
管

理
係

長
：

岡
村 

運
営

係
長

：
橋

本 
背

割
SC

係
長

：
㔟
嶋

背
割

SC
係

： 
 

管
理

係
： 

 
運

営
係

： 
今

居
 

施
設

維
持

理
課

長
兼

鳥
飼

SC
長

：
小

須
田 

施
設

維
持

係
： 

堀
 

企
画

係
： 

 

広
域

担
当

（
調

査
・

点
検

・
軽

微
修

繕
）

（
マ

ル
チ

ス
タ

ッ
フ

）
 

 
担

当
係

長
：

（
主

）課
長

補
佐

（
兼

）管
理

係
長

：
岡

村
 

（
副

）
運

営
係

長
：

橋
本

 
施

設
維

持
係

長
：

橋
井

 
植

物
管

理
係

長
：

吉
村

 
担

当
総

括
：

今
別

府
 

右
岸

：
今

別
府

、
多

田 
左

岸
：

今
居

、
福

田

1
名

1
名

1
名

1
名

1
名

1
名

広
域

担
当

(調
査

・
点

検
・

軽
微

修
正

)(
マ

ル
チ

ス
タ

ッ
フ

)

　
担

当
係

長
：

(主
)課

長
補

佐
(兼

)管
理

係
長

　
　

　
　

　
　

(副
)運

営
係

長
　

　
　

　
　

 　
　

　
施

設
維

持
係

長
　

　
　

　
　

 　
　

　
植

物
管

理
係

長
　

担
当

　
　

　
　

総
括

　
　

　
　

　
　

　
右

岸
　

　
　

　
　

　
　

左
岸
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（
29

年
度

の
員

数
）

（
清

掃
）

（
よ

ど
い

こ
受

付
）

（
清

掃
）

（
よ

ど
い

こ
受

付
）

（
清

掃
）

（
よ

ど
い

こ
受

付
）

（
清

掃
、

そ
の

他
業

務
等

）
三

木
・

西
村

上
野

・
大

谷
シ

ル
バ

ー
木

村
・

福
井

シ
ル

バ
ー

植
物

管
理

課
　

4名
施

設
維

持
理

課
　

4名

内
は

外
業

名
名

名
名

名
名

名
名

名
名

名
名

名
名

名
名

名
名

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
職

員
）

27
名

-　
内

訳
　

-
　

　
組

合
　

14
名

　
　

財
団

　
13

名

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
契

約
職

員
）

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
契

約
職

員
）

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
パ

－
ト

）
事

務
補

助
　

1名
組

合

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

よ
ど

受
付

（
パ

－
ト

6名 財
団

管
理

所
（

パ
－

ト
）

23
名

組
合

詰
所

（
仁

和
寺

）
1名 財

団

合
計

58
名

-　
内

訳
　

-
　

　
組

合
　

38
名

　
　

財
団

　
20

名

シ
ル

バ
ー

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

管
理

所
）

（
管

理
所

）
（

詰
所

）

海
老

江
赤

川
太

子
橋

八
雲

佐
太

西
西

中
島

豊
里

太
間

枚
方

(上
）

大
塚

背
割

堤
一

津
屋

野
草

鳥
飼

西
島

本
大

山
崎

仁
和

寺
枚

方
(下

）
鳥

飼
上

三
島

江

新
人

-7
尾

崎
新

小
田

木
村

松
岡

奥
野

新
人

-1
松

葉
井

梶
谷

角
井

新
人

-3
新

人
-4

安
藤

鈴
木

中
島

松
本

多
田

晃
新

人
-8

（
木

村
）

（
木

村
）

新
人

-6
中

新
人

-2
シ

ル
バ

ー
新

人
-5

内
海

シ
ル

バ
ー

徳
山

※
土

・
日

・
祝

の
み

配
置

※
土

・
日

・
祝

の
み

配
置

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

担
当

地
区

海
老

江
毛

馬
太

子
橋

八
雲

大
日

十
三

野
草

豊
里

点
野

野
草

出
口

河
畔

背
割

堤
一

津
屋

野
草

鳥
飼

西
鳥

飼
上

三
島

江
大

塚
島

本
大

山
崎

大
淀

野
草

赤
川

外
島

八
雲

野
草

佐
太

西
西

中
島

太
間

伊
加

賀
野

草
一

津
屋

河
畔

※
土

・
日

・
祝

の
み

配
置

鳥
飼

野
草

三
島

江
野

草
城

北
河

畔
守

口
庭

窪
河

畔
仁

和
寺

野
草

木
屋

元
三

矢
鳥

飼
西

鳥
飼

下

長
柄

八
雲

野
草

※
土

・
日

・
祝

の
み

配
置

出
口

野
草

枚
方

長
柄

河
畔

庭
窪

河
畔

出
口

八
雲

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

箇
所

管
理

所
は

１
８

箇
所

・
４

０
地

区
仁

和
寺

野
草

は
詰

所
八

雲
・

鳥
飼

西
に

つ
い

て
は

土
・

日
・

祝
日

の
み

配
置

箇
所

平
成

年
度

淀
川

河
川

公
園

管
理

セ
ン

タ
ー

職
員

等
配

置
表

平
成

年
８

月
日

セ
ン

タ
ー

長
・

総
括

：
田

中 

企
画

運
営

管
理

課
長

：
来

嶋
収

益
事

業
課

長
：

中
岡

植
物

管
理

課
長

兼
太

間
SC

長
：

中
村 

植
物

管
理

係
長

：
吉

村 
企

画
係

長
古

村
 

 企
画

係
：

 
甲

田
 

専
門

役
 

（
総

務
・

経
理

担
当

）
：

廣
末

 

管
理

係
： 

猪
瀬

 
総

務
係

： 
古

井
田

 
総

務
係

： 
北

山
 

収
益

係
： 

堀
川

 
植

物
管

理
係

： 
福

田
 

施
設

維
持

 
係

：
多

田 

施
設

維
持

係
長

：
橋

井 

副
セ

ン
タ

ー
長

：
下

野

課
長

補
佐

（
兼

） 
管

理
係

長
：

岡
村 

運
営

係
長

：
橋

本 
背

割
堤

SC
係

長
：
㔟

嶋
 

背
割

SC
係

 
：

（
未

定
） 

管
理

係
： 

今
居

 
運

営
係

： 
今

別
府

 

施
設

維
持

理
課

長
兼

鳥
飼

SC
長

：
小

須

施
設

維
持

 
係

：
堀 

企
画

係
： 

永
濱

 

広
域

担
当

（調
査

・点
検

・軽
微

修
繕

）（
マ

ル
チ

ス
タ

ッ
フ

） 
担

当
係

長
：

（
主

）課
長

補
佐

（
兼

）管
理

係
長

：
岡

村
 

（
副

）
運

営
係

長
：

橋
本

 
（

副
）施

設
維

持
係

長
：

橋
井

 
（

副
）植

物
管

理
係

長
：

吉
村

 
担

当
総

括
：

今
居

 
右

岸
：

今
別

府
、

多
田 

左
岸

：
今

居
、

福
田

植
物

管
理

係
： 

山
口

 
背

割
SC

係
 

：
石

角 

守
口

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー 

太
間

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー 

鳥
飼

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー 

背
割

堤
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
（

さ
く

ら
で

あ
い

館
） 

背
割

SC
係

 
：

（
未

定
） 

背
割

堤
SC

長
（

副
セ

ン
タ

ー
長

兼
務

）：
下

野 

1
名

1
名

1
名

2
名

2
名

2
名

広
域

担
当

(調
査

・
点

検
・

軽
微

修
正

)(
マ

ル
チ

ス
タ

ッ
フ

)

　
担

当
係

長
：

(主
)課

長
補

佐
(兼

)管
理

係
長

　
　

　
　

　
　

(副
)運

営
係

長
　

　
　

　
　

   
 (

副
)施

設
維

持
係

長
　

　
　

　
　

   
 (

副
)植

物
管

理
係

長
　

担
当

　
　

　
　

総
括

　
　

　
　

　
　

　
右

岸
　

　
　

　
　

　
　

左
岸
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統括責任者による外部会議への出席 

 
【平成 26 年度】 

 

会合名 開催時期 主催者 備考 

定例会 毎月 1回開催 

淀川河川事務所、 

淀川河川公園事務所、 

都市再生機構 

出席必須 

春の緑化祭 5 月（植木市）
主催：淀川河川公園事務所 

共催：淀川河川事務所 
挨拶 

施設撤去訓練 
6 月初旬（6 月

15 日出水期前）
国、国からの維持作業受託者  

淀川わいわいガヤガヤま

つり 
6 月 

主催：わいわいガヤガヤまつり

実行委員会 
挨拶 

都市緑化祭 10 月（植木市）
主催：淀川河川公園事務所 

共催：淀川河川事務所 
挨拶 

淀川河川公園リレーマラ

ソン 
11 月 持ち込みイベント 挨拶・表彰 

サンスポ野球大会抽選会 

サンスポ野球大会決勝戦 
2 月、6月 

主催：サンケイスポーツ 

主催：淀川河川公園事務所 
挨拶・表彰 

秋季野球大会抽選会 

秋季野球大会決勝戦 
9 月、11 月 

主催：淀川河川公園事務所 

後援：サンケイスポーツ 
挨拶・表彰 

淀川国際ハーフマラソン 3 月 
主催：サンケイスポーツ 

主催：淀川河川公園事務所 
表彰 

大阪・淀川市民マラソン 11 月 
主催：大阪・淀川市民マラソン

実行委員会 
スターター 

淀川寛平マラソン 3 月 

主催：サンケイスポーツ、 

吉本興業、 

淀川河川公園事務所 

挨拶 
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【平成27年度】

会合名 開催時期 主催者 備考

定例会 毎月１回開催
淀川河川事務所
淀川河川公園管理センター
都市再生機構

（出席必須）

なにわ淀川ハーフマラソン ４月
主催：㈱スポーツワン
共催：淀川河川公園

挨拶
スターター

春の緑花祭 ５月 主催：淀川河川公園 挨拶

淀川わいわいガヤガヤ祭り ５月 主催：淀川わいわいガヤガヤ祭り実行委員会 挨拶

施設撤去訓練
６月（６月１５日の出水
期開始前）

国、国からの維持作業受託者

秋の緑花祭 １０月 主催：淀川河川公園 挨拶

42.195kmリレーマラソン
in淀川河川公園

１０月
主催：（一社）42.195kmリレーマラソン協会
共催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川河川公園秋季野球大会抽選会
淀川河川公園秋季野球大会決勝戦

９月、１１月
主催：淀川河川公園
共催：サンケイスポーツ
共催：産経新聞社

挨拶
表彰

淀川河川公園ふれあいマラソン １１月
主催：淀川河川公園ふれあいマラソン実行委員
会
（淀川河川事務所、淀川河川公園等）

挨拶

大阪・淀川市民マラソン １１月
主催：大阪・淀川市民マラソン実行委員会
共催：国土交通省近畿地方整備局淀川河川事
務所

スターター

サンスポ野球大会抽選会
サンスポ野球大会決勝戦

２月、６月
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川寛平マラソン ２月

主催：吉本興業㈱
主催：産経新聞社
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川国際ハーフマラソン ３月
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
スターター
表彰
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【平成28年度】

会合名 開催時期 主催者 備考

定例会 毎月１回開催
淀川河川事務所
淀川河川公園管理センター
都市再生機構

（出席必須）

なにわ淀川ハーフマラソン ４月
主催：㈱スポーツワン
共催：淀川河川公園

挨拶
スターター

春の緑花祭 ５月 主催：淀川河川公園 挨拶

淀川わいわいガヤガヤ祭り ５月 主催：淀川わいわいガヤガヤ祭り実行委員会 挨拶

施設撤去訓練
６月（６月１５日の出水
期開始前）

国、国からの維持作業受託者

淀川河川公園秋季野球大会抽選会
淀川河川公園秋季野球大会決勝戦

９月、１１月
主催：淀川河川公園
共催：サンケイスポーツ
共催：産経新聞社

挨拶
表彰

秋の緑花祭 １０月 主催：淀川河川公園 挨拶

42.195kmリレーマラソン
in淀川河川公園

１０月
主催：（一社）42.195kmリレーマラソン協会
共催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川河川公園ふれあいマラソン １１月
主催：淀川河川公園ふれあいマラソン実行委員
会
（淀川河川事務所、淀川河川公園等）

挨拶

大阪・淀川市民マラソン １１月
主催：大阪・淀川市民マラソン実行委員会
共催：国土交通省近畿地方整備局淀川河川事
務所

スターター

サンスポ野球大会抽選会
サンスポ野球大会決勝戦

２月、６月
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川寛平マラソン ３月

主催：吉本興業㈱
主催：産経新聞社
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川国際ハーフマラソン ３月
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
スターター
表彰
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【平成29年度】

会合名 開催時期 主催者 備考

定例会 毎月１回開催
淀川河川事務所
淀川河川公園管理センター

（出席必須）

なにわ淀川ハーフマラソン ４月
主催：㈱スポーツワン
共催：淀川河川公園

挨拶
スターター

春の緑花祭 ６月 主催：淀川河川公園 挨拶

淀川わいわいガヤガヤ祭り ６月 主催：淀川わいわいガヤガヤ祭り実行委員会 挨拶

施設撤去訓練
６月（６月１５日の出水
期開始前）

国、国からの維持作業受託者

淀川河川公園秋季野球大会抽選会
淀川河川公園秋季野球大会決勝戦

９月、１１月
主催：淀川河川公園
共催：サンケイスポーツ
共催：産経新聞社

挨拶
表彰

秋の緑花祭 １０月 主催：淀川河川公園 挨拶

42.195kmリレーマラソン
in淀川河川公園

１０月
主催：（一社）42.195kmリレーマラソン協会
共催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川河川公園ふれあいマラソン １１月
主催：淀川河川公園ふれあいマラソン実行委員
会
（淀川河川事務所、淀川河川公園等）

挨拶

大阪・淀川市民マラソン １１月
主催：大阪・淀川市民マラソン実行委員会
共催：国土交通省近畿地方整備局淀川河川事
務所

スターター

サンスポ野球大会抽選会
サンスポ野球大会決勝戦

２月、６月
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川寛平マラソン ３月

主催：吉本興業㈱
主催：産経新聞社
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
表彰

淀川国際ハーフマラソン ３月
主催：サンケイスポーツ
主催：淀川河川公園

挨拶
スターター
表彰
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タイトル：要望・苦情

平成26年 項目/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
施設利用等 2 5 2 1 2 2 14
施設管理システム 1 1
駐車場 1 1 2
違法駐車 0
野犬、野良猫等 1 2 2 1 1 7
草刈、清掃 0
ゴミ 2 1 3
騒音 9 1 3 1 14
トイレ 0
利用マナー 0
車・バイク 1 1
利用方法違反 1 2 1 2 6
ゴルフ練習 0
喫煙 1 1
飼い犬 1 1 2
花火 0
バーベキュー 2 2
職員接遇･対応 1 1 1 3
その他 1 1 2 4
計 0 16 6 3 9 7 3 2 2 6 3 3 60

平成27年 項目/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
施設利用等 1 1
施設管理システム 2 2
駐車場 1 1
違法駐車 1 2 3
野犬、野良猫等 1 1 1 1 1 5
草刈、清掃 2 1 3
ゴミ 1 1 2
騒音 1 1 2 1 5
トイレ 1 1 3 5
利用マナー 1 1 1 1 4
車・バイク 1 1
利用方法違反 1 4 2 7
ゴルフ練習 1 1 2
喫煙 0
飼い犬 2 2
花火 0
バーベキュー 3 2 1 1 7
職員接遇･対応 1 1 1 1 4
その他 2 1 3 1 1 8
計 9 8 4 2 12 4 9 2 2 3 5 2 62

平成28年 項目/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
施設利用等 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 6
施設管理システム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
駐車場 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
違法駐車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野犬、野良猫等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草刈、清掃 0 0 1 4 1 1 1 0 0 2 0 0 10
ゴミ 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
騒音 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
トイレ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
利用マナー 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
車・バイク 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
利用方法違反 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
ゴルフ練習 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
喫煙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
飼い犬 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5
花火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バーベキュー 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
職員接遇･対応 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6
計 5 10 6 8 3 3 6 2 3 4 3 4 57
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平成29年 項目/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
施設利用等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設管理システム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
駐車場 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
違法駐車 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
野犬、野良猫等 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
草刈、清掃 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ゴミ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
騒音 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
トイレ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用マナー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車・バイク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用方法違反 0 2 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 10
ゴルフ練習 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喫煙 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
飼い犬 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
花火 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
バーベキュー 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
職員接遇･対応 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
その他 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6
計 4 10 1 2 5 0 3 3 5 1 3 0 37
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紙媒体(種類、発行部数) 

 

   委託費 自主事業費 
委託費＋自主

事業費 
一部委託費 

                                   （平成 27 年度～平成 29 年度の分類） 

月 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 

4    

「ＢＢＱ有料

化お知らせ」

3,200 部 

        
「野草教室」 

11,000 部 

5 

「植木市」 
1,000 部 

 

  
「植木市」 

  22,000 部
          

「 淀 川 わ い
わいガヤガ
ヤ祭」 
 

  

「淀川わいわ

い ガヤガヤ

祭」 

 22,000 部

（7,000 部） 

  

「淀川わいわ

い ガ ヤガ

ヤ祭」 

  22,000 部

（7,000 部） 

  

「淀川わいわ

い ガ ヤガ

ヤ祭」 

  22,000 部

（7,000 部） 

  

6 

        

｢舟運ウォッ

チング」2,000

部 

「よしぶえ 86

号」     

10,000 部 

｢舟運ウォッ

チング」2,000

部 

「よしぶえ 90

号」    

140,000 部 

            

「ひらかた淀

川スポーツ

祭」     

25,000 部 

  

        

「公園イベン

ト予定」  

 3,000 枚 

  

「スロージョ

ギン グ＆ヨ

ガ教室」 

9,000 部 

  

7 

 「スロージ
ョ ギ ン グ 教
室」3,000 部 

「よしぶえ」 

10,000 部 
  

「よしぶえ 82

号」      

10,000 部 

「自然を楽し

む会」 

10,000 部 

  
「BBQ 教室」

3,500 部 
  

        

「打ち水大作

戦」 

500 部 

  

「Facebook 告

知」 

8,000 部 

  

        

「淀川舟運ウ

ォッチング」  

2,000 部 

  
「花火注意」 

550 枚 
  

8             

「フォトコンテ

スト」 

2,000 枚 

「よしぶえ 91

号」      

140,000 部 

9 

「リレーマラソ
ン」15,000 部 

「スロージョ
ギ ン グ 教
室」3,000 部 

  

「よどがわふ

れあいマラソ

ン」 

67,000 部 

  

「よどがわふ

れあいマラソ

ン」 

74,000 部 

  

「よどがわふ

れあいマラソ

ン」 

67,000 部 

  

     

「淀川寛平マ

ラ ソン」    

40,000 部 

  

「淀川寛平マ

ラ ソン」    

40,000 部 

  

「淀川寛平マ

ラ ソン」    

40,000 部 

  

              

「スロージョ

ギン

 グ＆ヨガ教

室」 5,000 部
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月 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 

10 

「植木市」 
13,000 部 

 
「植木市」   

 10,000 部 

「よしぶえ

83 号」

10,000 部 

  

「よしぶえ

87 号」

106,000 部

    

  

        

「ノルディック

ウォーク教

室」5,000 枚 

  

11 

「なにわ淀
川ハーフマ
ラソン」 

2,000 部 

「よしぶえ」 

10,000 部 

「なにわ淀

川ハーフマ

ラソン」6,500

部 

  

「なにわ淀川

ハーフマラソ

ン」     

6,500 部 

  

「なにわ淀川

ハーフマラソ

ン」     

6,500 部 

「よしぶえ 92

号」      

148,000 部 

「淀川寛平
マラソン」 

30,000 部 

 「淀川国際

ハー フマラ

ソン」    

40,000 部 

  

「淀川国際ハ

ー フマラソ

ン」     

40,000 部 

  

「淀川国際ハ

ー フマラソ

ン」     

40,000 部 

  

「OSAKA 淀
川ウルトラ
マラソン」 
25,000 部 

 「OSAKA 淀

川ウ ルトラ

マラソン」   

25,000 部 

  

「OSAKA 淀

川ウ ルトラ

マラソン」   

25,000 部 

  

「よどちゃんと

健康チャレン

ジ」3,001 部 

  

12 

「 ス ロ ー ジ
ョギング教
室」 
1,000 部 

 

    

「であい館オ

ープン告知」 

500 部 

  

「ミュージック

＆マルシェ」   

4,001 部 

  

  「クリスマス

リース作りチ

ラシ」 

8,000 部 

  

「公園予定イ

ベント」1,000

部 

      

1 

「 はじめて
のノルディ
ックウォー
ク教室」 

1,000 部 

「よしぶえ」 

10,000 部 「新春工作

教室」8,000

部 

「よしぶえ

84 号」    

10,000 部 

  

「よしぶえ

88 号」   

140000 部

  

「よしぶえ特

別号」     

50,000 部 

  

    

「自然を楽し

む会」 

29,000 部 

  

「ミュージック

＆マルシェ」   

4,000 部 

  

  
    

舟運ウォッチ

ング 2,500 部
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月 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 チラシ 情報誌 

2 

「凧あげ大
会 」 10,000
部 

「 はじめて
のノルディ
ックウォー
ク教室」 

1,000 部 

「お散歩マ
ナー教室と
ドッグラン」 

500 部 

「ふれあい
マラソン」 
40,000 

 

「淀川の自

然を 楽しむ

会」 

   29,000

部 

  

「Ｈｏｔな冬遊

び＆凧あげ

大会」 

   40,000 部

  

「ミュージック

＆マルシェ」   

4,000 部 

「よしぶえ 93

号」    

157,000 部 

「淀川の自
然を楽しむ
会」 

500 部 
 

 

    

「淀川の自然

を 

 楽しむ会」 

  29,000 部

      

3 

「春休みサ
ッ カ ー 教
室」 
5,000 部 

「よしぶえ」 

10,000 部 

「サクラ春ま

つり工作教

室」 

8,000 部 

「よしぶえ

85 号」    

10,000 部 

公園リーフレ

ット 

30,000 部 

「よしぶえ

89 号」    

50,000 部 

「ミュージック

＆マルシェ」   

4,000 部 

  

  

    

「公園イベン

ト予定」3,000

部 

      

  
    

「枚方フットパ

ス」5,000 枚 
      

計 173,000 部 40,000 部 108,000 部 40,000 部 100,500 部 30,000 部 158,000 部 40,000 部
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修繕に要
した総費
用（円）
（税抜）

1,507,150

平成29年度

3,836,060

平成26年度

5,566,303

建物・工作物に係る修繕履歴（修繕箇所、費用等）

4,669,640

平成27年度 平成28年度

別紙30
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（守口サービスセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額

建物設備維持修繕 空調設備維持修繕 　
26.5.13 守口SC 庁舎内 空調機暖冷房切替及び点検 72,303
26.10.29 守口SC 庁舎内 空調機暖冷房切替及び点検 72,303

小計 144,606

（太間サービスセンター） 該当なし

（鳥飼サービスセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額
建物維持修繕 サービスセンター等修繕

通年 鳥飼SC 庁舎内 自動ドアの点検等 96,000
建物設備維持修繕 空調設備維持修繕 　

26.5.14 鳥飼SC 庁舎内 空調機暖冷房切替及び点検 115,028
26.10.17 鳥飼SC 庁舎内 空調機暖冷房切替及び点検 115,028

電気設備維持修繕 　 　 　 　
27.1.30 鳥飼SC 庁舎内 蛍光灯安定器取替 19,128
26.11.7 鳥飼SC 庁舎内 照明器具取替修繕 91,365

小計 436,549

（庭窪レストセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額
給水設備維持修繕 給水設備維持修繕 　 　 　 　

26.12.25 庭窪RC 庁舎内 配水管修繕作業 27,640

小計 27,640

（河川公園） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額
26.9.25～26西中島地区 公園内 西中島地区広場ぬかるみ補修 182,584
26.10.22 太間地区 公園内 徒渉池余水吐スクリーン取替 115,028
27.1.29 枚方地区外 公園内 ゴミ・資材置き場の補修 221,208
27.2.26 赤川地区外 公園内 仮締め切り用フェンス購入 513,112
26.6.13～8.2海老江地区外 公園内 真砂土搬入作業 487,717
26.9.25～11西中島地区 公園内 BBQ看板修正 19,194
27.2.27 枚方地区 公園内 アクアシアター補修 38,453
27.3.9 西中島地区 公園内 不陸整正作業 98,595
27.3.27 赤川地区 公園内 車止め補修作業 29,597

遊具維持修繕 遊具維持修繕 　 　 　 　
27.1.30～31赤川地区外 公園内 野球場・テニス場収納箱取替 870,000
27.2.18～19海老江地区外 公園内 公園遊具点検作業 606,688
26.9.22 大塚地区 公園内 大型トリム遊具修繕事前調査 19,719

　
諸資材購入 　 　 　 　

26.8.21 海老江管理所外 公園内 ステンレス製仕切版外 307,223
26.6.4 海老江管理所外 公園内 仮締切用標識ロープ外 348,631
26.9.30 海老江管理所外 公園内 管理所用ガスダンパー取替用 199,816
26.7.31 海老江管理所外 公園内 網戸３４枚 358,010

給水設備維持修繕 給水設備維持修繕 　 　 　 　
26.5.29 一津屋野草 公園内 止水栓漏水による取替作業 95,447
26.10.9～10枚方地区 公園内 受水槽水位弁故障による取替 318,541
26.11.27 出口地区 公園内 緊急漏水補修作業 69,313

その他設備維持修繕その他設備維持修繕 　 　 　 　
27.3.5 三島江地区 公園内 水位調査データ回収等 58,632

小計 4,957,508

修　繕　履　歴　　（平成26年度）
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【 守口サービスセンター 該当なし

【 太間サービスセンター 】
工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕 9/30 太間サービスセンター 庁舎内 倉庫シャッター扉修理作業 150,000
建物設備維持修繕 給水設備維持修繕 7/30 太間サービスセンター 庁舎内 1Fトイレ補修作業 63,660

小計 213,660

【 鳥飼サービスセンター 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）
建物維持修繕 サービスセンター等修繕 6/17 鳥飼サービスセンター 庁舎内 屋根補修作業 650,000
建物設備維持修繕 電気設備維持修繕 5/7 鳥飼サービスセンター 庁舎内 緊急ガレージ照明修繕 39,110

9/5 鳥飼サービスセンター 庁舎内 1F入口誘導灯修理作業 10,830
空調設備維持修繕 9/17 鳥飼サービスセンター 庁舎内 2Fトイレ用天井埋込換気扇取替作業 28,650
給水設備維持修繕 6/29 鳥飼サービスセンター 庁舎内 1Fトイレ補修作業 63,660

小計 792,250

【 庭窪レストセンター 】 該当なし

【 背割堤サービスセンター該当なし

【その他サービスセンター 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）
建物維持修繕 その他維持修繕 5/19 外灯線配線改修作業 20,000

小計 20,000

【 河川公園 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）
園路広場維持修繕 園路広場維持修繕 6/16 鳥飼上地区 グラウンド 緊急グラウンド補修 152,000

8/29 大山崎地区 案内板改修 146,000
工作物維持修繕 遊具維持修繕 10/9 BBQ広場 案内所キャスター交換 276,000

11/30 太間地区 トイレ トイレタンク補修 25,000
設備維持修繕 給水設備維持修繕 10/6 一津屋野草地区 水道 緊急水道補修作業 55,630

12/15 仁和寺野草地区 止水栓 止水栓補修作業 124,610

小計 481,240

修繕履歴（平成27年度）
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【 守口サービスセンター 該当なし

【 太間サービスセンター 該当なし

【 鳥飼サービスセンター 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）
建物維持修繕 サービスセンター等修繕 2/9 鳥飼サービスセンター 庁舎内 自動ドア修繕作業 59,000
建物設備維持修繕 空調設備維持修繕 4/5 鳥飼サービスセンター 庁舎内 1Fシャワールーム用天井埋込換気扇取替作業 28,650

4/19 鳥飼サービスセンター 庁舎内 空調機電装部品交換作業 23,000
9/3 鳥飼サービスセンター 庁舎内 1F女子更衣室用天井埋込換気扇取替作業 26,500

その他維持修繕 7/27 鳥飼サービスセンター 庁舎内 1階トイレ補修作業 30,620
小計 167,770

【 庭窪レストセンター 】 該当なし

【 背割堤サービスセンター該当なし

【その他サービスセンター 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）
建物維持修繕 その他維持修繕 5/19 外灯線配線改修作業 20,000

小計 20,000

【 河川公園 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）
工作物維持修繕 園路広場修繕 3/10 赤川地区 テニスコートベンチ 修繕作業 702,600

3/11 海老江地区 グレーティング補修作業 225,000
3/11 公園内ベンチ補修作業 680,000

遊具維持修繕 6/5 移動トイレ補修作業 459,400
6/7 枚方地区 トイレ トイレ水漏れ補修外作業 246,800
7/7 集積所改修作業 250,000
8/23 鳥飼西地区 特別遊具改修作業 275,000
9/2 海老江地区 アリジゴク補修作業 460,000
2/24 太子橋地区 トイレ トイレ水漏れ補修作業 85,200
2/24 大日地区 像型遊具修繕作業 46,000
2/24 三島江地区 トイレ トイレNo.112修繕作業 49,500

設備維持修繕 給水設備維持修繕 4/6 木屋元地区 給水施設 給水施設修理作業 152,440

4/19 三矢地区 給水管 給水管漏水修理作業 116,620
5/3 太間地区 給水管 給水管漏水修理作業 83,240
7/9 三島江地区 緊急水漏修繕作業 180,000
8/6 出口河畔地区 水飲み台補修作業 272,850
2/16 三島江地区 水道施設補修作業 82,000
3/9 海老江地区 給水設備補修作業 115,220

小計 4,481,870

修繕履歴（平成28年度）
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（守口サービスセンター） 該当なし

（太間サービスセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額
建物設備維持修繕 電気設備維持修繕 10/31 太間サービスセンター 　 照明修繕作業 62,500

小計 62,500

（鳥飼サービスセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額
建物設備維持修繕 電気設備維持修繕 10/31 鳥飼SC 照明修繕作業 63,100

その他維持修繕 7/11 鳥飼SC ファルコイン部品交換作業 70,000
小計 133,100

（庭窪レストセンター） 該当なし

（背割堤サービスセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額
建物維持修繕 サービスセンター等修繕 1/10 さくらであい館 女子トイレ トイレ詰まり通管 35,000

小計 35,000

（河川公園） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額
園路広場維持修繕 園路広場維持修繕 5/10 赤川地区外2地区駐車場 案内板改修作業 114,500

7/28 ベンチ修繕作業 184,180
8/3 歩道橋高欄修繕作業 4,000
9/22 木屋元地区 ベンチ修繕作業 141,470
10/3 公園内ベンチ交換補修作業 374,000
10/13 出口地区2地区 スツール補修作業 170,000
11/3 枚方地区外 木杭棚緊急修繕作業 84,000
11/16 鳥飼上地区 ローラースケート場クラック補修作業 200,000
12/16 枚方駐車場 舗装補修作業 275,000

遊具維持修繕 遊具維持修繕 8/19 集積所改修作業 250,000
9/22 トイレ水漏れ補修作業 29,120
10/11 西中島地区 平均台改修作業 168,000
12/24 スプリング遊具改修作業 754,000

給水設備維持修繕 給水設備維持修繕 5/11 太子橋地区 緊急漏水修繕作業 88,940
5/24 佐田西地区 飲水台漏水緊急修繕作業 63,270
1/30 大日地区 　 飲水台漏水緊急修繕作業 136,890
2/24 太間地区 飲水台漏水緊急修繕作業 124,390

その他設備維持修繕その他設備維持修繕 8/31 トイレドア修繕作業 35,000
10/3 赤川管理所 雨樋修繕作業 25,000
12/22 島本管管理所 扉取替修繕作業 106,000
11/20 ベンチレーター交換作業 277,700

小計 3,605,460

修　繕　履　歴　　（平成29年度）
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清掃実施状況 
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１．種 類 

清掃には、園内、移動式トイレ、水飲場、徒渉池・噴水池、サービスセンター、側溝

等を対象とし、日常的に行う軽微な清掃作業と年間を通して計画的に定期的に行う専門

的な清掃作業がある。 

 

２．建物清掃 

Ⅰ．日常清掃 

サービスセンター、レストセンターの床、階段、机の上等の軽微な清掃は、毎日、業

務管理員が行う。 

 

１）清掃箇所は、設計図書によるものとする。 

２）壁、床、扉、窓、柱、ベンチ、机、イス、黒板等は、掃き掃除、拭き掃除を行い、

公園利用者に不快感を与えないよう清潔に保ち、必要に応じて薬液類を使用し洗浄

するものとする。 

３）くもの巣、ハチの巣、ガムのかす等がある場合は、速やかに取り除くものとする。 

４）天井、照明器具、展示物等は、必要に応じ清掃するものとする。 

５）清掃箇所は以下の通りとする。 

守口サービスセンター、太間サービスセンター、鳥飼サービスセンター、背割堤サービ

スセンター、庭窪レストセンター 

 

Ⅱ．定期清掃 

定期清掃は快適な公園建物を維持するために計画的に淀川河川公園管理センターが

行う。 

 

３．公園敷地等清掃 

清掃作業は環境に配慮してゴミの排出量を軽減し、ゴミの分別化によるリサイクル、

再資源化に努める。また、河川敷地内では、清掃等の雑排水は河川へ直接放流されるこ

とから、できるだけ洗剤を使用しないように心がけ、やむを得ず使用しなければならな

いときは、合成洗剤等を避け、微生物が分解し易い油脂製石けんを使用し、水質汚濁防

止に配慮する。 

 

Ⅰ．日常清掃 

各地区の管理所員は別紙 30「淀川河川公園巡視マニュアル」に基づき、必要に応じ

て点検と軽微な清掃を行う。 

 

Ⅱ．定期清掃 

定期清掃は公園内敷地を快適な公園を維持するために行う。計画的に淀川河川事

務所が行う。 
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４．工作物清掃 

Ⅰ．日常清掃 

各地区の管理所員は別紙 30「淀川河川公園巡視マニュアル」に基づき、トイレ、手

洗い、水飲場、徒渉池等の毎日の点検を行い、必要に応じて点検と軽微な清掃を行う。 

 

Ⅱ．定期清掃 

定期清掃は公園内の施設、工作物を定期的に清掃し、快適な公園を維持するため

に淀川河川事務所が行う。 

 

５．し尿処理 

（１）移動式トイレの汲み取り 

 

ⅰ）大阪市 

毎週月曜日に、その週のくみ取り対象トイレを指定し、大阪府衛生管理協同

組合に依頼する。費用は 7 基以上と 6 基以下ではくみ取り料金が異なるので、

依頼基数は、7基以上となるよう調整して依頼する。 

ⅱ）守口市 

依頼は、事前に守口生活環境保全協力会とくみ取り日を調整して行う。金曜

日が主。 

ⅲ）寝屋川市、枚方市 

依頼は、事前に北口建設とくみ取り日を調整して行う。第 2、4木曜日が主。 

ⅳ）摂津市 

２週間ごとに１回、市衛生管理部局が都合の付く日にくみ取り。 

ⅴ）高槻市 

市衛生管理部局が都合の付く日にくみ取り。 

ⅵ）島本町、大山崎町 

町衛生管理部局にその都度くみ取りを依頼する。 

ⅶ）八幡市 

依頼は、市の予定表でくみ取り日が指定され、城南衛生管理組合が行う。 
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第１表 移動式トイレの汲み取り 

対象自治体 
処理の流れ 

該当地区 収集方法等 連絡等 

大阪市 海老江、長柄、毛馬、

赤川、太子橋、 

西中島、豊里 

毎週月曜日に、その週のくみ取り対

象トイレを指定し、依頼する。 

大阪府衛生管理協同組合 

6 基以下は 8,000 円/基 

7 基以上は 5,000 円/基 

守口市 外島、八雲、大日、 

佐太西 

事前に依頼業者とくみ取り日を調

整、金曜日が主。 

12,1,2 月 1 回/月 

3,4,6,7,9,10,11 月 2 回/月 

5,8 月 3 回/月 

守口生活環境保全協力会 

5,000 円/基＋消費税 

寝屋川市 仁和寺、大間、木屋元 

 

事前に依頼業者とくみ取り日を調整

（第 2・4木曜日） 

北口建設 

枚方市 

3,000 円/基＋消費税 

寝屋川市 

8 円/ℓ 

臨時 3,000 円/基＋消費税

枚方市 出口、三矢、枚方 

 

摂津市 一津屋野草、鳥飼西、

鳥飼下、鳥飼上 

2 週間ごとに 1 回 

市の都合の付く日 

市衛生管理部局 

300 円/50ℓ 

高槻市 大塚、三島江 大塚地区（毎週月曜日） 

三島江地区（1回/2 週間） 

市の都合の付く日 

市衛生管理部局 

免除、但し臨時は有料 

島本町 島本 その都度依頼 町衛生管理部局 

島本 300 円/50ℓ 

大山崎 800 円/90ℓ 
大山崎町 大山崎 

八幡市 背割堤 市の予定表でくみ取り日が指定され

る 

城南衛生管理組合 

1,100 円/90ℓ 

 

１ 定期収集の自治体も繁忙期の場合は連絡すれば臨時くみ取りが可能。 

２ 高槻市は費用を免除。 
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【平成26年度】

地区 月日 内容 単位 数量 金額
（税抜き：円）

摘要

枚方地区 H26.6.16 草（除草で発生した） kg 98 980

太間地区 H26.6.24 草（除草で発生した） kg 435 4,350

長柄地区 H26.6.26 草（除草で発生した） kg 113 1,130

大塚地区 H26.6.27 草（除草で発生した） kg 354 3,540

佐太西地区、枚
方地区

H26.7.11 草（除草で発生した） kg 398 3,980

大塚地区 H26.8.29 草（除草で発生した） kg 247 2,470

太間地区 H26.9.3 草（除草で発生した） kg 435 4,350

枚方地区 H26.9.3 草（除草で発生した） kg 67 670

長柄地区 H26.9.5 草（除草で発生した） kg 79 790

仁和寺野草地
区、鳥飼上地区

H26.10.10 草（除草で発生した） kg 339 3,390

太間地区 H26.11.5 草（除草で発生した） kg 198 1,980

鳥飼上地区、大
塚地区

H26.7.18 草（除草で発生した） kg 353 3,530

太間地区 H26.12.11 草（除草で発生した） kg 198 1,980

枚方地区 H26.12.16 草（除草で発生した） kg 68 680

長柄地区 H26.12.25 草（除草で発生した） kg 30 300

枚方地区 H27.3.19 草（除草で発生した） kg 48 480

事業系一般廃棄物（サービスセンター等）（排出量、経費）

※平成24年度の数量・金額は、措置請求資料などを参考に算出したもの。
※平成25年度、平成26年度の数量・金額は、植物管理課で設定したもの。
　　↳ 実際に排出した量・経費ではありません。
　　（実際に排出した量がわかる地区もあれば、わからない地区もあります。）
※この廃棄物は、各地区で発生した一般廃棄物を計上しております。
※剪定枝は、産業廃棄物の「木くず」に分類されます。（園芸サービス業として行えば一般廃棄物にな
ります。）
※平成27年3月末日現在。
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【平成26年度】

作業日 種別
作業
回数

施工数量 施工箇所等
摘要

（薬剤名等）

平成26年7月28日 高中木薬剤散布 1回

高木68本
（ケヤキ、エノキ、
サルスベリ、カシ
類、ツバキ類
他）

鳥飼上地区、太
間サービスセン
ター、鳥飼サービ
スセンター

スミチオン乳剤
（1,000倍液）

平成26年9月16日 高木薬剤散布 1回
高木135本
（ソメイヨシノ）

背割堤地区
トレボン乳剤
（4,000倍液）

平成26年9月20日 低木薬剤散布 1回
低木5.6㎡
（カンツバキ）

西中島地区
スミチオン乳剤
（1,000倍液）
※上面面積

【平成27年度】

作業日 種別
作業
回数

施工数量 施工箇所等
摘要

（薬剤名等）

平成27年7月23日 高木薬剤散布 1回
高木40本
（ウメ他）

鳥飼サービスセン
ター

スミチオン乳剤
（1,000倍希釈）

平成27年8月14日 スズメバチ駆除 1回 4箇所 背割堤地区
スミパイン乳剤
（200倍希釈）

平成27年8月25日 高木薬剤散布 1回
高木40本
（ウメ他）

鳥飼サービスセン
ター

スミチオン乳剤
（1,000倍希釈）

平成27年9月3日 高木薬剤散布 1回
高木1本
（ソメイヨシノ）

太間サービスセン
ター

スミチオン乳剤
（1,000倍希釈）

平成27年9月16日 高木薬剤散布 1回
高木2本
（ソメイヨシノ他）

太間サービスセン
ター

スミチオン乳剤
（1,001倍希釈）

平成27年9月17日 高木薬剤散布 1回
高木140本
（ソメイヨシノ）

背割堤地区
トレボン乳剤
（4,000倍希釈）

平成27年9月17日 高木薬剤散布 1回
高木1本
（ムクノキ）

大塚地区
トレボン乳剤
（4,000倍希釈）

平成27年9月26日 スズメバチ駆除 1回 1箇所 仁和寺野草地区
スミパイン乳剤
（200倍希釈）

平成27年10月10日 スズメバチ駆除 1回 1箇所 仁和寺野草地区
スミパイン乳剤
（200倍希釈）

【平成28年度】

作業日 種別
作業
回数

施工数量 施工箇所等
摘要

（薬剤名等）

平成28年8月25日 高木薬剤散布 1回
高木50本
（ソメイヨシノ他）

守口地区
スミチオン乳剤
（1,000倍希釈）

平成28年9月9日 高木薬剤散布 1回
高木5本
（ソメイヨシノ）

背割堤地区
スミチオン乳剤
（1,000倍希釈）

平成28年9月10日 高木薬剤散布 1回
高木1本
（ムクノキ）

大塚地区
スミチオン乳剤
（1,000倍希釈）

平成28年9月15日 高木薬剤散布 1回
高木140本
（ソメイヨシノ）

背割堤地区
トレボン乳剤
（4,000倍希釈）

平成28年10月19日 スズメバチ駆除 1回 2箇所
背割堤地区、鳥
飼上地区

スプラサイドM乳剤
（200倍希釈）

農薬散布（位置、数量、時期、頻度等）
別紙33
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【平成29年度】

作業日 種別
作業
回数

施工数量 施工箇所等
摘要

（薬剤名等）

平成29年4月27日 高木管理 1回
高木2本
（ソメイヨシノ）

背割堤地区
オキシベロン
（200倍希釈）

平成29年4月28日 高木薬剤散布 1回
高木40本
（ウメ他）

鳥飼サービスセン
ター

スミチオン乳剤
（1,000倍希釈）

平成29年8月30日 スズメバチ駆除 1回 5箇所 背割堤地区
スミパイン乳剤
（200倍希釈）

平成29年9月4日 高木薬剤散布 1回
高木2本
（ソメイヨシノ）

背割堤地区
ディプテレックス乳剤
（1,000倍希釈）

平成29年9月4日 高木薬剤散布 1回
高木10本
（ソメイヨシノ）

守口地区
ディプテレックス乳剤
（1,000倍希釈）

平成29年9月14日 高木薬剤散布 1回
高木140本
（ソメイヨシノ）

背割堤地区
トレボン乳剤
（4,000倍希釈）

平成29年9月14日 高木薬剤散布 1回
高木5本
（サクラ）

庭窪河畔地区
ディプテレックス乳剤
（1,000倍希釈）

平成29年9月23日 高木薬剤散布 1回
高木10本
（ソメイヨシノ）

背割堤地区
ディプテレックス乳剤
（1,000倍希釈）
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公衆電話 
【平成 26.27.28.29 年度】 

 

 

 

 
[太間サービスセンター] 

設置場所 国設置 管理センター設置 

正面玄関前  １ 

計  １ 

 

 

 

 

[太間サービスセンター] 公衆電話位置図

公 衆 電 話 
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業務評定 

【概要】 

公園名 淀川河川公園 

所在地 大阪府、京都府 

事業者 ○○○○ 

履行期間 自；平成○○年○○月○○日  至；平成○○年○○月○○日 

評価対象 平成○○年度 

 

【目標達成状況】 

設定した目標指標と目標値 達成状況 備考 

①入園者数 年間○○万人  

 

 

②満足度 ○○％  

 

 

③○○ ○○  

 

 

 

【運行状況】 

評価内容 

 

 

 

評価ランク 

 

優 ・ 良 ・ 可 

 

特
記
事
項 

特に評価 

すべき 

事項 

 

改善が 

望まれる 

事項 

 

今後の 

課題等 

 

備 考 
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（提出様式１－１） 
 

競争参加資格確認申請書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 近 畿 地 方 整 備 局 長 殿 

  

 

                     住      所 
                             商号又は名称 
                                     代 表 者 氏 名                     印 
                               （担  当  者） 
                                所属部署 
                       氏    名 
                                      電話番号 
                                 FAX番号  

                                E-mail 
 

                                （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                             住     所 共同体事務所の所在地 

                           商号又は名称 H31-35淀川河川公園 
運営維持管理業務◇◇・○○共同体 

                                  代表者氏名                  印 

                    

 

 
 
 
 
 
  平成３１年４月２６日付けで入札公告のありました「H31-35淀川河川公園運営維持管理業
務」に係わる競争に参加する資格について、関係書類を添えて申請します。 
 
 なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
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 2

（提出様式１－２） 
○企業の業務実績 

 

担当する分担業務：○○業務 

 

会社名：○○○○(株) 

 

業務名 

 

発注者 

 

受注形態 

 

業務概要 

 

履行期間 

○○○○○○○○○業務  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・単独  
 ・共同企業体 
(・代表者・代表者

以外) 
 
 
 
 
 
 
 

公園種別、○○施設（園地管理面
積約○㎡）、展示面積、業務内容
等を記載。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
内容種別 1) 2) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内容種別 1) 2) 

企 業 の 延 べ 業 務 年 数  ○ ヶ 月  

 
１ 級 造 園 施 工 管 理 技 士 保 有 者 数 （ 植 物 管 理 業 務 の み 記 入 ）  
 
              平 成   年   月   日 時 点  ○ 名  

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付す

る。図面等で植栽地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添

付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等の写しを提出する。 

注４:複数の業務を記載する場合は行を追加して記入する。 

注５:記載する業務件数による評価は行わない。 

注６:内容種別欄は実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の１)～２)のい

ずれか該当するものを選び○を記入する。 

注７：実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の注意事項に沿って記載す

る。 

注８：参加する法人の会社概要がわかる公表資料（会社紹介パンフレット、ＨＰ等）を別途提出

する。 
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（提出様式１－３） 
○業務責任者の業務実績 

 
担当する分担業務： ○○業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ふり がな

氏 名   
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格（植物管理業務責任者は、１級造園施工管理技士を必ず記入すること） 

  ・１級造園施工管理技士 （登録番号：       ）    （取得年月日：  年  月  日） 

 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体 

(・代表者・代
表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体 
(・代表者・代
表者以外) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 
平成○年○月 

～ 
平成○年○月 

 

 
平成○年

○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５：企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式）及び業務

経験証明書（様式１－８）を添付する。 

注６:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の1)～4)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注７:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

柱８：実施 要項３．３．に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない。配置した場合には、

特定しない。ただし、実施要項に定める範囲において兼務は可能とする。 

 
-別紙326-



 4

（提出様式１－４）守秘性に関する要件 

 

○守秘義務に関し、下記の処置が講じられているか記載する。 

 

イ． 社内規則等（守秘義務に関する規程及びその罰則規定が明示されているものに限る）制定に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ロ．守秘義務に関する研修、講習等の定期的な実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１： 守秘義務に関する規程及びその罰則規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付

することとし、該当部分に下線を引くこと。 

共同体の場合は、各構成員それぞれの提出様式１－４を作成し、かつ各構成員それぞれの

守秘義務に関する規程及びその罰則を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付するこ

ととし、該当部分に下線を引くこと。 
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5

 （
提

出
様
式
１
－
５
－
１

）
業
務
実
施
体
制
 

  
[
実
施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
] 

 
 

実
施

要
項

3
.
3
.
に

定
め

る
業

務
責
任
者
 

 
具
体
的
な
業
務
内
容
 

 

雇
用
形
態
 

資
格
、
能
力
、
実
務
経
験
年
数
等

（
業
務
内
容
に

対
す
る
適
切
性
に

つ
い
て
記
載
）
 

１
週
間
の
予
定
勤
務
時
間
 

 
備
考
 

 
常
勤
 

 

非
常
勤
 

 

委
託
 

 

 
そ
の
他
（
具

体
的
に
）
 

本
業

務
全

体
の

計
画

 
 

立
案

及
び
マ

ネ
ジ

メ
ン

 
ト

業
務

の
業

務
責

任
者

 
（
総
括

責
任
者

）
 

 
  
○
 

  
 
－
 

  
 
－
 

 

  
 

月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 
代
表
企
業
 
 

 
○
○
会
社
 

 
 

近
畿
 
太
郎
 

８
 
８
 
８
 
８

 
８
 
０
 
０
 
4
0
 

企
画

運
営
管
理
 

 
業

務
責
任
者
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 

○
○
会
社
 

 
 

○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

施
設

・
設
備
維
持
 

管
理

業
務
責
任
者
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 

○
○
会
社
 

 
 

○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
植

物
管
理
 

 
業

務
責
任
者
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 

○
○
会
社
 

 
 

○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
益

施
設
等
運
営
 

 
業

務
責
任
者
 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 

○
○
会
社
 

 
 

○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ※

 
組
織

図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理
機
構
）
を
添
付
す
る
（
任
意
様
式
）
。
 

※
 
総
括

責
任
者
お
よ
び
業
務
責
任
者
が
資
格
要
件
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
特
定
し
な
い
。
 

 
※

 
備
考

欄
に
は
、
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
共
同
体
の
場
合
は
、
各
構
成
員
の
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
 

※
 
実

施
要
項
 
３
．
３
．
に
定
め
る
業
務
を
分
割
し
複
数
の
業
務
責
任
者
を
配
置
で
き
な
い
。
配
置
し
た
場
合
に
は
、

特
定
し
な
い
。
た
だ
し
、
実
施
要
項
に
定
め
る
範
囲
に
お
い
て
兼
務
は
可

能
と

す
る
。
 

※
 
[
実
施
要
項
以
外
で
提
案
す
る
業
務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
]
を
配
置
す
る
場
合
に
は
、
別
紙

に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 ※
 
総

括
責
任
者
及
び
総
括
責
任
者
以
外
の
業
務
責
任
者
は
、
原
則
、
実
施
期
間
中
専
任
（
注
）
と
す
る
。
な
お
、
病
気
・
死
亡
等
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
ず
総
括
責
任
者
又
は
総
括
責
任
者
以

外
の
業
務
責
任
者
を
変
更
す
る
場
合
は
、
上
記
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
、
か
つ
、
当
初
の
者
と
同
等
以
上
の
者
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
予
め
近
畿
地
方
整
備
局
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注

：
専
任
と
は
、
他
の
工
事
及
び
業
務
等
に
係
る
職

務
を
兼
務
せ
ず
、
常
時
継
続
的
に
当
該
業
務
に
係
る
職
務
に
の

み
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
契
約
の
締
結
後
、
業
務
開
始

す
る
ま
で
の
期
間
（
準
備
期
間
）
は
専
任
を
要
し
な
い
。
）
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（
別
紙
）
 

 
 
[
実
施
要
項
以
外
で
提
案
す
る
業
務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
] 

 
 

業
務

責
任
者
の
下
に
配

置
し

、
責
任
者
を
補
佐

す
る
者
 

 
具
体
的
な
業
務
内
容
 

 

雇
用
形
態
 

資
格
、
能
力
、
実
務
経
験
年
数
等

（
業
務
内
容
に

対
す
る
適
切
性
に

つ
い
て
記
載
）
 

１
週
間
の
予
定
勤
務
時
間
 

 
備
考
 

 
常
勤
 

 

非
常
勤
 

 

委
託
 

 

 
そ
の
他
（
具

体
的
に
）
 

△
△

業
務
責
任
者
の
下
 

 
  
○
 

  
 
－
 

  
 
－
 

 

  
 

月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 

○
○
会
社
 

 
 

○
○
 
○
○
 

○
○
係
長
 

８
 
８
 
８
 
８

 
８
 
０
 
０
 
4
0
 

□
□

業
務
責
任
者
の
下
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 

○
○
会
社
 

 
 

○
○
 
○
○
 

○
○

リ
ー
ダ
ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 

○
○
会
社
 

 
 

○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月
 
火
 
水
 
木

 
金
 
土
 
日
 
計
 

○
○
会
社
 

 
 

○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ※
 
[
実
施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
]の

下
に
配
置
す
る
の
か
責
任
区
分
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
 

※
 
[
実
施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
]と

併
せ
た
組
織
図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理
機
構
）
を
添
付
す
る
（
任
意
様
式

）
。
 
 

 
※

 
災
害

、
繁
忙
期
等
の
緊
急
時
を
含
み
、
現
地
を
支
援
す
る
本
社
等
の
体
制
（
責
任
体
制
、
現
地
体
制
）
を
記
載
す
る
。
 

※
 
配
置

予
定
人
員
の
枠
が
足
り
な
け
れ
ば
、
追
加
し
て

記
入
す
る
。
 

※
 
備

考
欄
に
は
、
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
共
同
体
の
場
合
は
、
各
構
成
員
の
所
属
企

業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
（
氏
名
が
未
確
定
の
場

合
は

、
氏
名
に
つ
い
て
、
記
載
し
な
く
て
も
よ
い
）
 

※
 
業

務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
業
務
責
任
者
を
補
佐

す
る
者
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
精
通
し
た
者
を
配

置
す
る
も
の
と
し
、
予
め
近
畿
地
方
整
備
局
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。
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業

務
実
施
体
制
 
組
織
図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理

機
構
）
 （

作
成
例
）
 

                                 

本
業

務
全

体
の

計
画

立
案

及
び

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
業

務
の
業

務
責
任

者
（
総

括
責
任

者
）
 

○
○
 

○
○

企
画

運
営

管
理

業
務

責
任

者
 

◇
◇
 

◇
◇

施
設

・
設

備
維

持
管

理
業

務
責

任
者
 

◇
◇
 

◇
◇

 

植
物

管
理

業
務

責
任

者
 
◇

◇
 

◇
◇

収
益

施
設

等
運

営
業

務
責

任
者
 

◇
◇
 

◇
◇

○
○
責
任

者
 

◇
◇
 

◇
◇

○
○
責
任

者
 

◇
◇
 

◇
◇

企
画

部
 

◇
◇

 
◇

◇
 

経
理

部
 

◇
◇

 
◇

◇
 

○
○

公
園

管
理

セ
ン

タ
ー

 

○
○

会
社

 
本

社

協
力

会
社

○
○

部
 

◇
◇

 
◇

◇

下
請

会
社

再
委

託

○
○

○

◇
◇

 
◇

◇

◇
◇

 
◇

◇

◇
◇

 
◇

◇

◇
◇

 
◇

◇

◇
◇

 
◇

◇
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9 

（提出様式１－５－２）業務実施体制における提案 

 

・ 迅 速 か つ 円 滑 な 意 志 決 定 及 び 臨 機 の 対 応 等 の 体 制 に 関 し 、 緊 急 時 等 に お い

て も 混 乱 な く 対 応 で き る 水 準 を 超 え た 優 れ た 提 案 を 記 述 。  

 

 ※ 上 記 に つ い て 、 組 織 面 、 費 用 面 の 対 応 等 を 付 帯 的 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版１枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 

※白黒片面印刷で提出すること。 
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（提出様式１－５－３） 
○申請した総括責任者以外で同一企業に在籍する総括責任者（代替総括責任者）の業務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ふり がな

氏 名   
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○ ○ 会 社 ・ ○ ○ 部 ・ ○ ○ 部 長  

保有資格（植物管理業務責任者は、１級造園施工管理技士を必ず記入すること） 

  ・技術士（建設部門：都市及び地方計画） 

         （登録番号：       ）    （取得年月日：  年  月  日） 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体 

(・代表者・代
表者以外) 

 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体 
(・代表者・代
表者以外) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 
平成○年○月 

～ 
平成○年○月 

 

 
平成○年

○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～5)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注６:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

注７：申請書類の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式）及び業

務経験証明書（様式１－８）を添付する。 
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（提出様式１－６）実施方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版２枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 

※別紙年間業務計画を添付する。それ以外の添付資料は認めない。 

※白黒片面印刷で提出すること。 
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1
2  

（
別

紙
）

 

年
間
業
務

計
画
（

作
成

例
）
 

 工
 
種
 

 種
別
 

 
実
施
頻
度
 

４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

１
月
 

２
月
 

３
月
 

植
物
管
理
 

芝
生
管
理
 

●
回
／
年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

低
木
管
理
 

●
回
／
年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
木
管
理
 

●
回
／
年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

草
花
管
理
 

●
回
／
年
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
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（提出様式１－７）再委託又は、下請負の予定（協力企業の名称等） 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

注１：再委託又は、下請負（予定含む）がある場合に記入する。 

 

注２：原則として、小規模な業務※を除き、記載された以外の業務を再委託又は下請負する場合には、金

額および必要性等について協議が必要となる。 

※ 小規模な業務とは、基本的に契約金額が100万円未満の業務等 

 

注３：再委託又は、下請負の枠が足りなければ、追加して記入すること。 
 
注４：組織図（業務実施のための管理機構）に記入すること。 
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念書（例） （申請書類提出時に当該法人と雇用関係が無い場合） 
 
 
 
 
 支出負担行為担当官 
 近畿地方整備局長 様 
 
 
 

念書（例） 
 
 
 
 
  株式会社○○○○と近畿太郎は、現在雇用関係に無いが、下記の場合において
雇用契約を締結するものとする。 

 
 
 
 
 

記 
 
 
 国土交通省近畿地方整備局で、平成３１年４月２６日付けで入札公告のあった「H 31-35
淀川河川公園運営維持管理業務」と契約締結した場合。 
 
 
 
 
 

平成３１年○月○日 
 
 
 
 
 
 
 
              住所 
              電話番号 
              会社名 株式会社○○○○ 
              代表者 代表取締役社長△△ △△ 印 
 
 
              住所  
 
              氏名   近畿 太郎 印 
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（提出様式１－８）業務経験証明書 

 

 
ふりがな

氏名 

 

 

 近畿 太郎           

（   年  月  日生） 

 

会社名 

 

 

 

 □□□□株式会社 

 

 

 

業務実績 

 

 

    

 ○○業務の○○責任者として従事。 

 

 

 

 

従事期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

年    月    日 

～ 

年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の通りであることを証明します。 

                         平成３１年○月○日 

 

 

                    住 所 

 

                    電話番号 

                    会社名  □□□□株式会社 

 

                    代表者  役職名  氏名  印 
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（提出様式１－９－１） 

 
平成  年  月  日 

 

収益施設運営実績書 
 

 国土交通省 近畿地方整備局  殿 

 

                  （申請者）社 名 

                       代表者                  印 

                       所在地 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記収益施設等について運営実績書を提出します。 

  

 

記 

（記入例） 

  

淀川河川公園 

収益施設名 

収益施設運営実績（※１） 収益施設運営予定（※２） 

   企業としての

実績 

 

配置予定者

としての実

績 

申請者（共

同体構成員

を含む） 

 申請者以外

の者（再委託

・下請け等） 

１ 運動施設  

 

  ○ 

（(株)○○） 

２ 飲食・物販施設 ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○

○） 

 

３ 自動販売機 ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○

○） 
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（提出様式１－９－１）の注意事項 

 

※１ 収益施設運営実績について、実施要項３．２．企業の業務実績に関する要件、及び３．３．

配置予定者の業務実績に関する要件の｢⑤収益施設等運営業務｣で申請している収益施設に｢◎｣

を記入し、その他実績を有する収益実績は｢○｣を記入する（共同体の場合は、代表企業又は構

成員の実績でも可。その場合｢◎｣、｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例｢○

（(株)○○）｣、｢◎（○○太郎）｣） 

又、｢◎｣、｢○｣を記入した施設の全ての施設について（提出様式１－９－３）に記入するこ

と。 

※２ 収益施設運営予定について、淀川河川公園において、申請者または申請者以外の者で行う

のかいずれかに｢○｣を記入する。なお、収益施設運営実績の申請者と収益施設運営予定の申請

者が必ずしも同一箇所でなくてもよい。（共同体の場合は、代表企業又は構成員の実績でも可。

その場合｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例｢○（(株)○○）｣、｢○（○○

太郎）｣）。申請者以外の者が未定の場合は、｢○｣のあとに｢未定｣と記載すること。（例｢○

（未定）｣） 

又、申請者以外の者によって実施し、予定している企業等がある場合は、（提出様式１－

７）に記載すること。 

※３ 「H31-35淀川河川公園運営維持管理業務」に入札参加しようとする者は、公園施設と連携

して収益施設を運営することから、淀川河川公園収益施設等管理運営規定書（以下、「規定

書」という。）の事項を確認の上、収益施設運営実績書を提出しなければならない。 

また、「H31-35淀川河川公園運営維持管理業務」の受託者は、収益施設について都市公園法

第５条の申請を行い、許可を受け所定の使用料を国へ支払なければならない。 

※４ 共同体として参加する者が提出する場合は、H31-35淀川河川公園運営維持管理業務につい

て、代表企業を申請者とする。 
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（提出様式１－９－２） 

 

会社の概要 
 

（１）以下について記入するものとする。 

  ①社名         （               ） 

②業種（主・副）    （       ・       ） 

  ③設立         （         年   月 ） 

  ④資本金        （             円 ） 

  ⑤従業員数       （             人 ） 

  ⑥株式         （   上場  ・  非上場  ） 

  ⑦株主数        （             人 ） 

  ⑧営業範囲       （大阪府・近畿地方・全国  ） 

  ⑨年商         （             円 ） 

 

（２）下記の最新資料を添付するものとする。 

  ①会社概要書等 

  ②登記簿謄本 

  ③財務諸表（過去3ケ年分） 

 

 ※ 提出様式１－９－１で記載している全ての収益施設の施設等運営者について記載すること。

（収益施設運営実績、収益施設運営予定を含む） 

 ※ 財務諸表については、決算報告に使用された「貸借対照表」「損益計算書」「営業報告書」

「利益の処分又は損失の処理に関する議案」等（過去３ケ年分）を提出するものとする。 

※ 申請者以外の者については、上記（２）②、③は提出しなくてもよい。ただし、落札者決定さ

れた場合は、業務計画書提出時までに提出するものとする。 

※ 申請者以外の者が未定の場合は、上記（１）①社名に｢未定｣と記載すること。ただし、落札者

決定された場合は、本様式と上記（２）①～③を業務計画書提出時までに提出するものとする。 
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（提出様式１－９－３） 

 

○○施設運営実績 

 項  目 内        容 

・施設名 

・所在地 

・開設年 

（記入例） 

・○○○○  ○○店 

・大阪府○○市○○１－２－３ 

・平成○年○月 

 

 

・業態 

・取扱品目 

・主な客層 

（記入例） 

・フルサービス和食レストラン 

・郷土料理 
・家族連れ、観光客 

 

 

 

・構造 

・規模 

（記入例） 

・構  造  RC構造 

・延床面積  401.88㎡ 

・客席面積  300㎡ 

・席  数  100席 

・厨房面積  50㎡ 

・駐 車 場      平面駐車場 普通車20台 

 

 

 

 

・売上高 

記入例） 

・120,000千円／年（過去３ヶ年の平均） 

 

 

 

・従業員数 

（記入例） 

・社員３人、補員５人 

 

 

 ※ 提出様式１－９－１の収益施設運営実績の◎及び○と記載した箇所についてそれぞれ１件以上

記載すること。企業及び配置予定者の業務実績が同じ収益施設で異なる施設（別の施設）の場合

は、それぞれ記載すること。 又、施設等により物理的条件より記載が難しい場合であっても実

施している概要がわかる内容を記載すること。 

 ※ 売上高は、過去３ヶ年の平均とし、実績がないものは、過去２年又は１年でもよい。又１年に

満たない場合は、予定金額でもよい。 

※ 実績を証明する登記簿又は契約書等の写しと、自由様式で施設概要がわかる資料又は写真等を

２～３枚添付すること。 

なお、自由様式は、Ａ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

 

 
-別紙341-



20 

（提出様式１－１０） 
（第１面） 

 

  近畿地方整備局長 

   ○○ ○○  殿 

 

平成  年  月  日 

住 所        

商 号 又 は 名 称 

氏 名    印 

（法人にあっては、代表者氏名） 

                                                                                 

                     法定代理人 
○印  

氏  名 
 

誓 約 書 
 

平成31年４月26日付けで公告のありました「H31-35淀川河川公園運営維持管理業務」の入札に参加

するにあたり、下記のとおり誓約します。 

 

記 

 

１．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」とい

う。）第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 

２．再委託等を行わせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 

３．法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 

４．予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ

と。 

５．他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のいずれかに該当

する関係がないこと。 

１)資本関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は

更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

①会社と子会社の関係にある場合 

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

２)人的関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし②については、会社の一方が更生会社又は

更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

②一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

６．淀川河川事務所が平成30年度に実施の「淀川河川公園運営維持管理検討業務」、平成２８年度か

ら平成３０年度に実施の「淀川河川公園利用実態調査」、平成３１年度に実施予定の「淀川河川公

園利用実態調査」に参加している者及び当該業務の監理技術・担当技術者の出向・派遣元並びにこ

れらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。 

７．申請書類の内容については事実と相違ないこと。 

上記誓約に相違があった場合は、入札参加の取消し、契約解除等の措置又は処分も甘受し、一切

 の意義を申し立てないことを併せて誓約します。 

                                          以上 
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（提出様式１－１０） 
（第２面） 

公共サービスの内容 31-35淀川河川公園運営維持管理業務 

 
公共サービス実施民間事業者 ○○株式会社 住所又は所在地 ○○県○○市○○町１丁目○番○号 

親会社等（法人） ○△株式会社 

主要株主等（法人） □□株式会社、△△株式会社 

公共サービス実施民間事業者の「役員」「法定代理人」「主要株主等（個人）」 

及び「相談役、顧問等役員と同等以上の支配力を有する者 

上記事業との関係 氏
フ リ

  名
ガ ナ

 生年月日 性別 住   所 

例 役員 公共
コウキョウ

 太郎
タ ロ ウ

 昭和38年7月4日 男 ○○府○○区○○町○番地○ 

例 主要株主 

（個人） 
    

例 親会社の役員     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※１ 記載しきれないときは、適宜用紙を追加して下さい。 

※２ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があります。 
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（提出様式１－１０） 
（第３面） 

記載が必要な事項一覧表 

 

 記載対象（※１） 記載必要事項 

落

札

予

定

事

業

者 

個

人

の

場

合 

① 落札予定事業者 ・氏名、生年月日、性別、住所 
・商号又は屋号 
 

② ①の法定代理人（※２） ・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

法

人

の

場

合 

③ 落札予定事業者 
 

・商号又は屋号 
・主たる事業所の所在地 

④ ③の役員 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所、役職名 
 
 

⑤ ④の法定代理人 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑥ ③の主要株主等（※３） 

（個人） 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑦ ③の主要株主等（法人） 
 
 

・商号又は屋号 
 
 

⑧ 相談役、顧問等④と同等以上の支配

力を有する者 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑨ ③の親会社等（※４）（個人） 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑩ ⑨の法定代理人 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑪ ③の親会社等（法人） 
 
 

・商号又は屋号 
 
 

⑫ ⑪の役員 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑬ ⑫の法定代理人 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑭ 相談役、顧問等⑫と同等以上の支配

力を有する者 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

※１ 「記載対象」は、それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。 

※２ 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の当該未成年者

の法定代理人をいう。 
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氏名カナ（半角） 氏名漢字（漢字） 元号（半角） 年 月 日 性別
ｺｳｷｮｳ ﾀﾛｳ 公共　太郎 S 38 7 14 M 

※３ 「主要株主等」とは、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を所有する株主及び出資総額の１００

分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。 

※４ ここでいう「親会社等」は、入札参加事業者と「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施

行令」第３条第１項各号。のいずれかに該当する関係（特定支配関係）を有する者のみをいい、同条第２項に規

定する者は含まないものとする。 

※５ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合がある。 

※６ 「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又はこれらに準ずる者を

いう。 

※７ 「理事」、「監事」とは、財団法人及び社団法人等におけるものである。 

※８ 「取締役」、「執行役」、「業務を執行する社員」、「監査役」とは、会社法の株式会社、持分会社

等におけるものである。 

※９ 前記※６の「これらに準ずる者」とは、法人格を有する他団体における役員で、理事、取締役、執行

役、業務を執行する社員、監事、監査役と名称は異なるが、これらに準ずる者をいう。 
※10 電磁的記録媒体の作成要領 

電磁的記録は、氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別とし、これらをＣＳＶ 形式（ 例えば、エクセル、

アクセス等）により、電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）に以下の要領で記録する。 

① 電磁的記録媒体に記載すべき対象者は、第３面により第２面に記載された者とする。 

② 氏名カナは、半角で記録し、姓と名の間を半角で１マス空ける。 

③ 氏名漢字は、全角で記録し、姓と名の間を全角で１マス空ける。なお、常用漢字でない等の理由に

より、漢字が記録不可能な場合は、当該漢字に代えて平仮名を記録する。 

④ 生年月日のうち、年、月及び日については、半角の２ 桁で記録する。元号については、明治の場

合は「M」、大正の場合は「T」、昭和の場合は「S」、平成の場合は「H」と半角で記録する。 

⑤ 性別については、男性の場合は「M」、女性の場合は「F」と半角で記録する。 

⑥ 氏名カナ、氏名漢字、元号、年、月、日及び性別は、それぞれセル毎で区切る。 

⑦ 記載例（データ上の記載） 

昭和３８年７月１４日生まれの公共太郎（ 男性）の場合は、 
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［別添］ 
申請書類における留意事項について 

 
１．提出部数は１部とし、通しの頁数を次の例ように頁右下に記載するものとする。
（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 
２．提出様式１－２「企業の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
 ②単体および共同体の担当する分担業務については、「本業務全体の計画立案及

びマネジメント業務」、「企画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」
「植物管理業務」、「収益施設等運営業務」とし、さらに細かく業務を分担す
る場合には「施設・設備維持管理業務のうち、施設管理」などの記載とし、独
自に｢総合運営管理業務（例）｣など独自の名称は作らないこと。 

③本業務全体の計画立案及びマネジメント業務の実績については、説明書１．
（２）１）で記載しているとおり、必ず「本公園の運営維持管理全般について
目標及び業務計画を策定し、多岐にわたる業務について総合的な調整を行い、
適切な進捗管理を実施」した会社とし、その内容について契約書で記載されて
いない場合は、その内容が確認できる業務の仕様書等も添付すること。 

④共同体の場合は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する企業
を代表企業とすること。 

 
３．提出様式１－３「総括（業務）責任者等の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
②「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企画運営管理業務」、
「施設・設備維持管理業務」、「植物管理業務」、「収益施設等運営業務」の
業務責任者においては、業務を分割し複数の業務責任者を配置できないものと
する。なお、複数 配置した場合には、特定しない。 

  ただし、実施要領に定めた範囲において兼務は可能とする。 
 ③共同体の場合は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する総括

責任者を代表企業の社員（予定を含む）とすること。また、「所属・役職」の
欄に会社名を記載すること。 

     
４．提出様式１－４「守秘性に関する要件」 
 ①守秘義務に関する規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。

また、共同体の場合は、構成員毎に様式１－４の提出及び守秘義務に関する規
定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。該当部分に下線を引
くこと。  

 
５．提出様式１－５－１「業務実施体制」 
 ①共同体の場合は、備考欄に所属企業名および職務、配置予定者の氏名を記載す

ること。 
②組織図（業務実施のための体制図）を添付すること。その際に担当する分担業
務を記載すること。 

③実施要項３．３．表８に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない
ものとする。なお、複数配置した場合には、特定しない。 

 
 

６．提出様式１－５－２「業務実施体制における提案」 
①Ａ４版片面１枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
②図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９
ポイント 

程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。白黒片面
印刷で提出すること。 
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７．提出様式１－６「実施方針」 
①Ａ４版片面２枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
②図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９
ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
白黒片面印刷で提出すること。 

 
 
８．提出様式１－１０（２面）等 

落札者となるべき者（落札予定者）は、開札後速やかに様式１－１０（２面）
及び電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を提出すること。 
なお、記載内容に疑義が生じた場合等必要に応じて、住民票の写し等の確認書

類の提出を求める場合があります。 
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（提出様式２－１） 

 

企画書 

 

 

 業務の名称  H31-35淀川河川公園運営維持管理業務 

 

 履行期限   平成３６年 １月３１日 

 

 

標記業務について、企画書を提出します。 

 

 

                                                 平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 近畿地方整備局長 

 ○○ ○○  殿 

 

 

              提出者）住    所 

                  電話番号 

                  会 社 名 

                  代 表 者 役職名    氏      名    印 

 

              作成者）担当部署 

                  氏  名 

                電 話 番 号  

                  Ｆ Ａ Ｘ 

                  Ｅ－mail 

 

                           （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                                   住 所 ：共同体事務所の所在地 

                                    電話番号：共同体事務所の電話番号 

                                        ＦＡＸ ：共同体事務所のＦＡＸ番号 

                                        会社名 ：○○○○業務 

                                         △△・○○共同体 

                                        代表者 ：△△㈱ 役職名  氏名 印 

                    

 

 注）紙入札方式による場合は代表者印を押印してください。 
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（提出様式２－２―１） 

１）目標とする公園利用者数の確保に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

  

公 園 利 用 者 数 【 数 値 目 標 】           （ 単 位 ： 万 人 ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

公 園 利 用 者 数  
           

  

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 数  

１  ２  ３  ４  計    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を各年度設定の上、その公園利用者数確保に向けて、実現性のある企画

提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※公園利用者は、２年目以降も四半期毎の目標値を記入すること。 
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（提出様式２－２―２） 

２）利用者満足度の確保に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

公 園 利 用 者 の 満 足 度 （ 「 満 足 」 ま た は 「 や や 満 足 」 ）  

【 数 値 目 標 】     （ 単 位 ： ％ ）  

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

公 園 利 用 者 の

満 足 度  

            

  

四 半 期 毎  

公 園 利 用 者 の

満 足 度  

１  ２  ３  ４    

    

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 
※目標とする数値を設定の上、その満足度数の向上に向けて、実現性のある企画提案およ

び期待される効果を具体的に記述する。 
※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 
※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 
※公園利用者の満足度【数値目標】は、２年目及び３年目についても、１年目と同様、四

半期毎の目標値を記入すること。 
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（提出様式２－２―３） 

３）公園特性を活かした植物管理に関する提案  

 

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目の１．～５．に、本公園内の自然資源等を活用した魅力ある修景や河川公

園ならではの風景の演出に関して、実現性のある企画提案および期待される効果を具体

的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 
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（提出様式２－２―４） 

４）公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案  

 

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目の１．～５．に、本公園の河川公園ならではの魅力や機能を発揮させるた

めの維持管理方法に関して、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記

述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 
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（提出様式２－２―５） 

５）多様な利用プログラムの提供に関する提案  

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針   ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

イベント・行事等利用プログラムの種類※1・開催数、参加人数【 数 値 目 標 】    

イベント・行事名 

１ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

開 催 数

(回 ) 

参 加 人 数  

（ 人 ）  
  

自 然 環 境・歴 史 文 化 に 関 す る 利

用 プ ロ グ ラ ム ※ 2 
 ○ ～ ○ ○    

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

※1：イベント・行事等は、本公園の意義や役割、機能を踏まえ、また本公園の様々な資源

等を活用した内容のものとする。 

※2：自然環境・歴史文化に関する利用プログラムとは、淀川を利用しながら淀川に対する

理解を深めてもらうため、淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ利用プ

ログラムで、事業者が主催又は共催するもの。体験講座や自然環境学習のほか、生

物の生息・生育環境の保全活動、清掃等の維持管理活動等を含む。 

※企画提案項目１に、利 用 プ ロ グ ラ ム の 開催数と参加人数の目標の実施、達成に向けて、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※ 自主事業の自主イベントの企画提案については「（提出様式２－２－１０）自主事業に

関する提案」に記述するものとし、本様式では委託費で行う行催事（材料代等実費を公

園利用者から徴収すること等ができるものを含む）のみを記載すること。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※利用プログラムの種類・開催数・延べ参加人数【数値目標】は、２年目及び３年目につ

いても、１年目と同様、開催数・延べ参加人数の目標値を記入すること。 
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（提出様式２－２―６） 

６）情報受発信の充実に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

マスコミ報道件数・ホームページアクセス件数【 数 値 目 標 】  （ 単 位 ： 件 ）    

年 目  １ 年 目  ２ 年 目  ３ 年 目  

年 間  

マ ス コ ミ 報 道

件 数  

○ ○  ○ ○  ○ ○  

ＳＮＳ情報発

信件数 
○ ○  ○ ○  ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※マスコミ報道件数やＳＮＳ情報発信件数の目標を設定の上、それら実施、達成に向けて、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 
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（提出様式２－２―７） 

７）地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

１．企画提案項目：○○○と連携 

 ・具体的な企画提案：○○○と連携し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○と連携することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目３．～５．に、ボランティアやＮＰＯ団体との連携方策及びボランティア

活動の充実・継続に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記

述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

 

 
-別紙355-



 9

（提出様式２－２―８） 

８）公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、公園利用者の安全・安心を確保する施設管理および運営管

理について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、既存地形や河川公園という本公園の特性を踏まえた上で、

ハード面、ソフト面でのユニバーサルデザイン対応について、実現性のある企画提案お

よび期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．に、公園スタッフに関する事故を未然に防ぐ取組について、実現性の

ある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 
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（提出様式２－２―９） 

９）緊急時及び非常時の対応に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○について、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○をすることにより、・・・・の防止が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、緊急事態を想定し、実現性のある企画提案および期待され

る効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、トラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させ

ないための体制、対策について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目５．に、繁忙期において、混乱回避のための体制構築を含めた対応策につ

いて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 
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（提出様式２－２―１０） 

１０）自主事業に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※公園の目的・魅力の向上の観点について、実現性のある企画提案および期待される効果

を具体的に記述する。 

※収益の一部を国営公園の利用促進及び利便性向上等に寄与する内容について記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※自 主 事 業 ： 事 業 者 の 独 立 採 算 に よ り 行 う 事 業 を い う 。  

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 
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（提出様式２－２―１１） 

１１）収益施設の運営に関する提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が見込まれます。  

 ２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

※企画提案項目１．野球場・テニスコート等における公園利用者サービスの向上に向けた

運営について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

 

 

 
-別紙359-



 13

（提出様式２－２―１２） 

１２）各業務の最低水準（現行基準）として示された仕様書に対する、改善提案  

 

基 本 的 な 考 え 方 ・ 方 針  

  ○ ○ ○ を 基 本 的 な 方 針 と し て 、 ○ ○ ○  

 

 

１． 改善提案項目：○○○工 

・設計数量：○○ｍ２ 

・変更数量：○○ｍ２ 

 ・変更可能な理由：○○○を導入し、・・○○の質が向上（○○を削減）します。 

・期待される効果：○○○を導入することにより、・・・の削減が見込まれます。

   

 

２． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

３． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

４． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

５． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果     

 

※各改善提案項目には通し番号を付けること。 

※改善提案による質の維持向上又は経費の削減（あるいはその両方）に関する提案につい

て、実現性のある改善提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※ 設計数量が変更となる場合には、数量総括表に変更数量を記述して提出すること。 

※ 記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量内で提案がある場合のみ記載すること。 
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【別添】 

 

企画書の提案に関する注意事項等 

 

 

  １．各企画提案および改善提案について、着眼点が他と比較して優れており、具体性、

実現性があり、当該公園において適切かつ効果的なものであるか等の妥当性について

総合的な観点から評価する。 

 

  ２．各企画提案および改善提案の頁数は、説明図表を含めＡ４版２頁以内とする。 

   上記頁数を超えた場合、加点評価対象は２頁目までに記載されている内容とし、３頁

目以降に記載した内容は加点評価対象としない。ただし、３頁目以降に記載した内容

（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負

うものとする。 

 

  ３．各企画提案の項目数は最大５項目までとし、記載の順に１から５までの通し番号を

付けること。 

    加点評価対象は番号１から５の企画提案項目までとし、これを超えた企画提案項目

は加点評価対象としない。また、通し番号の記載がない企画提案項目についても加点

評価対象としない。ただし、超過した企画提案項目又は通し番号の記載がない企画提

案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義

務は負うものとする。 

    

  ４．改善提案は、記載の順に１から通し番号を付けること。 

    通し番号の記載がない改善提案項目については加点評価対象としない。ただし、通

し番号の記載がない改善提案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても

特定された場合は、履行義務は負うものとする。 
頁数は、上記２．によるものとする。 

 

  ５．１つの企画提案項目は１つの着目対象（○○対策、等）に限って設定すること。 

    複数の着目対象に対する企画提案項目を記載した場合には、当該企画提案項目

を加点評価対象としない場合がある。ただし、当該企画提案項目（履行不可と判断

されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

 

  ６．１つの企画提案項目に対する具体的な企画提案は、業務の特性及び現場条件等を考

慮のうえ、企画提案項目とした着目対象に関して効果を発現させるための実施方法（効

果を高めるために付帯して行うものを含む。）を具体的に記載する。 

    曖昧な表現及び「仕様書に基づき履行」等の簡易な表現はしないこと。 
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  ７．以下に示すような企画提案項目は、標準案と同程度であり効果が期待できな

いものとし、加点評価しない。 

        ①仕様書及び関係法令を遵守した標準的な内容 

   

  ８．以下に示すような企画提案項目は、実施を認めないもの（履行不可）とする。 

①関係法令に違反するもの 

②入園料、使用料等の増減を変更させるもの 

    ③開園日時を変更させるもの（主催イベントなど仕様書で明示してあるもの

は除く） 

 

９．自主事業において、施設を新設、又は指定する既存施設を改修し、管理運営

する提案を行う場合には、別紙４（基本方針）に沿ったもの、かつ別添 34（自

主事業における飲食・物販施設の設置管理運営可能範囲と指定する既存施設

の改修運営の対象）の範囲でなければ評価しない。 

 

１０．文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー

等により判読不可能とならない文字の大きさ９ポイント程度までとし、判読で

きない場合は、図表等を評価しない場合がある。 

 

１１．白黒片面印刷で提出するものとする。 

 

１２．企画書の提出部数は１部とし、通しの頁数を以下の例のように頁右下に記載

するものとする。（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 

１３．企画書に個別法人および個別グループ等が特定できる記載内容（法人名、個

人名など）がある場合は、その記載された頁に該当する実施要項表９に示す｢区

分｣は加点評価対象としない。ただし、当該区分（履行不可と判断されたものを

除く。）についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

   

（例） ▲▲会社     →  当法人  

■■財団     →  当法人 

◇◇共同体    →  当法人 

□□グループ   →  関連グループ 等 

        ※固有の名称は用いないこと。     

                                                      

１４．各企画提案および改善提案を作成する上で、同様な内容を記述する場合は、該当

箇所に｢（再掲）｣と記載すること。ただし、加点対象とするが、実施要項表９に示

す｢区分｣によって評価が異なる場合がある。 

 

 

従来の実施方法に対する改善提案」は、当初契約に基づく数量内で提案がある場合

のみ様式２－２－１２に記載すること。 
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（ 様式２－２ ―１ ３）  

１３）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組指摘について適合状況 

 

 

 
ワーク・ライフ・バランス関

連認定制度の認定の有無 

あり

なし 

（どちらか一方を記入すること） 

※下記のいずれかの認定を受けている場合に「あり」と記載する。 

 

１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等（えるぼし認定企業）  

 
□ えるぼし認定企業であり、認定段階が３（全認定基準５つ○） 

□ えるぼし認定企業であり、認定段階が２（全認定基準４つ○） 

□ えるぼし認定企業であり、認定段階が１（全認定基準２つ○） 

 
 

□ 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届を提出している。 

※行動計画策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の人数が３００人以下のもの）

に限る。（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ） 

２．次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

 
□ プラチナくるみん（特例）認定企業 

□ くるみん認定企業 

３．若者雇用推進法に基づく認定 

 
□ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）企業 

 

※１～３の項目について、該当するもの全てをチェック欄を「■」とすること。 

※それぞれ、該当することを証明する書類（ （認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更

届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 
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国土交通省 近畿地方整備局 

 

 

 

 

 

 

 

H31-35 淀川河川公園 

収益施設運営計画書 

 

提  出  様  式 
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 １

【企画書提出時に提出すること】 

（様式３－１） 

 

平成  年  月  日 

 

収益施設運営計画書 
 

 国土交通省 近畿地方整備局  殿 

 

                  （申込者）社 名 

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記施設について、H31-35 淀川河川公園収益施設運営計画書を提出します。 

 

 

 

記 

 

（１）所 在 地     大阪市福島区海老江三丁目・四丁目・六丁目並びに大阪市大淀北二丁目（海老江地区）

～京都府八幡市八幡在応寺地先（背割堤地区） 

（２）対象施設 野球場・テニスコート等（３９地区）、飲食・物販施設（1箇所）、自動販売機 

 

 

 

＊共同体として参加する者が提出する場合は、H31-35 淀川河川公園運営維持管理業務について、業務全

体の計画立案及びマネジメント業務をする者とする。 
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 ２

（様式３－２） 

収益施設運営計画 

※運営施設全体の運営計画について、基本的な考え方及び取り組み方策を具体的に記述すること。 

  また、混雑期、閑散期に対応した運営方針も具体的に記述すること。 

※図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

（１）運営施設全体の運営計画 

・基本的な考え方 

 

・取組方策 

 

・混雑期、閑散期に対応した運営方針 

 

 
-別紙366-



 ３

（様式３－３） 

 

（２）収益施設の運営に関する提案 

 
 
 
１．企画提案項目：○○○の設定 
 ・具体的な企画提案：○○○を設定し、・・・・実施します。 
・期待される効果：○○○を設定する事により、・・・・が見込まれます。  
 
 

２．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案： 
・期待される効果： 
 

 

※各企画提案項目には１から２までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．野球場・テニスコート等における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２．飲食・物販施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実現性

のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能となら

ない文字の大きさ９ポイント程度までとする。白黒片面印刷で提出するものとする。 

※本様式に記述した企画提案については、企画書提出様式２－２－１１と同様な内容とする。 
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 ４

（様式３－４－１） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等設置管理運営規定書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－１）野球場・テニスコート等の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ５

（様式３－４－２） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※収益施設等設置管理運営規定書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－２）飲食・物販施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ６

（様式３－５） 

 

平成  年  月  日 

 

自主事業施設運営計画書 
 

 国土交通省 近畿地方整備局  殿 

 

                  （申込者）社 名 

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記施設について、H31-35 淀川河川公園自主事業施設運営計画書を提出します。 

 

 

 

記 

 

（１）所 在 地     大阪市福島区海老江三丁目・四丁目・六丁目並びに大阪市大淀北二丁目（海老江地区）

～京都府八幡市八幡在応寺地先（背割堤地区） 

（２）対象施設 野球場・テニスコート等（３９地区）、飲食・物販施設（1箇所）、自動販売機 

         

 

 

 

 

 

 

 

＊共同体として参加する者が提出する場合は、H31-35 淀川河川公園運営維持管理業務について、業務全

体の計画立案及びマネジメント業務をする者とする。 
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 ７

（様式３－６－１） 

自主事業施設運営計画 

※自主事業施設全体の運営計画について、基本的な考え方及び取り組み方策を具体的に記述すること。 

  また、繁忙期、閑散期に対応した運営方針も具体的に記述すること。 

※図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

（１）自主事業施設運営施設全体の運営計画 

・基本的な考え方 

 

・取組方策 

 

・繁忙期、閑散期に対応した運営方針 
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 ８

（様式３－７） 

 

（２）自主事業施設の運営に関する提案 

 
１．企画提案項目：○○○の設定 
 ・具体的な企画提案：○○○を設定し、・・・・実施します。 
・期待される効果：○○○を設定する事により、・・・・が見込まれます。  

  
 
２．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：。 
・期待される効果：  

 
 
３．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果：  

 
 
４．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果：  

 
 
５．企画提案項目：  
 ・具体的な企画提案：  
・期待される効果 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．自主事業施設における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、実

現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能となら

ない文字の大きさ９ポイント程度までとする。白黒片面印刷で提出するものとする。 

※本様式に記述した企画提案については、企画書提出様式２－２－１０と同様な内容とする。 
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 ９

（様式３－８） 

 

※自主事業施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３）自主事業施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 １０

（様式３－９） 

収入及び支出の見込み 

 

○自主事業の実施における収入及び支出の見込みについて、具体的に記載すること。 

※１ 需要予測及びそれに基づく収入想定について、その概要を明示し、さらに下表の書式を

用いて記載すること。 

※２ 提案する事業実施方針を踏まえた支出想定とすること。 

※３ 収支計画を上回る収益となった場合の収益の活用方策について記載すること。 

※４ 本事業に付随するその他の収益活動を提案する場合には、その内容・金額等について記

載すること。 

 
 

 【収入記載書式】                          単位：千円 
収入項目 金額/10 年※1 根拠等 

収益施設運営収入   

その他収入※2   

合計   
※1 様式３－１０ 収支計画書と整合をとること。 
※2「その他収入」は必要に応じ欄を追加して記載すること。 

 
 【支出記載書式】 単位：千円

支出項目 金額/10 年※1 根拠等 

設備

投資

費 

建設費   

内装費   

その他   

小計   

人件費   

光熱

水費 

電気   

ガス   

水道   

その他   

  小計   

保険料   

土地・施設使用料   

その他支出※2   

合計   
※1 様式３－１０ 収支計画書と整合をとること。 
※2 「その他支出」は必要に応じ欄を追加して記載すること。 
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 １１

 （様式３－１０） 

（１）売上高 金額（単位：千円）

区　分 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

公園施設（自主事業施設） 0

0

合計　（Ａ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）売上原価 金額（単位：千円）

区　分 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

公園施設（自主事業施設） 0

0

合計　（Ｂ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３）売上総利益 金額（単位：千円）

H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４）販売費及び一般管理費その他費用 金額（単位：千円）

区　分 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

人件費 0

自主事業施設・設備管理費 0

維持管理費
（除草・清掃費）

0

通信費 0

修繕費 0

光熱水費 0

イベント催事費 0

広告宣伝費 0

支払保険料 0

固定資産税 0

減価償却費 0

土地・施設使用料 0

その他費用 0

0

支払利息 0

0

原状復旧費 0

0

合計（Ｄ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（５）損益 金額（単位：千円）

H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 H36年度 H37年度 H38年度 H39年度 H40年度 合計 備　　考

（Ｃ）－（Ｄ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*該当しない項目がある場合には、削除せず空欄のままとしてください。
*新たな項目が必要な場合は、適宜追加してください。

収　支　計　画　書
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 １２

      （様式３－１１） 

資金調達・償還計画 

 

○自主事業の実施における資金調達・償還計画について具体的に記載すること。 

※１ 資金調達計画、外部調達計画の概要について、下表の書式を用いて記載すること。 

※２ 劣後ローン等による調達をする場合はそれぞれ明示すること。 

※３ 予備的資金の確保の考え方について明示すること。 

 
【資金調達計画】 

調達総額 (合計) ア＋イ＋ウ 千円

内訳 出資金(計)   …ア 千円

 外部調達(計) …イ 千円

 その他(計) ※1 …ウ 千円

※1 その他の調達がある場合には、下表に準じて記載すること。 

 
【外部調達計画の概要】 

金融機関等の名称 調達予定金額 条件 
（実行予定時期・ 

返済方法・金利等） 

備考 
（優先ローン・劣後ローンの

別、優先順位など） 

 千円   

 千円   

 千円   

 千円   

外部調達(計)…イ 千円   
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 １３

（様式３－１２） 

 

 

自主事業施設の設置場所 

○自主事業施設の設置場所について図示すること。 
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